
号

外

一�
平

成
二
十
一
年

三

月
三
十
日

目

次

条

例

○
岐
阜
県
総
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

危
機
管
理
課
、
財
政
課)

八
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
積
立
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

財

政

課)

二
七

○
岐
阜
県
職
員
定
数
条
例
及
び
岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

人

事

課)

二
七

○
岐
阜
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

二
七

○
岐
阜
県
振
興
局
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

二
八

○
岐
阜
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

二
八

○
審
議
会
等
の
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

(
行
政
改
革
課)

二
九

○
岐
阜
県
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(
税

務

課)

二
九

○
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

総
合
政
策
課
、
産
業
政
策
課)

二
九

○
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

市

町

村

課)

五
九

○
岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

環
境
生
活
政
策
課
・
健
康
福
祉
政
策
課)

六
〇

○
岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に

関
す
る
条
例

(

廃
棄
物
対
策
課)
九
六

○
岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例

(

地
球
環
境
課)

一
〇
七

○
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

(

人
づ
く
り
文
化
課)

一
一
二

○
岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
条
例

(

医
療
整
備
課)

一
一
二

○
岐
阜
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

同

)

一
一
三

○
岐
阜
県
立
看
護
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

一
一
三

○
岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

生
活
衛
生
課)

一
一
四

○
岐
阜
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

高
齢
福
祉
課)

一
一
四

○
岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

(

情
報
産
業
課)

一
一
四

○
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

一
一
五

○
岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

農
政
課
・
林
政
課)

一
一
六

○
岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

農
地
整
備
課)

一
二
三

○
岐
阜
県
森
林
整
備
担
い
手
対
策
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

森
林
整
備
課)

一
二
四

○
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

建
設
政
策
課
、
都
市
政
策
課)

一
二
四

○
岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

都
市
政
策
課)

一
五
三

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

教
育
総
務
課)

一
五
四

○
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

(

同

)

一
五
六

○
岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

(

社
会
教
育
文
化
課)

一
五
六

○
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課)

一
五
六

○
岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

警

務

課)

一
五
七

○
岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

会

計

課)

一
五
七

○
知
事
の
給
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

人

事

課)

一
八
一

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

同

)

一
八
一

○
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

一
八
三
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
及
び
岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

一
八
三

○
岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

一
八
六

◇
岐
阜
県
総
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

条
例
第
九
号)

一

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
を
政
策
分
野
別
に
分
割
す
る
こ
と
と
し
、
総
務
関
係
の
手
数
料
の

名
称
、
額
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

手
数
料
の
額
の
改
定(

別
表
第
一
関
係)

１

火
薬
類
製
造
保
安
責
任
者
等
試
験
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

製
造
保
安
責
任
者
等
試
験
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
試
験
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
関
係
条
例
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

(

附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
関
係)

四

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
積
立
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
一
〇
号)

一

岐
阜
県
県
有
施
設
整
備
基
金
の
目
的
に
県
有
施
設
の
整
備
の
財
源
と
し
た
県
債
の
償
還
に
必

要
な
財
源
に
充
て
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
定
数
条
例
及
び
岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
一
一
号)

一

岐
阜
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正

県
職
員
の
定
数
を
六
六
人
減
員
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

内
訳)

１

増
員
す
る
も
の

一�
希
望
が
丘
学
園
及
び
病
院

三
九
人

二�
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局

五
人

三�
学
校

四
四
人

２

減
員
す
る
も
の

一�
知
事
の
事
務
部
局(

県
立
看
護
大
学
及
び
情
報
科
学
芸
術
大
学
院

大
学
、
希
望
が
丘
学
園
及
び
病
院
並
び
に
企
業
会
計
職
員(

都
市
建

築
部)
を
除
く
。)

一
三
八
人

二�
県
立
看
護
大
学
、
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
、
国
際
情
報
科
学
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芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
、
国
際
園
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
森
林
文
化
ア
カ
デ

ミ
ー

五
人

三�
議
会
の
事
務
部
局

二
人

四�
監
査
委
員
の
事
務
部
局

二
人

五�
人
事
委
員
会
の
事
務
部
局

一
人

六�
労
働
委
員
会
の
事
務
部
局

一
人

七�
警
察

五
人

二

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正

市
町
村
立
学
校
職
員
の
定
数
を
三
一
人
増
員
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

内
訳)

１

増
員
す
る
も
の

小
学
校
及
び
中
学
校

三
二
人

２

減
員
す
る
も
の

特
別
支
援
学
校

一
人

三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
一
二
号)

一

産
業
労
働
観
光
部
を
商
工
労
働
部
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。(
第
一
条
関
係)

二

観
光
の
振
興
に
関
す
る
事
項
を
産
業
労
働
観
光
部
か
ら
総
合
企
画
部
へ
移
管
す
る
こ
と
と
し

た
。(

第
二
条
関
係)

三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
振
興
局
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
一
三
号)

一

岐
阜
県
西
濃
保
健
所
揖
斐
セ
ン
タ
ー
の
位
置
を
揖
斐
郡
大
野
町
か
ら
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
に
変

更
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
三
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
一
四
号)

一

岐
阜
県
公
報
の
発
行
を
電
子
化
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
七
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
審
議
会
等
の
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

(

条
例
第
一
五
号)

一

審
議
会
等
の
見
直
し
に
伴
い
、
関
係
条
例
の
整
備
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

岐
阜
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
改
正

岐
阜
県
風
致
地
区
審
議
会
を
岐
阜
県
都
市
計
画
審
議
会
に
統
合
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

次
の
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

一�
岐
阜
県
二
十
一
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
委
員
会
条
例

二�
岐
阜
県
生
活
保
護
法
医
療
扶
助
審
議
会
条
例

三�
岐
阜
県
臨
時
補
助
金
等
合
理
化
審
議
会
条
例

四�
岐
阜
県
成
人
病
予
防
対
策
審
議
会
条
例

五�
岐
阜
県
行
政
機
構
審
議
会
設
置
条
例

六�
岐
阜
県
農
村
地
域
工
業
導
入
促
進
審
議
会
設
置
条
例

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
一
六
号)

一

｢

地
方
税
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、｢

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律｣

に
規
定
す
る
認
定
長
期
優
良
住
宅
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
を
創
設
す

る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
七
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
六
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

条
例
第
一
七
号)

一

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
を
政
策
分
野
別
に
分
割
す
る
こ
と
と
し
、
企
画
経
済
関
係
の
手
数

料
の
名
称
、
額
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

手
数
料
の
新
設(

別
表
第
一
関
係)

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
、
機
械
材
料
研
究
所
、
情
報
技
術
研
究
所
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
研
究
所
及

び
生
活
技
術
研
究
所
に
お
い
て
行
う
工
業
試
験
等
に
関
す
る
試
験
項
目
の
拡
充
に
伴
い
、
一
般

理
化
学
試
験(

顕
微
赤
外
吸
収
ス
ペ
ク
ト
ル)

に
要
す
る
費
用
等
と
し
て
一
般
理
化
学
試
験
手

数
料(

顕
微
赤
外
吸
収
ス
ペ
ク
ト
ル)

等
を
新
た
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
一
八
号)

一

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
に
伴
い
、
次
の
分
野
に
お
け
る
知
事
及
び
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属

す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。(

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
関
係)

１

消
防
防
災
関
係(

｢

高
圧
ガ
ス
保
安
法｣

他
三
法
令
二
四
六
項
目)

２

環
境
・
生
活
関
係(

｢

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法｣

他
一
法
令
三
五
項
目)

３

保
健
・
福
祉
関
係(

｢

老
人
福
祉
法｣

他
一
法
令
六
項
目)

４

商
工
・
産
業
関
係(

｢

商
工
会
議
所
法｣

他
一
法
令
一
九
項
目)
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５

農
地
・
農
業
関
係(

｢

土
地
改
良
法｣

他
一
法
令
三
六
項
目)

６

土
地
利
用
・
都
市
計
画
関
係(

｢

土
地
区
画
整
理
法｣

他
七
法
令
一
一
〇
項
目)

７

教
育
関
係(

｢

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例｣

一
三
項
目)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

条
例
第
一
九
号)

一

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
を
政
策
分
野
別
に
分
割
す
る
こ
と
と
し
、
厚
生
環
境
関
係
の
手
数

料
の
名
称
、
額
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

手
数
料
の
新
設
及
び
額
の
改
定(

別
表
第
一
関
係)

１

｢

介
護
保
険
法｣

の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
介
護
支
援
専
門
員
の
再
研
修
に
要
す
る
費
用

と
し
て
介
護
支
援
専
門
員
再
研
修
手
数
料
を
新
た
に
徴
収
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
調
査
手

数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

尿
・
ふ
ん
便
等
検
査
実
施
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
関
係
条
例
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

(

附
則
第
三
項
〜
第
六
項
関
係)

四

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例

(

条
例
第
二

〇
号)

一

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
係
る
手
続
の
適
正
化
と
透
明
性
の
確
保
を
図
り
、
も
っ

て
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
係
る
合
意
の
形
成
及
び
生
活
環
境
の
保
全
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
係
る
事
業
計
画
の
周
知
の
手

続
、
こ
れ
に
対
す
る
関
係
住
民
等
の
意
見
を
求
め
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め

る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
条
関
係)

二

県
、
事
業
者
及
び
関
係
住
民
の
責
務
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
三
条
及
び
第

四
条
関
係)

三

｢

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律｣

に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の

許
可
の
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
事
業
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
を
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。(

第
五
条
関
係)

四

知
事
は
、
事
業
者
が
三
の
手
続
を
実
施
し
な
い
場
合
は
、｢

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律｣

に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
等
を
し
な
い
こ
と
又
は
当
該
許

可
等
に
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
を
実
施
す
る
べ
き
旨
の
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
た
。(

第
六
条
関
係)

五

事
業
者
が
行
う
べ
き
手
続
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
七
条
〜
第
二
二
条
関
係)

六

合
意
の
形
成
及
び
手
続
の
終
結
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
三
条
〜
第
二
九

条
関
係)

七

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
意
見
調
整
委
員
会
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
三
〇
条
〜
第
三
五
条
関
係)

八

知
事
は
、
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
の
進
捗
状
況
等
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
三

七
条
関
係)

九

知
事
は
、
事
業
者
が
正
当
な
理
由
な
く
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
を
行
わ
な
い
場
合
等
に

は
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
勧
告
を
受
け
た
事
業

者
が
正
当
な
理
由
な
く
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
た
。(

第
三
八
条
関
係)

十

そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

十
一

こ
の
条
例
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
三
項
関
係)

十
二

こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
関
係
条
例
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

(

附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係)

十
三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例

(

条
例
第
二
一
号)

一

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
県
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生

活
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、｢

岐
阜
県
環
境
基
本
条
例｣

第
三
条
に
定
め
る

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
つ
い
て
県
、
事
業
者
、
県
民
及
び
観
光
旅
行

者
そ
の
他
の
滞
在
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
並

び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
を
促
進
す
る
た
め
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
と
し
た
。

(

第
一
条
関
係)

二

県
、
事
業
者
、
県
民
及
び
観
光
旅
行
者
等
の
責
務
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第

三
条
〜
第
六
条
関
係)

三

県
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
七
条
〜
第
九
条
関
係)

四

事
業
活
動
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
〇
条
〜
第

一
五
条
関
係)

五

日
常
生
活
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
六
条
及
び
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第
一
七
条
関
係)

六

自
動
車
の
使
用
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
八
条

〜
第
二
四
条
関
係)

七

建
築
物
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
五
条
〜
第
二

九
条
関
係)

八

森
林
の
保
全
及
び
整
備
等
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
三
〇
条
関
係)

九

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
等
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。(

第
三
一
条
及
び
第
三
二
条
関
係)

十

地
球
温
暖
化
の
防
止
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第

三
三
条
〜
第
三
五
条
関
係)

十
一

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
事
業
者
等
に
対
し
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。(

第
三
七
条
関
係)

十
二

知
事
は
、
事
業
者
等
が
正
当
な
理
由
な
く
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削

減
計
画
書
の
提
出
を
行
わ
な
い
場
合
等
に
は
、
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
等
を
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
た
。(

第
三
八
条
関
係)

十
三

知
事
は
、
勧
告
を
受
け
た
事
業
者
等
が
正
当
な
理
由
な
く
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。(

第
三
九
条
関
係)

十
四

そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

十
五

こ
の
条
例
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
二

号)

一

公
の
施
設
と
し
て
の
岐
阜
県
歴
史
資
料
館
及
び
岐
阜
県
県
政
資
料
館
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し

た
。(

別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
条
例

(

条
例
第
二
三
号)

一

｢

地
方
独
立
行
政
法
人
法｣

の
規
定
に
基
づ
き
、
岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会

の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
条
関
係)

二

岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
は
、
委
員
四
人
以
内
で
組
織
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
条
関
係)

三

岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
、
専
門
委
員
四
人
以
内
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

(

第
五
条
関
係)

四

そ
の
他
岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る

こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
四
号)

一

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
に
小
児
外
科
及
び
小
児
脳
神
経
外
科
を
新
た
に
設
置
す
る
こ
と

と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
立
看
護
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
五
号)

一

｢

教
育
職
員
免
許
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
教
員
免
許
更
新
制
に
係
る
教
員
免
許
状
更
新

講
習
に
要
す
る
費
用
と
し
て
、
教
員
免
許
状
更
新
講
習
受
講
料
を
新
た
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し

た
。(

第
三
条
及
び
別
表
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
六
号)

一

興
行
場
に
お
い
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
構
造
設
備
の
公
衆
衛
生
上
必
要
な
基
準
及
び
入

場
者
の
衛
生
に
必
要
な
措
置
の
基
準
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
及
び
第
三
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
七
号)

一

岐
阜
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
へ
の
市
町
村
等
の
拠
出
金
の
拠
出
率
を
零
と
す
る
こ
と

と
し
た
。(

第
三
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

条
例
第
二
八
号)

一

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
入
学
金
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
三
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
九
号)

一

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
の
授
業
料
の
納
入
期
限
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
四
条

関
係)

二

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
の
入
学
金
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
関
係)

三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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◇
岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

条
例
第
三
〇
号)

一

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
を
政
策
分
野
別
に
分
割
す
る
こ
と
と
し
、
農
林
関
係
の
手
数
料
の

名
称
、
額
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

手
数
料
の
新
設(

別
表
関
係)

｢

薬
事
法｣
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
動
物
用
医
薬
品
の
販
売
等
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
の

登
録
の
審
査
に
要
す
る
費
用
等
と
し
て
、
動
物
用
医
薬
品
販
売
従
事
登
録
申
請
手
数
料
等
を
新

た
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
関
係
条
例
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

(

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係)

四

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
一
号)

一

農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業
を
農
道
整
備
事
業
と
し
て
再
編
成
す
る
こ

と
と
し
た
。(

第
四
条
関
係)

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
森
林
整
備
担
い
手
対
策
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
二
号)

一

岐
阜
県
森
林
整
備
担
い
手
対
策
基
金
の
元
本
を
取
り
崩
し
、
事
業
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
た
。(

第
四
条
及
び
第
五
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

条
例
第
三
三
号)

一

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
を
政
策
分
野
別
に
分
割
す
る
こ
と
と
し
、
土
木
関
係
の
手
数
料
の

名
称
、
額
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

手
数
料
の
額
の
改
定(

別
表
第
一
関
係)

二
級
建
築
士
木
造
建
築
士
試
験
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
関
係
条
例
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

(

附
則
第
二
項
関
係)

四

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
四
号)

一

｢

屋
外
広
告
物
法｣

の
規
定
に
基
づ
き
、
景
観
行
政
団
体
で
あ
る
多
治
見
市
及
び
下
呂
市
が

屋
外
広
告
物
の
規
制
等
を
定
め
る
条
例
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と

し
た
。(

第
四
九
条
関
係)

二

こ
の
条
例
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
関
係
条
例
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

(

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係)

三

下
呂
市
に
係
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
多
治
見
市
に
係
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら

起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
教
育
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

条
例
第
三
五
号)

一

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
を
政
策
分
野
別
に
分
割
す
る
こ
と
と
し
、
教
育
委
員
会
関
係
の
手

数
料
の
名
称
、
額
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

手
数
料
の
新
設(

別
表
関
係)

｢

教
育
職
員
免
許
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
教
育
職
員
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
に
要

す
る
費
用
等
と
し
て
、
教
育
職
員
免
許
状
有
効
期
間
更
新
手
数
料
等
を
新
た
に
徴
収
す
る
こ
と

と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
六

号)

一

岐
阜
県
立
加
茂
高
等
学
校
の
白
川
校
舎
を
利
用
し
な
く
な
る
た
め
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を

行
う
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第

三
七
号)

一

岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
を
岐
阜
市
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
八
号)

一

岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー
の
第
一
体
育
館
の
使
用
料
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表

第
四
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
九
号)

一

総
務
室
の
所
掌
事
務
に
、
被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
す
る
事
項
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

条
例
第
四
〇
号)
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区

分

教
育
委
員
会
委
員
、
選
挙
管
理
委
員
、
人
事
委
員
会
委

員
、
公
安
委
員
会
委
員
、
監
査
委
員(

常
勤
の
監
査
委

員
を
除
く
。)

、
労
働
委
員
会
委
員
及
び
収
用
委
員
会
委

員 副
知
事
、
教
育
長
及
び
常
勤
の
監
査
委
員

知
事

区

分

秘
書
広
報
統
括
監
、
危
機
管
理
統
括
監
、

総
務
部
長
、
総
合
企
画
部
長
、
環
境
生
活

部
長
、
健
康
福
祉
部
長
、
商
工
労
働
部
長
、

農
政
部
長
、
林
政
部
長
、
県
土
整
備
部
長
、

都
市
建
築
部
長
、
ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
局

一
〇
〇
分
の
七

給
料
の
月
額
か
ら
減
額
す
る
率

一
〇
〇
分
の
七

一
〇
〇
分
の
一
〇

一
〇
〇
分
の
一
五

給
料
の
月
額
又
は
報
酬
の
月
額

か
ら
減
額
す
る
率

非
管
理
職

管
理
職

そ
の
他
の
職
員

課
長
補
佐
級
の
職
員

そ
の
他
の
職
員

長
、
振
興
局
長
、
会
計
管
理
者
、
議
会
事

務
局
長
、
人
事
委
員
会
事
務
局
長
、
監
査

委
員
事
務
局
長
及
び
労
働
委
員
会
事
務
局

長

一
〇
〇
分
の
三
・
五

一
〇
〇
分
の
四

一
〇
〇
分
の
六

一

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
を
政
策
分
野
別
に
分
割
す
る
こ
と
と
し
、
警
察
関
係
の
手
数
料
の

名
称
、
額
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

手
数
料
の
新
設
及
び
額
の
改
定(

別
表
第
一
関
係)

１

｢
道
路
交
通
法｣

の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
認
知
機
能
検
査
に
要
す
る
費
用
等
と
し
て
認

知
機
能
検
査
手
数
料
等
を
新
た
に
徴
収
し
、
運
転
免
許
証
交
付
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る

こ
と
と
し
た
。

２

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
知
事
の
給
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

条
例
第
四
一
号)

一

現
下
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
か
ん
が
み
、
知
事
の
給
料
の
月
額
等
を
次
の
と
お
り
減
額
す
る

こ
と
と
し
た
。(

本
則
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
た
。(

附
則

第
二
項
関
係)

三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

条
例
第
四
二
号)

一

現
下
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
か
ん
が
み
、
職
員
の
給
料
の
月
額
を
次
の
と
お
り
減
額
す
る
こ

と
と
し
た
。(

本
則
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
三
号)

一

知
事
及
び
副
知
事
の
退
職
手
当
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
四
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
教
育
職
員

の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
四

号)

一

岐
阜
県
人
事
委
員
会
の
平
成
二
〇
年
一
〇
月
九
日
付
け
の
給
与
に
つ
い
て
の
勧
告
に
か
ん
が

み
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例

一�
医
師
の
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
限
度
額
を
二
六
八
、
五
〇
〇
円
か
ら
三
六
五
、
五
〇

〇
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
〇
条
の
二
関
係)

二�
副
校
長
、
主
幹
教
諭
及
び
指
導
教
諭
の
設
置
に
伴
い
、
教
育
職
給
料
表
を
改
定
す
る
こ

と
と
し
た
。(

別
表
第
三
関
係)

２

岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例

副
校
長
、
主
幹
教
諭
及
び
指
導
教
諭
の
設
置
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
五
号)

一

社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
及
び
職
員
等
の
旅
行
実
態
に
よ
り
即
し
た
旅
費
制
度
と
す
る

た
め
、
次
の
と
お
り
旅
費
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

新
規
採
用
職
員
の
赴
任
旅
費
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

２

日
帰
り
旅
行
に
係
る
旅
行
諸
費
を
廃
止
し
、
及
び
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
係
る
旅
行
諸
費
の

級
区
分
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
額
を
減
額
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
六
条
及
び
第
一
九
条
並
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び
に
別
表
第
一
関
係)

３

外
国
旅
行
に
係
る
支
度
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
七
条
及
び
第
三
八
条
関
係)

４

宿
泊
料
、
移
転
料
等
の
級
区
分
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
六
条
、
第
三
一
条
〜

第
三
三
条
並
び
に
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
関
係)

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

岐
阜
県
総
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
九
号

岐
阜
県
総
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

手
数
料
の
徴
収)

第
一
条

県
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
別
に
条
例
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
関
係

の
手
数
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
名
称
、
額
等)

第
二
条

手
数
料
の
名
称
、
額
等
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
納

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
機
関
に
納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
当
該
機
関
の
収
入
と
す

る
。

(

手
数
料
の
徴
収
方
法
等)

第
三
条

手
数
料
は
、
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
事
務
の
性
質
上
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

(

手
数
料
の
減
免
等)

第
四
条

知
事
は
、
公
益
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
手
数
料
を
減
免
し
、
又
は

手
数
料
の
納
入
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

過
料)

第
五
条

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴
収
を

免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額(

当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き

は
、
五
万
円
と
す
る
。)

以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

(

委
任)

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
廃
止)

２

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)

は
、
廃
止
す
る
。

(

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置)

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例

(

以
下

｢

旧
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
よ
り
納
入
義
務
が
生
じ
た
手
数
料(

次
項
に
規
定
す
る
手
数
料
を

除
く
。)

の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

旧
条
例
別
表
第
一
六
十
一
の
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
販
売
先
等
変
更
許
可
申
請
手
数
料

の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
改
正)

５

岐
阜
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中

｢

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)｣

を

｢

岐
阜
県
総
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
九
号)｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正)

６

岐
阜
県
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
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一

消
防
法(

昭

和
二
十
三
年
法

律
第
百
八
十
六

号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
一
条
第
一

項
前
段
の
規
定

に
よ
る
移
送
取

扱
所
の
設
置
の

許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

移
送
取
扱

所
設
置
許

可
申
請
手

数
料

手
数
料
の

名
称

２

危
険
物
を
移
送
す
る
た

め
の
配
管
に
係
る
最
大
常

用
圧
力
が
〇
・
九
五
メ
ガ

１

危
険
物
を
移
送
す
る
た

め
の
配
管
の
延
長(

当
該

配
管
の
起
点
又
は
終
点
が

二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、

任
意
の
起
点
か
ら
任
意
の

終
点
ま
で
の
当
該
配
管
の

延
長
の
う
ち
最
大
の
も
の
。

以
下
同
じ
。)

が
十
五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
移
送

取
扱
所(

２
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

に
係
る
も

の
区
分

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

八
七
、
〇
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

額(

円)

四

法
第
十
一
条

第
五
項
た
だ
し

三

法
第
十
一
条

第
五
項
本
文
の

規
定
に
よ
る
移

送
取
扱
所
の
設

置
の
許
可
に
係

る
完
成
検
査

二

法
第
十
一
条

第
一
項
後
段
の

規
定
に
よ
る
移

送
取
扱
所
の
位

置
等
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

移
送
取
扱

所
仮
使
用

移
送
取
扱

所
完
成
検

査
手
数
料

移
送
取
扱

所
変
更
許

可
申
請
手

数
料

２

変
更
の
完
成
検
査
に
係

る
も
の

１

設
置
の
完
成
検
査
に
係

る
も
の

３

危
険
物
を
移
送
す
る
た

め
の
配
管
の
延
長
が
十
五

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

移
送
取
扱
所
に
係
る
も
の

パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
危
険
物
を
移
送
す

る
た
め
の
配
管
の
延
長
が

七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

移
送
取
扱
所
に
係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
、
四
〇
〇

一
の
項
区
分
の
欄

に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る
額

に
四
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
額

一
の
項
区
分
の
欄

に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る
額

に
二
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
額

一
の
項
区
分
の
欄

に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る
額

に
二
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
額

八
七
、
〇
〇
〇
円

に
危
険
物
を
移
送

す
る
た
め
の
配
管

の
延
長
が
十
五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
又
は

十
五
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
に
満
た
な
い
端

数
を
増
す
ご
と
に

二
二
、
〇
〇
〇
円

を
加
え
た
額

上
げ
、
同
表
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

10

岐
阜
県
総
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
九
号)

第
二
条
の
規

定
に
よ
る
手
数
料(

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

11

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号)

第
二

条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料(

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

12

岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
九
号)

第
二

条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料(

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

13

岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号)

第
二
条
の

規
定
に
よ
る
手
数
料(

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

14

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)

第
二
条

の
規
定
に
よ
る
手
数
料(

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

15

岐
阜
県
教
育
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
五
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料(

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

16

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号)

第
二
条
の

規
定
に
よ
る
手
数
料(

規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

別
表
第
一(

第
二
条
関
係)

一

消
防
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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十

法
第
十
四
条

の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
移
送

取
扱
所
の
保
安

に
関
す
る
検
査

九

法
第
十
三
条

の
二
十
三
に
規

定
す
る
危
険
物

の
取
扱
作
業
の

保
安
に
関
す
る

講
習

八

法
第
十
三
条

の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
丙
種

危
険
物
取
扱
者

試
験

七

法
第
十
三
条

の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
乙
種

危
険
物
取
扱
者

試
験

六

法
第
十
三
条

の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
甲
種

危
険
物
取
扱
者

試
験

五

法
第
十
三
条

の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
危

険
物
取
扱
者
免

状
の
交
付

書
の
規
定
に
よ

る
移
送
取
扱
所

の
仮
使
用
の
承

認

移
送
取
扱

所
保
安
検

査
手
数
料

危
険
物
取

扱
者
保
安

講
習
手
数

料 丙
種
危
険

物
取
扱
者

試
験
手
数

料 乙
種
危
険

物
取
扱
者

試
験
手
数

料 甲
種
危
険

物
取
扱
者

試
験
手
数

料 危
険
物
取

扱
者
免
状

交
付
手
数

料 承
認
手
数

料

１

危
険
物
を
移
送
す
る
た

め
の
配
管
に
係
る
最
大
常

用
圧
力
が
〇
・
九
五
メ
ガ

パ
ス
カ
ル
以
上
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
危
険
物
を
移
送
す

る
た
め
の
配
管
の
延
長
が

一
件
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
試
験

区
分
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

七
〇
、
〇
〇
〇

四
、
七
〇
〇

二
、
七
〇
〇

三
、
四
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

二
、
八
〇
〇

十
五

危
険
物
の

規
制
に
関
す
る

十
四

法
第
十
七

条
の
十
に
規
定

す
る
工
事
整
備

対
象
設
備
等
の

工
事
又
は
整
備

に
関
す
る
講
習

十
三

法
第
十
七

条
の
八
第
二
項

に
規
定
す
る
乙

種
消
防
設
備
士

試
験

十
二

法
第
十
七

条
の
八
第
二
項

に
規
定
す
る
甲

種
消
防
設
備
士

試
験

十
一

法
第
十
七

条
の
七
第
一
項

の
規
定
に
よ
る

消
防
設
備
士
免

状
の
交
付

危
険
物
取

扱
者
免
状

消
防
設
備

士
講
習
手

数
料

乙
種
消
防

設
備
士
試

験
手
数
料

甲
種
消
防

設
備
士
試

験
手
数
料

消
防
設
備

士
免
状
交

付
手
数
料

１

規
制
政
令
第
三
十
三
条

第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に

２

危
険
物
を
移
送
す
る
た

め
の
配
管
の
延
長
が
十
五

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

移
送
取
扱
所
に
係
る
も
の

七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

移
送
取
扱
所
に
係
る
も
の

一
通
に

つ
き

一
講
習

区
分
に

つ
き

一
試
験

区
分
に

つ
き

一
試
験

区
分
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
、
六
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

三
、
四
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

二
、
八
〇
〇

七
〇
、
〇
〇
〇
円

に
危
険
物
を
移
送

す
る
た
め
の
配
管

の
延
長
が
十
五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
又
は

十
五
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
に
満
た
な
い
端

数
を
増
す
ご
と
に

一
七
、
〇
〇
〇
円

を
加
え
た
額
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事
務
の
内
容

十
八

施
行
令
第

三
十
六
条
の
六

第
一
項
に
規
定

す
る
消
防
設
備

士
免
状
の
再
交

付
十
七

消
防
法
施

行
令(

昭
和
三

十
六
年
政
令
第

三
十
七
号
。
以

下
こ
の
表
に
お

い
て｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第

三
十
六
条
の
五

に
規
定
す
る
消

防
設
備
士
免
状

の
書
換
え

十
六

規
制
政
令

第
三
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す

る
危
険
物
取
扱

者
免
状
の
再
交

付 政
令(

昭
和
三

十
四
年
政
令
第

三
百
六
号
。
以

下
こ
の
表
に
お

い
て｢
規
制
政

令｣

と
い
う
。)

第
三
十
四
条
に

規
定
す
る
危
険

物
取
扱
者
免
状

の
書
換
え

手
数
料
の

名
称

消
防
設
備

士
免
状
再

交
付
手
数

料 消
防
設
備

士
免
状
書

換
え
手
数

料 危
険
物
取

扱
者
免
状

再
交
付
手

数
料

書
換
え
手

数
料

区
分

２

１
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

１

施
行
令
第
三
十
六
条
の

四
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
も
の

２

１
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

係
る
も
の

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

額(

円) 一
、
八
〇
〇

七
〇
〇

一
、
六
〇
〇

一
、
八
〇
〇

七
〇
〇

六

法
第
十
七
条

第
一
項
に
規
定

す
る
火
薬
類
の

譲
渡
し
の
許
可

(

法
第
五
十
条

の
二
第
一
項
の

五

法
第
十
五
条

に
規
定
す
る
火

薬
庫
の
完
成
検

査
四

法
第
十
五
条

に
規
定
す
る
火

薬
類
の
製
造
施

設
の
完
成
検
査

三

法
第
十
二
条

第
一
項
に
規
定

す
る
火
薬
庫
の

設
置
等
の
許
可

の
申
請
に
対
す

る
審
査

二

法
第
五
条
に

規
定
す
る
火
薬

類
の
販
売
営
業

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

一

火
薬
類
取
締

法(

昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百

四
十
九
号
。
以

下
こ
の
表
に
お

い
て｢

法｣

と

い
う
。)

第
三

条
に
規
定
す
る

火
薬
類
の
製
造

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

火
薬
類
譲

渡
許
可
申

請
手
数
料

火
薬
庫
完

成
検
査
手

数
料

火
薬
類
製

造
施
設
完

成
検
査
手

数
料

火
薬
庫
設

置
等
許
可

申
請
手
数

料 火
薬
類
販

売
営
業
許

可
申
請
手

数
料

火
薬
類
製

造
許
可
申

請
手
数
料

２

構
造
又
は
設
備
の
変
更

に
係
る
も
の

１

設
置
又
は
移
転
に
係
る

も
の

２

構
造
又
は
設
備
の
変
更

に
係
る
も
の

１

設
置
又
は
移
転
に
係
る

も
の

２

１
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

１

競
技
用
紙
雷
管
の
み
に

係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
、
二
〇
〇

二
三
、
〇
〇
〇

四
一
、
〇
〇
〇

四
一
、
〇
〇
〇

八
、
三
〇
〇

七
三
、
〇
〇
〇

一
一
〇
、
〇
〇
〇

二
五
、
〇
〇
〇

二
二
〇
、
〇
〇
〇

二

火
薬
類
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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九

法
第
二
十
四

条
第
一
項
に
規

定
す
る
火
薬
類

の
輸
入
の
許
可

(

法
第
五
十
条

の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読

八

法
第
十
七
条

第
一
項
に
規
定

す
る
火
薬
類
の

譲
受
け
の
許
可

(

法
第
五
十
条

の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
る

場
合
を
除
き
、

火
工
品
の
み
に

係
る
も
の
を
除

く
。)

の
申
請

に
対
す
る
審
査

七

法
第
十
七
条

第
一
項
に
規
定

す
る
火
薬
類
の

譲
受
け
の
許
可

(

法
第
五
十
条

の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
る

場
合
を
除
き
、

火
工
品
の
み
に

係
る
も
の
に
限

る
。)

の
申
請

に
対
す
る
審
査

規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
る

場
合
を
除
く
。)

の
申
請
に
対
す

る
審
査

火
薬
類
輸

入
許
可
申

請
手
数
料

火
薬
類
譲

受
許
可
申

請
手
数
料

火
工
品
譲

受
許
可
申

請
手
数
料

２

申
請
に
係
る
火
薬
類

(

火
工
品
を
除
く
。)

の
数

量
が
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
下
の
も
の

１

２
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

２

申
請
に
係
る
火
薬
類

(

火
工
品
を
除
く
。)

の
数

量
が
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
下
の
も
の

１

２
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
二
、
〇
〇
〇

二
五
、
〇
〇
〇

三
、
五
〇
〇

六
、
九
〇
〇

二
、
四
〇
〇

十
四

法
第
三
十

五
条
第
一
項
に

十
三

法
第
三
十

一
条
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
七
条

第
八
項
に
規
定

す
る
丙
種
火
薬

類
製
造
保
安
責

任
者
免
状
又
は

火
薬
類
取
扱
保

安
責
任
者
免
状

の
再
交
付

十
二

法
第
三
十

一
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
火

薬
類
取
扱
保
安

責
任
者
免
状
の

交
付

十
一

法
第
三
十

一
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
丙

種
火
薬
類
製
造

保
安
責
任
者
免

状
の
交
付

十

法
第
三
十
一

条
第
三
項
に
規

定
す
る
丙
種
火

薬
類
製
造
保
安

責
任
者
免
状
又

は
火
薬
類
取
扱

保
安
責
任
者
免

状
に
係
る
試
験

み
替
え
ら
れ
る

場
合
を
除
く
。)

の
申
請
に
対
す

る
審
査

特
定
施
設

等
保
安
検

火
薬
類
製

造
保
安
責

任
者
免
状

等
再
交
付

手
数
料

火
薬
類
取

扱
保
安
責

任
者
免
状

交
付
手
数

料 丙
種
火
薬

類
製
造
保

安
責
任
者

免
状
交
付

手
数
料

火
薬
類
製

造
保
安
責

任
者
等
試

験
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

四
一
、
〇
〇
〇

二
、
四
〇
〇

二
、
四
〇
〇

二
、
四
〇
〇

一
七
、
〇
〇
〇
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一

高
圧
ガ
ス
保

安
法(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第

二
百
四
号
。
以

下
こ
の
表
に
お

い
て｢

法｣

と

い
う
。)

第
五

条
第
一
項
に
規

定
す
る
高
圧
ガ

ス
の
製
造
の
許

可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

事
務
の
内
容

行
政
書
士
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

四
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政

書
士
試
験

事
務
の
内
容

規
定
す
る
特
定

施
設
又
は
火
薬

庫
に
係
る
保
安

検
査

高
圧
ガ
ス

製
造
許
可

申
請
手
数

料 手
数
料
の

名
称

査
手
数
料

１

法
第

五
条
第

一
項
第

一
号
に

該
当
す

る

者

(

２
に

掲
げ
る

者
を
除

く
。)

区
分

行
政
書
士
試
験
手

数
料

手
数
料
の
名
称

ハ

処
理
容
積
が

ロ

処
理
容
積
が

二
百
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
設
備
に
係

る
も
の

イ

処
理
容
積

(

圧
縮
、
液
化

そ
の
他
の
方
法

で
一
日
に
処
理

す
る
こ
と
が
で

き
る
ガ
ス
の
容

積
を
い
う
。
以

下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。)

が
百
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
百

立
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
設
備
に

係
る
も
の

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
人
に

つ
き

単
位

六
八
、
〇
〇
〇

五
四
、
〇
〇
〇

三
一
、
〇
〇
〇

額(

円) 七
、
〇
〇
〇

額(

円)

リ

処
理
容
積
が

チ

処
理
容
積
が

百
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
千
万

立
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
設
備
に

係
る
も
の

ト

処
理
容
積
が

五
十
万
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
百

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
設
備

に
係
る
も
の

ヘ

処
理
容
積
が

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
五
十

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
設
備

に
係
る
も
の

ホ

処
理
容
積
が

二
万
五
千
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
設

備
に
係
る
も
の

ニ

処
理
容
積
が

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
万

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
設

備
に
係
る
も
の

千
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
設
備
に
係

る
も
の

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

五
六
〇
、
〇
〇
〇

三
四
〇
、
〇
〇
〇

二
二
〇
、
〇
〇
〇

一
四
〇
、
〇
〇
〇

一
一
〇
、
〇
〇
〇

八
六
、
〇
〇
〇

三

行
政
書
士
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

四

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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２

法
第

五
条
第

一
項
第

一
号
に

該
当
す

る
者
で

あ
っ
て

移
動
式

製
造
設

備(
高

圧
ガ
ス

の
製
造

の
た
め

の
設
備

で
移
動

す
る
こ

と
が
で

き
る
よ

う
に
設

計
し
た

も
の
を

い
う
。

以
下
こ

の
表
に

お
い
て

同
じ
。)

の
み
を

使
用
し

て
高
圧

ガ
ス
の

製
造
を

す
る
も

の

ヘ

処
理
容
積
が

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
五
十

ホ

処
理
容
積
が

二
万
五
千
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
設

備
に
係
る
も
の

ニ

処
理
容
積
が

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
万

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
設

備
に
係
る
も
の

ハ

処
理
容
積
が

千
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
設
備
に
係

る
も
の

ロ

処
理
容
積
が

二
百
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
設
備
に
係

る
も
の

イ

処
理
容
積
が

百
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
百
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
設
備
に
係

る
も
の

千
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
設

備
に
係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

二
七
、
〇
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇

一
一
、
〇
〇
〇

七
、
四
〇
〇

３

法
第

五
条
第

一
項
第

二
号
に

該
当
す

る
者

ロ

冷
凍
能
力
が

百
ト
ン
以
上
三

百
ト
ン
未
満
の

設
備
に
係
る
も

の
イ

冷
凍
能
力
が

二
十
ト
ン
以
上

百
ト
ン
未
満
の

設
備
に
係
る
も

の
ヌ

処
理
容
積
が

千
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
設

備
に
係
る
も
の

リ

処
理
容
積
が

五
百
万
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
千

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
設
備

に
係
る
も
の

チ

処
理
容
積
が

百
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
五
百

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
設
備

に
係
る
も
の

ト

処
理
容
積
が

五
十
万
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
百

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
設
備

に
係
る
も
の

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
設
備

に
係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
四
、
〇
〇
〇

三
六
、
〇
〇
〇

九
一
、
〇
〇
〇

七
五
、
〇
〇
〇

六
〇
、
〇
〇
〇

四
四
、
〇
〇
〇
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二

法
第
十
四
条

第
一
項
に
規
定

す
る
高
圧
ガ
ス

の
製
造
の
た
め

の
施
設
等
の
変

更
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査

高
圧
ガ
ス

製
造
施
設

等
変
更
許

可
申
請
手

数
料

１

法
第

五
条
第

一
項
第

一
号
に

該
当
す

る
同
項

の
許
可

を
受
け

た

者

(

２
に

掲
げ
る

者
を
除

く
。)

イ

変
更
後
の
処

理
容
積
が
、
変

更
前
の
処
理
容

積(

当
該
変
更

が
設
備
の
全
部

又
は
一
部
の
撤

去
を
し
、
当
該

撤
去
を
す
る
設

備
に
代
え
て
新

た
に
設
備
を
設

置
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
変
更
前

の
処
理
容
積
か

ら
当
該
撤
去
す

る
設
備
に
係
る

処
理
容
積
を
控

除
し
た
容
積
を

い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

同
じ
。)

と
同

一
で
あ
る
も
の

又
は
変
更
前
の

処
理
容
積
よ
り

ホ

冷
凍
能
力
が

三
千
ト
ン
以
上

の
設
備
に
係
る

も
の

ニ

冷
凍
能
力
が

千
ト
ン
以
上
三

千
ト
ン
未
満
の

設
備
に
係
る
も

の
ハ

冷
凍
能
力
が

三
百
ト
ン
以
上

千
ト
ン
未
満
の

設
備
に
係
る
も

の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
六
、
〇
〇
〇

一
一
〇
、
〇
〇
〇

八
七
、
〇
〇
〇

六
八
、
〇
〇
〇

ヘ

増
加
容
積
が

二
万
五
千
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も

ホ

増
加
容
積
が

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
万

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も

の
ニ

増
加
容
積
が

千
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

ハ

増
加
容
積
が

二
百
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

ロ

変
更
後
の
処

理
容
積
が
変
更

前
の
処
理
容
積

を
超
え
る
場
合

に
お
け
る
変
更

後
の
処
理
容
積

か
ら
変
更
前
の

処
理
容
積
を
控

除
し
た
容
積

(

以
下
こ
の
項

に
お
い
て｢

増

加
容
積｣

と
い

う
。)

が
二
百

立
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

減
少
す
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

六
九
、
〇
〇
〇

六
一
、
〇
〇
〇

五
七
、
〇
〇
〇

三
九
、
〇
〇
〇

二
六
、
〇
〇
〇
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２

法
第

五
条
第

一
項
第

一
号
に

該
当
す

る
同
項

の
許
可

を
受
け

た
者
で

あ
っ
て

移
動
式

製
造
設

備
の
み

を
使
用

し
て
高

圧
ガ
ス

の
製
造

ハ

増
加
容
積
が

二
百
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

ロ

増
加
容
積
が

二
百
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も

の
イ

変
更
後
の
処

理
容
積
が
変
更

前
の
処
理
容
積

と
同
一
で
あ
る

も
の
又
は
変
更

前
の
処
理
容
積

よ
り
減
少
す
る

も
の

ヌ

増
加
容
積
が

千
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も

の
リ

増
加
容
積
が

百
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
千
万

立
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

チ

増
加
容
積
が

五
十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
百
万

立
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

ト

増
加
容
積
が

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
五
十

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

八
、
二
〇
〇

五
、
一
〇
〇

三
、
二
〇
〇

三
七
〇
、
〇
〇
〇

二
二
〇
、
〇
〇
〇

一
五
〇
、
〇
〇
〇

九
三
、
〇
〇
〇

を
す
る

も
の

ヌ

増
加
容
積
が

五
百
万
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
千

リ

増
加
容
積
が

百
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
五
百

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

チ

増
加
容
積
が

五
十
万
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
百

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

ト

増
加
容
積
が

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
五
十

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

ヘ

増
加
容
積
が

二
万
五
千
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も

の
ホ

増
加
容
積
が

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
万

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も

の
ニ

増
加
容
積
が

千
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

満
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
三
、
〇
〇
〇

四
四
、
〇
〇
〇

三
一
、
〇
〇
〇

一
八
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

九
、
二
〇
〇
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３

法
第

五
条
第

一
項
第

二
号
に

該
当
す

る
同
項

の
許
可

を
受
け

た
者

ロ

変
更
後
の
冷

凍
能
力
が
変
更

前
の
冷
凍
能
力

を
超
え
る
場
合

に
お
け
る
変
更

後
の
冷
凍
能
力

イ

変
更
後
の
冷

凍
能
力
が
、
変

更
前
の
冷
凍
能

力(

当
該
変
更

が
設
備
の
全
部

又
は
一
部
の
撤

去
を
し
、
当
該

撤
去
を
す
る
設

備
に
代
え
て
新

た
に
設
備
を
設

置
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
変
更
前

の
冷
凍
能
力
か

ら
当
該
撤
去
を

す
る
設
備
に
係

る
冷
凍
能
力
を

控
除
し
た
能
力

を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。)

と

同
一
で
あ
る
も

の
又
は
変
更
前

の
冷
凍
能
力
よ

り
減
少
す
る
も

の
ル

増
加
容
積
が

千
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も

の 万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

三
〇
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

六
五
、
〇
〇
〇

四

法
第
十
九
条

第
一
項
に
規
定

す
る
第
一
種
貯

蔵
所
の
位
置
等

の
変
更
の
許
可

の
申
請
に
対
す

三

法
第
十
六
条

第
一
項
に
規
定

す
る
貯
蔵
所
の

設
置
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る

審
査

第
一
種
貯

蔵
所
位
置

等
変
更
許

可
申
請
手

数
料

貯
蔵
所
設

置
許
可
申

請
手
数
料

２

１
に
掲
げ
る
場
合
以
外

の
場
合

１

変
更
後
の
貯
蔵
容
積
が

変
更
前
の
貯
蔵
容
積
を
超

え
る
場
合 ヘ

増
加
冷
凍
能

力
が
三
千
ト
ン

以
上
の
も
の

ホ

増
加
冷
凍
能

力
が
千
ト
ン
以

上
三
千
ト
ン
未

満
の
も
の

ニ

増
加
冷
凍
能

力
が
三
百
ト
ン

以
上
千
ト
ン
未

満
の
も
の

ハ

増
加
冷
凍
能

力
が
百
ト
ン
以

上
三
百
ト
ン
未

満
の
も
の

か
ら
変
更
前
の

冷
凍
能
力
を
控

除
し
た
能
力

(

以
下
こ
の
項

に
お
い
て｢

増

加
冷
凍
能
力｣

と
い
う
。)

が

百
ト
ン
未
満
の

も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
一
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

二
五
、
〇
〇
〇

六
九
、
〇
〇
〇

六
二
、
〇
〇
〇

五
五
、
〇
〇
〇

三
八
、
〇
〇
〇

( ) 平成21年３月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17



五

法
第
二
十
条

第
一
項
又
は
第

三
項
に
規
定
す

る
高
圧
ガ
ス
の

製
造
の
た
め
の

施
設
等
の
完
成

検
査

る
審
査

高
圧
ガ
ス

製
造
施
設

等
完
成
検

査
手
数
料

４

１
か
ら
３
ま
で
に
掲
げ

る
施
設
以
外
の
も
の

３

第
一

種
貯
蔵

所(

法

第
二
十

条
第
三

項
の
規

定
に
よ

る
完
成

検
査
を

す
る
場

合)

２

第
一
種
貯
蔵
所(

法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
完
成
検
査
を
す
る
場

合)

１

法
第
五
条
第
一
項
又
は

法
第
十
四
条
第
一
項
の
許

可
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス

の
製
造
の
た
め
の
施
設
で

あ
っ
て
、
液
化
石
油
ガ
ス

の
保
安
の
確
保
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
二
年
法
律
第

百
四
十
九
号)

第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
の
完
成
検

査
を
受
け
、
か
つ
、
同
法

第
三
十
七
条
の
技
術
上
の

基
準
に
適
合
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
た
も
の

ロ

イ
に
掲
げ
る

場
合
以
外
の
場

合
イ

変
更
後
の
貯

蔵
容
積
が
変
更

前
の
貯
蔵
容
積

を
超
え
る
場
合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
の
項
又
は
二
の

項
区
分
の
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
額
の
欄

に
掲
げ
る
額
に
四

分
の
三
を
乗
じ
て

得
た
額 八

、
二
五
〇

一
〇
、
五
〇
〇

一
八
、
七
五
〇

六
、
一
〇
〇

九

法
第
三
十
一

条
第
一
項
に
規

定
す
る
製
造
保

安
責
任
者
試
験

八

法
第
二
十
九

条
第
一
項
に
規

定
す
る
製
造
保

安
責
任
者
免
状

又
は
販
売
主
任

者
免
状
の
再
交

付
七

法
第
二
十
九

条
第
一
項
に
規

定
す
る
製
造
保

安
責
任
者
免
状

又
は
販
売
主
任

者
免
状
の
交
付

六

法
第
二
十
二

条
第
一
項
に
規

定
す
る
輸
入
し

た
高
圧
ガ
ス
等

の
検
査

製
造
保
安

責
任
者
等

試
験
手
数

料 製
造
保
安

責
任
者
免

状
等
再
交

付
手
数
料

製
造
保
安

責
任
者
免

状
等
交
付

手
数
料

輸
入
高
圧

ガ
ス
等
検

査
手
数
料

１

製
造

保
安
責

任
者
試

験
２

液
化

ガ
ス

１

圧
縮

ガ
ス

イ

乙
種
化
学
責

任
者
免
状
に
係

る
も
の

ハ

質
量
が
十
ト

ン
以
上
の
も
の

ロ

質
量
が
三
ト

ン
以
上
十
ト
ン

未
満
の
も
の

イ

質
量
が
三
ト

ン
未
満
の
も
の

ハ

容
積
が
千
立

方
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の

ロ

容
積
が
三
百

立
方
メ
ー
ト
ル

以
上
千
立
方
メ

ー
ト
ル
未
満
の

も
の

イ

容
積
が
三
百

立
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

九
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
行
政
手

続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の

二
、
四
〇
〇

三
、
四
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇
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又
は
販
売
主
任

者
試
験

ニ

第
二
種
冷
凍

機
械
責
任
者
免

状
に
係
る
も
の

ハ

乙
種
機
械
責

任
者
免
状
に
係

る
も
の

ロ

丙
種
化
学
責

任
者
免
状
に
係

る
も
の

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

九
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
電
子
情

報
処
理
組
織
に
よ

り
受
験
願
書
を
提

出
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
、
五
〇

〇
円

九
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
電
子
情

報
処
理
組
織
に
よ

り
受
験
願
書
を
提

出
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
、
五
〇

〇
円

八
、
四
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
電
子
情

報
処
理
組
織
に
よ

り
受
験
願
書
を
提

出
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
七
、
九
〇

〇
円

利
用
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
四
年

法
律
第
百
五
十
一

号)

第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る

電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
受

験
願
書
を
提
出
す

る
場
合

(

以
下

｢

電
子
情
報
処
理

組
織
に
よ
り
受
験

願
書
を
提
出
す
る

場
合｣

と
い
う
。)

に
あ
っ
て
は
、
八
、

五
〇
〇
円

十

法
第
三
十
五

条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
施

設
の
保
安
検
査

保
安
検
査

手
数
料

１

法
第

五
条
第

一
項
第

一
号
に

該
当
す

る
同
項

の
許
可

を
受
け

た

者

(

２
に

掲
げ
る

者
を
除

く
。)

２

販
売

主
任
者

試
験

ハ

処
理
容
積
が

千
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

ロ

処
理
容
積
が

二
百
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
施
設
に
係

る
も
の

イ

処
理
容
積
が

百
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
百
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
施
設
に
係

る
も
の

ロ

第
二
種
販
売

主
任
者
免
状
に

係
る
も
の

イ

第
一
種
販
売

主
任
者
免
状
に

係
る
も
の

ホ

第
三
種
冷
凍

機
械
責
任
者
免

状
に
係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

七
五
、
〇
〇
〇

六
〇
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇

六
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
電
子
情

報
処
理
組
織
に
よ

り
受
験
願
書
を
提

出
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
五
、
五
〇

〇
円

七
、
六
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
電
子
情

報
処
理
組
織
に
よ

り
受
験
願
書
を
提

出
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
七
、
一
〇

〇
円

八
、
四
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
電
子
情

報
処
理
組
織
に
よ

り
受
験
願
書
を
提

出
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
七
、
九
〇

〇
円
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リ

処
理
容
積
が

千
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
施

設
に
係
る
も
の

チ

処
理
容
積
が

百
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
千
万

立
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
施
設
に

係
る
も
の

ト

処
理
容
積
が

五
十
万
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
百

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
施
設

に
係
る
も
の

ヘ

処
理
容
積
が

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
五
十

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
施
設

に
係
る
も
の

ホ

処
理
容
積
が

二
万
五
千
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
施

設
に
係
る
も
の

ニ

処
理
容
積
が

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
万

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
施

設
に
係
る
も
の

満
の
施
設
に
係

る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

六
一
〇
、
〇
〇
〇

三
七
〇
、
〇
〇
〇

二
五
〇
、
〇
〇
〇

一
五
〇
、
〇
〇
〇

一
二
〇
、
〇
〇
〇

九
五
、
〇
〇
〇

２

法
第

五
条
第

一
項
第

一
号
に

該
当
す

る
者
で

あ
っ
て

移
動
式

製
造
設

備
の
み

を
使
用

し
て
高

圧
ガ
ス

の
製
造

を
す
る

も
の

ヘ

処
理
容
積
が

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
五
十

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
施
設

に
係
る
も
の

ホ

処
理
容
積
が

二
万
五
千
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上

十
万
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
施

設
に
係
る
も
の

ニ

処
理
容
積
が

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
二
万

五
千
立
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
施

設
に
係
る
も
の

ハ

処
理
容
積
が

千
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
五
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
施
設
に
係

る
も
の

ロ

処
理
容
積
が

二
百
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
千
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
施
設
に
係

る
も
の

イ

処
理
容
積
が

百
立
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
百
立

方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
施
設
に
係

る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

三
一
、
〇
〇
〇

二
二
、
〇
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

七
、
七
〇
〇
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３

法
第

五
条
第

一
項
第

二
号
に

該
当
す

る
者

ハ

冷
凍
能
力
が

三
百
ト
ン
以
上

千
ト
ン
未
満
の

施
設
に
係
る
も

ロ

冷
凍
能
力
が

百
ト
ン
以
上
三

百
ト
ン
未
満
の

施
設
に
係
る
も

の
イ

冷
凍
能
力
が

二
十
ト
ン
以
上

百
ト
ン
未
満
の

施
設
に
係
る
も

の
ヌ

処
理
容
積
が

千
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
施

設
に
係
る
も
の

リ

処
理
容
積
が

五
百
万
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
千

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
施
設

に
係
る
も
の

チ

処
理
容
積
が

百
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
五
百

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
施
設

に
係
る
も
の

ト

処
理
容
積
が

五
十
万
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
百

万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
施
設

に
係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

七
六
、
〇
〇
〇

六
〇
、
〇
〇
〇

四
二
、
〇
〇
〇

九
五
、
〇
〇
〇

八
〇
、
〇
〇
〇

六
四
、
〇
〇
〇

四
七
、
〇
〇
〇

十
一

法
第
四
十

四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
容
器

検
査
又
は
法
第

四
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る

容
器
再
検
査

容
器
検
査

等
手
数
料

２

繊
維

強
化
プ

ラ
ス
チ

ッ
ク
複

合
容
器

又
は
圧

縮
天
然

ガ
ス
自

動
車
燃

料
装
置

用
容
器

(

１
に

１

温
度

零
下
五

十
度
以

下
の
液

化
ガ
ス

を
充
て

ん
す
る

た
め
の

容
器

ハ

内
容
積
が
五

リ
ッ
ト
ル
以
上

三
十
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
も
の

ロ

内
容
積
が
一

リ
ッ
ト
ル
以
上

五
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
も
の

イ

内
容
積
が
一

リ
ッ
ト
ル
未
満

の
も
の

ハ

内
容
積
が
千

リ
ッ
ト
ル
以
上

の
も
の

ロ

内
容
積
が
五

百
リ
ッ
ト
ル
以

上
千
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
も
の

イ

内
容
積
が
五

百
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
も
の

ホ

冷
凍
能
力
が

三
千
ト
ン
以
上

の
施
設
に
係
る

も
の

ニ

冷
凍
能
力
が

千
ト
ン
以
上
三

千
ト
ン
未
満
の

施
設
に
係
る
も

の の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
六
〇

一
八
〇

一
五
〇

一
六
、
〇
〇
〇
円

に
千
リ
ッ
ト
ル
又

は
千
リ
ッ
ト
ル
に

満
た
な
い
端
数
を

増
す
ご
と
に
一
、

六
〇
〇
円
を
加
え

た
額 一

六
、
〇
〇
〇

六
、
六
〇
〇

一
二
〇
、
〇
〇
〇

九
五
、
〇
〇
〇
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４

１
か

ら
３
ま

で
に
掲

げ
る
も

の
以
外

の
も
の

３

高
強

度
鋼
容

器(

１

及
び
２

に
掲
げ

る
も
の

を
除
く
。

掲
げ
る

も
の
を

除
く
。)

ロ

内
容
積
が
一

リ
ッ
ト
ル
以
上

五
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
も
の

イ

内
容
積
が
一

リ
ッ
ト
ル
未
満

の
も
の

ニ

内
容
積
が
三

十
リ
ッ
ト
ル
以

上
の
も
の

ハ

内
容
積
が
五

リ
ッ
ト
ル
以
上

三
十
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
も
の

ロ

内
容
積
が
一

リ
ッ
ト
ル
以
上

五
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
も
の

イ

内
容
積
が
一

リ
ッ
ト
ル
未
満

の
も
の

ホ

内
容
積
が
百

五
十
リ
ッ
ト
ル

以
上
の
も
の

ニ

内
容
積
が
三

十
リ
ッ
ト
ル
以

上
百
五
十
リ
ッ

ト
ル
未
満
の
も

の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
一
〇

九
〇

二
二
〇
円
に
十
リ
ッ

ト
ル
又
は
十
リ
ッ

ト
ル
に
満
た
な
い

端
数
を
増
す
ご
と

に
四
円
を
加
え
た

額

二
二
〇

一
六
〇

一
四
〇

三
二
〇
円
に
十
リ
ッ

ト
ル
又
は
十
リ
ッ

ト
ル
に
満
た
な
い

端
数
を
増
す
ご
と

に
五
七
円
を
加
え

た
額

三
二
〇

十
二

法
第
四
十

九
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る

附
属
品
検
査
又

は
法
第
四
十
九

条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
附

属
品
再
検
査

附
属
品
検

査
等
手
数

料

１

圧
縮

天
然
ガ

ス
自
動

車
燃
料

装
置
用

容
器
、

圧
縮
水

素
自
動

車
燃
料

装
置
用

容
器
又

は
圧
縮

ロ

内
容
積
が
百

五
十
リ
ッ
ト
ル

以
上
の
も
の

イ

内
容
積
が
百

五
十
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
も
の

ト

内
容
積
が
千

リ
ッ
ト
ル
以
上

の
も
の

ヘ

内
容
積
が
五

百
リ
ッ
ト
ル
以

上
千
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
も
の

ホ

内
容
積
が
百

五
十
リ
ッ
ト
ル

以
上
五
百
リ
ッ

ト
ル
未
満
の
も

の
ニ

内
容
積
が
三

十
リ
ッ
ト
ル
以

上
百
五
十
リ
ッ

ト
ル
未
満
の
も

の
ハ

内
容
積
が
五

リ
ッ
ト
ル
以
上

三
十
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

三
一

二
四

七
、
一
〇
〇
円
に

千
リ
ッ
ト
ル
又
は

千
リ
ッ
ト
ル
に
満

た
な
い
端
数
を
増

す
ご
と
に
三
八
〇

円
を
加
え
た
額

七
、
一
〇
〇

八
〇
〇

二
一
〇

一
七
〇
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一

武
器
等
製
造

法(

昭
和
二
十

八
年
法
律
第
百

四
十
五
号
。
以

事
務
の
内
容

十
四

法
第
五
十

四
条
第
二
項
に

規
定
す
る
容
器

へ
の
刻
印
等

十
三

法
第
五
十

条
第
一
項
に
規

定
す
る
容
器
検

査
所
の
登
録
又

は
そ
の
更
新
の

申
請
に
対
す
る

審
査

猟
銃
等
製

造
許
可
申

請
手
数
料

手
数
料
の

名
称

容
器
刻
印

等
手
数
料

容
器
検
査

所
登
録
等

申
請
手
数

料

区
分

２

１
に

掲
げ
る

も
の
以

外
の
も

の 水
素
運

送
自
動

車
用
容

器
に
装

置
さ
れ

る
附
属

品

ハ

内
容
積
が
千

リ
ッ
ト
ル
以
上

の
も
の

ロ

内
容
積
が
五

百
リ
ッ
ト
ル
以

上
千
リ
ッ
ト
ル

未
満
の
も
の

イ

内
容
積
が
五

百
リ
ッ
ト
ル
未

満
の
も
の

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

八
五
、
〇
〇
〇

額(

円) 一
、
四
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

一
、
一
〇
〇

五
四
〇

二
一

一

電
気
工
事
士
法(
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
三
十
九
号
。
以
下
こ
の
表
に
お

事
務
の
内
容

四

法
第
二
十
条

に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
二

条
第
一
項
に
規

定
す
る
猟
銃
等

の
製
造
に
係
る

工
場
等
の
移
転

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

三

法
第
二
十
条

に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
条

第
一
項
に
規
定

す
る
猟
銃
等
の

種
類
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

二

法
第
十
九
条

第
一
項
に
規
定

す
る
猟
銃
等
の

販
売
の
事
業
の

許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

下
こ
の
表
に
お

い
て｢

法｣

と

い
う
。)

第
十

七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
猟
銃

等
の
製
造
の
許

可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

猟
銃
等
製

造
工
場
等

移
転
許
可

申
請
手
数

料 猟
銃
等
種

類
変
更
許

可
申
請
手

数
料

猟
銃
等
販

売
事
業
許

可
申
請
手

数
料

２

猟
銃
等
の
販
売
に
係
る

も
の

１

猟
銃
等
の
製
造
に
係
る

も
の

２

猟
銃
等
の
販
売
に
係
る

も
の

１

猟
銃
等
の
製
造
に
係
る

も
の

第
一
種
電
気
工
事

士
免
状
交
付
手
数

手
数
料
の
名
称

一
通
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
、
九
〇
〇

額(

円)

六
一
、
〇
〇
〇

七
八
、
〇
〇
〇

二
五
、
〇
〇
〇

三
六
、
〇
〇
〇

七
三
、
〇
〇
〇

五

武
器
等
製
造
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六

電
気
工
事
士
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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五

法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

保
安
業
務
の
認
定
の
更
新
の
申
請
に
対

す
る
審
査

四

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

保
安
業
務
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審

査
三

法
第
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
登
録
簿
の

閲
覧

二

法
第
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
登
録
簿
の

謄
本
の
交
付

一

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び

取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

以
下

こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
液
化
石
油

ガ
ス
販
売
事
業
の
登
録
の
申
請
に
対
す

る
審
査

事
務
の
内
容

四

法
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
電

気
工
事
士
免
状
の
書
換
え

三

法
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
電

気
工
事
士
免
状
の
再
交
付

二

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第

二
種
電
気
工
事
士
免
状
の
交
付

い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
電
気
工
事
士

免
状
の
交
付

保
安
業
務
認
定
更

新
申
請
手
数
料

保
安
業
務
認
定
申

請
手
数
料

液
化
石
油
ガ
ス
販

売
事
業
者
登
録
簿

閲
覧
手
数
料

液
化
石
油
ガ
ス
販

売
事
業
者
登
録
簿

謄
本
交
付
手
数
料

液
化
石
油
ガ
ス
販

売
事
業
登
録
申
請

手
数
料

手
数
料
の
名
称

電
気
工
事
士
免
状

書
換
え
手
数
料

電
気
工
事
士
免
状

再
交
付
手
数
料

第
二
種
電
気
工
事

士
免
状
交
付
手
数

料 料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
回
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

六
、
九
〇
〇
円
に

保
安
業
務
区
分
の

数
を
乗
じ
て
得
た

六
、
九
〇
〇
円
に

新
た
に
行
う
保
安

業
務
区
分
の
数
を

乗
じ
て
得
た
額
と

三
四
、
〇
〇
〇
円

と
の
合
計
額 四

六
〇

六
三
〇

三
一
、
〇
〇
〇

額(

円) 二
、
〇
〇
〇

二
、
六
〇
〇

五
、
二
〇
〇

九

法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
貯
蔵
施
設
等
の
変
更
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査

八

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

貯
蔵
施
設
等
の
設
置
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

七

法
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
保
安
確
保
機
器
の
設
置
等
の
認
定

の
申
請
に
対
す
る
審
査

六

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

保
安
業
務
に
係
る
一
般
消
費
者
等
の
数

の
増
加
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

貯
蔵
施
設
等
変
更

許
可
申
請
手
数
料

貯
蔵
施
設
等
設
置

許
可
申
請
手
数
料

保
安
確
保
機
器
設

置
等
認
定
申
請
手

数
料

保
安
業
務
一
般
消

費
者
等
数
増
加
認

可
申
請
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
七
、
〇
〇
〇
円

に
変
更
に
係
る
貯

蔵
施
設
又
は
特
定

供
給
設
備
の
数
を

乗
じ
て
得
た
額

二
一
、
〇
〇
〇
円

に
貯
蔵
施
設
又
は

特
定
供
給
設
備
の

数
を
乗
じ
て
得
た

額 認
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
販
売

契
約
を
締
結
し
て

い
る
一
般
消
費
者

等
の
数(

以
下
こ

の
項
に
お
い
て

｢

一
般
消
費
者
等

数｣

と
い
う
。)

が
千
戸
未
満
の
も

の
に
あ
っ
て
は
五

五
、
〇
〇
〇
円
、

一
般
消
費
者
等
数

が
千
戸
以
上
一
万

戸
未
満
の
も
の
に

あ
っ
て
は
八
〇
、

〇
〇
〇
円
、
一
般

消
費
者
等
数
が
一

万
戸
以
上
の
も
の

に
あ
っ
て
は
一
一

〇
、
〇
〇
〇
円

六
、
九
〇
〇
円
に

保
安
業
務
区
分
の

数
を
乗
じ
て
得
た

額
と
二
〇
、
〇
〇

〇
円
と
の
合
計
額

額
と
一
四
、
〇
〇

〇
円
と
の
合
計
額

七

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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十
一

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
貯
蔵
施
設
等
の
変
更
に
係
る
完

成
検
査

十

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
貯
蔵
施
設
等
の
設
置
に
係
る
完
成

検
査

貯
蔵
施
設
等
変
更

完
成
検
査
手
数
料

貯
蔵
施
設
等
設
置

完
成
検
査
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
四
、
〇
〇
〇
円

に
変
更
に
係
る
貯

蔵
施
設
又
は
特
定

供
給
設
備(

完
成

検
査
合
格
施
設
で

あ
る
も
の
を
除
く
。)

の
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
五
、
八
〇

〇
円
に
変
更
に
係

る
完
成
検
査
合
格

施
設
で
あ
る
貯
蔵

三
一
、
〇
〇
〇
円

に
貯
蔵
施
設
又
は

特
定
供
給
設
備

(

高
圧
ガ
ス
保
安

法
第
二
十
条
第
一

項
又
は
第
三
項
に

規
定
す
る
完
成
検

査
を
受
け
、
又
は

自
ら
行
い
、
か
つ
、

同
法
第
八
条
第
一

号
の
技
術
上
の
基

準
に
適
合
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
た

液
化
石
油
ガ
ス
に

係
る
施
設(

以
下

こ
の
項
に
お
い
て

｢

完
成
検
査
合
格

施
設｣

と
い
う
。)

で
あ
る
も
の
を
除

く
。)

の
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
五
、

八
〇
〇
円
に
完
成

検
査
合
格
施
設
で

あ
る
貯
蔵
施
設
又

は
特
定
供
給
設
備

の
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
の
合
計
額

十
九

法
第
三
十
八
条
の
四
第
五
項
に
規

定
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
の

書
換
え

十
八

法
第
三
十
八
条
の
四
第
五
項
に
規

定
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
の

再
交
付

十
七

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状

の
交
付

十
六

法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規

定
す
る
充
て
ん
設
備
に
係
る
保
安
検
査

十
五

法
第
三
十
七
条
の
四
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
充
て
ん
設
備
の
変
更

に
係
る
完
成
検
査

十
四

法
第
三
十
七
条
の
四
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
充
て
ん
設
備
に
係
る

完
成
検
査

十
三

法
第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
充
て
ん
設
備
の
変
更

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

十
二

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規

定
す
る
充
て
ん
設
備
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

液
化
石
油
ガ
ス
設

備
士
免
状
書
換
え

手
数
料

液
化
石
油
ガ
ス
設

備
士
免
状
再
交
付

手
数
料

液
化
石
油
ガ
ス
設

備
士
免
状
交
付
手

数
料

充
て
ん
設
備
保
安

検
査
手
数
料

充
て
ん
設
備
変
更

完
成
検
査
手
数
料

充
て
ん
設
備
完
成

検
査
手
数
料

充
て
ん
設
備
変
更

許
可
申
請
手
数
料

充
て
ん
設
備
許
可

申
請
手
数
料

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
、
二
〇
〇

二
、
三
〇
〇

三
、
三
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇
円

に
保
安
検
査
に
係

る
充
て
ん
設
備
の

数
を
乗
じ
て
得
た

額 二
七
、
〇
〇
〇
円

に
変
更
に
係
る
充

て
ん
設
備
の
数
を

乗
じ
て
得
た
額

三
六
、
〇
〇
〇
円

に
充
て
ん
設
備
の

数
を
乗
じ
て
得
た

額 一
九
、
〇
〇
〇
円

に
変
更
に
係
る
充

て
ん
設
備
の
数
を

乗
じ
て
得
た
額

二
八
、
〇
〇
〇
円

に
充
て
ん
設
備
の

数
を
乗
じ
て
得
た

額 施
設
又
は
特
定
供

給
設
備
の
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
の

合
計
額
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六

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
登
録
電
気

工
事
業
者
登
録
簿
の
閲
覧

五

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
登
録
電
気

工
事
業
者
登
録
簿
の
謄
本
の
交
付

四

法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
電
気
工
事

業
の
登
録
証
の
再
交
付

三

法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気

工
事
業
の
登
録
証
の
訂
正

二

法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
気

工
事
業
の
更
新
の
登
録
の
申
請
に
対
す

る
審
査

一

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九

十
六
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
電
気
工
事
業
の
登
録
の
申
請
に
対
す

る
審
査

事
務
の
内
容

二
十

法
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
試
験

登
録
電
気
工
事
業

者
登
録
簿
閲
覧
手

数
料

登
録
電
気
工
事
業

者
登
録
簿
謄
本
交

付
手
数
料

電
気
工
事
業
登
録

証
再
交
付
手
数
料

電
気
工
事
業
登
録

証
訂
正
手
数
料

電
気
工
事
業
更
新

登
録
申
請
手
数
料

電
気
工
事
業
登
録

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

液
化
石
油
ガ
ス
設

備
士
試
験
手
数
料

一
回
に

つ
き

用
紙
一

枚
に
つ

き 一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
人
に

つ
き

四
四
〇

六
〇
〇

二
、
二
〇
〇

二
、
二
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

二
二
、
〇
〇
〇

額(

円)

二
〇
、
七
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
行
政
手

続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法

律
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
受
験

願
書
を
提
出
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、

二
〇
、
二
〇
〇
円

三

行
政
書
士
法
の
施
行
に
関
す
る

事
務

二

火
薬
類
取
締
法
の
施
行
に
関
す

る
事
務

一

消
防
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

事
務
の
種
類

岐
阜
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜

県
条
例
第
二
十
二
号)

第
十
七
条
第
二
項

本
文
に
規
定
す
る
納
税
証
明
書
の
交
付

事
務
の
内
容

行
政
書
士
試
験
手
数
料

火
薬
類
製
造
保
安
責
任

者
等
試
験
手
数
料

甲
種
危
険
物
取
扱
者
試

験
手
数
料

乙
種
危
険
物
取
扱
者
試

験
手
数
料

丙
種
危
険
物
取
扱
者
試

験
手
数
料

甲
種
消
防
設
備
士
試
験

手
数
料

乙
種
消
防
設
備
士
試
験

手
数
料

手
数
料
の
名
称

納
税
証
明
書
交
付

手
数
料

手
数
料
の
名
称

財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー(

平
成
十
二
年

四
月
十
四
日
に
財
団
法
人
行

政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

社
団
法
人
全
国
火
薬
類
保
安

協
会(

昭
和
四
十
七
年
四
月

一
日
に
社
団
法
人
全
国
火
薬

類
保
安
協
会
と
い
う
名
称
で

設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。)

財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ

ン
タ
ー(

昭
和
五
十
九
年
十

月
一
日
に
財
団
法
人
消
防
試

験
研
究
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名

称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い

う
。)

納
入
機
関
の
名
称

一
枚
に

つ
き

単
位

四
〇
〇

額(

円)

八

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

九

岐
阜
県
税
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

備
考

納
税
証
明
書
は
、
地
方
税
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号)

第
六
条
の

二
十
一
第
一
項
各
号(

第
四
号
を
除
く
。)

に
掲
げ
る
事
項
ご
と
に
一
枚
の
証
明
書
で
あ
る
も
の

と
し
、
そ
の
証
明
書
が
二
以
上
の
年
度
に
係
る
県
税
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
証
明
を
受

け
よ
う
と
す
る
事
項
が
未
納
の
徴
収
金
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
年
度
の
数
に
相
当
す
る
枚
数

の
証
明
書
で
あ
る
も
の
と
し
て
計
算
す
る
。

別
表
第
二(

第
二
条
関
係)
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五

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保

及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

四

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
施
行
に
関

す
る
事
務

液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士

試
験
手
数
料

製
造
保
安
責
任
者
等
試

験
手
数
料

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た

法
人
を
い
う
。)

岐
阜
県
積
立
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
十
号

岐
阜
県
積
立
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
積
立
基
金
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
岐
阜
県
県
有
施
設
整
備
基
金
の
項
中｢

整
備
資
金｣

の
下
に｢
及
び
県
有
施
設
の
整
備

の
財
源
と
し
た
県
債
の
償
還
に
必
要
な
財
源｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
定
数
条
例
及
び
岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
十
一
号

岐
阜
県
職
員
定
数
条
例
及
び
岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

岐
阜
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
職
員
定
数
条
例(

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
知
事
の
事
務
部
局(

県
立
看
護
大
学
及
び
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
、
希

望
が
丘
学
園
及
び
病
院
並
び
に
企
業
会
計
職
員(

都
市
建
築
部)

を
除
く
。)

の
項
中｢

四
、
三
三

六
人｣

を｢

四
、
一
九
八
人｣

に
改
め
、
同
表
県
立
看
護
大
学
、
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
、
国

際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
、
国
際
園
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
項
中｢

一

六
一
人｣

を｢

一
五
六
人｣

に
改
め
、
同
表
希
望
が
丘
学
園
及
び
病
院
の
項
中｢

一
、
九
〇
七
人｣

を｢

一
、
九
四
六
人｣

に
改
め
、
同
表
議
会
の
事
務
部
局
の
項
中｢

三
〇
人｣

を｢

二
八
人｣

に
改

め
、
同
表
監
査
委
員
の
事
務
部
局
の
項
中｢

二
五
人｣

を｢

二
三
人｣

に
改
め
、
同
表
人
事
委
員
会

の
事
務
部
局
の
項
中｢

一
三
人｣

を｢

一
二
人｣

に
改
め
、
同
表
労
働
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中

｢

九
人｣

を｢

八
人｣

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中｢

四
七
一
人｣

を｢

四
七

六
人｣

に
改
め
、
同
表
学
校
の
項
中｢

五
、
一
八
三
人｣

を｢

五
、
二
二
七
人｣

に
、｢

四
、
三
四

〇
人｣

を｢

四
、
四
一
一
人｣

に
改
め
、
同
表
警
察
の
項
中｢

三
、
八
六
二
人｣

を｢

三
、
八
六
七

人｣

に
、｢

三
、
四
二
三
人｣

を｢

、
三
、
四
三
二
人｣

に
、｢

一
二
一
人｣

を｢

一
二
〇
人｣

に
、

｢

二
、
〇
〇
三
人｣

を｢

二
、
〇
一
〇
人｣

に
、｢

一
、
〇
四
七
人｣

を｢

一
、
〇
五
〇
人｣

に
改
め
、

同
表
合
計
の
項
中｢

一
六
、
〇
六
六
人｣

を｢

一
六
、
〇
一
〇
人｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例(

昭
和
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
七
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
小
学
校
及
び
中
学
校
の
項
中｢

一
二
、
一
〇
八
人｣

を｢

一
二
、
一
四
〇
人｣

に
、｢

一
一
、
三
三
〇
人｣

を｢

一
一
、
四
四
三
人｣

に
改
め
、
同
表
特
別
支
援
学
校
の
項
中｢

一

二
三
人｣

を

｢

一
二
二
人｣

に
、｢

一
一
六
人｣

を

｢

一
一
五
人｣

に
改
め
、
同
表
合
計
の
項
中

｢

一
二
、
二
六
二
人｣

を｢

一
二
、
二
九
三
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
十
二
号
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岐
阜
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
部
等
設
置
条
例(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
中｢

産
業
労
働
観
光
部｣

を｢

商
工
労
働
部｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

観
光
の
振
興
に
関
す
る
事
項

第
二
条
第
六
号
中｢
産
業
労
働
観
光
部｣

を｢

商
工
労
働
部｣

に
改
め
、
同
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を

ハ
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
振
興
局
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
十
三
号

岐
阜
県
振
興
局
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
振
興
局
等
設
置
条
例(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
の
表
岐
阜
県
西
濃
保
健
所
の
項
中｢

揖
斐
郡
大
野
町｣

を｢

揖
斐
郡
揖
斐
川
町｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
十
四
号

岐
阜
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
公
告
式
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
二
項
中｢

見
易
い｣

を｢

見
や
す
い｣

に
、｢

か
え
る｣

を｢

代
え
る｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中

｢

第
二
条
第
二
項｣

を

｢

、
第
二
条
第
二
項｣

に
、｢

又
は
掲
示
場
等
に
掲
示
し｣

を

｢

若
し
く
は
掲
示
場
等
に
掲
示
し
、
又
は
電
磁
的
方
法(

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の

他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に

よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
公
布
し
、
若
し
く
は
公
表
す
べ
き
事
項
の
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
に
置
く
措
置
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の(

以
下｢

電
磁
的
措
置｣

と
い
う
。)

を
と
ら｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

第
二
条
第
二
項｣

を｢

、
第
二
条
第
二
項｣

に
、｢

又
は
掲
示
場
等
に
掲
示
し｣

を｢

若
し
く
は
掲
示
場
等
に
掲
示
し
、
又
は
電
磁
的
措
置
を
と
ら｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

県
公
報
の
発
行)

第
七
条

県
公
報
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
県
公
報
に
掲
載
す
べ
き
事
項
の
情
報

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
と
る
方
法
に

よ
り
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
県
公
報
の
発
行
は
、
県
公
報
に
掲
載
す
べ
き
事
項
を
県
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
提

供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
求
め
に
応
じ
て
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
県
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
か
ら
送
信
し
得
る
状
態
と
な
つ
た
時
に
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
故
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
り
県
公
報
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代

え
て
書
面
又
は
電
磁
的
記
録(

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。)

を
も
つ
て
県
公
報
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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審
議
会
等
の
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
十
五
号

審
議
会
等
の
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

(

岐
阜
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
風
致
地
区
条
例(
昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
及
び
第
三
条
第
二
項
中｢
岐
阜
県
風
致
地
区
審
議
会｣

を｢

岐
阜
県
都
市
計
画
審

議
会｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
七
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十

一
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

(

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
五
十
七
の
項
第
二
号
及
び
第
六
号
中｢

岐
阜
県
風
致
地
区
審
議
会｣

を｢

岐
阜
県
都
市

計
画
審
議
会｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
二
十
一
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
委
員
会
条
例
等
の
廃
止)

第
三
条

次
に
掲
げ
る
条
例
は
、
廃
止
す
る
。

一

岐
阜
県
二
十
一
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
委
員
会
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
一
号)

二

岐
阜
県
生
活
保
護
法
医
療
扶
助
審
議
会
条
例(

昭
和
三
十
年
岐
阜
県
条
例
第
十
六
号)

三

岐
阜
県
臨
時
補
助
金
等
合
理
化
審
議
会
条
例(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

四

岐
阜
県
成
人
病
予
防
対
策
審
議
会
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
六
号)

五

岐
阜
県
行
政
機
構
審
議
会
設
置
条
例(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号)

六

岐
阜
県
農
村
地
域
工
業
導
入
促
進
審
議
会
設
置
条
例(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
四

号)

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
十
六
号

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
中
第
三
十
一
項
を
第
三
十
二
項
と
し
、
第
三
十
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

31

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号)

第
十
条
第
二

号
に
規
定
す
る
認
定
長
期
優
良
住
宅
で
あ
る
住
宅
の
新
築
を
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

し
た
場
合
に
お
け
る
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中｢

住
宅
の
建
築｣

と
あ
る
の
は｢

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号)

第
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
長
期
優
良
住
宅
で
あ
る
住
宅
の
新
築｣

と
、｢

に
つ
い
て
は｣

と

あ
る
の
は｢

に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に

限
り｣

と
、｢

千
二
百
万
円｣

と
あ
る
の
は｢

千
三
百
万
円｣

と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
附
則
第
七
条
第
三
十
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得

に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す

る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
十
七
号

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

手
数
料
の
徴
収)
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政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
九
十
四
号)

第
二
十
条
の
二
第
二

事
務
の
内
容

報
告
書
等
写
し
交

付
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
枚
に

つ
き

単
位

一
〇

額(

円)

五

法
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
採
取
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請

四

法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
採
取
計

画
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

三

法
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
に
規

定
す
る
業
務
管
理
者
試
験

二

法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号

ロ
に
規
定
す
る
業
務
管
理
者
と
同
等
以

上
の
能
力
を
有
す
る
者
と
す
る
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審
査

一

採
石
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
九
十
一
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
十
二
条
に
規
定

す
る
採
石
業
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る

審
査

事
務
の
内
容

三

法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
通
訳
案

内
士
登
録
証
の
再
交
付

二

法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

通
訳
案
内
士
の
登
録
事
項
の
変
更

一

通
訳
案
内
士
法(

昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
十
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
八
条
に
規

定
す
る
通
訳
案
内
士
の
登
録
の
申
請
に

対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

項
に
規
定
す
る
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付

岩
石
採
取
計
画
変

更
認
可
申
請
手
数

岩
石
採
取
計
画
認

可
申
請
手
数
料

採
石
業
務
管
理
者

試
験
手
数
料

採
石
業
務
管
理
者

相
当
能
力
認
定
申

請
手
数
料

採
石
業
登
録
申
請

手
数
料

手
数
料
の
名
称

通
訳
案
内
士
登
録

証
再
交
付
手
数
料

通
訳
案
内
士
登
録

事
項
変
更
手
数
料

通
訳
案
内
士
登
録

手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

三
三
、
〇
〇
〇

五
二
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

六
、
七
〇
〇

一
八
、
〇
〇
〇

額(

円) 四
、
〇
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

五
、
一
〇
〇

額(

円)

第
一
条

県
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
別
に
条
例
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
企
画
経
済

関
係
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
名
称
、
額
等)

第
二
条

手
数
料
の
名
称
、
額
等
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
納

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
機
関
に
納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
当
該
機
関
の
収
入
と
す

る
。

(

手
数
料
の
徴
収
方
法
等)

第
三
条

手
数
料
は
、
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
事
務
の
性
質
上
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

(

手
数
料
の
減
免
等)

第
四
条

知
事
は
、
公
益
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
手
数
料
を
減
免
し
、
又
は

手
数
料
の
納
入
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

過
料)

第
五
条

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴
収
を

免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額(

当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き

は
、
五
万
円
と
す
る
。)

以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

(

委
任)

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一(

第
二
条
関
係)

一

政
治
資
金
規
正
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

備
考

両
面
印
刷
の
用
紙
を
用
い
る
と
き
は
、
片
面
を
一
枚
と
し
て
額
を
算
定
す
る
。

二

通
訳
案
内
士
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

三

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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三

法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

二

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行

業
者
代
理
業
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る

審
査

一

旅
行
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
百
三
十
九
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
旅
行
業
の
登
録
の
申
請
に

対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

六

一
般
旅
券
の
査
証
欄
の
増
補

五

一
般
旅
券
の
記
載
事
項
の
訂
正

四

一
般
旅
券
の
渡
航
先
の
追
加

三

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般

旅
券
以
外
の
一
般
旅
券
の
発
給

二

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
有
効
期
間
が
五
年
の
一
般
旅
券
の

発
給

一

旅
券
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
六
十
七
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)
第
五
条
第
一
項
本
文

に
規
定
す
る
有
効
期
間
が
十
年
の
一
般

旅
券
の
発
給

事
務
の
内
容

に
対
す
る
審
査

旅
行
業
更
新
登
録

旅
行
業
者
代
理
業

登
録
申
請
手
数
料

旅
行
業
登
録
申
請

手
数
料

手
数
料
の
名
称

旅
券
査
証
欄
増
補

手
数
料

旅
券
記
載
事
項
訂

正
手
数
料

旅
券
渡
航
先
追
加

手
数
料

そ
の
他
旅
券
発
給

手
数
料

五
年
旅
券
発
給
手

数
料

十
年
旅
券
発
給
手

数
料

手
数
料
の
名
称

料

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
七
、
〇
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

額(

円)

五
〇
〇

二
〇
〇

三
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

額(

円)

四

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
砂
利
採
取

計
画
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

(

河
川
管
理
者
と
し
て
行
う
も
の
を
除

く
。)

三

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
砂

利
採
取
業
務
主
任
者
試
験

二

法
第
六
条
第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定

す
る
業
務
主
任
者
と
同
等
以
上
の
能
力

を
有
す
る
者
と
す
る
認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査

一

砂
利
採
取
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
七
十
四
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
に
規
定
す
る

砂
利
採
取
業
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る

審
査

事
務
の
内
容

登
録
免
許
税
法(

昭
和
四
十
二
年
法
律

第
三
十
五
号)

別
表
第
三
の
十
三
の
項
に

規
定
す
る
建
物
又
は
土
地
に
関
す
る
証
明

書
の
交
付

事
務
の
内
容

四

法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

旅
行
業
の
変
更
登
録
の
申
請
に
対
す
る

審
査

旅
行
業
の
有
効
期
間
の
更
新
の
登
録
の

申
請
に
対
す
る
審
査

砂
利
採
取
計
画
認

可
申
請
手
数
料

砂
利
採
取
業
務
主

任
者
試
験
手
数
料

砂
利
採
取
業
務
主

任
者
相
当
能
力
認

定
申
請
手
数
料

砂
利
採
取
業
登
録

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

登
録
免
許
税
非
課

税
証
明
書
交
付
手

数
料

手
数
料
の
名
称

旅
行
業
変
更
登
録

申
請
手
数
料

申
請
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

つ
き

三
七
、
七
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

八
、
四
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇

額(

円)

五
〇
〇

額(

円)

一
一
、
〇
〇
〇

四

旅
券
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

五

旅
行
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六

登
録
免
許
税
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

備
考

現
地
調
査
の
た
め
職
員
が
出
張
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
現
地
調
査
に
要
す
る
職

員
の
旅
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

七

砂
利
採
取
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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四

職
業
能
力
開

発
促
進
法
施
行

令(

昭
和
四
十

四
年
政
令
第
二

百
五
十
八
号
。

以
下
こ
の
表
に

お
い
て｢

施
行

三

法
第
三
十
条

第
一
項
に
規
定

す
る
職
業
訓
練

指
導
員
試
験

二

法
第
二
十
八

条
第
三
項
に
規

定
す
る
職
業
訓

練
指
導
員
の
免

許
証
の
再
交
付

一

職
業
能
力
開

発
促
進
法(

昭

和
四
十
四
年
法

律
第
六
十
四
号
。

以
下
こ
の
表
に

お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第

二
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る

職
業
訓
練
指
導

員
免
許
の
申
請

に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

五

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
砂

利
採
取
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査(

河
川
管
理
者
と
し
て
行

う
も
の
を
除
く
。)

技
能
検
定

試
験
手
数

料 職
業
訓
練

指
導
員
試

験
手
数
料

職
業
訓
練

指
導
員
免

許
証
再
交

付
手
数
料

職
業
訓
練

指
導
員
免

許
申
請
手

数
料

手
数
料
の

名
称

２

実
技
試

験
１

学
科
試
験

２

実
技
試
験

１

学
科
試
験

区
分

ロ

一
級
、

イ

特
級

砂
利
採
取
計
画
変

更
認
可
申
請
手
数

料

和
裁
、
テ

ク
ニ
カ
ル

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
一
、
五
〇
〇

一
五
、
七
〇
〇

三
、
一
〇
〇

一
五
、
八
〇
〇

三
、
一
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二
、
三
〇
〇

額(

円)

一
七
、
〇
〇
〇

五

施
行
令
第
三

条
第
二
号
に
規

定
す
る
技
能
検

定
の
合
格
証
書

令｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
号

に
規
定
す
る
技

能
検
定
試
験

技
能
検
定

合
格
証
書

再
交
付
手

数
料

ハ

三
級(在

校
生
が

受
検

す
る

場
合

に
限

る
。)

二
級
、

三
級

(

在
校
生

が
受

検
す

る
場

合
を

除
く

。)

、
基
礎

一
級
、

基
礎

二
級

及
び

単
一

等
級

そ
の
他
の

職
種

機
械
検
査

及
び
婦
人

子
供
服
製

造 和
裁
、
テ

ク
ニ
カ
ル

イ
ラ
ス
ト

レ
ー
シ
ョ

ン
、
建
築

図
面
製
作
、

機
械
・
プ

ラ
ン
ト
製

図
及
び
電

気
製
図

そ
の
他
の

職
種

機
械
検
査

及
び
婦
人

子
供
服
製

造 イ
ラ
ス
ト

レ
ー
シ
ョ

ン
、
建
築

図
面
製
作
、

機
械
・
プ

ラ
ン
ト
製

図
及
び
電

気
製
図

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

二
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

八
、
七
〇
〇

七
、
七
〇
〇

一
五
、
七
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇

八

職
業
能
力
開
発
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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一

計
量
法

(

平
成
四

年
法
律
第

五
十
一
号
。

以
下
こ
の

表
に
お
い

事
務
の
内
容

二

法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貸
金

業
者
の
登
録
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る

審
査

一

貸
金
業
法(

昭
和
五
十
八
年
法
律
第

三
十
二
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
貸
金
業
者
の
登
録
の
申
請
に
対

す
る
審
査

事
務
の
内
容

の
再
交
付

計
量
器

検
定
手

数
料

手
数
料

の
名
称

１

法
第
八

十
四

条
第

一
項

(

法

区
分

ロ

質
量
計

イ

タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー

非
自
動

は
か
り

貸
金
業
者
登
録
更

新
申
請
手
数
料

貸
金
業
者
登
録
申

請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

検
出
部

が
電
気

式
又
は

光
電
式

ひ
ょ
う

量
が
三

十
キ
ロ

グ
ラ
ム 一

件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位一

個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

単
位

一
五
〇
、
〇
〇
〇

一
五
〇
、
〇
〇
〇

額(

円)一
、
〇
五
〇

五
五
〇

額(

円)
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
六
条

第
一
項
第

二
号
イ
に

規
定
す
る

特
定
計
量

器
の
検
定

第
八

十
九

条
第

四
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。)

の
表

示
が

付
さ

れ
た

特
定

計
量

器(計
量

法
施

行
令

(

平
成
五

年
政

令
第

三
百

二
十

九
号

以
下

こ
の

表
に

お
い

て｢施
行

令｣と
い

う
。)

第
十

二
条

の
も
の

で
あ
っ

て
ひ
ょ

う
量
が

一
ト
ン

以
下
の

も
の

ひ
ょ
う

量
が
五

百
キ
ロ

グ
ラ
ム

を
超
え

る
も
の

ひ
ょ
う

量
が
二

百
五
十

キ
ロ
グ

ラ
ム
を

超
え
五

百
キ
ロ

グ
ラ
ム

以
下
の

も
の

ひ
ょ
う

量
が
百

キ
ロ
グ

ラ
ム
を

超
え
二

百
五
十

キ
ロ
グ

ラ
ム
以

下
の
も

の ひ
ょ
う

量
が
三

十
キ
ロ

グ
ラ
ム

を
超
え

百
キ
ロ

グ
ラ
ム

以
下
の

も
の

以
下
の

も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
、
三
五
〇

二
、
〇
五
〇

一
、
六
五
〇

一
、
二
五
〇

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
在
校
生
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設(

法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。)

に

お
い
て
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
又
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
業
能
力
開

発
総
合
大
学
校
に
お
い
て
指
導
員
訓
練
若
し
く
は
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者(

短
期
課
程
の

普
通
職
業
訓
練
又
は
専
門
短
期
課
程
若
し
く
は
応
用
短
期
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
を
受
け
て
い

る
者(

以
下｢
短
期
訓
練
生｣

と
い
う
。)

を
除
く
。)

二

認
定
職
業
訓
練
施
設(
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
施
設
を
い
う
。)

に
お
い
て

職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者(
短
期
訓
練
生
及
び
就
職
し
て
い
る
者
を
除
く
。)

三

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

に
よ
る
大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門

学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
在
学
す
る
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
認
め
る
者

九

貸
金
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十

計
量
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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に
規

定
す

る
特

定
計

量
器

で
あ

っ
て

法
第

八
十

四
条

第
一

項
の

表
示

が
付

さ
れ

て
か

ら
法

第
七

十
一

条
第

二
項

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
期

間
を

経
過

し
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

法
第

五
十

条
第

一
項

の
表

そ
の
他

の
も
の

棒
は
か

り
又
は

光
電
式

以
外
の

ば
ね
式

指
示
は

か
り
の

う
ち
直

線
目
盛

の
み
が

あ
る
も

の

ひ
ょ
う

量
が
二

十
キ
ロ

グ
ラ
ム

を
超
え

五
十
キ

ロ
グ
ラ

ム
以
下

の
も
の

ひ
ょ
う

量
が
五

キ
ロ
グ

ラ
ム
を

超
え
二

十
キ
ロ

グ
ラ
ム

以
下
の

も
の

ひ
ょ
う

量
が
五

キ
ロ
グ

ラ
ム
以

下
の
も

の ひ
ょ
う

量
が
十

キ
ロ
グ

ラ
ム
を

超
え
る

も
の

ひ
ょ
う

量
が
十

キ
ロ
グ

ラ
ム
以

下
の
も

の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
五
〇

一
九
〇

一
五
〇

一
九
〇

一
〇
〇

示
が

付
さ

れ
、

か
つ
、

同
項

の
表

示
が

付
さ

れ
て

か
ら

法
第

七
十

一
条

第
二

項
の

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

期
間

を
経

過
し

て
い

な
い

も
の

に
限

る
。)

ひ
ょ
う

量
が
五

百
キ
ロ

グ
ラ
ム

を
超
え

一
ト
ン

以
下
の

も
の

ひ
ょ
う

量
が
二

百
五
十

キ
ロ
グ

ラ
ム
を

超
え
五

百
キ
ロ

グ
ラ
ム

以
下
の

も
の

ひ
ょ
う

量
が
百

キ
ロ
グ

ラ
ム
を

超
え
二

百
五
十

キ
ロ
グ

ラ
ム
以

下
の
も

の ひ
ょ
う

量
が
五

十
キ
ロ

グ
ラ
ム

を
超
え

百
キ
ロ

グ
ラ
ム

以
下
の

も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
、
五
五
〇

九
〇
〇

五
二
〇

三
四
〇
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ひ
ょ
う

量
が
三

ひ
ょ
う

量
が
二

十
ト
ン

を
超
え

三
十
ト

ン
以
下

の
も
の

ひ
ょ
う

量
が
十

ト
ン
を

超
え
二

十
ト
ン

以
下
の

も
の

ひ
ょ
う

量
が
五

ト
ン
を

超
え
十

ト
ン
以

下
の
も

の ひ
ょ
う

量
が
二

ト
ン
を

超
え
五

ト
ン
以

下
の
も

の ひ
ょ
う

量
が
一

ト
ン
を

超
え
二

ト
ン
以

下
の
も

の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
八
、
九
〇
〇

一
四
、
一
五
〇

一
一
、
四
〇
〇

七
、
七
五
〇

六
、
一
五
〇

二
、
四
五
〇

定
量
お

も
り
又

は
定
量

分
銅

質
量
が
五
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の

も
の

表
す
質
量
が
二

百
グ
ラ
ム
を
超

え
る
も
の

表
す
質
量
が
二

百
グ
ラ
ム
以
下

の
も
の

備
考

最
小
の
目
量(

隣
接
す
る
目
盛
標
識

の
そ
れ
ぞ
れ
が
表
す
物
象
の
状
態
の
量
の

差
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
及
び
十
三
の
表

に
お
い
て
同
じ
。)

又
は
表
記
さ
れ
た
感

量(

質
量
計
が
反
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

質
量
の
最
小
の
変
化
を
い
う
。
以
下
こ
の

表
及
び
十
三
の
表
に
お
い
て
同
じ
。)

が

ひ
ょ
う
量
の
一
万
分
の
一
未
満
の
も
の
に

あ
っ
て
は
、
額
の
欄
に
掲
げ
る
額
に
二
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

ひ
ょ
う

量
が
五

十
ト
ン

を
超
え

る
も
の

ひ
ょ
う

量
が
四

十
ト
ン

を
超
え

五
十
ト

ン
以
下

の
も
の

十
ト
ン

を
超
え

四
十
ト

ン
以
下

の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
〇

二
二
〇

二
〇

三
七
、
八
〇
〇

二
一
、
三
〇
〇
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ニ

皮
革
面
積
計

ハ

温
度
計

抵
抗
体
温
計

ガ
ラ
ス
製
体
温
計

ガ
ラ
ス

製
温
度

計(

ガ

ラ
ス
製

体
温
計

又
は
抵

抗
体
温

計
を
除

く
。)

増
お
も

り(

以

下
こ
の

表
に
お

い
て
こ

れ
ら
を

｢

お
も

り｣

と

い
う
。)

計
る
こ
と
が
で

き
る
温
度
が
零

下
三
十
度
以
上

二
百
度
以
下
の

も
の

計
る
こ
と
が
で

き
る
温
度
が
零

下
三
十
度
以
上

百
五
度
以
下
の

も
の

計
る
こ
と
が
で

き
る
温
度
が
零

下
五
度
以
上
二

百
度
以
下
の
も

の 計
る
こ
と
が
で

き
る
温
度
が
零

下
五
度
以
上
百

五
度
以
下
の
も

の 質
量
が
二
十
キ

ロ
グ
ラ
ム
を
超

え
る
も
の

質
量
が
五
キ
ロ

グ
ラ
ム
を
超
え

二
十
キ
ロ
グ
ラ

ム
以
下
の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
、
四
〇
〇

九
〇

一
〇

一
六
〇

一
四
〇

九
〇

五
〇

二
九
〇

九
〇

ホ

体
積
計

液
化
石
油
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

燃
料
油

メ
ー
タ

ー 温
水
メ
ー
タ
ー

水
道
メ

ー
タ
ー

そ
の
他
の
も
の

表
示
機
構
の
最

大
指
示
量
が
五

十
リ
ッ
ト
ル
以

下
の
も
の(

使

用
最
大
流
量
が

一
リ
ッ
ト
ル
毎

分
以
下
の
も
の

を
除
く
。)

使
用
最
大
流
量

が
一
リ
ッ
ト
ル

毎
分
以
下
の
も

の 口
径
が
百
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の

口
径
が
四
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
百
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も

の 口
径
が
二
十
五

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
四
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の

口
径
が
二
十
五

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

六
、
四
〇
〇

二
、
〇
五
〇

一
、
五
五
〇

五
九
〇

二
〇
〇

一
、
六
五
〇

一
、
二
〇
〇

一
七
〇

八
〇
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量
器
用

尺
付
タ

ン
ク

ガ
ス
メ

ー
タ
ー

全
量
が
二
千
リ
ッ

ト
ル
以
下
の
も

の 使
用
最
大
流
量

が
千
立
方
メ
ー

ト
ル
毎
時
を
超

え
る
も
の

使
用
最
大
流
量

が
四
百
立
方
メ

ー
ト
ル
毎
時
を

超
え
千
立
方
メ
ー

ト
ル
毎
時
以
下

の
も
の

使
用
最
大
流
量

が
百
六
十
立
方

メ
ー
ト
ル
毎
時

を
超
え
四
百
立

方
メ
ー
ト
ル
毎

時
以
下
の
も
の

使
用
最
大
流
量

が
六
十
五
立
方

メ
ー
ト
ル
毎
時

を
超
え
百
六
十

立
方
メ
ー
ト
ル

毎
時
以
下
の
も

の 使
用
最
大
流
量

が
十
六
立
方
メ

ー
ト
ル
毎
時
を

超
え
六
十
五
立

方
メ
ー
ト
ル
毎

時
以
下
の
も
の

使
用
最
大
流
量

が
十
六
立
方
メ

ー
ト
ル
毎
時
以

下
の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
、
一
〇
〇

五
、
五
〇
〇

二
、
三
〇
〇

九
六
〇

五
九
〇

二
二
〇

一
〇
〇

リ

濃
度
計

チ

熱
量
計

ト

ア
ネ
ロ

イ
ド

型
圧

力
計

ヘ

密
度
浮

ひ
ょ

う

酒
精
度
浮
ひ
ょ
う

積
算
熱
量
計

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計

ア
ネ
ロ

イ
ド
型

圧
力
計

(

ア
ネ

ロ
イ
ド

型
血
圧

計
を
除

く
。)

そ
の
他
の
も
の

耐
圧
密
度
浮
ひ
ょ
う
以

外
の
も
の
で
あ
っ
て
六

百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎

立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

密
度
を
表
す
目
盛
標
識

が
あ
る
も
の
又
は
耐
圧

密
度
浮
ひ
ょ
う

計
る
こ
と
が
で

き
る
最
大
の
圧

力
が
百
メ
ガ
パ

ス
カ
ル
を
超
え

る
も
の

計
る
こ
と
が
で

き
る
最
大
の
圧

力
が
五
十
メ
ガ

パ
ス
カ
ル
を
超

え
百
メ
ガ
パ
ス

カ
ル
以
下
の
も

の 計
る
こ
と
が
で

き
る
最
大
の
圧

力
が
五
十
メ
ガ

パ
ス
カ
ル
以
下

の
も
の

全
量
が
二
千
リ
ッ

ト
ル
を
超
え
る

も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

七
〇

一
、
二
五
〇

一
五
〇

九
三
〇

四
五
〇

九
〇

七
〇

一
、
〇
五
〇

四
、
〇
〇
〇

( ) 平成21年３月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �37



２

施
行
令

附
則

第
九

条
第

一
項

か
ら

第
三

項
ま

で
に

規
定

す
る

特
定

計
量

器

ハ

施
行
令

附
則

第
九

条
第

二
項

第
三

号
に

掲
げ

る
燃

料
油

ロ

施
行
令

附
則

第
九

条
第

二
項

第
二

号
又

は
附

則
別

表
第

四
第

三
号

に
掲

げ
る

水
道

メ
ー

タ
ー

イ

施
行
令
附
則
第
九
条
第
二
項

第
一
号
に
掲
げ
る
タ
ク
シ
ー
メ
ー

タ
ー

ヌ

浮
ひ
ょ

う
型

比
重

計

そ
の
他

の
も
の

積
算
式

ガ
ソ
リ

ン
量
器

口
径
が
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の

口
径
が
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
百
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の

口
径
が
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の

そ
の
他
の
も
の

比
重
浮
ひ
ょ
う
の
う
ち
〇

・
六
五
未
満
の
比
重
を
表

す
目
盛
標
識
が
あ
る
も
の

口
径
が
三
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以

表
示
機
構
の
最

大
指
示
量
が
五

十
リ
ッ
ト
ル
を

超
え
る
も
の

表
示
機
構
の
最

大
指
示
量
が
五

十
リ
ッ
ト
ル
以

下
の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
、
六
〇
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
六
〇
〇

一
、
五
五
〇

一
、
一
五
〇

一
六
〇

五
三
〇

七
〇

九
九
〇

ホ

施
行
令

附
則

第
九

条
第

三
項

第
二

号
若

し
く

は
第

三
号

又
は

附
則

別
表

第
四

第
四

号
に

掲
げ

る
ガ

ス
メ

ー
タ

ー
ニ

施
行
令
附
則
第
九
条
第
二
項

第
四
号
に
掲
げ
る
液
化
石
油
ガ

ス
メ
ー
タ
ー

メ
ー

タ
ー

そ
の
他

の
も
の

施
行
令

附
則
別

表
第
四

第
四
号

ロ
に
掲

げ
る
も

の

ガ
ス
の
体
積

(

計
量
室
に
お

け
る
一
周
期
の

計
量
作
用
に
よ

使
用
最
大
流
量

が
千
立
方
メ
ー

ト
ル
毎
時
を
超

え
る
も
の

使
用
最
大
流
量

が
千
立
方
メ
ー

ト
ル
毎
時
以
下

の
も
の

使
用
最
大
流
量

が
五
百
立
方
メ

ー
ト
ル
毎
時
以

下
の
も
の

使
用
最
大
流
量

が
百
立
方
メ
ー

ト
ル
毎
時
以
下

の
も
の

使
用
最
大
流
量

が
二
十
立
方
メ

ー
ト
ル
毎
時
以

下
の
も
の

使
用
最
大
流
量

が
五
立
方
メ
ー

ト
ル
毎
時
以
下

の
も
の

口
径
が
三
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の

下
の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
二
〇

九
、
六
〇
〇

五
、
一
〇
〇

三
、
七
〇
〇

一
、
九
五
〇

八
七
〇

四
四
〇

六
、
三
〇
〇

三
、
四
〇
〇
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３

１
又
は

２
に

掲
げ

イ

質
量
計

(

非
自
動

ヘ

施
行
令

附
則

第
九

条
第

二
項

第
五

号
に

掲
げ

る
ア

ネ
ロ

イ
ド

型
圧

力
計

非
自
動

は
か
り

計
る
こ
と
が
で
き
る
最

大
の
圧
力
が
百
メ
ガ
パ

ス
カ
ル
を
超
え
る
も
の

計
る
こ
と
が
で
き
る
最

大
の
圧
力
が
五
十
メ
ガ

パ
ス
カ
ル
を
超
え
百
メ

ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も

の 計
る
こ
と
が
で
き
る
最

大
の
圧
力
が
五
十
メ
ガ

パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

ガ
ス
の
体
積
が

三
十
リ
ッ
ト
ル

を
超
え
る
も
の

ガ
ス
の
体
積
が

六
リ
ッ
ト
ル
を

超
え
三
十
リ
ッ

ト
ル
以
下
の
も

の ガ
ス
の
体
積
が

四
リ
ッ
ト
ル
を

超
え
六
リ
ッ
ト

ル
以
下
の
も
の

り
計
る
こ
と
が

で
き
る
ガ
ス
の

体
積
を
い
う
。

以
下
こ
の
表
に

お
い
て
同
じ
。)

が
四
リ
ッ
ト
ル

以
下
の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
七
〇

一
、
〇
〇
〇

四
七
〇

九
〇

六
一
〇

三
三
〇

一
八
〇

る
も

の
以

外
の

も
の

は
か

り
の

う
ち
、

ば
ね

式
指

示
は

か
り

及
び

検
出

部
が

電
気

式
の

も
の

を
除

く
。)

ひ
ょ
う
量
が
二

ト
ン
を
超
え
五

ト
ン
以
下
の
も

ひ
ょ
う
量
が
一

ト
ン
を
超
え
二

ト
ン
以
下
の
も

の ひ
ょ
う
量
が
五

百
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
超
え
一
ト
ン

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
二

百
五
十
キ
ロ
グ

ラ
ム
を
超
え
五

百
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百

キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
二
百
五
十

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
超
え
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の

も
の

ひ
ょ
う
量
が
二

十
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
超
え
五
十
キ

ロ
グ
ラ
ム
以
下

の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
二
十
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の

も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

六
、
六
〇
〇

二
、
九
〇
〇

一
、
七
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

五
六
〇

三
六
〇

二
七
〇

二
〇
〇
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分
銅

表
す
質
量
が
二

百
グ
ラ
ム
を
超

え
る
も
の

表
す
質
量
が
二

百
グ
ラ
ム
以
下

の
も
の

備
考

最
小
の
目
量
又
は
表
記
さ
れ
た
感

量
が
ひ
ょ
う
量
の
一
万
分
の
一
未
満
の

も
の
に
あ
っ
て
は
、
額
の
欄
に
掲
げ
る

額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

ひ
ょ
う
量
が
五

十
ト
ン
を
超
え

る
も
の

ひ
ょ
う
量
が
四

十
ト
ン
を
超
え

五
十
ト
ン
以
下

の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
三

十
ト
ン
を
超
え

四
十
ト
ン
以
下

の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
二

十
ト
ン
を
超
え

三
十
ト
ン
以
下

の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
十

ト
ン
を
超
え
二

十
ト
ン
以
下
の

も
の

ひ
ょ
う
量
が
五

ト
ン
を
超
え
十

ト
ン
以
下
の
も

の の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
三
〇

二
〇

三
八
、
九
〇
〇

二
二
、
四
〇
〇

一
九
、
九
〇
〇

一
五
、
二
〇
〇

一
二
、
四
〇
〇

八
、
四
〇
〇

ハ

皮
革
面
積
計

ロ

温
度
計

(

抵
抗
体

温
計

を
除

く
。)

ガ
ラ
ス
製
体
温
計

ガ
ラ
ス

製
温
度

計(

ガ

ラ
ス
製

体
温
計

を
除
く
。

お
も
り

計
る
こ
と
が
で

き
る
温
度
が
零

下
三
十
度
以
上

二
百
度
以
下
の

も
の

計
る
こ
と
が
で

き
る
温
度
が
零

下
三
十
度
以
上

百
五
度
以
下
の

も
の

計
る
こ
と
が
で

き
る
温
度
が
零

下
五
度
以
上
二

百
度
以
下
の
も

の 計
る
こ
と
が
で

き
る
温
度
が
零

下
五
度
以
上
百

五
度
以
下
の
も

の 質
量
が
二
十
キ

ロ
グ
ラ
ム
を
超

え
る
も
の

質
量
が
五
キ
ロ

グ
ラ
ム
を
超
え

二
十
キ
ロ
グ
ラ

ム
以
下
の
も
の

質
量
が
五
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の

も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
、
七
五
〇

一
〇

一
八
〇

一
四
〇

一
一
〇

六
〇

三
〇
〇

一
〇
〇

二
〇
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三

法
第
十

九
条
第
一

二

法
第
十

七
条
第
一

項
の
規
定

に
よ
る
特

殊
容
器
の

製
造
者
の

指
定
の
申

請
に
対
す

る
審
査

計
量
器

定
期
検

特
殊
容

器
製
造

者
指
定

申
請
手

数
料

１

非
自
動

イ

検
出
部
が

電
気
式
又
は

チ

浮
ひ
ょ

う
型

比
重

計
ト

酒
精
度
浮
ひ
ょ
う

ヘ

ア
ネ
ロ
イ
ド
型
血
圧
計

(

検

出
部
が
電
気
式
の
も
の
を
除
く
。)

ホ

密
度
浮

ひ
ょ

う
ニ

量
器
用

尺
付

タ
ン

ク

そ
の
他
の
も
の

比
重
浮
ひ
ょ
う
の
う
ち

〇
・
六
五
未
満
の
比
重

を
表
す
目
盛
標
識
が
あ

る
も
の

そ
の
他
の
も
の

耐
圧
密
度
浮
ひ
ょ
う
以

外
の
も
の
で
あ
っ
て
六

百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎

立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

密
度
を
表
す
目
盛
標
識

が
あ
る
も
の
又
は
耐
圧

密
度
浮
ひ
ょ
う

全
量
が
二
千
リ
ッ
ト
ル

を
超
え
る
も
の

全
量
が
二
千
リ
ッ
ト
ル

以
下
の
も
のひ

ょ
う
量
が
百

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

一
個
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
、
四
〇
〇

一
六
二
、六
〇
〇

八
〇

一
、
〇
五
〇

八
〇

一
五
〇

八
〇

一
、
一
〇
〇

四
、
二
〇
〇

二
、
二
五
〇

項
に
規
定

す
る
特
定

計
量
器
の

定
期
検
査

査
手
数

料

は
か
り

に
係
る

も
の

ハ

イ
又
は
ロ

に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
も

の
ロ

棒
は
か
り
又
は
光
電
式
以
外

の
ば
ね
式
指
示
は
か
り
の
う
ち

直
接
目
盛
の
み
が
あ
る
も
の

光
電
式
の
も

の
で
あ
っ
て

ひ
ょ
う
量
が

一
ト
ン
以
下

の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
五

百
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
超
え
一
ト
ン

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
二

百
五
十
キ
ロ
グ

ラ
ム
を
超
え
五

百
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百

キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
二
百
五
十

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
五

百
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
超
え
る
も
の

ひ
ょ
う
量
が
二

百
五
十
キ
ロ
グ

ラ
ム
を
超
え
五

百
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
下
の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
百

キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
二
百
五
十

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

下
の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
、
一
〇
〇

一
、
五
〇
〇

九
〇
〇

五
〇
〇

二
五
〇

三
、
一
〇
〇

二
、
二
〇
〇

一
、
八
〇
〇
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３

皮
革
面
積
計
に
係
る
も
の

２

分
銅
又
は
お
も
り
に
係
る
も
の

ひ
ょ
う
量
が
五

十
ト
ン
を
超
え

る
も
の

ひ
ょ
う
量
が
四

十
ト
ン
を
超
え

五
十
ト
ン
以
下

の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
三

十
ト
ン
を
超
え

四
十
ト
ン
以
下

の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
二

十
ト
ン
を
超
え

三
十
ト
ン
以
下

の
も
の

ひ
ょ
う
量
が
十

ト
ン
を
超
え
二

十
ト
ン
以
下
の

も
の

ひ
ょ
う
量
が
五

ト
ン
を
超
え
十

ト
ン
以
下
の
も

の ひ
ょ
う
量
が
二

ト
ン
を
超
え
五

ト
ン
以
下
の
も

の ひ
ょ
う
量
が
一

ト
ン
を
超
え
二

ト
ン
以
下
の
も

の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
、
五
〇
〇

一
〇

五
一
、
二
〇
〇

二
九
、
八
〇
〇

二
一
、
六
〇
〇

一
九
、
一
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

一
〇
、
七
〇
〇

六
、
九
〇
〇

三
、
七
〇
〇

六

法
第
百

二
条
第
一

項
に
規
定

す
る
基
準

器
検
査

(

知
事
、

法
第
十
条

第
二
項
に

規
定
す
る

特
定
市
町

村
の
長
、

指
定
定
期

検
査
機
関

又
は
指
定

計
量
証
明

検
査
機
関

が
法
の
施

行
の
た
め

に
用
い
る

五

法
第
九

十
一
条
第

二
項
に
規

定
す
る
品

質
管
理
の

方
法
の
検

査
四

法
第
七

十
五
条
第

一
項
に
規

定
す
る
車

両
等
装
置

用
計
量
器

の
装
置
検

査

基
準
器

検
査
手

数
料

品
質
管

理
方
法

検
査
手

数
料

計
量
器

装
置
検

査
手
数

料

３

基
準
台

手
動

は
か

り
に

係
る

も
の

２

基
準
手
動
天
び
ん

(

感
量
が
一
ミ
リ

グ
ラ
ム
を
超
え
、
又
は
ひ
ょ
う
量
の
二

万
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。)

に

係
る
も
の

１

タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
用
基

準
器
に
係
る
も
の

備
考

最
小
の
目
量
又
は
表
記
さ
れ
た
感
量
が
ひ
ょ
う
量
の
一
万
分
の

一
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
額
の
欄
に
掲
げ
る
額
に
二
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。

ニ

ひ
ょ
う
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
超
え
二
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

ハ

ひ
ょ
う
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
超
え
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

の
も
の

ロ

ひ
ょ
う
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
超
え
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の

も
の

イ

ひ
ょ
う
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
下
の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
〇
、
五
〇
〇

七
、
八
〇
〇

五
、
三
〇
〇

三
、
三
五
〇

四
、
九
〇
〇

一
三
、
四
〇
〇

三
九
七
、〇
〇
〇

七
〇
〇
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計
量
器
に

係
る
も
の

を
除
く
。)

５

基
準
分

銅
に

係
る

も
の

４

基
準
直
示
天
び
ん(

感
量
が
一
ミ
リ
グ

ラ
ム
を
超
え
、
又
は
ひ
ょ
う
量
の
二
万
分

の
一
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る

も
の

ハ

三
級
で
あ

る
旨
の
表
記

が
あ
る
も
の

ロ

二
級
で
あ

る
旨
の
表
記

の
あ
る
も
の

イ

一
級
で
あ

る
旨
の
表
記

の
あ
る
も
の

ヘ

ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
超
え
る
も
の

ホ

ひ
ょ
う
量
が
二
百
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
超
え
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

表
す
質
量
が
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

表
す
質
量
が
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
超
え
る
も
の

表
す
質
量
が
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
五
十
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の

も
の

表
す
質
量
が
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

表
す
質
量
が
二

百
グ
ラ
ム
を
超

え
る
も
の

表
す
質
量
が
二

百
グ
ラ
ム
以
下

の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

四
八
〇

八
、
八
〇
〇

七
八
〇

六
四
〇

七
、
九
〇
〇

三
、
二
〇
〇

七
、
九
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

円
に
五
百
キ
ロ

グ
ラ
ム
又
は
五

百
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
満
た
な
い
端

数
を
増
す
ご
と

に
六
、
九
〇
〇

円
を
加
え
た
額

一
四
、
〇
〇
〇

九

法
第
百

十
五
条
に

八

法
第
百

十
五
条
に

規
定
す
る

計
量
証
明

の
事
業
の

登
録
証
の

訂
正
又
は

再
交
付

七

法
第
百

七
条
に
規

定
す
る
計

量
証
明
の

事
業
の
登

録

計
量
証

明
事
業

計
量
証

明
事
業

登
録
証

訂
正
等

手
数
料

計
量
証

明
事
業

登
録
手

数
料

７

基
準
タ

ン
ク

に
係

る
も

の
６

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
ガ
ス
の

体
積
が
二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
湿
式
の
も

の
に
係
る
も
の

ロ

全
量
が
〇
・
二
五
立
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
一
立
方
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
水
道
メ

ー
タ
ー
の
検
査
に
用
い
る
も
の

イ

全
量
が
〇
・
二
五
立
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
燃

料
油
メ
ー
タ
ー
の
検
査
に
用
い

る
も
の

表
す
質
量
が
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
超
え
る
も
の

表
す
質
量
が
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
五
十
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の

も
の

一
枚
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

七
六
〇

一
、
七
五
〇

五
三
、
八
〇
〇

三
四
、
〇
〇
〇

一
三
、
六
〇
〇

一
八
、
四
〇
〇

七
、
一
〇
〇

六
五
〇
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十
一

法
第

百
十
六
条

第
一
項
に

規
定
す
る

計
量
証
明

検
査

十

法
第
百

十
五
条
に

規
定
す
る

計
量
証
明

の
事
業
の

登
録
簿
の

閲
覧

規
定
す
る

計
量
証
明

の
事
業
の

登
録
簿
の

謄
本
の
交

付

計
量
証

明
検
査

手
数
料

計
量
証

明
事
業

登
録
簿

閲
覧
手

数
料

登
録
簿

謄
本
交

付
手
数

料

６

濃
度
計

に
係

る
も

の
５

振
動
レ
ベ
ル
計
に
係
る
も
の

４

騒
音
計

に
係

る
も

の
３

ボ
ン
ベ
型
熱
量
計
に
係
る
も
の

２

ベ
ッ
ク
マ
ン
温
度
計
に
係
る
も
の

１

三
の
項
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
特
定
計

量
器
に
係
る
も
の

ハ

紫
外
線
式
二
酸
化
硫
黄
濃
度

計
ロ

溶
液
導
電
率
式
二
酸
化
硫
黄

濃
度
計

イ

ジ
ル
コ
ニ
ア
式
酸
素
濃
度
計

又
は
磁
気
式
酸
素
濃
度
計

ロ

使
用
最
大
周
波
数
が
八
千
ヘ

ル
ツ
を
超
え
る
も
の

イ

使
用
最
大
周
波
数
が
八
千
ヘ

ル
ツ
以
下
の
も
の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
回
に

つ
き

九
二
、
七
〇
〇

一
一
三
、五
〇
〇

九
三
、
一
〇
〇

三
二
、
四
〇
〇

三
七
、
三
〇
〇

二
二
、
七
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

五
、
七
〇
〇

三
の
項
区
分
の

欄
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
額
の
欄
に

掲
げ
る
額 三

七
〇

十
二

法
第

百
二
十
七

条
第
一
項

に
規
定
す

る
適
正
計

量
管
理
事

業
所
の
指

定

適
正
計

量
管
理

事
業
所

指
定
手

数
料

備
考一

ハ
に
掲
げ
る
濃
度
計
と
ニ
に
掲
げ
る
濃
度
計
と
が
構

造
上
一
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、

ハ
に
掲
げ
る
手
数
料
の
額
と
ニ
に
掲
げ
る
手
数
料
の
額

の
合
計
額
か
ら
五
〇
、
九
〇
〇
円
を
控
除
し
た
額
と
す

る
。

二

ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
濃
度
計
で
二
以
上
の
検
出

部
を
有
す
る
も
の
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、
ホ
か
ら
ト

ま
で
に
掲
げ
る
手
数
料
の
額
に
検
出
部
が
一
増
す
ご
と

に
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
手
数
料
の
額
に
二
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

三

ハ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
濃
度
計
で
四
以
上
の
表
示

機
構
を
有
す
る
も
の
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、
表
示
機

構
が
三
を
超
え
て
一
増
す
ご
と
に
ハ
か
ら
チ
ま
で
に
掲

げ
る
手
数
料
の
額
に
二
二
、
一
〇
〇
円
を
加
え
た
額
と

す
る
。

リ

ガ
ラ
ス
電
極
式
水
素
イ
オ
ン

濃
度
指
示
計

チ

化
学
発
光
式
窒
素
酸
化
物
濃

度
計

ト

非
分
散
型
赤
外
線
式
一
酸
化

炭
素
濃
度
計

ヘ

非
分
散
型
赤
外
線
式
窒
素
酸

化
物
濃
度
計

ホ

非
分
散
型
赤
外
線
式
二
酸
化

硫
黄
濃
度
計

ニ

紫
外
線
式
窒
素
酸
化
物
濃
度

計

一
件
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
、
五
五
〇

二
五
、
三
〇
〇

一
〇
五
、七
〇
〇

九
九
、
一
〇
〇

一
一
三
、五
〇
〇

九
八
、
二
〇
〇

一
三
〇
、七
〇
〇
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一

一
般
理

化
学
試
験

事
務
の
内
容

三

牛
胚は
い

の
性
判
別

二

飼
料
中
の
β
―
カ
ロ
テ
ン
含
量
の
測

定
一

飼
料
の
成
分
分
析

事
務
の
内
容

十
三

法
第

百
二
十
七

条
第
三
項

に
規
定
す

る
計
量
管

理
の
方
法

の
検
査

一
般
理

化
学
試

手
数
料

の
名
称

計
量
管

理
方
法

検
査
手

数
料

１

成
分

分
析

区
分

イ

定
性 牛

胚
性
判
別
手
数

料 β
―
カ
ロ
テ
ン
含

量
測
定
手
数
料

飼
料
成
分
分
析
手

数
料

手
数
料
の
名
称

極
め
て
簡
単
な
も

の

一
胚
に

つ
き

一
試
料

に
つ
き

一
試
料

に
つ
き

単
位一

成
分

に
つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

八
、
四
〇
〇

一
、
二
六
〇

一
、
二
六
〇

額(

円)

七
四
〇

額(

円) 四
、
二
〇
〇

験
手
数

料

２

試
験

イ

水
質

ロ

定
量

酸
消
費
量

電
気
伝
導
率

Ｐ
Ｈ

透
視
度

臭
気

外
観

温
度

極
め
て
複
雑
な
も

の 複
雑
な
も
の

や
や
複
雑
な
も
の

簡
単
な
も
の

極
め
て
簡
単
な
も

の 極
め
て
複
雑
な
も

の 複
雑
な
も
の

や
や
複
雑
な
も
の

簡
単
な
も
の

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
、
〇
一
〇

一
、
四
〇
〇

一
、
一
二
〇

九
〇
〇

四
五
〇

五
六
〇

五
一
〇

五
、
六
八
〇

四
、
二
六
〇

二
、
八
〇
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
二
六
〇

五
、
〇
四
〇

三
、
八
三
〇

二
、
四
三
〇

一
、
八
二
〇

備
考一

計
量
器
検
定
手
数
料
、
計
量
器
定
期
検
査
手
数
料
、
計
量
器
装
置
検
査
手
数
料
、
品
質
管
理

方
法
検
査
手
数
料
、
基
準
器
検
査
手
数
料
、
計
量
証
明
検
査
手
数
料
及
び
計
量
管
理
方
法
検
査

手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
依
頼
人
の
請
求
に
応
じ
職
員
が
出
張
し
て
検
定
等
を
行
う
場
合
は
、
当

該
検
定
等
を
行
う
た
め
に
要
す
る
職
員
の
旅
費
及
び
検
査
用
具
を
運
搬
す
る
の
に
要
す
る
経
費

に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

二

計
量
器
検
定
手
数
料
、
計
量
器
定
期
検
査
手
数
料
、
基
準
器
検
査
手
数
料
及
び
計
量
証
明
検

査
手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
他
の
都
道
府
県
に
検
定
等
の
事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
そ
の
他

の
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
委
託
等
に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

十
一

畜
産
研
究
所
に
お
い
て
行
う
分
析
等
に
関
す
る
事
務

十
二

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
、
機
械
材
料
研
究
所
、
情
報
技
術
研
究
所
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
研
究
所
及

び
生
活
技
術
研
究
所
に
お
い
て
行
う
工
業
試
験
等
に
関
す
る
事
務
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チ

動
粘
度

ト

十
パ
ー
セ
ン
ト
残
留
炭
素

分
ヘ

残
留
炭
素
分

ホ

反
応

ニ

重
さ

ハ

長
さ

ロ

比
重

真
比
重

見
掛
け
比
重

う
き
ば
か
り
法

ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物

質 化
学
的
酸
素
消
費

量(

Ｃ
Ｏ
Ｄ)

懸
濁
物
質(

Ｓ
Ｓ)

蒸
発
残
留
物

硬
度

ア
ル
カ
リ
消
費
量

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

二
、
三
〇
〇

三
、
四
八
〇

三
、
〇
八
〇

一
、
四
六
〇

一
、
四
六
〇

一
、
六
一
〇

二
、
九
四
〇

二
、
三
八
〇

一
、
一
二
〇

五
、
九
七
〇

三
、
一
三
〇

三
、
五
一
〇

二
、
六
九
〇

一
、
二
三
〇

一
、
〇
一
〇

ナ

比
表
面
積
測
定(

Ｂ
Ｅ
Ｔ

プ
ロ
ッ
ト
法)

ネ

原
子
間
力
顕
微
鏡
観
察

(

一
か
所
一
枚
の
画
像
情
報

の
提
供
を
含
む
。)

ツ

赤
外
線
熱
画
像
分
析

ソ

測
色

レ

エ
ッ
ク
ス
線
回
折

タ

熱
特
性

ヨ

顕
微
赤
外
吸
収
ス
ペ
ク
ト

ル
カ

赤
外
吸
収
ス
ペ
ク
ト
ル
特

性
ワ

電
子
顕
微
鏡
観
察(

一
か

所
一
枚
の
写
真
撮
影
を
含
む
。)

ヲ

光
学
顕
微
鏡
観
察(

一
か

所
一
枚
の
写
真
撮
影
を
含
む
。)

ル

熱
伝
導
率

ヌ

粒
度

分
布

リ

灼
熱
減
量簡

易
色
差
計
に
よ

る
測
色

反
射
率
曲
線
測
定

レ
ー
ザ
回
折
法

ふ
る
い
分
法

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
一
二
〇

五
、
八
三
〇

五
、
八
三
〇

二
、
七
四
〇

二
、
九
四
〇

六
、
四
四
〇

五
、
六
五
〇

六
、
三
四
〇

四
、
四
四
〇

五
、
一
六
〇

一
、
九
八
〇

四
、
三
七
〇

五
、
一
四
〇

三
、
三
六
〇

二
、
八
〇
〇
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二

食
品
試

験

食
品
試

験
手
数

料

７

微
生
物
拡
大
培
養

６

物
性
試
験

５

保
存
試
験(

三
十
日
以
内)

４

醸
造
用
水
適
否
試
験

３

微
生
物
数

２

火
落
菌
の
検
出

１

微
生
物
の
検
出

３

特
殊

試
験

ニ

Ｎ
Ｍ
Ｒ

ハ

放
射

率
測
定

ロ

エ
ッ
ク
ス
線
マ
イ
ク
ロ
ア

ナ
ラ
イ
ザ
ー

イ

質
量
分
析

ム

細
孔
径
分
布
測
定

ラ

吸
着
等
温
線
測
定

複
雑
な
も
の

簡
単
な
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
、
三
九
〇

二
、
四
九
〇

二
、
一
四
〇

四
、
四
〇
〇

三
、
七
九
〇

一
、
一
五
〇

二
、
三
〇
〇

五
、
八
一
〇

二
八
、
七
二
〇

一
七
、
四
七
〇

六
、
五
七
〇
円

に
測
定
の
回
数

が
一
を
超
え
て

一
を
増
す
ご
と

に
三
、
〇
九
〇

円
を
加
え
た
額

一
六
、
〇
六
〇

六
、
三
五
〇

五
、
〇
〇
〇

三

プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
試

験

プ
ラ
ス

チ
ッ
ク

試
験
手

数
料

７

引
張
り

６

ぬ
れ

５

吸
水
率

４

容
量

３

重
量

２

角
度

１

寸
法

16

酵
母
の
静
置
培
養

15

構
成
ア
ミ
ノ
酸
分
析

14

生
体
ア
ミ
ノ
酸
分
析

13

食
物
繊
維

12

酒
類
の
比
重

11

寒
天
簡
易
水
分

10

寒
天
抽
出
試
験

９

寒
天
ジ
ェ
リ
ー
強
度

８

寒
天
不
溶
解
性
残
さ
い
物

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
一
三
〇

一
、
〇
二
〇

一
、
四
六
〇

七
八
〇

一
、
四
六
〇

一
、
六
六
〇

一
、
六
六
〇

一
、
四
八
〇

二
二
、
五
三
〇

四
〇
、
六
四
〇

一
九
、
八
五
〇

六
九
〇

九
六
〇

八
、
六
四
〇

一
、
二
六
〇

二
、
四
六
〇
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21

流
れ
性

20

耐
候
堅
ろ
う
度

(

ウ
ェ
ザ
ー)

(

十
時

間
以
内)

19

耐
久
性

18

耐
油
性

17

耐
寒
性

16

耐
熱
性

15

耐
薬
品
性

14

熱
変

形
13

摩
耗

12

衝
撃

11

硬
さ

10

は
く
離

９

曲
げ

８

圧
縮

ハ

ボ
ー
ル
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

ロ

ビ
カ
ッ
ト
軟
化
点

イ

熱
変
形
温
度

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
三
九
〇

六
、
二
五
〇

三
、
七
〇
〇

三
、
三
六
〇

二
、
一
三
〇

一
、
八
四
〇

三
、
三
六
〇

四
、
五
九
〇

五
、
一
八
〇

五
、
二
二
〇

四
、
七
四
〇

三
、
〇
八
〇

一
、
八
二
〇

四
、
一
三
〇

四
、
一
三
〇

四
、
一
三
〇

四

繊
維
試

験

繊
維
試

験
手
数

料

１

物
性

22

成
形
加
工
性

カ

摩
耗

ワ

テ
ー
ク
ア
ッ
プ

ヲ

密
度

ル

厚
さ

ヌ

幅
及
び
長
さ

リ

質
量

チ

伸
長
弾
性
率

ト

引
張
り
及
び
伸
び
率

ヘ

よ
り
数

ホ

正
量
番
手

ニ

見
掛
け
番
手

ハ

糸
長

ロ

繊
維
本
数

イ

水
分
率

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

一
、
八
二
〇

一
、
三
四
〇

一
、
一
七
〇

七
七
〇

七
九
〇

九
六
〇

四
、
三
六
〇

三
、
九
八
〇

一
、
九
一
〇

一
、
四
六
〇

一
、
〇
五
〇

一
、
九
〇
〇

一
、
六
七
〇

一
、
九
八
〇

四
、
一
〇
〇
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ク

縫
目
強
さ

オ

破
裂

ノ

乾
熱
処
理

ヰ

蒸
熱
処
理

ウ

織
物
の
組
織
分
解
設
計

ム

静
電
気
量

ラ

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に

よ
る
寸
法
変
化

ナ

寸
法
変
化

ネ

防
水
度

ツ

ピ
リ
ン
グ

ソ

は
く
離

レ

引
裂

き
タ

剛
軟
度

ヨ

曲
げ
特
性自

己
記
録
計
を
必

要
と
す
る
場
合

自
己
記
録
計
を
必

要
と
し
な
い
場
合

自
己
記
録
計
を
必

要
と
す
る
場
合

自
己
記
録
計
を
必

要
と
し
な
い
場
合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

三
、
八
一
〇

二
、
八
二
〇

一
、
二
九
〇

七
〇
〇

一
、
〇
二
〇

七
、
七
四
〇

二
、
六
五
〇

三
、
三
一
〇

一
、
四
二
〇

一
、
一
七
〇

一
、
六
一
〇

三
、
五
六
〇

二
、
九
九
〇

一
、
四
六
〇

一
、
四
六
〇

一
、
三
一
〇

２

堅
ろ

う
度

ヌ

そ
の
他
の
堅
ろ
う
度

リ

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
堅

ろ
う
度

チ

昇
華
堅
ろ
う
度

ト

ホ
ッ
ト
プ
レ
ッ
シ
ン
グ
堅

ろ
う
度

ヘ

摩
擦
堅
ろ
う
度

ホ

汗
堅
ろ
う
度

ニ

水
堅
ろ
う
度

ハ

熱
湯
堅
ろ
う
度

ロ

洗
濯
堅
ろ
う
度

イ

耐
光

堅
ろ
う

度
マ

そ
の
他
の
物
性

ヤ

滑
脱
抵
抗
力

キ
セ
ノ
ン(

二
十

時
間
以
内)

カ
ー
ボ
ン
ア
ー
ク

(

高
温
で
あ
る
も

の)
(

四
十
時
間

以
内)

カ
ー
ボ
ン
ア
ー
ク

(

高
温
で
な
い
も

の)
(

二
十
時
間

以
内)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
、
四
〇
〇

一
、
四
六
〇

八
四
〇

八
四
〇

七
六
〇

八
八
〇

八
四
〇

八
四
〇

八
〇
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
七
八
〇

七
六
〇

一
、
九
一
〇

三
、
九
一
〇
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五

窯
業
試

験

窯
業
試

験
手
数

料

１

試
験

４

そ
の

他
３

加
工

ニ

曲
げ

ハ

凍
結

融
解(

耐

寒)

ロ

オ
ー
ト
ク
レ
ー
ブ
試
験

イ

急
冷(

五
百
度
以
下
の
も

の)

チ

燃
焼
性
試
験

ト

外
観
変
化

ヘ

編
成
試
験

ホ

染
色

ニ

漂
白

ハ

精
練

ロ

繊
維
混
用
率

イ

繊
維
鑑
別

ね
ん
糸

零
下
六
十
五
度
以

上
零
下
二
十
度
未

満
の
も
の

零
下
二
十
度
以
上

の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
メ
ー

ト
ル
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
件
に

つ
き

一
キ
ロ

グ
ラ
ム

に
つ
き

二
、
九
四
〇

四
、
一
八
〇

三
、
七
五
〇

二
、
八
〇
〇

二
、
四
三
〇

二
、
九
四
〇

七
七
〇

一
、
二
三
〇

一
、
四
〇
〇

一
、
二
三
〇

一
、
一
二
〇

一
、
六
八
〇

一
、
〇
七
〇

一
、
一
六
〇

タ

衝
撃
試
験

ヨ

弾
性
率

カ

陶
磁
器
タ
イ
ル
の
溶
出
試

験(

鉛
及
び
カ
ド
ミ
ウ
ム
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

ワ

陶
磁
器
容
器
の
溶
出
試
験

(

鉛
及
び
カ
ド
ミ
ウ
ム
に
係

る
も
の
に
限
る
。)

ヲ

素
地
調
整

ル

焼
成

ヌ

熱
膨

脹
リ

耐
火
度

チ

比
重

ト

気
孔
率

ヘ

吸
水

率
ホ

圧
縮

五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を

超
え
る
も
の

五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
の
も
の

千
度
を
超
え
千
三

百
度
以
下
の
も
の

千
度
以
下
の
も
の

真
空
法

浸
漬
法

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
、
一
一
〇

四
、
二
六
〇

七
、
三
四
〇

三
、
五
一
〇

八
、
一
四
〇

九
、
七
六
〇

四
、
八
二
〇

四
、
九
三
〇

三
、
六
〇
〇

八
、
五
〇
〇

三
、
六
六
〇

三
、
六
六
〇

三
、
三
三
〇

二
、
三
六
〇

二
、
九
四
〇
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六

紙
・
パ

ル
プ
試
験
紙
・
パ

ル
プ
試

験
手
数

料

１

試
験

２

特
殊

試
験

ワ

透
湿
度

ヲ

吸
水
度

ル

ろ
水
度(

こ
う
解
度
を
含

む
。)

ヌ

平
滑
度

リ

透
気
度(

気
密
度
を
含
む
。)

チ

耐
折

ト

引
裂
き

ヘ

破
裂

ホ

引
張

り(
裂

断
長
、

抗
張
力

及
び
伸

び
を
含

む
。)

ニ

密
度

ハ

寸
法

ロ

メ
ー
ト
ル
坪
量

イ

紙
厚

焼
成(

高
温
炉)ロ

ー
ド
セ
ル
式

シ
ョ
ッ
パ
ー
式

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

三
、
三
六
〇

一
、
六
一
〇

一
、
六
七
〇

一
、
二
二
〇

一
、
一
二
〇

一
、
六
七
〇

一
、
一
七
〇

一
、
一
七
〇

二
、
六
六
〇

一
、
一
七
〇

六
四
〇

六
四
〇

六
四
〇

六
四
〇

三
七
、
三
一
〇

ク

原
料

蒸
解

オ

曲
げ

ノ

Ｐ
Ｈ
溶
出

ヰ

圧
縮

ウ

摩
耗

ム

蛍
光
判
定

ラ

繊
維
長
分
布

ナ

繊
維
組
成

ネ

ピ
ッ
キ
ン
グ

ツ

は
っ
水
度

ソ

柔
軟
度

レ

防
炎
度

タ

灰
分

ヨ

サ
イ
ズ
度

カ

水
分

平
が
ま

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

四
、
六
〇
〇

二
、
四
五
〇

二
、
一
九
〇

二
、
四
九
〇

一
、
六
一
〇

五
〇
〇

四
、
〇
六
〇

二
、
二
五
〇

一
、
六
一
〇

九
五
〇

一
、
一
二
〇

一
、
五
三
〇

三
、
七
二
〇

一
、
一
七
〇

一
、
七
五
〇
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シ

ウ
エ
ザ
ー
メ
ー
タ
ー(

二

十
時
間
以
内)

ミ

摩
擦
係
数

メ

ほ
ぐ
れ
や
す
さ

ユ

細
孔
径
分
布

キ

パ
ン
ク
チ
ュ
ア
ー

サ

伸
縮
度

ア

熱
風
通
気
乾
燥
試
験

テ

機
械

抄
紙

エ

タ
ッ
ピ
ー
抄
紙(

二
十
枚

以
内)

コ

フ
ァ
イ
ブ
レ
ー
タ
ー

フ

バ
ッ
チ
式
パ
ル
パ
ー

ケ

ナ
ギ
ナ
タ
ビ
ー
タ
ー

マ

二
十
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
型
ビ
ー

タ
ー

ヤ

試
験
用
小
型
ビ
ー
タ
ー

熱
風
通
気
乾
燥

円
筒
乾
燥

オ
ー
ト
ク
レ
ー
ブ

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
件
に

つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
件
に

つ
き

九
、
七
五
〇

三
、
一
一
〇

二
、
九
三
〇

四
、
三
五
〇

七
七
〇

三
、
一
〇
〇

八
、
四
二
〇

二
一
、
六
四
〇

二
〇
、
六
四
〇

三
、
七
九
〇

三
、
二
一
〇

三
、
〇
九
〇

二
、
六
〇
〇

二
、
六
〇
〇

二
、
二
五
〇

七
、
九
一
〇

七

機
械
・

金
属
試
験
機
械
・

金
属
試

験
手
数

料

５

切
れ
味
試
験

４

衝
撃

３

ね
じ
り

２

引
張

り
、
圧

縮
、
曲

げ
又
は

は
く
離

１

硬
さ(

五
か
所
以
内)

２

加
工

ロ

ロ
ー

ド
セ
ル

式
イ

油
圧
式

ト

ス
リ
ッ
ト

ヘ

コ
ル
ゲ
ー
ト

ホ

タ
ー
ボ
ミ
ル

ニ

テ
ー
ブ
ル
カ
レ
ン
ダ
ー

ハ

高
圧
プ
レ
ス

ロ

テ
ス
ト
コ
ー
タ
ー

イ

ラ
ボ
プ
レ
ス

複
雑
な
も
の

簡
単
な
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

三
、
三
七
〇
円

に
試
験
の
回
数

が
二
十
回
を
超

え
て
十
回
又
は

十
回
に
満
た
な

い
端
数
を
増
す

一
、
四
六
〇

一
、
四
〇
〇

四
、
五
二
〇

二
、
三
一
〇

一
、
六
六
〇

一
、
一
二
〇

三
、
六
〇
〇

一
一
、
〇
三
〇

三
、
三
七
〇

二
、
二
七
〇

三
、
三
七
〇

三
、
三
六
〇

三
、
七
〇
〇
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12

め
っ

き
膜
厚

試
験

11

エ
ッ
ク
ス
線
透
過
試
験

10

残
留
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
測
定

９

エ
ッ
ク
ス
線
応
力
測
定

８

ひ
ず

み
測
定

７

マ
ク
ロ
試
験(

一
か
所
一
枚
の
写
真

撮
影
を
含
む
。)

６

摩
耗(

ス
ガ
式)

ロ

顕
微
鏡
法(

一
か
所
一
枚

の
写
真
撮
影
を
含
む
。)

イ

電
解
法

ロ

複
雑
な
も
の

イ

簡
単
な
も
の(

二
時
間
以

内)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
八
九
〇

一
、
一
二
〇

五
、
二
九
〇

三
、
五
一
〇

三
、
五
一
〇

九
、
三
八
〇
円

に
試
験
時
間
が

四
時
間
を
超
え

て
一
時
間
又
は

一
時
間
に
満
た

な
い
端
数
を
増

す
ご
と
に
一
、

七
三
〇
円
を
加

え
た
額 五

、
六
三
〇

四
、
九
九
〇

四
、
七
二
〇
円

に
試
験
の
回
数

が
千
回
を
超
え

て
二
百
回
又
は

二
百
回
に
満
た

な
い
端
数
を
増

す
ご
と
に
四
五

〇
円
を
加
え
た

額 ご
と
に
二
五
〇

円
を
加
え
た
額

16

耐
食

性
試
験

15

密
着
性
試
験(

折
り
曲
げ
法)

14

フ
ェ
ロ
キ
シ
ル
試
験

13

溶
融

亜
鉛
め

っ
き
試

験

ニ

ガ
ス
腐
食
試
験
法

ハ

時
期
割
れ

ロ

塩
水
噴
霧
法

イ

浸
漬
法

ロ

均
一
法(

硫
酸
銅
法)

イ

付
着
量(

間
接
法)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

三
、
六
〇
〇
円

に
試
験
時
間
が

四
時
間
を
超
え

て
四
時
間
又
は

四
時
間
に
満
た

な
い
端
数
を
増

四
、
七
八
〇

三
、
三
七
〇
円

に
試
験
時
間
が

二
十
四
時
間
を

超
え
て
二
十
四

時
間
又
は
二
十

四
時
間
に
満
た

な
い
端
数
を
増

す
ご
と
に
二
、

〇
四
〇
円
を
加

え
た
額

一
、
九
六
〇
円

に
試
験
時
間
が

二
十
四
時
間
を

超
え
て
二
十
四

時
間
又
は
二
十

四
時
間
に
満
た

な
い
端
数
を
増

す
ご
と
に
三
二

〇
円
を
加
え
た

額

五
〇
〇

一
、
四
六
〇

一
、
二
三
〇

一
、
六
七
〇
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22

疲
労
試
験

21

冷
熱
衝
撃
試
験(

一
時
間
以
内)

20

測
定
工
具
類
測
定

19

真
円
度

18

表
面

性
状
測

定
17

鋳
物

砂
試
験

ロ

非
接
触
式
表
面
性
状
測
定

イ

接
触
式
表
面
性
状
測
定

ト

砂
膨
脹

ヘ

活
性
粘
土
分

ホ

全
粘
土
及
び
粒
度
分
布

ニ

粒
形
写
真(
一
か
所
一
枚

の
写
真
撮
影
を
含
む
。)

ハ

抗
圧
力(

硬
度
、
通
気
度

及
び
水
分
を
含
む
。)

ロ

コ
ン
パ
ク
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー

(
表
面
安
定
度
を
含
む
。)

イ

強
熱
減
量

備
考

試
験
体
の
状
況
写
真
を
必
要
と
す
る
場
合
の
手
数

料
の
額
は
、
当
該
手
数
料
の
額
に
試
験
体
の
状
況
写
真

を
一
枚
追
加
す
る
ご
と
に
二
七
〇
円
を
加
え
た
額
と
す

る
。

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
一
七
〇
円

一
、
六
三
〇

二
、
九
四
〇

一
、
五
〇
〇

二
、
八
三
〇

一
、
八
二
〇

四
、
一
八
〇

五
、
四
四
〇

五
、
五
二
〇

三
、
四
八
〇

一
、
四
〇
〇

九
〇
〇

一
、
九
一
〇

す
ご
と
に
二
、

二
〇
〇
円
を
加

え
た
額

九

木
工
試

験
八

電
気
試

験

木
工
試

験
手
数

料 電
気
試

験
手
数

料

５

割
裂(

五
測
定
以
内)

４

せ
ん
断(

五
測
定
以
内)

３

曲
げ(

五
測
定
以
内)

２

引
張
り(

五
測
定
以
内)

１

圧
縮(

五
測
定
以
内)

５

周
波
数
解
析
試
験(

四
十
五
分
以
内)

４

高
周
波
回
路
解
析
試
験(

一
試
料
に
限

る
。)

３

電
圧
測
定(

対
電
圧
を
含
む
。)

２

電
力
測
定(

漏
れ
電
流
皮
相
電
力
を
含

む
。)

１

抵
抗
測
定(

絶
縁
抵
抗
を
含
む
。)

24

形
状
測
定(

二
測
定
以
内)

23

弾
性
率

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

一
、
六
四
〇

二
、
〇
五
〇

二
、
〇
五
〇

二
、
〇
五
〇

二
、
〇
五
〇

二
、
六
二
〇

二
、
五
七
〇

一
、
四
六
〇

一
、
四
六
〇

一
、
四
六
〇

八
六
〇

二
、
三
〇
〇

に
試
験
時
間
が

九
十
分
を
超
え

て
六
十
分
又
は

六
十
分
に
満
た

な
い
端
数
を
増

す
ご
と
に
五
八

〇
円
を
加
え
た

額
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21

比
重

20

含
水
率

19

表
面
粗
さ

18

濁
度(

五
測
定
以
内)

17

光
沢(

五
測
定
以
内)

16

塗
膜
硬
さ

15

耐
薬
品
性

14

耐
熱
性(

八
時
間
以
内)

13

耐
候(

八
時
間
以
内)

12

摩
耗

11

密
着

10

製
品
破
壊

９

繰
り
返
し
開
閉(

一
万
回
以
内)

８

繰
り
返
し
荷
重(

四
千
回
以
内)

７

耐
久(

五
千
回
以
内)

６

硬
さ(

五
測
定
以
内)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
、
四
六
〇

一
、
五
四
〇

一
、
二
九
〇

一
、
二
八
〇

一
、
二
八
〇

三
、
五
六
〇

二
、
〇
五
〇

一
、
四
六
〇

五
、
一
六
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
五
四
〇

四
、
〇
二
〇

九
、
六
一
〇

五
、
一
九
〇

六
、
六
八
〇

二
、
一
〇
〇

26

衝
撃

25

ダ
ブ

ル
チ
ャ

ン
バ
ー

式
環
境

試
験

24

ホ
ル

ム
ア
ル

デ
ヒ
ド

測
定

23

体
圧
分
布
測
定

22

変
位

測
定

イ

落
球
式(

五
測
定
以
内)

ロ

空
調
設
備
二
機
使
用

イ

空
調
設
備
一
機
使
用

ハ

小
形
チ
ャ
ン
バ
ー
法(

七

日
以
内
か
つ
三
測
定
以
内)

ロ

チ
ャ
ン
バ
ー
法

イ

デ
シ
ケ
ー
タ
法

ハ

レ
ー
ザ
ー
変
歪
測
定
装

置
に
よ
る
も
の

ロ

変
位
計
に
よ
る
も
の

イ

簡
易
計
測
器
に
よ
る
も
の

(

五
か
所
以
内)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
、
七
二
〇

六
、
二
〇
〇
円

に
試
験
時
間
が

一
時
間
を
超
え

て
一
時
間
又
は

一
時
間
に
満
た

な
い
端
数
を
増

す
ご
と
に
一
、

一
五
〇
円
を
加

え
た
額

三
、
八
五
〇
円

に
試
験
時
間
が

一
時
間
を
超
え

て
一
時
間
又
は

一
時
間
に
満
た

な
い
端
数
を
増

す
ご
と
に
一
、

〇
二
〇
円
を
加

え
た
額

一
四
〇
、四
九
〇

二
〇
、
六
八
〇

七
、
六
一
〇

三
、
七
九
〇

二
、
三
六
〇

一
、
四
〇
〇

一
、
一
七
〇
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十

試
料
調

整

試
料
調

整
手
数

料

１

試
料

作
成

30

製
品
静
的
荷
重(

十
回
以
内)

29

長
期
荷
重

28

塗
膜

硬
さ

27

製
品
落
下(

十
回
以
内)

ハ

複
雑
な
調
整

ロ

や
や
複
雑
な
調
整

イ

簡
単
な
調
整

ロ

微
小
硬
度
計

イ

鉛
筆
ひ
っ
か
き

ホ

砂
袋
式(

十
回
以
内)

ニ

い
す
座
面
衝
撃
式(

十
回

以
内)

ハ

家
具
強
度
ハ
ン
マ
ー
式

(

十
回
以
内)

ロ

デ
ュ
ポ
ン
式(

五
測
定
以

内)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

三
、
五
三
〇

二
、
六
六
〇

一
、
六
五
〇

三
、
〇
一
〇

二
、
七
七
〇
円

に
試
験
時
間
が

二
十
四
時
間
を

超
え
て
二
十
四

時
間
又
は
二
十

四
時
間
に
満
た

な
い
端
数
を
増

す
ご
と
に
三
七

〇
円
を
加
え
た

額
三
、
五
六
〇

二
、
九
三
〇

一
、
一
一
〇

二
、
三
三
〇

二
、
一
二
〇

二
、
一
二
〇

一
、
七
三
〇

十
三

複
本

又
は
報
告

書
の
交
付

十
二

オ
ン

ラ
イ
ン
シ

ス
テ
ム
よ

る
技
術
情

報
の
検
索

十
一

図
案

又
は
模
型

の
調
製

複
本
等

交
付
手

数
料

技
術
情

報
検
索

手
数
料

図
案
等

調
製
手

数
料

２

英
文

１

和
文

２

株
式
会
社
パ
ト
リ
ス
が
提
供
す
る
フ
ァ

イ
ル

１

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
等

が
提
供
す
る
フ
ァ
イ
ル

５

極
め
て
複
雑
な
も
の

４

複
雑
な
も
の

３

平
均
的
な
も
の

２

簡
単
な
も
の

１

極
め
て
簡
単
な
も
の

２

環
境
指
定
に
よ
る
試
料
調
整

ニ

極
め
て
複
雑
な
調
整

一
通
に

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
件
に

つ
き

四
六
〇

四
六
〇

四
二
〇
円
に
株

式
会
社
パ
ト
リ

ス
か
ら
情
報
の

提
供
を
受
け
る

の
に
要
す
る
経

費

(

電
話
料
を

含
む
。)

を
加
え

た
額

二
一
〇
円
に
独

立
行
政
法
人
科

学
技
術
振
興
機

構
等
か
ら
情
報

の
提
供
を
受
け

る
の
に
要
す
る

経
費

(

電
話
料

を
含
む
。)

を
加

え
た
額

三
五
、
〇
八
〇

二
五
、
〇
一
〇

一
五
、
九
四
〇

七
、
九
七
〇

四
、
五
九
〇

八
四
〇

五
、
八
一
〇
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一

計
量
器

(

計
量
法

施
行
令
第

二
条
及
び

同
令
第
二

十
五
条
第

一
項
第
一

号
に
規
定

す
る
計
量

器
を
い
う
。)

等
の
検
査

事
務
の
内
容

計
量
器

等
依
頼

検
査
手

数
料

手
数
料

の
名
称

１

計
量
法

第
十

六
条

第
一

項
第

二
号

イ
に

規
定

す
る

検
定

に
係

る
検

査
内

容
と

同
等

の
検

査
内

容
で

あ
る

区
分

３

写
真

(

カ
ラ
ー

を
除
く
。)ロ

温
度
計

イ

質
量
計

ハ

四
ツ
切

ロ

八
ツ
切

イ

手
札

ガ
ラ
ス
製
温
度
計(

計
る

こ
と
が
で
き
る
温
度
が
零

下
五
度
以
上
百
五
度
以
下

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

単
位

一
枚
に

つ
き

一
枚
に

つ
き

一
枚
に

つ
き

つ
き

六
〇

十
の
表
一
の
項

第
一
号
ロ
区
分

の
欄
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
額
の
欄

に
掲
げ
る
額
。

た
だ
し
、
最
小

の
目
量
又
は
表

記
さ
れ
た
感
量

が
ひ
ょ
う
量
の

一
万
分
の
一
未

満
の
も
の
に
あ
っ

て
は
、
額
の
欄

に
掲
げ
る
額
に

二
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

額(

円)

四
〇
〇

三
一
〇

二
五
〇

も
の

ハ

体
積
計

燃
料
油

メ
ー
タ

ー 水
道
メ

ー
タ
ー

抵
抗
体
温
計

ガ
ラ
ス
製
体
温
計

の
も
の
に
限
り
、
ガ
ラ
ス

製
体
温
計
を
除
く
。)

そ
の
他

積
算
式

ガ
ソ
リ

ン
量
器

(

使
用

最
大
流

量
が
一

リ
ッ
ト

ル
毎
分

以
下
の

も
の
を

除
く
。)

使
用
最
大
流
量

が
一
リ
ッ
ト
ル

毎
分
以
下
の
も

の 口
径
が
二
十
五

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
四
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の

口
径
が
二
十
五

ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の口

径
が

表
示
機

構
の
最

大
指
示

量
が
五

十
リ
ッ

ト
ル
を

超
え
る

も
の

表
示
機

構
の
最

大
指
示

量
が
五

十
リ
ッ

ト
ル
以

下
の
も

の

一
個
に

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

二
、
六
〇
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
六
〇
〇

五
九
〇

一
七
〇

八
〇

九
〇

一
〇

備
考一

依
頼
人
の
請
求
に
応
じ
職
員
が
出
張
し
て
試
験
等
を
す
る
場
合
又
は
特
別
な
原
材
料
を
要
す

る
試
験
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
試
験
等
に
要
す
る
職
員
の
旅
費
及
び
試
験
器
具
の

運
搬
費
に
相
当
す
る
額
又
は
実
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

二

技
術
情
報
検
索
手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
検
索
に
要
す
る
実
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

十
三

計
量
器
等
の
依
頼
検
査
等
に
関
す
る
事
務
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２

計
量
法

第
十

九
条

第
一

項
に

規
定

す
る

定
期

検
査

に
係

る
検

査
内

備
考

最
小
の
目
量
又
は
表
記
さ
れ
た
感
量
が
ひ
ょ
う
量
の
一

万
分
の
一
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
額
の
欄
に
掲
げ
る
額

に
二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

ロ

分
銅
又
は
お
も
り
に
係
る
も

の
イ

非
自
動
は
か
り
に
係
る
も
の

ア
ネ
ロ

イ
ド
型

圧
力
計

液
化
石
油
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

ア
ネ
ロ
イ
ド
型

血
圧
計

ア
ネ
ロ
イ
ド
型

圧
力
計

(

ア
ネ

ロ
イ
ド
型
血
圧

計
を
除
き
、
計

る
こ
と
が
で
き

る
最
大
の
圧
力

が
五
十
メ
ガ
パ

ス
カ
ル
以
下
の

も
の
に
限
る
。)

の
も
の

口
径
が

三
十
ミ

リ
メ
ー

ト
ル
を

超
え
る

も
の

三
十
ミ

リ
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

一
個
に

つ
き

つ
き

一
〇

十
の
表
三
の
項

第
一
号
区
分
の

欄
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
額
の
欄
に

掲
げ
る
額 一

五
〇

九
〇

六
、
四
〇
〇

三
、
四
〇
〇

職
業
能
力
開
発
促
進
法
の
施
行

事
務
の
種
類

二

証
明
書

の
交
付

計
量
器

関
係
証

明
書
交

付
手
数

料

３

計
量
法

第
百

二
条

第
一

項
に

規
定

す
る

検
査

と
同

等
の

検
査

内
容

で
あ

る
も

の 容
と

同
等

の
検

査
内

容
で

あ
る

も
の

分
銅
又
は
お
も
り
に
係
る
も
の

技
能
検
定
試
験
手
数
料

手
数
料
の
名
称

岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会

納
入
機
関
の
名
称

一
通
に

つ
き

一
個
に

つ
き

三
〇
〇

検
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
分
銅

又
は
お
も
り
の

区
分
に
最
も
類

似
し
た
区
分
に

従
い
、
十
の
表

六
の
項
区
分
の

欄
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
額
の
欄
に

掲
げ
る
額

備
考

計
量
器
等
依
頼
検
査
手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
依
頼
人
の
請
求
に
応
じ
職
員
が
出
張
し
て
検
査

を
行
う
場
合
は
、
当
該
検
査
を
行
う
た
め
に
要
す
る
職
員
の
旅
費
及
び
検
査
用
具
を
運
搬
す
る
の

に
要
す
る
経
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

別
表
第
二(
第
二
条
関
係)
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大
垣
市
、
高
山
市
、
多
治
見
市
、
関
市
、
中
津
川
市
、
美
濃
市
、
瑞
浪
市
、
羽
島
市
、
恵
那
市
、

岐
阜
市
、
多
治
見
市
、
関
市
、
美
濃
市
、
羽
島
市
、
各
務
原
市
、
山
県
市
、
瑞
穂
市
、
飛�
市
、

本
巣
市
、
郡
上
市
、
下
呂
市
、
海
津
市
、
養
老
町
、
揖
斐
川
町
、
大
野
町
、
池
田
町
、
北
方
町

及
び
羽
島
郡
広
域
連
合

三
及
び
四

削
除

に
関
す
る
事
務

五
十
四

統
計
法(
平

成
十
九
年
法
律
第
五

美
濃
加
茂
市
、
土
岐
市
、
各
務
原
市
、
可
児
市
、
山
県
市
、
瑞
穂
市
、
飛�
市
、
本
巣
市
、
郡

上
市
、
下
呂
市
、
海
津
市
、
岐
南
町
、
笠
松
町
、
養
老
町
、
垂
井
町
、
関
ヶ
原
町
、
神
戸
町
、

輪
之
内
町
、
安
八
町
、
揖
斐
川
町
、
大
野
町
、
池
田
町
、
北
方
町
、
坂
祝
町
、
富
加
町
、
川
辺

町
、
八
百
津
町
及
び
御
嵩
町１

法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
統
計
調
査
員
の
候
補
者

を
選
定
す
る
こ
と(

統
計
法
施
行
令(

平
成
二
十
年

県
内
の
す

べ
て
の
市

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
十
八
号

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(
平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
三
の
項
及
び
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
十
四
の
項
中｢

美
濃
加
茂
市｣

の
下
に｢

、
土
岐
市｣
を
加
え
、
同
表
十
五
の
三
の
項
中

｢

岐
阜
市
、
多
治
見
市｣

の
下
に｢

、
関
市
、
美
濃
市｣

を
加
え
、｢

及
び
北
方
町｣

を｢

、
北
方
町
及

び
羽
島
郡
広
域
連
合｣

に
、｢

高
山
市
、
関
市
、
中
津
川
市
、
美
濃
市｣

を｢
高
山
市
、
中
津
川
市｣

に
、｢

、
白
川
村
及
び
羽
島
郡
広
域
連
合
に
つ
い
て
は｣

を｢

及
び
白
川
村
に
つ
い
て
は｣

に
改
め
、

同
表
十
七
の
二
の
項
市
町
村
又
は
広
域
連
合
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
十
八
の
三
の
項
中｢

各
務
原
市｣

の
下
に｢

、
郡
上
市｣

を
加
え
、
同
表
十
八
の
四
の
項

中｢

関
市｣

の
下
に｢

、
瑞
浪
市
、
羽
島
市｣

を
加
え
、｢

及
び
各
務
原
市｣

を｢

、
各
務
原
市
及
び

飛�
市｣

に
改
め
、
同
表
十
八
の
五
の
項
中｢

多
治
見
市｣

の
下
に｢

、
関
市
、
美
濃
市｣

を
、｢

海

津
市｣

の
下
に｢

、
養
老
町｣

を
加
え
、｢

及
び
北
方
町｣

を｢

、
北
方
町
及
び
羽
島
郡
広
域
連
合｣

に
改
め
、
同
表
十
九
の
項
市
町
村
又
は
広
域
連
合
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
二
十
二
の
項
中｢

中
津
川
市｣

の
下
に｢

、
美
濃
市｣

を
、｢

飛�
市｣

の
下
に｢

、
本

巣
市｣

を
加
え
、｢

及
び
池
田
町｣

を｢

、
池
田
町
、
北
方
町
及
び
坂
祝
町｣

に
改
め
、
同
表
二
十
八

の
項
中｢

、
各
務
原
市｣

を
削
り
、
同
表
三
十
二
の
二
の
項
中｢

中
津
川
市｣

を｢

岐
阜
市
、
中
津
川

市｣

に
改
め
、
同
表
三
十
三
の
項
中｢

可
児
市｣

を｢

岐
阜
市
、
高
山
市
、
多
治
見
市
、
瑞
浪
市
、
各

務
原
市
及
び
可
児
市｣

に
改
め
、
同
表
三
十
五
の
項
中｢

中
津
川
市｣

の
下
に｢

、
美
濃
市｣

を
加
え
、

｢

美
濃
加
茂
市
及
び
瑞
穂
市｣

を｢

高
山
市
、
美
濃
市
、
羽
島
市
、
恵
那
市
、
美
濃
加
茂
市
、
各
務
原

市
、
瑞
穂
市
、
本
巣
市
、
養
老
町
及
び
大
野
町｣

に
改
め
、
同
表
三
十
六
の
二
の
項
中｢

第
五
十
七
号

に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
岐
阜
市
、
多
治
見
市｣

を｢

第
五
十
七
号
か
ら
第
五
十
九
号
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
岐
阜
市
、
多
治
見
市
、
関
市
、
美
濃
市｣

に
、｢

海
津
市
、
揖
斐
川
町
、
大
野
町
、

池
田
町
及
び
北
方
町
、
同
欄
第
五
十
二
号｣

を｢

海
津
市
、
養
老
町
、
揖
斐
川
町
、
大
野
町
、
池
田
町
、

北
方
町
及
び
羽
島
郡
広
域
連
合
、
同
欄
第
五
十
二
号｣

に
、｢

掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
多
治
見
市
、

羽
島
市｣

を｢

掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
多
治
見
市
、
関
市
、
美
濃
市
、
羽
島
市
、
各
務
原
市｣

に
、

｢

海
津
市
、
揖
斐
川
町
、
大
野
町
及
び
北
方
町
、
同
欄
第
五
十
八
号
及
び
第
五
十
九
号
に
掲
げ
る
も
の

に
あ
っ
て
は
岐
阜
市
、
多
治
見
市
、
羽
島
市
、
山
県
市
、
瑞
穂
市
、
飛�
市
、
本
巣
市
、
郡
上
市
、
下

呂
市
、
海
津
市
、
揖
斐
川
町
、
大
野
町
、
池
田
町
及
び
北
方
町｣

を｢

海
津
市
、
養
老
町
、
揖
斐
川
町
、

大
野
町
、
北
方
町
及
び
羽
島
郡
広
域
連
合｣

に
改
め
、
同
表
四
十
三
の
項
中｢

掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
各
務
原
市｣

を｢

掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
土
岐
市
、
各
務
原
市｣

に
改
め
、
同
表
四
十
三
の
二
の

項
中｢

高
山
市｣

を｢

岐
阜
市
、
高
山
市｣

に
改
め
、｢

関
市｣

の
下
に｢

、
瑞
浪
市｣

を
、｢

土
岐
市｣

の
下
に｢

、
各
務
原
市
、
山
県
市
、
飛�
市｣

を
加
え
、
同
表
四
十
五
の
項
中｢

関
市｣

の
下
に｢

、

各
務
原
市｣

を
加
え
、
同
表
五
十
の
二
の
項
中｢

養
老
町｣

を｢

大
垣
市
、
関
市
、
養
老
町
、
池
田
町｣

に
改
め
、
同
表
五
十
の
四
の
項
中｢

大
垣
市｣

の
下
に｢

、
瑞
浪
市
、
各
務
原
市｣

を
加
え
、
同
表
五

十
一
の
項
中｢

関
市｣

の
下
に｢

、
可
児
市
、
下
呂
市｣

を
加
え
、
同
表
五
十
三
の
項
を
削
り
、
同
表

五
十
二
の
三
の
項
中｢

中
津
川
市｣

の
下
に｢

、
美
濃
市｣

を
、｢

恵
那
市｣

の
下
に｢

、
美
濃
加
茂

市｣

を
、｢
池
田
町｣

の
下
に｢

、
北
方
町
、
坂
祝
町｣

を
加
え
、
同
項
を
同
表
五
十
三
の
項
と
し
、

同
表
五
十
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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六
十
六
の
三

岐
阜
県

統
計
調
査
条
例(

平

成
二
十
年
岐
阜
県
条

例
第
五
十
三
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

条
例｣

と
い
う
。)

及
び
条
例
の
施
行
の

た
め
の
規
則
に
基
づ

く
事
務

十
三
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て｢

法｣
と
い
う
。)

に
基
づ

く
事
務

１

条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う

ち
岐
阜
県
人
口
動
態
統
計
調
査
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ

て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

２

条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う

ち
岐
阜
県
輸
出
関
係
調
査
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て

別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

政
令
第
三
百
三
十
四
号)

別
表
第
二
一
の
項
か
ら
六

の
項
ま
で
及
び
同
表
八
の
項
か
ら
十
の
項
ま
で
に
規

定
す
る
基
幹
統
計
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

県
内
の
す

べ
て
の
市

町
村

町
村

別
表
第
一
五
十
五
の
項
第
四
号
中｢

第
三
十
六
条
第
二
項｣

を｢

第
三
十
七
条
第
二
項｣

に
改
め
、

同
表
五
十
七
の
項
中｢
岐
阜
市
、
多
治
見
市｣

の
下
に｢

、
関
市｣

を
加
え
、
同
表
六
十
六
の
二
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
二
の
項
中｢

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
大
垣
市
、
高
山
市
、
多
治
見
市｣

の
下
に｢

、
関
市
、
羽
島
市｣

を
加
え
、｢

中
津
川
市
、
恵
那
市
、
各
務
原
市
、
可
児
市｣

を｢

中
津

川
市
、
瑞
浪
市
、
羽
島
市
、
恵
那
市
、
土
岐
市
、
各
務
原
市
、
可
児
市
、
山
県
市
、
飛�
市
、
本
巣
市｣

に
、｢

下
呂
市
、
養
老
町｣

を｢

下
呂
市
、
海
津
市
、
養
老
町
、
垂
井
町｣

に
、｢
及
び
八
百
津
町｣

を

｢

、
八
百
津
町
及
び
白
川
町｣

に
改
め
、｢

多
治
見
市
、
関
市｣

の
下
に｢

、
瑞
浪
市
、
羽
島
市｣

を
加

え
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

以
下｢

新
条
例｣

と
い

う
。)

に
よ
り
市
町
村
又
は
広
域
連
合
が
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
関
し
、
こ
の
条
例
の
施
行

の
際
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
知
事
又
は
教
育
委
員
会
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
こ
の
条

例
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
の
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
の
規

定
に
よ
り
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
市
町
村
の
長
若
し
く
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
又
は

広
域
連
合
の
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
行
為
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

新
条
例
に
よ
り
市
町
村
又
は
広
域
連
合
が
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
関
し
、
施
行
日
前
に
知

事
又
は
教
育
委
員
会
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
施
行
日
以
後
の
法
令
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
行
為
が
、
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
な

る
市
町
村
の
長
若
し
く
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
又
は
広
域
連
合
の
長
に
対
し
な
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。

岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
十
九
号

岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

手
数
料
の
徴
収)

第
一
条

県
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
別
に
条
例
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
環
境

関
係
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
名
称
、
額
等)

第
二
条

手
数
料
の
名
称
、
額
等
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
納

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
機
関
に
納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
当
該
機
関
の
収
入
と
す

る
。

(

手
数
料
の
徴
収
方
法
等)

第
三
条

手
数
料
は
、
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
事
務
の
性
質
上
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

(

手
数
料
の
減
免
等)

第
四
条

知
事
は
、
公
益
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
手
数
料
を
減
免
し
、
又
は

手
数
料
の
納
入
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

過
料)
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あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、

き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十

二
年
法
律
第
二
百
十
七
号)

第
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
術
所
の
開
設
の

届
出
が
あ
っ
た
旨
の
証
明
書
の
交
付

事
務
の
内
容

四

施
行
令
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
保
育
士
登
録
証
の
再
交
付

三

児
童
福
祉
法
施
行
令(

昭
和
二
十
三

年
政
令
第
七
十
四
号
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て

｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
士
登
録

証
の
書
換
え
交
付

二

法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定

す
る
保
育
士
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る

審
査

一

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
八
条
の
八

第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
士
試
験

事
務
の
内
容

あ
ん
摩
業
等
施
術

所
開
設
届
出
証
明

書
交
付
手
数
料

手
数
料
の
名
称

保
育
士
登
録
証
再

交
付
手
数
料

保
育
士
登
録
証
書

換
え
交
付
手
数
料

保
育
士
登
録
申
請

手
数
料

保
育
士
試
験
手
数

料 手
数
料
の
名
称

一
通
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
人
に

つ
き

単
位

五
〇
〇

額(

円) 一
、
一
〇
〇

一
、
六
〇
〇

四
、
二
〇
〇

一
二
、
七
〇
〇

額(

円)

第
五
条

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴
収
を

免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額(

当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き

は
、
五
万
円
と
す
る
。)

以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

(

委
任)

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
別
表
第
一
三
十
九

の
表
四
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
四
の
項
中｢

五
、
二
〇
〇
円｣

と
あ
る
の
は｢

五
、
三
〇
〇
円｣

と
、｢

三
、
九
〇
〇
円｣

と
あ
る
の
は｢

四
、
〇
〇
〇
円｣

と
、

同
表
五
の
項
中｢

一
、
〇
〇
〇｣

と
あ
る
の
は｢

一
、
一
〇
〇｣

と
、
同
表
六
の
項
中｢

二
、
八
〇

〇｣

と
あ
る
の
は｢

二
、
九
〇
〇｣

と
、
同
表
七
の
項
及
び
八
の
項
中｢

一
、
八
〇
〇｣

と
あ
る
の

は｢

一
、
九
〇
〇｣

と
す
る
。

(

岐
阜
県
食
品
衛
生
条
例
の
一
部
改
正)

３

岐
阜
県
食
品
衛
生
条
例(

昭
和
五
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
中｢

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)｣
を｢

岐
阜
県

厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
九
号)｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

４

岐
阜
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
中｢

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)｣

を｢

岐
阜
県

厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
九
号)｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

５

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中｢

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)｣

を｢

岐
阜
県

厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
九
号)｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

６

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
中｢

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)｣

を｢

岐
阜
県

厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
九
号)｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一(

第
二
条
関
係)

一

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

二

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

三

食
品
衛
生
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

( ) 平成21年３月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �61



一

食
品
衛

生
法(
昭

和
二
十
二

年
法
律
第

二
百
三
十

三
号
。
以

下
こ
の
表

に
お
い
て

｢

法｣

と

い
う
。)

第
二
十
六

条
第
一
項

か
ら
第
三

項
ま
で
に

規
定
す
る

食
品
等
の

検
査

事
務
の
内
容

食
品
等

検
査
手

数
料

手
数
料

の
名
称

３

器
具
又

は
容

器
包

装
２

食
品
添

加
物

１

食
品

区
分

イ

理
化
学

的
検
査

(

規
格
適

否
検
査
に

限
る
。)

ロ

理
化
学

的
試
験

(

規
格
適

否
検
査
を

除
く
。)

イ

理
化
学

的
検
査

(

規
格
適

否
検
査
に

限
る
。)

ニ

細
菌
学
的
検
査(

一
般
細
菌

大
腸
菌
群
検
査
を
除
く
。)

ハ

細
菌
学
的
検
査(
一
般
細
菌

大
腸
菌
群
検
査
に
限
る
。)

ロ

理
化
学

的
試
験

(
規
格
適

否
検
査
を

除
く
。)

イ

理
化
学

的
検
査

(

規
格
適

否
検
査
に

限
る
。)

定
性

定
量

定
性

定
量

定
性

定
量

定
性

定
量

定
性

複
雑
な
も
の

簡
易
な
も
の

複
雑
な
も
の

簡
易
な
も
の

複
雑
な
も
の

簡
易
な
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

五
、
〇
〇
〇

三
、
三
〇
〇

六
、
四
〇
〇

二
、
三
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

一
、
九
〇
〇

五
、
三
〇
〇

三
、
四
〇
〇

二
五
、
〇
〇
〇

二
二
、
〇
〇
〇

五
、
九
〇
〇

一
九
、
〇
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

二
、
六
〇
〇

額(

円)

二

法
第
五

十
二
条
第

一
項
に
規

定
す
る
飲

食
店
営
業

等
の
許
可

の
申
請
に

対
す
る
審

査

飲
食
店

営
業
等

許
可
申

請
手
数

料

３

施
行
令
第
三
十
五

条
第
三
号
に
規
定
す

る
菓
子
製
造
業
に
係

る
も
の

２

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
号
に
規
定
す

る
喫
茶
店
営
業
に
係

る
も
の

１

食
品
衛
生
法
施
行

令(

昭
和
二
十
八
年

政
令
第
二
百
二
十
九

号
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第
三
十

五
条
第
一
号
に
規
定

す
る
飲
食
店
営
業
に

係
る
も
の ロ

理
化
学

的
試
験

(

規
格
適

否
検
査
を

除
く
。)

ハ

季
節
的
に
期

間
を
定
め
て
営

業
す
る
場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ニ

臨
時
に
営
業

す
る
場
合

ハ

季
節
的
に
期

間
を
定
め
て
営

業
す
る
場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ニ

臨
時
に
営
業

す
る
場
合

ハ

季
節
的
に
期

間
を
定
め
て
営

業
す
る
場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

定
量

定
性

定
量

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

三
、
五
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

一
、
二
〇
〇

二
、
四
〇
〇

四
、
八
〇
〇

九
、
六
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

八
、
一
〇
〇
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10

施
行
令
第
三
十
五

条
第
十
号
に
規
定
す

る
乳
類
販
売
業
に
係

る
も
の

９

施
行
令
第
三
十
五

条
第
九
号
に
規
定
す

る
集
乳
業
に
係
る
も

の
８

施
行
令
第
三
十
五

条
第
八
号
に
規
定
す

る
乳
製
品
製
造
業
に

係
る
も
の

７

施
行
令
第
三
十
五

条
第
七
号
に
規
定
す

る
特
別
牛
乳
搾
取
処

理
業
に
係
る
も
の

６

施
行
令
第
三
十
五

条
第
六
号
に
規
定
す

る
乳
処
理
業
に
係
る

も
の

５

施
行
令
第
三
十
五

条
第
五
号
に
規
定
す

る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

類
製
造
業
に
係
る
も

の
４

施
行
令
第
三
十
五

条
第
四
号
に
規
定
す

る
あ
ん
類
製
造
業
に

係
る
も
の

イ

卸
売

業(

小

売
業
を

兼
業
す

る
場
合

を
含
む
。)

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ニ

臨
時
に
営
業

す
る
場
合継

続
許

可
の
場

合 新
規
許

可
の
場

合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
八
〇
〇

九
、
六
〇
〇

四
、
八
〇
〇

九
、
六
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

一
、
八
〇
〇

17

施
行
令
第
三
十
五

条
第
十
七
号
に
規
定

16

施
行
令
第
三
十
五

条
第
十
六
号
に
規
定

す
る
魚
肉
ね
り
製
品

製
造
業
に
係
る
も
の

15

施
行
令
第
三
十
五

条
第
十
五
号
に
規
定

す
る
魚
介
類
せ
り
売

営
業
に
係
る
も
の

14

施
行
令
第
三
十
五

条
第
十
四
号
に
規
定

す
る
魚
介
類
販
売
業

に
係
る
も
の

13

施
行
令
第
三
十
五

条
第
十
三
号
に
規
定

す
る
食
肉
製
品
製
造

業
に
係
る
も
の

12

施
行
令
第
三
十
五

条
第
十
二
号
に
規
定

す
る
食
肉
販
売
業
に

係
る
も
の

11

施
行
令
第
三
十
五

条
第
十
一
号
に
規
定

す
る
食
肉
処
理
業
に

係
る
も
の

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

小
売

業

継
続
許

可
の
場

合 新
規
許

可
の
場

合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
一
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

四
、
八
〇
〇

九
、
六
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

四
、
八
〇
〇

九
、
六
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

三
、
九
〇
〇

七
、
七
〇
〇
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24

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
十
四
号
に
規

定
す
る
マ
ー
ガ
リ
ン

又
は
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン

グ
製
造
業
に
係
る
も

の
23

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
十
三
号
に
規

定
す
る
食
用
油
脂
製

造
業
に
係
る
も
の

22

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
十
二
号
に
規

定
す
る
氷
雪
販
売
業

に
係
る
も
の

21

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
十
一
号
に
規

定
す
る
氷
雪
製
造
業

に
係
る
も
の

20

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
十
号
に
規
定

す
る
乳
酸
菌
飲
料
製

造
業
に
係
る
も
の

19

施
行
令
第
三
十
五

条
第
十
九
号
に
規
定

す
る
清
涼
飲
料
水
製

造
業
に
係
る
も
の

18

施
行
令
第
三
十
五

条
第
十
八
号
に
規
定

す
る
食
品
の
放
射
線

照
射
業
に
係
る
も
の

す
る
食
品
の
冷
凍
又

は
冷
蔵
業
に
係
る
も

の

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

32

施
行
令
第
三
十
五

条
第
三
十
二
号
に
規

定
す
る
そ
う
ざ
い
製

造
業
に
係
る
も
の

31

施
行
令
第
三
十
五

条
第
三
十
一
号
に
規

定
す
る
め
ん
類
製
造

業
に
係
る
も
の

30

施
行
令
第
三
十
五

条
第
三
十
号
に
規
定

す
る
納
豆
製
造
業
に

係
る
も
の

29

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
十
九
号
に
規

定
す
る
豆
腐
製
造
業

に
係
る
も
の

28

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
十
八
号
に
規

定
す
る
酒
類
製
造
業

に
係
る
も
の

27

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
十
七
号
に
規

定
す
る
ソ
ー
ス
類
製

造
業
に
係
る
も
の

26

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
十
六
号
に
規

定
す
る
醤
油
製
造
業

に
係
る
も
の

25

施
行
令
第
三
十
五

条
第
二
十
五
号
に
規

定
す
る
み
そ
製
造
業

に
係
る
も
の

ロ

継
続
許
可
の

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇
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二

栄
養
士
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年

一

栄
養
士
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
栄
養
士
の
免
許

事
務
の
内
容

理
容
師
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

百
三
十
四
号)

第
十
一
条
の
二
に
規
定
す

る
理
容
所
の
使
用
前
の
検
査

事
務
の
内
容

三

法
第
五

十
二
条
第

一
項
に
規

定
す
る
飲

食
店
営
業

等
の
許
可

を
受
け
た

旨
の
証
明

書
の
交
付

飲
食
店

営
業
等

許
可
証

明
書
交

付
手
数

料

34

施
行
令
第
三
十
五

条
第
三
十
四
号
に
規

定
す
る
添
加
物
製
造

業
に
係
る
も
の

33

施
行
令
第
三
十
五

条
第
三
十
三
号
に
規

定
す
る
缶
詰
又
は
瓶

詰
食
品
製
造
業
に
係

る
も
の

栄
養
士
免
許
証
書

栄
養
士
免
許
手
数

料 手
数
料
の
名
称

理
容
所
使
用
前
検

査
手
数
料

手
数
料
の
名
称

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

ロ

継
続
許
可
の

場
合

イ

新
規
許
可
の

場
合

場
合

一
件
に

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

単
位 一

件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

三
、
二
〇
〇

五
、
六
〇
〇

額(

円)

一
六
、
〇
〇
〇

額(
円)

五
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

三

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

掘
削
の
た
め
の
施
設
等
の
変
更
の
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

二

法
第
六
条
第
一
項
又
は
法
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
土
地
の
掘
削
の
許
可

を
受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
の
承
認
の

申
請
に
対
す
る
審
査

一

温
泉
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

二
十
五
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
土
地
の
掘
削
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

三

法
第
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
大
麻

取
扱
者
の
免
許
証
の
再
交
付

二

法
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
大
麻

取
扱
者
名
簿
の
登
録
事
項
の
変
更

一

大
麻
取
締
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
二
十
四
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
大
麻
取
扱
者
の
免
許
の
申

請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

三

施
行
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

栄
養
士
の
免
許
証
の
再
交
付

政
令
第
二
百
三
十
一
号
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て

｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
栄
養
士
の
免

許
証
の
書
換
え
交
付

掘
削
施
設
等
変
更

許
可
申
請
手
数
料

土
地
掘
削
許
可
地

位
承
継
承
認
申
請

手
数
料

土
地
掘
削
許
可
申

請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

大
麻
取
扱
者
免
許

証
再
交
付
手
数
料

大
麻
取
扱
者
登
録

事
項
変
更
手
数
料

大
麻
取
扱
者
免
許

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

栄
養
士
免
許
証
再

交
付
手
数
料

換
え
交
付
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

つ
き

二
四
、
〇
〇
〇

七
、
四
〇
〇

一
二
〇
、
〇
〇
〇

額(

円) 三
、
二
〇
〇

三
、
二
〇
〇

六
、
七
〇
〇

額(

円) 三
、
六
〇
〇

四

理
容
師
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

五

栄
養
士
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六

大
麻
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

七

温
泉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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十
二

法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
法
第
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
温
泉
の
利
用

十
一

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

温
泉
の
利
用
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査

十

法
第
十
四
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す

る
温
泉
の
採
取
の
た
め
の
施
設
等
の
変

更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

九

法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に
つ
い
て

の
確
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

八

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
法
第

十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
温
泉

の
採
取
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の

承
継
の
承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

七

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
温
泉
の
採
取
の
許
可
の
申
請
に
対
す

る
審
査

六

法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
増
掘

の
た
め
の
施
設
等
の
変
更
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査

五

法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ゆ
う
出
路
の

増
掘
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承

継
の
承
認
の
申
請
又
は
法
第
十
一
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第

一
項
若
し
く
は
法
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
動
力
の
装
置
の
許
可
を
受
け
た

者
の
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
に
対

す
る
審
査

四

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ゆ

う
出
路
の
増
掘
又
は
動
力
の
装
置
の
許

可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

温
泉
利
用
許
可
地

位
承
継
承
認
申
請

温
泉
利
用
許
可
申

請
手
数
料

温
泉
採
取
施
設
等

変
更
許
可
申
請
手

数
料

可
燃
性
天
然
ガ
ス

濃
度
確
認
申
請
手

数
料

温
泉
採
取
許
可
地

位
承
継
承
認
申
請

手
数
料

温
泉
採
取
許
可
申

請
手
数
料

増
掘
施
設
等
変
更

許
可
申
請
手
数
料

ゆ
う
出
路
増
掘
動

力
装
置
許
可
地
位

承
継
承
認
申
請
手

数
料

ゆ
う
出
路
増
掘
動

力
装
置
許
可
申
請

手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

七
、
四
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

二
四
、
〇
〇
〇

七
、
四
〇
〇

七
、
四
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

二
四
、
〇
〇
〇

七
、
四
〇
〇

一
一
〇
、
〇
〇
〇

公
衆
浴
場
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
三
十
九
号)
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
公
衆
浴
場
の
営
業
の
許
可
の
申
請
に
対

事
務
の
内
容

二

法
第
三
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
三

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
位
の
承

継
の
承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

一

旅
館
業
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
三
十
八
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
旅
館
業
の
営
業
の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

興
行
場
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

三
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

興
行
場
の
営
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査

事
務
の
内
容

十
三

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

温
泉
成
分
分
析
を
行
う
者
の
登
録
の
申

請
に
対
す
る
審
査

の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
の
承
継
の

承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

公
衆
浴
場
営
業
許

可
申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

旅
館
業
地
位
承
継

承
認
申
請
手
数
料

旅
館
業
許
可
申
請

手
数
料

手
数
料
の
名
称

興
行
場
営
業
許
可

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

温
泉
成
分
分
析
機

関
登
録
申
請
手
数

料 手
数
料

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

二
二
、
〇
〇
〇

額(

円) 七
、
四
〇
〇

二
二
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
季
節
的

そ
の
他
の
期
間
を

定
め
て
営
業
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、

七
、
四
〇
〇
円

額(

円)

二
二
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
臨
時
興

行
場
又
は
仮
設
興

行
場
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
七
、

三
〇
〇
円

額(

円)

五
〇
、
〇
〇
〇

八

興
行
場
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

九

旅
館
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十

公
衆
浴
場
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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二

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
准
看
護
師
再
教
育
研
修

一

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法(

昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
八

条
に
規
定
す
る
准
看
護
師
の
免
許

事
務
の
内
容

三

法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
動
物

の
飼
養
又
は
収
容
の
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

二

法
第
三
条
第
一
項(

法
第
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
に
規

定
す
る
死
亡
獣
畜
取
扱
場(

法
第
八
条

に
規
定
す
る
施
設
を
含
む
。)

の
設
置

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

一

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て

｢

法｣
と
い
う
。)

第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
化
製
場
の
設
置

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

す
る
審
査

准
看
護
師
再
教
育

研
修
手
数
料

准
看
護
師
免
許
手

数
料

手
数
料
の
名
称

動
物
飼
養
等
許
可

申
請
手
数
料

死
亡
獣
畜
取
扱
場

設
置
許
可
申
請
手

数
料

化
製
場
設
置
許
可

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

法
第
十
四
条
第
二

項
第
一
号
に
規
定

す
る
処
分
を
受
け

た
者
に
あ
っ
て
は

四
二
、
〇
〇
〇
円
、

同
項
第
二
号
又
は

五
、
六
〇
〇

額(

円) 八
、
〇
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

二
二
、
〇
〇
〇

額(

円)

八

施
行
令
第
七
条
第
二
項(

法
附
則
第

六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
附
則
第

五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
准
看

護
師
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
こ
と

七

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
六

号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
二
項

(

法
附
則

第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
附
則

第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
准

看
護
師
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
及
び
施
行
令
附

則
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)

に
規
定
す
る
准
看
護
師
、
法

附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
の
保
健
婦
免

許
を
受
け
た
者
、
法
附
則
第
五
十
三
条

第
一
項
の
看
護
婦
免
許
を
受
け
た
者
及

び
法
附
則
第
六
十
条
の
看
護
人(

以
下

こ
の
表
に
お
い
て
こ
れ
ら
を｢

准
看
護

師
等｣

と
い
う
。)

の
免
許
証
又
は
免

状
の
書
換
交
付

六

法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
准
看
護
師

試
験

五

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
准
看
護
師

の
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
再
交
付

四

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
准
看
護
師

の
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
書
換
交

付
三

法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す

る
准
看
護
師
再
教
育
研
修
を
修
了
し
た

旨
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

准
看
護
師
免
許
証

等
再
交
付
手
数
料

准
看
護
師
免
許
証

等
書
換
交
付
手
数

料 准
看
護
師
試
験
手

数
料

准
看
護
師
再
教
育

研
修
修
了
登
録
証

再
交
付
手
数
料

准
看
護
師
再
教
育

研
修
修
了
登
録
証

書
換
交
付
手
数
料

准
看
護
師
再
教
育

研
修
修
了
登
録
申

請
手
数
料

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
一
〇
〇

三
、
四
〇
〇

六
、
九
〇
〇

四
、
一
〇
〇

三
、
四
〇
〇

五
、
六
〇
〇

第
三
号
に
規
定
す

る
処
分
を
受
け
た

者
に
あ
っ
て
は
七

七
、
〇
〇
〇
円

十
一

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

備
考

動
物
飼
養
等
許
可
申
請
手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
一
個
の
施
設
又
は
同
一
の
構
内
に
あ
る
二
個

以
上
の
施
設
に
関
し
同
時
に
二
件
以
上
の
申
請
が
行
わ
れ
る
場
合
は
、
当
該
二
件
以
上
の
申
請
を

一
件
の
申
請
と
み
な
す
。

十
二

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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七

法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
助
産
所

の
使
用
前
の
検
査

六

法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
診
療
所

の
使
用
前
の
検
査

五

法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
病
院
の

使
用
前
の
検
査

四

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
診
療
所
等

の
開
設
の
届
出
が
あ
っ
た
旨
の
証
明
書

の
交
付

三

法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産

所
の
開
設
の
許
可

二

法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
診
療

所
の
開
設
の
許
可

一

医
療
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

百
五
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
病
院
の
開
設
の
許
可

事
務
の
内
容

十

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四

号)

第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
准

看
護
師
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付

九

施
行
令
附
則
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
施
行
令
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
助
産
婦
名
簿
の
謄
本
の

交
付

と
さ
れ
て
い
る
場
合
及
び
施
行
令
附
則

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

に
規
定
す
る
准
看
護
師
等
の
免

許
証
又
は
免
状
の
再
交
付

助
産
所
検
査
手
数

料 診
療
所
検
査
手
数

料 病
院
検
査
手
数
料

診
療
所
等
開
設
届

出
証
明
書
交
付
手

数
料

助
産
所
開
設
許
可

手
数
料

診
療
所
開
設
許
可

手
数
料

病
院
開
設
許
可
手

数
料

手
数
料
の
名
称

准
看
護
師
試
験
合

格
証
明
書
交
付
手

数
料

助
産
婦
名
簿
謄
本

交
付
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
六
、
〇
〇
〇

二
二
、
〇
〇
〇

四
三
、
〇
〇
〇

五
〇
〇

一
一
、
〇
〇
〇

一
八
、
〇
〇
〇

四
一
、
〇
〇
〇

額(

円) 三
、
〇
〇
〇

四
、
三
〇
〇

一

狂
犬
病
予
防
法(

昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
四
十
七
号
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て

｢

法｣
と
い
う
。)

第
二
十
三

事
務
の
内
容

五

施
行
令
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
免
許
証
の
再
交
付

四

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
令(

昭
和

二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
三
号
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て｢

施
行
令｣

と
い

う
。)

第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
免
許
証
の
訂
正

三

法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
師
の
試
験

二

法
第
六
条
に
規
定
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
師
の
免
許

一

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法(

昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
七
号
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
五
条
の

二
に
規
定
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
使

用
前
の
検
査

事
務
の
内
容

死
体
解
剖
保
存
法(

昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
四
号)

第
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
死
体
の
保
存
の
許
可

事
務
の
内
容

未
登
録
犬
等
飼
養

管
理
手
数
料

手
数
料
の
名
称

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師

免
許
証
再
交
付
手

数
料

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師

免
許
証
訂
正
手
数

料 ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師

試
験
手
数
料

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師

免
許
手
数
料

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所

使
用
前
検
査
手
数

料 手
数
料
の
名
称

死
体
保
存
許
可
手

数
料

手
数
料
の
名
称

抑
留
一

日
に
つ

き 単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
体
に

つ
き

単
位

六
七
〇

額(

円) 三
、
四
〇
〇

二
、
九
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

五
、
六
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

額(

円) 三
、
四
〇
〇

額(

円)

十
三

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
四

死
体
解
剖
保
存
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
五

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
六

狂
犬
病
予
防
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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四

法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
毒
物

又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登

三

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
毒

物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
の
申
請

に
対
す
る
審
査

二

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒

物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の

登
録
の
申
請(

製
剤
製
造
業
者
等
に
係

る
も
の
に
限
る
。)

に
対
す
る
審
査

一

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法(

昭
和
二
十

五
年
法
律
第
三
百
三
号
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物

の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登
録
の
申
請

(

製
剤
製
造
業
者
等

(

毒
物
及
び
劇
物

取
締
法
施
行
令(

昭
和
三
十
年
政
令
第

二
百
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第
三
十
六

条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
製

剤
製
造
業
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。)

に
係
る
も
の
を
除

く
。)

に
係
る
経
由

事
務
の
内
容

二

法
第
二
十
三
条
第
二
の
三
の
規
定
に

よ
り
犬
等
の
所
有
者
が
そ
の
費
用
を
負

担
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
第
六

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
未
登
録
犬
等

の
返
還

条
第
二
の
三
の
規
定
に
よ
り
犬
等
の
所

有
者
が
そ
の
費
用
を
負
担
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
未
登
録
犬
等
の
抑
留
中
の
飼

養
管
理

毒
物
劇
物
製
造
業

等
登
録
更
新
申
請

毒
物
劇
物
販
売
業

登
録
申
請
手
数
料

毒
物
劇
物
製
剤
製

造
業
等
登
録
申
請

手
数
料

毒
物
劇
物
製
造
業

等
登
録
申
請
経
由

手
数
料

手
数
料
の
名
称

未
登
録
犬
等
返
還

手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
頭
に

つ
き

六
、
八
〇
〇

一
四
、
七
〇
〇

二
七
、
二
〇
〇

二
〇
、
六
〇
〇

額(

円)

三
、
二
六
〇

宗
教
法
人
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

事
務
の
内
容

十
一

施
行
令
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る

毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
票
の

再
交
付

十

施
行
令
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
毒

物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
票
の
書

換
え
交
付

九

法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒

物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の

登
録
の
変
更
の
申
請(

製
剤
製
造
業
者

等
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
対
す
る

審
査

八

法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒

物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の

登
録
の
変
更
の
申
請(

製
剤
製
造
業
者

等
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
係
る
経

由
七

法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

六

法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
毒
物

又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
の
更
新
の

申
請
に
対
す
る
審
査

五

法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
毒
物

又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登

録
の
更
新
の
申
請(

製
剤
製
造
業
者
等

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
対
す
る
審

査 録
の
更
新
の
申
請(

製
剤
製
造
業
者
等

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
係
る
経
由

宗
教
法
人
証
明
書

手
数
料
の
名
称

毒
物
劇
物
販
売
業

登
録
票
再
交
付
手

数
料

毒
物
劇
物
販
売
業

登
録
票
書
換
え
交

付
手
数
料

毒
物
劇
物
製
剤
製

造
業
等
登
録
変
更

申
請
手
数
料

毒
物
劇
物
製
造
業

等
登
録
変
更
申
請

経
由
手
数
料

毒
物
劇
物
取
扱
者

試
験
手
数
料

毒
物
劇
物
販
売
業

登
録
更
新
申
請
手

数
料

毒
物
劇
物
製
剤
製

造
業
等
登
録
更
新

申
請
手
数
料

経
由
手
数
料

一
通
に

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
〇
〇

額(

円) 四
、
〇
〇
〇

二
、
四
〇
〇

五
、
二
〇
〇

三
、
二
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

六
、
四
〇
〇

一
〇
、
二
〇
〇

十
七

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
八

宗
教
法
人
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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一

覚
せ、
い、
剤
取
締
法(

昭
和
二
十
六
年

法
律
第
二
百
五
十
二
号
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条

第
一
項(

法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に

事
務
の
内
容

二

診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ツ
ク

ス
線
技
師
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令(

昭
和
五
十
九
年
政
令
第
二
百

八
十
六
号)

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
診
療
放
射

線
技
師
及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法

施
行
令(

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百

八
十
五
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
免
許
証
の
書

換
え
交
付

一

行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整
理

に
関
す
る
法
律(

昭
和
五
十
八
年
法
律

第
八
十
三
号)

附
則
第
五
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の

診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス

線
技
師
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号)

第
八
条
第
二
項
に
規
定

す
る
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
免
許
証
の

再
交
付

事
務
の
内
容

百
二
十
六
号)

第
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
認
証
を
受
け
た
宗
教
法
人
の
規
則
に

関
す
る
証
明
書
そ
の
他
の
証
明
書
の
交
付

覚
せ
い
剤
製
造
業

者
等
指
定
申
請
経

由
手
数
料

手
数
料
の
名
称

診
療
エ
ッ
ク
ス
線

技
師
免
許
証
書
換

え
交
付
手
数
料

診
療
エ
ッ
ク
ス
線

技
師
免
許
証
再
交

付
手
数
料

手
数
料
の
名
称

交
付
手
数
料

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

単
位

つ
き

一
七
、
六
〇
〇

額(

円) 三
、
七
〇
〇

四
、
二
〇
〇

額(

円)

一

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法(

昭
和

二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て

｢

法｣
と
い
う
。)

第
三

事
務
の
内
容

六

法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
覚

せ
い
剤
原
料
研
究
者
の
指
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査

五

法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
覚

せ
い
剤
原
料
取
扱
者
の
指
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査

四

法
第
十
一
条
第
一
項(

法
第
三
十
条

の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
、
覚

せ
い
剤
研
究
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱

者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
の
指
定

証
の
再
交
付

三

法
第
十
一
条
第
一
項(

法
第
三
十
条

の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
、
覚

せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
せ
い
剤
原

料
輸
出
業
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
製
造

業
者
の
指
定
証
の
再
交
付
に
係
る
経
由

二

法
第
四
条
第
二
項(

法
第
三
十
条
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。)

の
規
定
に
よ
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
又

は
覚
せ
い
剤
研
究
者
の
指
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査

よ
る
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
、
覚
せ
い
剤

原
料
輸
入
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
輸
出

業
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
製
造
業
者
の

指
定
の
申
請
に
係
る
経
由

麻
薬
卸
売
業
者
免

許
申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

覚
せ
い
剤
原
料
研

究
者
指
定
申
請
手

数
料

覚
せ
い
剤
原
料
取

扱
者
指
定
申
請
手

数
料

覚
せ
い
剤
施
用
機

関
等
指
定
証
再
交

付
手
数
料

覚
せ
い
剤
製
造
業

者
等
指
定
証
再
交

付
経
由
手
数
料

覚
せ
い
剤
施
用
機

関
等
指
定
申
請
手

数
料

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
四
、
六
〇
〇

額(

円) 三
、
九
〇
〇

一
一
、
五
〇
〇

二
、
七
〇
〇

二
、
九
〇
〇

三
、
九
〇
〇

十
九

診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

二
十

覚
せ、
い、
剤
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

二
十
一

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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一

と
畜
場
法

(

昭
和
二
十
八

年
法
律
第
百
十

四
号
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

事
務
の
内
容

九

法
第
五
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
向
精
神
薬
試
験
研
究
施
設
設
置
者
の

登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

八

法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
向

精
神
薬
小
売
業
者
の
免
許
の
申
請
に
対

す
る
審
査

七

法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
向

精
神
薬
卸
売
業
者
の
免
許
の
申
請
に
対

す
る
審
査

六

法
第
十
条
第
一
項(

法
第
五
十
条
の

四
又
は
法
第
五
十
条
の
七
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る

麻
薬
卸
売
業
者
の
免
許
証
等
の
再
交
付

五

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
麻
薬

研
究
者
の
免
許
の
申
請
に
対
す
る
審
査

四

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
麻
薬

管
理
者
の
免
許
の
申
請
に
対
す
る
審
査

三

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
麻
薬

施
用
者
の
免
許
の
申
請
に
対
す
る
審
査

二

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
麻
薬

小
売
業
者
の
免
許
の
申
請
に
対
す
る
審

査 条
第
一
項
に
規
定
す
る
麻
薬
卸
売
業
者

の
免
許
の
申
請
に
対
す
る
審
査

一
般
と
畜

場
設
置
許

可
申
請
手

数
料

手
数
料
の

名
称

区
分

向
精
神
薬
試
験
研

究
施
設
設
置
者
登

録
申
請
手
数
料

向
精
神
薬
小
売
業

者
免
許
申
請
手
数

料 向
精
神
薬
卸
売
業

者
免
許
申
請
手
数

料 麻
薬
卸
売
業
者
免

許
証
等
再
交
付
手

数
料

麻
薬
研
究
者
免
許

申
請
手
数
料

麻
薬
管
理
者
免
許

申
請
手
数
料

麻
薬
施
用
者
免
許

申
請
手
数
料

麻
薬
小
売
業
者
免

許
申
請
手
数
料

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
二
、
〇
〇
〇

額(

円) 三
、
九
〇
〇

三
、
九
〇
〇

一
四
、
六
〇
〇

二
、
七
〇
〇

三
、
九
〇
〇

三
、
九
〇
〇

三
、
九
〇
〇

三
、
九
〇
〇

三

法
第
十
四
条

第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で(

同

条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
獣

畜
の
と
殺
又
は

解
体
の
検
査

二

法
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す

る
簡
易
と
畜
場

の
設
置
の
許
可

の
申
請
に
対
す

る
審
査

第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
一

般
と
畜
場
の
設

置
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査

と
畜
検
査

手
数
料

簡
易
と
畜

場
設
置
許

可
申
請
手

数
料

２

法
第

十
三
条

第
一
項

第
二
号

若
し
く

は
第
三

号
に
該

当
す
る

獣
畜
又

は
と
畜

検
査
員

が
起
立

不
能
、

歩
行
困

難
若
し

１

２
に

掲
げ
る

場
合
以

外
の
場

合

ハ

め
ん
羊
又
は

や
ぎ
に
係
る
も

の
ロ

豚
又
は
生
後

一
年
未
満
の
牛

若
し
く
は
馬
に

係
る
も
の

イ

生
後
一
年
以

上
の
牛
又
は
馬

に
係
る
も
の

ハ

め
ん
羊
又
は

や
ぎ
に
係
る
も

の
ロ

豚
又
は
生
後

一
年
未
満
の
牛

若
し
く
は
馬
に

係
る
も
の

イ

生
後
一
年
以

上
の
牛
又
は
馬

に
係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
六
〇

六
五
〇

一
、
三
〇
〇

一
二
〇

三
六
〇

七
二
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

二
十
二

と
畜
場
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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一

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律

事
務
の
内
容

美
容
師
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

六
十
三
号)

第
十
二
条
に
規
定
す
る
美
容

所
の
使
用
前
の
検
査

事
務
の
内
容

三

歯
科
技
工
士
法
施
行
規
則(

昭
和
三

十
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号)

第
十
条

に
規
定
す
る
歯
科
技
工
士
試
験
の
合
格

証
明
書
の
交
付

二

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
歯
科
技
工
所
の
開
設
の
届
出
が
あ
っ

た
旨
の
証
明
書
の
交
付

一

歯
科
技
工
士
法(

昭
和
三
十
年
法
律

第
百
六
十
八
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
に
規
定

す
る
歯
科
技
工
士
試
験

事
務
の
内
容

く
は
呼

吸
困
難

と
認
め

る
獣
畜

に
係
る

も
の
で

あ
る
場

合

衛
生
検
査
所
登
録

手
数
料
の
名
称

美
容
所
使
用
前
検

査
手
数
料

手
数
料
の
名
称

歯
科
技
工
士
試
験

合
格
証
明
書
交
付

手
数
料

歯
科
技
工
所
開
設

届
出
証
明
書
交
付

手
数
料

歯
科
技
工
士
試
験

手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

単
位

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

単
位

八
〇
、
〇
〇
〇

額(

円)

一
六
、
〇
〇
〇

額(

円) 三
、
〇
〇
〇

五
〇
〇

三
六
、
〇
〇
〇

額(

円)

四

施
行
令
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
調
理
師
免
許
証
の
再
交
付

三

調
理
師
法
施
行
令(

昭
和
三
十
三
年

政
令
第
三
百
三
号
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て

｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
理
師
免
許
証

の
書
換
え
交
付

二

法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

調
理
師
試
験

一

調
理
師
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
四
十
七
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
調
理
師
の
免
許

事
務
の
内
容

四

施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
衛
生
検
査
所
の
登
録
証
明
書
の
再

交
付

三

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則(

昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第

二
十
四
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

施
行
規
則｣

と
い
う
。)

第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
衛
生
検
査
所
の
登
録

証
明
書
の
書
換
え
交
付

二

法
第
二
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
衛
生
検
査
所
の
登
録
の
変
更
の
申
請

に
対
す
る
審
査

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
衛

生
検
査
所
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審

査

調
理
師
免
許
証
再

交
付
手
数
料

調
理
師
免
許
証
書

換
え
交
付
手
数
料

調
理
師
試
験
手
数

料 調
理
師
免
許
手
数

料 手
数
料
の
名
称

衛
生
検
査
所
登
録

証
明
書
再
交
付
手

数
料

衛
生
検
査
所
登
録

証
明
書
書
換
え
交

付
手
数
料

衛
生
検
査
所
登
録

変
更
申
請
手
数
料

申
請
手
数
料

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

三
、
六
〇
〇

三
、
二
〇
〇

六
、
一
〇
〇

五
、
六
〇
〇

額(

円) 八
、
二
〇
〇

八
、
二
〇
〇

六
一
、
〇
〇
〇

二
十
三

歯
科
技
工
士
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

二
十
四

美
容
師
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

二
十
五

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

二
十
六

調
理
師
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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三

法
第
十
二
条

第
一
項
に
規
定

す
る
医
薬
品
等

の
製
造
販
売
業

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

二

法
第
四
条
第

二
項
に
規
定
す

る
薬
局
の
開
設

に
係
る
許
可
の

更
新
の
申
請
に

対
す
る
審
査

一

薬
事
法(
昭

和
三
十
五
年
法

律
第
百
四
十
五

号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
薬

局
の
開
設
の
許

可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

事
務
の
内
容

医
薬
品
等

製
造
販
売

業
許
可
申

請
手
数
料

薬
局
開
設

許
可
更
新

申
請
手
数

料 薬
局
開
設

許
可
申
請

手
数
料

手
数
料
の

名
称

４

医
薬
部
外
品
製
造
販
売

業
に
係
る
も
の

(

５
に
掲

３

薬
事
法
施
行
令

(

昭
和

三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第

三
条
第
三
号
に
規
定
す
る

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の

製
造
販
売
に
係
る
も
の

２

第
二
種
医
薬
品
製
造
販

売
業
に
係
る
も
の

(

３
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

１

第
一
種
医
薬
品
製
造
販

売
業
に
係
る
も
の

(

３
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

区
分

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
三
一
、
六
〇
〇

七
、
五
〇
〇

一
三
一
、
六
〇
〇

一
四
九
、
八
〇
〇

一
一
、
〇
〇
〇

二
九
、
〇
〇
〇

額(

円)

四

法
第
十
二
条

第
二
項
に
規
定

す
る
医
薬
品
等

の
製
造
販
売
業

に
係
る
許
可
の

更
新
の
申
請
に

対
す
る
審
査

医
薬
品
等

製
造
販
売

業
許
可
更

新
申
請
手

数
料

５

特
別
審
査
対
象
外
医
薬

部
外
品
の
み
の
製
造
販
売

に
係
る
も
の

４

医
薬
部
外
品
製
造
販
売

業
に
係
る
も
の

(

５
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

３

施
行
令
第
三
条
第
三
号

に
規
定
す
る
薬
局
製
造
販

売
医
薬
品
の
製
造
販
売
に

係
る
も
の

２

第
二
種
医
薬
品
製
造
販

売
業
に
係
る
も
の

(

３
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

１

第
一
種
医
薬
品
製
造
販

売
業
に
係
る
も
の

(

３
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

９

第
三
種
医
療
機
器
製
造

販
売
業
に
係
る
も
の

８

第
二
種
医
療
機
器
製
造

販
売
業
に
係
る
も
の

７

第
一
種
医
療
機
器
製
造

販
売
業
に
係
る
も
の

６

化
粧
品
製
造
販
売
業
に

係
る
も
の

５

施
行
令
第
二
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬

部
外
品
以
外
の
医
薬
部
外

品

(

以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

特
別
審
査
対
象
外
医

薬
部
外
品｣

と
い
う
。)

の

み
の
製
造
販
売
に
係
る
も

の げ
る
も
の
を
除
く
。)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
七
、
二
〇
〇

一
一
五
、
五
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

一
一
五
、
五
〇
〇

一
三
八
、
二
〇
〇

九
五
、
二
〇
〇

一
三
一
、
六
〇
〇

一
四
九
、
八
〇
〇

五
八
、
八
〇
〇

五
八
、
八
〇
〇

二
十
七

薬
事
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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五

法
第
十
三
条

第
一
項
に
規
定

す
る
医
薬
品
等

の
製
造
業
の
許

可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

医
薬
品
等

製
造
業
許

可
申
請
手

数
料

１

医
薬

品
に
係

る
も
の

９

第
三
種
医
療
機
器
製
造

販
売
業
に
係
る
も
の

８

第
二
種
医
療
機
器
製
造

販
売
業
に
係
る
も
の

７

第
一
種
医
療
機
器
製
造

販
売
業
に
係
る
も
の

６

化
粧
品
製
造
販
売
業
に

係
る
も
のニ

施
行
令
第
三

ハ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
一

項
第
五
号
及
び

第
二
項
第
三
号

に
規
定
す
る
製

造
工
程
を
行
う

も
の

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
一

項
第
四
号
及
び

第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
製

造
工
程
を
行
う

も
の

イ

薬
事
法
施
行

規
則(

昭
和
三

十
六
年
厚
生
省

令
第
一
号
。
以

下
こ
の
表
に
お

い
て｢
施
行
規

則｣
と
い
う
。)

第
二
十
六
条
第

一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
製
造

工
程
を
行
う
も

の

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
一
、
〇
〇
〇

二
九
、
四
〇
〇

六
九
、
四
〇
〇

七
三
、
四
〇
〇

七
〇
、
〇
〇
〇

一
一
五
、
五
〇
〇

一
三
八
、
二
〇
〇

四
七
、
二
〇
〇

４

医
療

機
器
に

係
る
も

の
３

化
粧

品
に
係

る
も
の

２

医
薬

部
外
品

に
係
る

も
の

イ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
五

項
第
二
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
四

項
第
二
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

イ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
四

項
第
一
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ハ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
三

項
第
三
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
三

項
第
二
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

イ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
三

項
第
一
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

条
第
三
号
に
規

定
す
る
薬
局
製

造
販
売
医
薬
品

の
製
造
に
係
る

も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

七
三
、
四
〇
〇

二
九
、
四
〇
〇

三
四
、
八
〇
〇

二
九
、
四
〇
〇

三
四
、
八
〇
〇

七
三
、
四
〇
〇
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六

法
第
十
三
条

第
三
項
に
規
定

す
る
医
薬
品
等

の
製
造
業
に
係

る
許
可
の
更
新

の
申
請
に
対
す

る
審
査

医
薬
品
等

製
造
業
許

可
更
新
申

請
手
数
料

２

医
薬

１

医
薬

品
に
係

る
も
の

イ

施
行
規
則
第

ニ

施
行
令
第
三

条
第
三
号
に
規

定
す
る
薬
局
製

造
販
売
医
薬
品

の
製
造
に
係
る

も
の

ハ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
一

項
第
五
号
及
び

第
二
項
第
三
号

に
規
定
す
る
製

造
工
程
を
行
う

も
の

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
一

項
第
四
号
及
び

第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
製

造
工
程
を
行
う

も
の

イ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
一

項
第
三
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ハ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
五

項
第
四
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
五

項
第
三
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
〇
、
四
〇
〇

五
、
六
〇
〇

二
〇
、
二
〇
〇

四
七
、
六
〇
〇

五
〇
、
四
〇
〇

二
九
、
四
〇
〇

六
九
、
四
〇
〇

４

医
療

機
器
に

係
る
も

の
３

化
粧

品
に
係

る
も
の

部
外
品

に
係
る

も
の

ハ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
五

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
五

項
第
三
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

イ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
五

項
第
二
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
四

項
第
二
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

イ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
四

項
第
一
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ハ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
三

項
第
三
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
三

項
第
二
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

二
十
六
条
第
三

項
第
一
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

二
〇
、
二
〇
〇

四
七
、
六
〇
〇

五
〇
、
四
〇
〇

二
〇
、
二
〇
〇

二
二
、
二
〇
〇

二
〇
、
二
〇
〇

二
二
、
二
〇
〇
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七

法
第
十
三
条

第
六
項
に
規
定

す
る
医
薬
品
等

の
製
造
業
の
許

可
の
区
分
の
変

更
又
は
追
加
の

申
請
に
対
す
る

審
査

医
薬
品
等

製
造
業
許

可
区
分
変

更
等
申
請

手
数
料

２

医
薬

部
外
品

に
係
る

も
の

１

医
薬

品
に
係

る
も
の

ハ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
三

項
第
三
号
に
規

定
す
る
製
造
工

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
三

項
第
二
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

イ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
三

項
第
一
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ハ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
一

項
第
五
号
及
び

第
二
項
第
三
号

に
規
定
す
る
製

造
工
程
を
行
う

も
の

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
一

項
第
四
号
及
び

第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
製

造
工
程
を
行
う

も
の

イ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
一

項
第
三
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

項
第
四
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
八
、
一
〇
〇

三
一
、
二
〇
〇

六
六
、
〇
〇
〇

一
八
、
一
〇
〇

六
二
、
四
〇
〇

六
六
、
〇
〇
〇

八

法
第
十
四
条

第
一
項
に
規
定

す
る
医
薬
品
等

の
製
造
販
売
の

承
認
の
申
請
に

対
す
る
審
査

医
薬
品
等

製
造
販
売

承
認
申
請

手
数
料

１

施
行
令
第
八
十
条
第
二

項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
大
臣
の
権
限
を
知

事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
医
薬
品

(

以
下
こ
の

表
に
お
い
て

｢

知
事
承
認

医
薬
品｣

と
い
う
。)

の
う

ち
法
第
四
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働

大
臣
の
指
定
す
る
も
の

４

医
療

機
器
に

係
る
も

の
３

化
粧

品
に
係

る
も
の

ハ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
五

項
第
四
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
五

項
第
三
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

イ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
五

項
第
二
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

ロ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
四

項
第
二
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

イ

施
行
規
則
第

二
十
六
条
第
四

項
第
一
号
に
規

定
す
る
製
造
工

程
を
行
う
も
の

程
を
行
う
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
九
五
、
二
〇
〇

一
八
、
一
〇
〇

六
二
、
四
〇
〇

六
六
、
〇
〇
〇

一
八
、
一
〇
〇

三
一
、
二
〇
〇
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九

法
第
十
四
条

第
六
項(

同
条

第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

又
は
法
第
八
十

条
第
一
項
に
規

定
す
る
医
薬
品

等
の
適
合
性
の

調
査
の
申
請
に

医
薬
品
等

適
合
性
調

査
手
数
料

１

施
行
規
則
第
二
十
六
条

第
一
項
第
三
号
、
第
三
項

第
一
号
又
は
第
五
項
第
二

号
に
規
定
す
る
製
造
工
程

を
行
う
製
造
所

(

以
下
こ

の
表
に
お
い
て

｢

無
菌
等

製
造
所｣

と
い
う
。)

に
係

る
も
の

(

製
造
販
売
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
又
は
輸
出
用
の
医
薬
品
、

５

施
行
令
第
八
十
条
第
二

項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
大
臣
の
権
限
を
知

事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
医
薬
部
外
品

(

以
下

こ
の
表
に
お
い
て

｢

知
事

承
認
医
薬
部
外
品｣

と
い

う
。)

の
製
造
販
売
に
係
る

も
の

４

施
行
令
第
三
条
第
三
号

に
規
定
す
る
薬
局
製
造
販

売
医
薬
品
の
製
造
販
売
に

係
る
も
の

３

知
事
承
認
医
薬
品
の
う

ち
１
、
２
及
び
４
に
掲
げ

る
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品

の
製
造
販
売
に
係
る
も
の

２

知
事
承
認
医
薬
品
の
う

ち
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら

れ
て
い
る
も
の
の
製
造
販

売
に
係
る
も
の

(

４
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

(

以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

処
方
せ
ん
医
薬
品｣

と
い

う
。)

の
製
造
販
売
に
係
る

も
の

(

２
及
び
４
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
八
、
八
〇
〇

三
四
、
〇
〇
〇

九
〇

六
九
、
三
〇
〇

三
四
、
五
〇
〇

対
す
る
審
査

４

無
菌
等
製
造
所
に
係
る

も
の

(

製
造
販
売
の
承
認

３

施
行
規
則
第
二
十
六
条

第
一
項
第
五
号
、
第
二
項

第
三
号
、
第
三
項
第
三
号
、

第
四
項
第
二
号
又
は
第
五

項
第
四
号
に
規
定
す
る
製

造
工
程
を
行
う
製
造
所

(

以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

包
装
等
製
造
所｣

と
い
う
。)

に
係
る
も
の

(

製
造
販
売

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
又
は
輸
出
用
医
薬

品
等
を
製
造
し
よ
う
と
す

る
と
き
に
受
け
る
も
の
に

限
る
。)

２

施
行
規
則
第
二
十
六
条

第
一
項
第
四
号
、
第
二
項

第
二
号
、
第
三
項
第
二
号
、

第
四
項
第
一
号
若
し
く
は

第
五
項
第
三
号
に
規
定
す

る
製
造
工
程
を
行
う
製
造

所
又
は
１
若
し
く
は
３
に

掲
げ
る
製
造
所
以
外
の
施

設

(

以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

一
般
製
造
所
等｣

と

い
う
。)

に
係
る
も
の(

製

造
販
売
の
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
又
は
輸
出

用
医
薬
品
等
を
製
造
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
受
け
る

も
の
に
限
る
。)

医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
若

し
く
は
医
療
機
器

(

以
下

こ
の
表
に
お
い
て

｢

輸
出

用
医
薬
品
等｣

と
い
う
。)

を
製
造
し
よ
う
と
す
る
と

き
に
受
け
る
も
の
に
限
る
。)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

九
八
、
八
〇
〇
円

に
一
品
目
ご
と
に

一
三
、
三
〇
〇

二
八
、
七
〇
〇
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十

法
第
十
四
条

第
九
項
に
規
定

す
る
医
薬
品
等

の
製
造
販
売
の

承
認
事
項
の
一

部
変
更
に
係
る

承
認
の
申
請
に

対
す
る
審
査

医
薬
品
等

製
造
販
売

変
更
承
認

申
請
手
数

料

５

知
事
承
認
医
薬
部
外
品

の
製
造
販
売
に
係
る
も
の

４

施
行
令
第
三
条
第
三
号

に
規
定
す
る
薬
局
製
造
販

売
医
薬
品
の
製
造
販
売
に

係
る
も
の

３

知
事
承
認
医
薬
品
の
う

ち
１
、
２
及
び
４
に
掲
げ

る
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品

の
製
造
販
売
に
係
る
も
の

２

知
事
承
認
医
薬
品
の
う

ち
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら

れ
て
い
る
も
の
の
製
造
販

売
に
係
る
も
の

(

４
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

１

知
事
承
認
医
薬
品
の
う

ち
処
方
せ
ん
医
薬
品
の
製

造
販
売
に
係
る
も
の

(
２

及
び
４
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。)

６

包
装
等
製
造
所
に
係
る

も
の

(

製
造
販
売
の
承
認

の
取
得
後
又
は
輸
出
用
医

薬
品
等
の
製
造
開
始
後
期

間
を
経
過
す
る
ご
と
に
受

け
る
も
の
に
限
る
。)

５

一
般
製
造
所
等
に
係
る

も
の

(

製
造
販
売
の
承
認

の
取
得
後
又
は
輸
出
用
医

薬
品
等
の
製
造
開
始
後
期

間
を
経
過
す
る
ご
と
に
受

け
る
も
の
に
限
る
。)

の
取
得
後
又
は
輸
出
用
医

薬
品
等
の
製
造
開
始
後
期

間
を
経
過
す
る
ご
と
に
受

け
る
も
の
に
限
る
。)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
〇
、
三
〇
〇

九
〇

三
〇
、
一
〇
〇

二
〇
、
三
〇
〇

九
三
、
六
〇
〇

二
七
、
八
〇
〇
円

に
一
品
目
ご
と
に

一
、
二
〇
〇
円
を

加
え
た
額

五
八
、
二
〇
〇
円

に
一
品
目
ご
と
に

二
、
〇
〇
〇
円
を

加
え
た
額

二
、
七
〇
〇
円
を

加
え
た
額

十
六

法
第
三
十

十
五

身
分
証
明

書
の
再
交
付

十
四

身
分
証
明

書
の
書
換
え
交

付
十
三

法
第
三
十

三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
医
薬

品
の
配
置
販
売

業
者
又
は
そ
の

配
置
員
に
対
す

る
配
置
従
事
者

の
身
分
証
明
書

(

以
下
こ
の
表

に
お
い
て
単
に

｢

身
分
証
明
書｣

と
い
う
。)

の

交
付

十
二

法
第
二
十

四
条
第
二
項
に

規
定
す
る
医
薬

品
の
販
売
業
に

係
る
許
可
の
更

新
の
申
請
に
対

す
る
審
査

十
一

法
第
二
十

四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
医
薬

品
の
販
売
業
の

許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

登
録
販
売

配
置
従
事

者
身
分
証

明
書
再
交

付
手
数
料

配
置
従
事

者
身
分
証

明
書
書
換

え
交
付
手

数
料

配
置
従
事

者
身
分
証

明
書
交
付

手
数
料

医
薬
品
販

売
業
許
可

更
新
申
請

手
数
料

医
薬
品
販

売
業
許
可

申
請
手
数

料

一
人
に

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
五
、
〇
〇
〇

二
、
九
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

七
、
一
〇
〇

一
一
、
〇
〇
〇

二
九
、
〇
〇
〇
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二
十

法
第
三
十

九
条
第
四
項
に

規
定
す
る
高
度

管
理
医
療
機
器

十
九

法
第
三
十

九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
高
度

管
理
医
療
機
器

等
の
販
売
業
又

は
賃
貸
業
の
許

可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

十
八

法
第
三
十

六
条
の
四
第
二

項
に
規
定
す
る

医
薬
品
の
販
売

又
は
授
与
に
従

事
し
よ
う
と
す

る
者
の
登
録
の

申
請
に
対
す
る

審
査

十
七

登
録
販
売

者
試
験
の
合
格

証
の
再
交
付

六
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る

一
般
用
医
薬
品

の
販
売
又
は
授

与
に
従
事
し
よ

う
と
す
る
者
の

資
質
の
確
認
に

係
る
試
験(

以

下
こ
の
表
に
お

い
て｢

登
録
販

売
者
試
験｣

と

い
う
。)

高
度
管
理

医
療
機
器

等
販
売
業

等
許
可
更

高
度
管
理

医
療
機
器

等
販
売
業

等
許
可
申

請
手
数
料

販
売
従
事

登
録
申
請

手
数
料

登
録
販
売

者
試
験
合

格
証
再
交

付
手
数
料

者
試
験
手

数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

つ
き

一
一
、
〇
〇
〇

二
九
、
〇
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

二
、
九
〇
〇

二
十
五

施
行
令

第
四
十
六
条
に

規
定
す
る
薬
局

二
十
四

施
行
令

第
四
十
五
条
に

規
定
す
る
薬
局

開
設
の
許
可
証

等
の
書
換
え
交

付
二
十
三

法
第
四

十
条
の
二
第
五

項
に
規
定
す
る

医
療
機
器
の
修

理
業
の
許
可
の

区
分
の
変
更
又

は
追
加
の
申
請

に
対
す
る
審
査

二
十
二

法
第
四

十
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る

医
療
機
器
の
修

理
業
に
係
る
許

可
の
更
新
の
申

請
に
対
す
る
審

査
二
十
一

法
第
四

十
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る

医
療
機
器
の
修

理
業
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る

審
査

等
の
販
売
業
又

は
賃
貸
業
に
係

る
許
可
の
更
新

の
申
請
に
対
す

る
審
査

薬
局
開
設

許
可
証
等

再
交
付
手

薬
局
開
設

許
可
証
等

書
換
え
交

付
手
数
料

医
療
機
器

修
理
業
許

可
区
分
変

更
等
申
請

手
数
料

医
療
機
器

修
理
業
許

可
更
新
申

請
手
数
料

医
療
機
器

修
理
業
許

可
申
請
手

数
料

新
申
請
手

数
料

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
、
九
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

一
七
、
五
〇
〇

四
七
、
六
〇
〇

六
九
、
四
〇
〇
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二

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
菓

一

製
菓
衛
生
師
法(

昭
和
四
十
一
年
法

律
第
百
十
五
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
に
規
定

す
る
製
菓
衛
生
師
の
免
許

事
務
の
内
容

二
十
九

三
の
項
、

五
の
項
又
は
二

十
一
の
項
に
規

定
す
る
許
可
に

係
る
許
可
証
の

再
交
付

二
十
八

三
の
項
、

五
の
項
又
は
二

十
一
の
項
に
規

定
す
る
許
可
に

係
る
許
可
証
の

書
換
え
交
付

二
十
七

施
行
規

則
第
百
五
十
九

条
の
十
二
第
一

項
に
規
定
す
る

販
売
従
事
登
録

証
の
再
交
付

二
十
六

施
行
規

則
第
百
五
十
九

条
の
十
一
第
一

項
に
規
定
す
る

販
売
従
事
登
録

証
の
書
換
え
交

付 開
設
の
許
可
証

等
の
再
交
付

医
薬
品
製

造
販
売
業

許
可
証
等

再
交
付
手

数
料

医
薬
品
製

造
販
売
業

許
可
証
等

書
換
え
交

付
手
数
料

販
売
従
事

登
録
証
再

交
付
手
数

料 販
売
従
事

登
録
証
書

換
え
交
付

手
数
料

数
料

製
菓
衛
生
師
試
験

製
菓
衛
生
師
免
許

手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
人
に

一
人
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

九
、
四
〇
〇

五
、
六
〇
〇

額(

円) 二
、
九
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二
、
九
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

一

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確

保
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法

律
第
二
十
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)
第
十
二
条
の
二
第
一

事
務
の
内
容

柔
道
整
復
師
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律

第
十
九
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
施
術
所
の
開
設
の
届
出
が
あ
っ
た
旨

の
証
明
書
の
交
付

事
務
の
内
容

登
録
免
許
税
法(

昭
和
四
十
二
年
法
律

第
三
十
五
号)

別
表
第
三
一
の
項
、
五
の

二
の
項
、
十
の
項
、
十
二
の
項
及
び
二
十

四
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
建
物
又
は
土

地
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付

事
務
の
内
容

四

施
行
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

製
菓
衛
生
師
免
許
証
の
再
交
付

三

製
菓
衛
生
師
法
施
行
令(

昭
和
四
十

一
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
菓
衛
生

師
免
許
証
の
書
換
え
交
付

衛
生
師
試
験

建
築
物
清
掃
業
者

登
録
手
数
料

手
数
料
の
名
称

柔
道
整
復
施
術
所

開
設
届
出
証
明
書

交
付
手
数
料

手
数
料
の
名
称

登
録
免
許
税
非
課

税
証
明
書
交
付
手

数
料

手
数
料
の
名
称

製
菓
衛
生
師
免
許

証
再
交
付
手
数
料

製
菓
衛
生
師
免
許

証
書
換
え
交
付
手

数
料

手
数
料

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

つ
き

三
五
、
〇
〇
〇

額(

円)

五
〇
〇

額(

円)

五
〇
〇

額(

円) 三
、
五
〇
〇

二
、
八
〇
〇

二
十
八

製
菓
衛
生
師
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

二
十
九

登
録
免
許
税
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

備
考

現
地
調
査
の
た
め
職
員
が
出
張
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
現
地
調
査
に
要
す
る
職

員
の
旅
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

三
十

柔
道
整
復
師
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

三
十
一

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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一

公
害
紛
争
処
理
法(

昭
和
四
十
五
年

法
律
第
百
八
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
三
条
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
参
加
の
許
可
又

は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

調
停
の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

八

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に

規
定
す
る
建
築
物
環
境
衛
生
総
合
管
理

業
を
営
む
者
に
係
る
同
項
の
登
録

七

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に

規
定
す
る
建
築
物
ね
ず
み
昆
虫
等
防
除

業
を
営
む
者
に
係
る
同
項
の
登
録

六

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に

規
定
す
る
建
築
物
排
水
管
清
掃
業
を
営

む
者
に
係
る
同
項
の
登
録

五

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に

規
定
す
る
建
築
物
飲
料
水
貯
水
槽
清
掃

業
を
営
む
者
に
係
る
同
項
の
登
録

四

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に

規
定
す
る
建
築
物
飲
料
水
水
質
検
査
業

を
営
む
者
に
係
る
同
項
の
登
録

三

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
建
築
物
空
気
調
和
用
ダ
ク
ト

清
掃
業
を
営
む
者
に
係
る
同
項
の
登
録

二

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
建
築
物
空
気
環
境
測
定
業
を

営
む
者
に
係
る
同
項
の
登
録

項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
清
掃
業

を
営
む
者
に
係
る
同
項
の
登
録

公
害
紛
争
調
停
等

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

建
築
物
環
境
衛
生

総
合
管
理
業
者
登

録
手
数
料

建
築
物
ね
ず
み
昆

虫
等
防
除
業
者
登

録
手
数
料

建
築
物
排
水
管
清

掃
業
者
登
録
手
数

料 建
築
物
飲
料
水
貯

水
槽
清
掃
業
者
登

録
手
数
料

建
築
物
飲
料
水
水

質
検
査
業
者
登
録

手
数
料

建
築
物
空
気
調
和

用
ダ
ク
ト
清
掃
業

者
登
録
手
数
料

建
築
物
空
気
環
境

測
定
業
者
登
録
手

数
料

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

調
停
を
求
め
る

事
項
又
は
参
加
に

よ
り
調
停
を
求
め

る
事
項(

以
下
こ

の
表
に
お
い
て

｢

調
停
を
求
め
る

事
項｣

と
い
う
。)

の
価
額
に
応
じ
て
、

額(

円)

四
五
、
〇
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

二

法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

仲
裁
の
申
請
に
対
す
る
審
査

公
害
紛
争
仲
裁
申

請
手
数
料

備
考

調
停
を
求
め
る
事
項
の
価
額
を
増
加
す
る

と
き
の
手
数
料
の
額
は
、
増
加
後
の
価
額
に
つ

い
て
算
定
し
た
手
数
料
の
額
と
増
加
前
の
価
額

に
つ
い
て
算
定
し
た
手
数
料
の
額
と
の
差
額
と

す
る
。

一
件
に

つ
き

仲
裁
を
求
め
る

事
項
の
価
額
に
応

次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し

て
得
た
額

一�
調
停
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
百
万
円
ま
で

一
、
〇
〇
〇

円
二�
調
停
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
百
万
円
を
超

え
一
千
万
円
ま

で
の
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

七
円

三�
調
停
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
一
千
万
円
を

超
え
一
億
円
ま

で
の
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

六
円

四�
調
停
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
一
億
円
を
超

え
る
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

五
円

三
十
二

公
害
紛
争
処
理
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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備
考

仲
裁
を
求
め
る
事
項
の
価
額
を
増
加
す
る

と
き
の
手
数
料
の
額
は
、
増
加
後
の
価
額
に
つ

い
て
算
定
し
た
手
数
料
の
額
と
増
加
前
の
価
額

に
つ
い
て
算
定
し
た
手
数
料
の
額
と
の
差
額
と

す
る
。

じ
て
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
て
得
た
額

一�
仲
裁
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
百
万
円
ま
で

二
、
〇
〇
〇

円
二�
仲
裁
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
百
万
円
を
超

え
一
千
万
円
ま

で
の
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

二
〇
円

三�
仲
裁
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
一
千
万
円
を

超
え
一
億
円
ま

で
の
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

一
五
円

四�
仲
裁
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
一
億
円
を
超

え
る
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

一
〇
円

五

法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
譲
受
け
等
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

四

法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設(

法
第
八
条
第
四
項

の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

の

変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

三

法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設(

法
第
八
条
第
四
項

の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。)

の

変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

二

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設(

同
条
第
四
項
の
政

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

の
設
置

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

七
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設(

同
条
第
四

項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。)

の
設
置
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

一
般
廃
棄
物
処
理

施
設
譲
受
等
許
可

申
請
手
数
料

告
示
縦
覧
外
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設

変
更
許
可
申
請
手

数
料

要
告
示
縦
覧
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設

変
更
許
可
申
請
手

数
料

告
示
縦
覧
外
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設

設
置
許
可
申
請
手

数
料

要
告
示
縦
覧
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設

設
置
許
可
申
請
手

数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

七
三
、
〇
〇
〇

一
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
二
〇
、
〇
〇
〇

一
一
〇
、
〇
〇
〇

一
三
〇
、
〇
〇
〇

額(

円)

備
考一

調
停
の
申
請
人
又
は
参
加
人
が
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
調
停
が
打
ち
切

ら
れ
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
調
停
が
打
ち
切
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事

件
に
つ
き
そ
の
旨
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
当
該
調
停
の
目
的
と
な
っ
た
事
項

に
つ
い
て
仲
裁
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
手
数
料
の
額
は
、
当
該
調
停
の
申
請
又
は
当
該

調
停
の
手
続
へ
の
参
加
の
申
立
て
に
つ
い
て
納
め
た
額
と
仲
裁
を
求
め
る
事
項
の
価
額
に
応
じ

て
算
定
し
た
額
と
の
差
額
と
す
る
。

二

調
停
を
求
め
る
事
項
又
は
仲
裁
を
求
め
る
事
項
の
価
額
は
、
調
停
の
申
請
又
は
仲
裁
の
申
請

に
よ
り
主
張
す
る
利
益
に
よ
っ
て
算
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
価
額
を
算
定
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
は
、
五
百
万
円
と
す
る
。

三
十
三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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十
五

法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
に
規
定

す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

十
四

法
第
十
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定

す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬

業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審

査
十
三

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

十
二

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の
事
業
範
囲

の
変
更
に
係
る
許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査

十
一

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
事
業

範
囲
の
変
更
に
係
る
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

十

法
第
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
産

業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
更
新
の
申

請
に
対
す
る
審
査

九

法
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
産

業
廃
棄
物
処
分
業
の
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

八

法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
産

業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
対
す
る
審
査

七

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産

業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

六

法
第
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
者
の
合
併

又
は
分
割
に
よ
る
承
継
の
認
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
処
分
業
許
可

申
請
手
数
料

特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
収
集
運
搬
業

許
可
更
新
申
請
手

数
料

特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
収
集
運
搬
業

許
可
申
請
手
数
料

産
業
廃
棄
物
処
分

業
事
業
範
囲
変
更

許
可
申
請
手
数
料

産
業
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
事
業
範
囲

変
更
許
可
申
請
手

数
料

産
業
廃
棄
物
処
分

業
許
可
更
新
申
請

手
数
料

産
業
廃
棄
物
処
分

業
許
可
申
請
手
数

料 産
業
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
許
可
更
新

申
請
手
数
料

産
業
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
許
可
申
請

手
数
料

一
般
廃
棄
物
処
理

施
設
設
置
者
合
併

等
認
可
申
請
手
数

料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
〇
〇
、
〇
〇
〇

七
四
、
〇
〇
〇

八
一
、
〇
〇
〇

九
二
、
〇
〇
〇

七
一
、
〇
〇
〇

九
四
、
〇
〇
〇

一
〇
〇
、
〇
〇
〇

七
三
、
〇
〇
〇

八
一
、
〇
〇
〇

七
三
、
〇
〇
〇

二
十
四

法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定

二
十
三

法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
譲
受
け

等
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

二
十
二

法
第
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

(

法
第
十
五
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め

る
も
の
を
除
く
。)

の
変
更
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査

二
十
一

法
第
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

(

法
第
十
五
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め

る
も
の
に
限
る
。)

の
変
更
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査

二
十

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設(

同
条
第
四
項

の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

の

設
置
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

十
九

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設(

同
条
第
四
項

の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。)

の

設
置
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

十
八

法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の

事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

十
七

法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬

業
の
事
業
範
囲
の
変
更
の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

十
六

法
第
十
四
条
の
四
第
七
項
に
規
定

す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
の

許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
設
置
者
合
併

産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
譲
受
等
許
可

申
請
手
数
料

告
示
縦
覧
外
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設

変
更
許
可
申
請
手

数
料

要
告
示
縦
覧
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設

変
更
許
可
申
請
手

数
料

告
示
縦
覧
外
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設

設
置
許
可
申
請
手

数
料

要
告
示
縦
覧
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設

設
置
許
可
申
請
手

数
料

特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
処
分
業
事
業

範
囲
変
更
許
可
申

請
手
数
料

特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
収
集
運
搬
業

事
業
範
囲
変
更
許

可
申
請
手
数
料

特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
処
分
業
許
可

更
新
申
請
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

七
三
、
〇
〇
〇

七
三
、
〇
〇
〇

一
一
〇
、
〇
〇
〇

一
三
〇
、
〇
〇
〇

一
二
〇
、
〇
〇
〇

一
四
〇
、
〇
〇
〇

九
五
、
〇
〇
〇

七
二
、
〇
〇
〇

九
五
、
〇
〇
〇
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七

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則(

平
成
十
八
年
環
境
省
令

第
一
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

省

六

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

五

法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査

四

法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

動
物
取
扱
責
任
者
研
修

三

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
動

物
取
扱
業
の
登
録
の
変
更
の
届
出
に
対

す
る
審
査

二

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
動

物
取
扱
業
の
登
録
の
更
新
の
申
請
に
対

す
る
審
査

一

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法

律(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
動
物
取
扱

業
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

二
十
五

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
廃
棄
物
再
生
事
業
者
の
登
録
の

申
請
に
対
す
る
審
査

す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
者
の

合
併
又
は
分
割
に
よ
る
承
継
の
認
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査

動
物
取
扱
業
登
録

証
再
交
付
手
数
料

特
定
動
物
飼
養
等

変
更
許
可
申
請
手

数
料

特
定
動
物
飼
養
等

許
可
申
請
手
数
料

動
物
取
扱
責
任
者

研
修
手
数
料

動
物
取
扱
業
登
録

変
更
手
数
料

動
物
取
扱
業
登
録

更
新
申
請
手
数
料

動
物
取
扱
業
登
録

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

廃
棄
物
再
生
事
業

者
登
録
申
請
手
数

料 等
認
可
申
請
手
数

料

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
、
〇
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
継
続
し

て
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
一
二
、

〇
〇
〇
円

六
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

九
、
〇
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

額(

円)

四
〇
、
〇
〇
〇

一

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法

律
第
百
二
十
三

号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て

事
務
の
内
容

五

法
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確

認
規
程
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す

る
審
査

四

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確

認
規
程
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

三

法
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
に
規
定
す
る
食
鳥
検
査

二

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
鳥

処
理
場
の
構
造
又
は
設
備
の
変
更
の
許

可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

一

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥

検
査
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
年
法
律

第
七
十
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
に
規
定
す
る

食
鳥
処
理
の
事
業
の
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

事
務
の
内
容

八

省
令
第
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る

特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
に
係
る
許

可
証
の
再
交
付

令｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
六
項
に
規

定
す
る
動
物
取
扱
業
に
係
る
登
録
証
の

再
交
付

介
護
支
援

専
門
員
実

務
研
修
受

講
試
験
手

数
料

手
数
料
の

名
称

区
分

確
認
規
程
変
更
認

定
申
請
手
数
料

確
認
規
程
認
定
申

請
手
数
料

食
鳥
検
査
手
数
料

食
鳥
処
理
場
変
更

許
可
申
請
手
数
料

食
鳥
処
理
事
業
許

可
申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

特
定
動
物
飼
養
等

許
可
証
再
交
付
手

数
料

一
人
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
羽
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

七
、
〇
〇
〇

額(

円) 二
、
三
〇
〇

五
、
五
〇
〇 三

一
〇
、
〇
〇
〇

一
九
、
〇
〇
〇

額(

円) 一
、
〇
〇
〇

三
十
四

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

三
十
五

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

三
十
六

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年３月30日 ( )84



六

法
第
六
十
九

条
の
八
第
一
項

に
規
定
す
る
介

護
支
援
専
門
員

証
の
有
効
期
間

の
更
新
の
申
請

に
対
す
る
審
査

五

法
第
六
十
九

条
の
七
第
五
項

に
規
定
す
る
登

録
の
移
転
に
伴

う
介
護
支
援
専

門
員
証
の
交
付

の
申
請
に
対
す

る
審
査

四

法
第
六
十
九

条
の
七
第
二
項

に
規
定
す
る
研

修
三

法
第
六
十
九

条
の
七
第
一
項

に
規
定
す
る
介

護
支
援
専
門
員

証
の
交
付
の
申

請
に
対
す
る
審

査
二

法
第
六
十
九

条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
介

護
支
援
専
門
員

実
務
研
修

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
十
九
条
の

二
第
一
項
に
規

定
す
る
介
護
支

援
専
門
員
実
務

研
修
受
講
試
験

介
護
支
援

専
門
員
証

有
効
期
間

更
新
申
請

手
数
料

介
護
支
援

専
門
員
証

登
録
移
転

交
付
申
請

手
数
料

介
護
支
援

専
門
員
再

研
修
手
数

料 介
護
支
援

専
門
員
証

交
付
申
請

手
数
料

介
護
支
援

専
門
員
実

務
研
修
手

数
料

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

二
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

十

法
第
九
十
四

条
第
一
項
に
規

定
す
る
介
護
老

人
保
健
施
設
の

開
設
の
許
可

九

介
護
支
援
専

門
員
証
の
再
交

付
八

介
護
支
援
専

門
員
証
の
書
換

え
交
付

七

法
第
六
十
九

条
の
八
第
二
項

に
規
定
す
る
介

護
支
援
専
門
員

に
係
る
更
新
研

修

介
護
老
人

保
健
施
設

開
設
許
可

手
数
料

介
護
支
援

専
門
員
証

再
交
付
手

数
料

介
護
支
援

専
門
員
証

書
換
え
交

付
手
数
料

介
護
支
援

専
門
員
更

新
研
修
手

数
料

２

介
護

支
援
専

門
員
証

の
有
効

期
間
中

に
介
護

支
援
専

門
員
の

業
務
に

従
事
し

て
い
る

か
又
は

従
事
し

て
い
た

経
験
を

有
す
る

者
に
対

す
る
更

新
研
修

１

介
護
支
援
専
門
員
証
の

有
効
期
間
中
に
介
護
支
援

専
門
員
と
し
て
実
務
に
従

事
し
た
経
験
を
有
し
な
い

者
に
対
す
る
更
新
研
修

ロ

二
回
目
以
降

の
更
新
に
係
る

も
の

イ

初
回
の
更
新

に
係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

六
三
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

二
六
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
更
新
研

修
の
課
程
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て

知
事
が
指
定
す
る

研
修
の
課
程
を
修

了
し
た
者
に
あ
っ

て
は
、
一
二
、
〇

〇
〇
円

一
二
、
〇
〇
〇
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二

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第

一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
の
登
録
の
更
新

の
申
請
に
対
す
る
審
査

一

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収

及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律(

平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
フ

ロ
ン
類
回
収
業
の
登
録
の
申
請
に
対
す

る
審
査

事
務
の
内
容

十
三

法
第
百
十

五
条
の
二
十
九

第
三
項
に
規
定

す
る
介
護
サ
ー

ビ
ス
情
報
の
公

表
十
二

法
第
百
十

五
条
の
二
十
九

第
二
項
に
規
定

す
る
介
護
サ
ー

ビ
ス
情
報
の
調

査
十
一

法
第
九
十

四
条
第
二
項
に

規
定
す
る
介
護

老
人
保
健
施
設

の
変
更
の
許
可

(

構
造
設
備
の

変
更
を
伴
う
も

の
に
限
る
。)

介
護
サ
ー

ビ
ス
情
報

公
表
手
数

料 介
護
サ
ー

ビ
ス
情
報

調
査
手
数

料 介
護
老
人

保
健
施
設

変
更
許
可

手
数
料

第
一
種
フ
ロ
ン
類

回
収
業
登
録
更
新

申
請
手
数
料

第
一
種
フ
ロ
ン
類

回
収
業
登
録
申
請

手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
〇
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

額(

円) 八
、
〇
〇
〇

二
〇
、
五
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇

九

法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
破

砕
業
の
事
業
範
囲
の
変
更
に
係
る
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

八

法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

破
砕
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す

る
審
査

七

法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

破
砕
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

六

法
第
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
解

体
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る

審
査

五

法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
解

体
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

四

法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
の
更
新
の

申
請
に
対
す
る
審
査

三

法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
の
申
請
に

対
す
る
審
査

二

法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

引
取
業
者
の
登
録
の
更
新
の
申
請
に
対

す
る
審
査

一

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関

す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十

七
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
引
取
業
者
の
登
録
の
申
請
に
対

す
る
審
査

事
務
の
内
容

破
砕
業
事
業
範
囲

変
更
許
可
申
請
手

数
料

破
砕
業
許
可
更
新

申
請
手
数
料

破
砕
業
許
可
申
請

手
数
料

解
体
業
許
可
更
新

申
請
手
数
料

解
体
業
許
可
申
請

手
数
料

フ
ロ
ン
類
回
収
業

者
登
録
更
新
申
請

手
数
料

フ
ロ
ン
類
回
収
業

者
登
録
申
請
手
数

料 引
取
業
者
登
録
更

新
申
請
手
数
料

引
取
業
者
登
録
申

請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

七
五
、
〇
〇
〇

七
七
、
〇
〇
〇

八
四
、
〇
〇
〇

七
〇
、
〇
〇
〇

七
八
、
〇
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

額(

円)

三
十
七

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
関
す
る
事
務

三
十
八

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

三
十
九

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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十

法
第
六
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る

狩
猟
者
記
章
の
再
交
付

九

法
第
六
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る

狩
猟
者
登
録
証
の
再
交
付

八

法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

狩
猟
者
登
録
の
変
更
登
録

七

法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

狩
猟
者
登
録

六

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

狩
猟
免
許
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審

査
五

法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

狩
猟
免
状
の
再
交
付

四

法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
狩
猟
免

許
の
申
請
に
対
す
る
審
査

三

法
第
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
鳥

獣
の
飼
養
の
登
録
に
係
る
登
録
票
の
再

交
付

二

法
第
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
鳥

獣
の
飼
養
の
登
録
の
更
新

一

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八

十
八
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
鳥
獣
の
飼
養
の
登
録

事
務
の
内
容

狩
猟
者
記
章
再
交

付
手
数
料

狩
猟
者
登
録
証
再

交
付
手
数
料

狩
猟
者
登
録
変
更

登
録
手
数
料

狩
猟
者
登
録
手
数

料 狩
猟
免
許
更
新
申

請
手
数
料

狩
猟
免
状
再
交
付

手
数
料

狩
猟
免
許
申
請
手

数
料

鳥
獣
飼
養
登
録
票

再
交
付
手
数
料

鳥
獣
飼
養
登
録
更

新
手
数
料

鳥
獣
飼
養
登
録
手

数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
、
〇
〇
〇

一
、
一
〇
〇

一
、
八
〇
〇

一
、
八
〇
〇

二
、
八
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

五
、
二
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
四

十
九
条
各
号
に
掲

げ
る
者
が
申
請
す

る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
三
、
九
〇
〇

円

三
、
四
〇
〇

三
、
四
〇
〇

三
、
四
〇
〇

額(

円)

二

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
食
品
販
売

業
の
営
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査(

三
の
項
又
は
四
の
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

一

岐
阜
県
食
品
衛
生
条
例(

昭
和
五
十

六
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
四
条
に
規
定
す
る
食
品
製
造
業
の
営

業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

五

施
行
令
第
五
条
に
規
定
す
る
受
胎
調

節
実
地
指
導
員
の
標
識
の
再
交
付

四

施
行
令
第
五
条
に
規
定
す
る
受
胎
調

節
実
地
指
導
員
の
指
定
証
の
再
交
付

三

施
行
令
第
三
条
に
規
定
す
る
受
胎
調

節
実
地
指
導
員
の
指
定
証
の
訂
正

二

施
行
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
の
標
識
の
交

付
一

母
体
保
護
法
施
行
令(

昭
和
二
十
四

年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て

｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
受
胎
調
節
実
地

指
導
員
の
指
定
証
の
交
付

事
務
の
内
容

食
品
販
売
業
営
業

許
可
申
請
手
数
料

食
品
製
造
業
営
業

許
可
申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

受
胎
調
節
実
地
指

導
員
標
識
再
交
付

手
数
料

受
胎
調
節
実
地
指

導
員
指
定
証
再
交

付
手
数
料

受
胎
調
節
実
地
指

導
員
指
定
証
訂
正

手
数
料

受
胎
調
節
実
地
指

導
員
標
識
交
付
手

数
料

受
胎
調
節
実
地
指

導
員
指
定
証
交
付

手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
枚
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
枚
に

つ
き

一
通
に

つ
き

単
位

五
、
六
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
継
続
し

て
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
二
、

八
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
継
続
し

て
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
五
、

〇
〇
〇
円

額(

円) 二
、
五
〇
〇

二
、
八
〇
〇

二
、
四
〇
〇

三
、
一
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

額(

円)
四
十

母
体
保
護
法
施
行
令
の
施
行
に
関
す
る
事
務

四
十
一

岐
阜
県
食
品
衛
生
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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一

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
条
例

第
二
十
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
野
犬
等
の
抑
留
中
の
飼

養
管
理

事
務
の
内
容

二

条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
浄

化
槽
保
守
点
検
業
の
営
業
の
更
新
の
登

録
一

岐
阜
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の

登
録
に
関
す
る
条
例(

昭
和
六
十
年
岐

阜
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
浄
化
槽
保
守
点
検

業
の
営
業
の
登
録

事
務
の
内
容

五

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
食
品
製
造

又
は
食
品
販
売
の
営
業
の
許
可
を
受
け

た
旨
の
証
明
書
の
交
付

四

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
食
品
販
売

業
の
営
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査(

臨
時
に
す
る
営
業
に
係
る
も
の
に

限
る
。)

三

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
食
品
販
売

業
の
営
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査(
季
節
的
に
期
間
を
定
め
て
す
る
営

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

野
犬
等
飼
養
管
理

手
数
料

手
数
料
の
名
称

浄
化
槽
保
守
点
検

業
営
業
更
新
登
録

手
数
料

浄
化
槽
保
守
点
検

業
営
業
登
録
手
数

料 手
数
料
の
名
称

食
品
製
造
等
営
業

許
可
証
明
書
交
付

手
数
料

食
品
販
売
業
臨
時

営
業
許
可
申
請
手

数
料

食
品
販
売
業
季
節

営
業
許
可
申
請
手

数
料

一
頭
一

日
に
つ

き 単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

六
七
〇

額(

円)

二
八
、
〇
〇
〇

三
二
、
〇
〇
〇

額(

円)

五
〇
〇

七
〇
〇

一
、
四
〇
〇

二

死
亡(

死
産)
診
断
書
、
普
通
診
療

費
明
細
書
又
は
死
体
検
案
書
の
交
付

一

生
命
保
険
診
断
書
、
自
動
車
損
害
賠

償
保
険
診
断
書
、
恩
給
診
断
書
、
年
金

診
断
書
若
し
く
は
訴
訟
関
係
診
断
書
又

は
こ
れ
ら
に
関
す
る
診
療
費
明
細
書
の

交
付

事
務
の
内
容

二

条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
事
業
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

一

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る

条
例(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四

十
七
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

条

例｣

と
い
う
。)

第
十
条
に
規
定
す
る

特
定
事
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査
事
務
の
内
容

二

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
野
犬
等
の
返
還

県
立
病
院
死
亡
診

断
書
等
交
付
手
数

県
立
病
院
生
命
保

険
診
断
書
等
交
付

手
数
料

手
数
料
の
名
称

埋
立
て
等
特
定
事

業
変
更
許
可
申
請

手
数
料

埋
立
て
等
特
定
事

業
許
可
申
請
手
数

料 手
数
料
の
名
称

野
犬
等
返
還
手
数

料

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
頭
に

つ
き

二
、
三
一
〇

生
命
保
険
診
断
書
、

自
動
車
損
害
賠
償

保
険
診
断
書
又
は

こ
れ
ら
に
関
す
る

診
療
費
明
細
書
に

係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
三
、
七
五
〇

円
、
恩
給
診
断
書
、

年
金
診
断
書
、
訴

訟
関
係
診
断
書
又

は
こ
れ
ら
に
関
す

る
診
療
費
明
細
書

に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
三
、
四
〇
〇

円 額(

円)

二
九
、
〇
〇
〇

四
九
、
〇
〇
〇

額(

円) 三
、
二
六
〇

四
十
二

岐
阜
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

四
十
三

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

四
十
四

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

四
十
五

県
立
病
院
に
お
い
て
行
う
文
書
の
交
付
に
関
す
る
事
務
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三

血
液
学

的
検
査

(

実
施)

二

尿
・
ふ

ん
便
等
検

査(

判
断)

一

尿
・
ふ

ん
便
等
検

査(

実
施)

事
務
の
内
容

四

再
発
行
診
察
券
の
交
付

三

普
通
診
断
書
又
は
証
明
書
の
交
付

血
液
学

的
検
査

実
施
手

数
料

尿
・
ふ

ん
便
等

検
査
判

断
手
数

料 尿
・
ふ

ん
便
等

検
査
実

施
手
数

料 手
数
料

の
名
称

３

血
球
計
算
に
係
る
も
の(

妊
婦
に
係
る

も
の
を
除
く
。
４
及
び
５
に
お
い
て
同
じ
。)

２

赤
血
球
沈
降
速
度
測
定
に
係
る
も
の

１

血
液
比
重
に
係
る
も
の

２

ふ
ん
便

検
査

に
係

る
も

の
１

尿
検
査

に
係

る
も

の
区
分

ハ

虫
卵
検
査(

集
卵
法)

ロ

塗
抹
顕
微
鏡
検
査

イ

潜
血
反
応
検
査

ロ

尿
沈
さ
顕
微
鏡
検
査

イ

尿
中
一
般
物
質
定
性
半
定
量

検
査(
妊
婦
に
係
る
も
の
を
除

く
。)

県
立
病
院
再
発
行

診
察
券
交
付
手
数

料 県
立
病
院
普
通
診

断
書
等
交
付
手
数

料 料

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き一

検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
人
一

月
に
つ

き 一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

単
位

二
五
〇

一
、
五
八
〇

一
八
〇

七
〇

八
〇

二
八
〇

一
三
〇

一
七
〇

七
〇

二
一
〇

二
一
〇

額(

円)

五

生
化
学

的
検
査

(

実
施)

四

血
液
学

的
検
査

(

判
断)

生
化
学

的
検
査

実
施
手

数
料

血
液
学

的
検
査

判
断
手

数
料

８

Ａ
Ｌ
Ｐ
に
係
る
も
の

７

γ
―
Ｇ
Ｔ
Ｐ
に
係
る
も
の

６

Ｇ
Ｐ
Ｔ
に
係
る
も
の

５

Ｇ
Ｏ
Ｔ
に
係
る
も
の

４

中
性
脂
肪
に
係
る
も
の

３

総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
に
係
る
も
の

２

血
糖
に
係
る
も
の

１

総
た
ん
ぱ
く
に
係
る
も
の

７

末
し
ょ
う
血
液
一
般
検
査
に
係
る
も
の

６

血
液
像

検
査

に
係

る
も

の
５

ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ
ト
値
に
係
る
も
の

４

血
色
素
検
査
に
係
る
も
の

ロ

特
殊
染
色
を
併
せ
て
行
う
場

合
イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場

合

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
人
一

月
に
つ

き 一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

八
〇

八
〇

一
四
〇

一
四
〇

八
〇

一
四
〇

八
〇

八
〇

一
、
〇
五
〇

一
八
〇

三
八
〇

一
五
〇

一
八
〇

一
八
〇

四
十
六

保
健
所
及
び
保
健
環
境
研
究
所
に
お
い
て
行
う
衛
生
試
験
等
に
関
す
る
事
務
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七

免
疫
学

的
検
査

(

実
施)

六

生
化
学

的
検
査

(
判
断)

免
疫
学

的
検
査

実
施
手

数
料

生
化
学

的
検
査

判
断
手

数
料

３

梅
毒
血

清
反

応
検

査(ト
レ

ポ
ネ

ー
マ

抗
原

使
用

検
査

２

梅
毒
血

清
反

応
検

査(脂
質

抗
原

使
用

検
査

)

梅
毒
沈

降
反

応
に

係
る

も
の

１

免
疫
血

液
学

的
検

査
に

係
る

も
の

ロ

Ｆ
Ｔ
Ａ
―
Ａ
Ｂ
Ｓ
試
験

イ

Ｔ
Ｐ
Ｈ

Ａ
試
験

ロ

定
性

イ

定
量

ロ

Ｒ
ｈ
血
液
型

イ

Ａ
Ｂ
Ｏ
血
液
型

定
性

定
量

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
人
一

月
に
つ

き

一
、
二
六
〇

二
六
〇

四
六
〇

一
三
〇

二
八
〇

一
七
〇

一
七
〇

一
、
二
一
〇

九

微
生
物

学
的
検
査

(

実
施)

八

免
疫
学

的
検
査

(

判
断)

微
生
物

学
的
検

査
実
施

手
数
料

免
疫
学

的
検
査

判
断
手

数
料

１

排
泄
物
、

し
ん

出
物

又
は

分
泌

物
の

５

肝
炎
ウ

イ
ル

ス
関

連
検

査
に

係
る

も
の

４

感
染
症

血
清

反
応

検
査

に
係

る
も

の

)

に
係
る

も
の

ロ

蛍
光
顕
微
鏡
、
暗
視
野
装
置

等
を
使
用
し
な
い
も
の

イ

蛍
光
顕
微
鏡
、
暗
視
野
装
置

等
を
使
用
す
る
も
の

ロ

Ｈ
Ｃ
Ｖ
抗
体
価

イ

Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
原

ホ

つ
つ
が
虫
抗
体
価

ニ

ウ
イ
ル
ス
抗
体
価

ハ

Ｈ
Ｉ
Ｖ
―
２
抗
体
価
精
密
測

定
ロ

Ｈ
Ｉ
Ｖ
―
１
抗
体
価
精
密
測

定
イ

Ｈ
Ｉ
Ｖ
―
１
・
２
抗
体
価

(

保
健
所
長
が
必
要
で
あ
る
と

認
め
て
行
う
も
の
を
除
く
。
ロ

及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。)

一
検
査

項
目
に

つ
き

一
検
査

項
目
に

つ
き

一
人
一

月
に
つ

き 一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
株
に

つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

二
一
〇

二
六
〇

一
、
二
一
〇

一
、
〇
〇
〇

二
四
〇

一
、
八
五
〇

六
七
〇

三
、
一
九
〇

二
、
三
五
〇

一
、
〇
九
〇
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３

細
菌
薬

剤
感

受
性

検
査

に
係

る
も

２

細
菌
培

養
同

定
検

査
に

係
る

も
の

細
菌

顕
微

鏡
検

査
に

係
る

も
の

ハ

三
菌
種
以
上

ロ

二
菌
種

イ

一
菌
種

ヘ

簡
易
培
養
検
査

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
部

位
以
外
の
部
位
か
ら
の
検
体

ニ

血
液
又
は
せ
ん
刺
液

ハ

泌
尿
器
又
は
生
殖
器
か
ら
の

検
体

ロ

消
化
管
か
ら
の
検
体

イ

口
く
う
、
気
道
又
は
呼
吸
器

か
ら
の
検
体

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
、
八
五
〇

一
、
四
三
〇

一
、
〇
九
〇

四
六
〇
円
。
た

だ
し
、
集
団
給

食
従
事
者
、
水

道
関
係
者
及
び

食
品
営
業
施
設

従
事
者
並
び
に

一
般
依
頼
で
あ
っ

て
十
人
以
上
の

集
団
で
検
査
を

受
け
る
者
に
係

る
も
の
に
つ
い

て
は
、
二
三
〇

円

九
二
〇

一
、
〇
九
〇

一
、
〇
一
〇

一
、
〇
九
〇

一
、
〇
九
〇

十
一

水
質

試
験

十

微
生
物

学
的
検
査

(

判
断)

水
質
試

験
手
数

料 微
生
物

学
的
検

査
判
断

手
数
料

１

理
化
学

的
試

験
に

係
る

も
の

６

抗
酸
菌

薬
剤

感
受

性
検

査
に

係
る

も
の

５

抗
酸
菌

同
定

検
査

に
係

る
も

の
４

抗
酸
菌
分
離
培
養
検
査
に
係
る
も
の

の

ニ

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
一
号)

第
三
十

一
条
に
規
定
す
る
浄
化
槽
の
放

ハ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
第
八
条
の
三
に
規

定
す
る
し
尿
処
理
施
設
の
放
流

水
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る

試
験

ロ

イ
に
掲
げ
る
水
質
検
査
に
準

ず
る
水
道
原
水
の
水
質
検
査

イ

水
道
法(

昭
和
三
十
二
年
法

律
第
百
七
十
七
号)

第
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
水
質
検
査

ロ

四
薬
剤
以
上

イ

三
薬
剤
以
下

ロ

ナ
イ
ア
シ
ン
テ
ス
ト
以
外
の

も
の

イ

ナ
イ
ア
シ
ン
テ
ス
ト

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
人
一

月
に
つ

き 一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

六
、
九
三
〇

八
、
九
三
〇

一
七
三
、三
〇
〇

一
八
五
、九
〇
〇

一
、
二
六
〇

一
、
九
三
〇

一
、
六
八
〇

二
、
三
五
〇

七
六
〇

一
、
一
八
〇
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２

細
菌
学

的
検

査
に

係
る

も
の

ロ

水
道
原
水
の
水
質
検
査(

一

イ

水
道
法
第
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
水
質
検
査
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
水
質
検
査(

一
般
細

菌
数
及
び
大
腸
菌
又
は
大
腸
菌

群)

ヘ

特
定
の

成
分

を
指

定
す

る
場

合
の

試
験

ホ

温
泉
法

第
十

八
条

第
二

項
に

規
定

す
る

温
泉

の
成

分
の

試
験

流
水
の
Ｂ
Ｏ
Ｄ
に
関
す
る
試
験

極
め
て
特
殊
な
手
技
を
要

す
る
定
量
試
験
項
目

特
殊
な
手
技
を
要
す
る
定

量
試
験
項
目

複
雑
な
定
量
試
験
項
目

や
や
複
雑
な
定
量
試
験
項

目 簡
易
な
定
量
試
験
項
目

簡
易
な
定
性
試
験
項
目

特
定
の

成
分
を

指
定
す

る
場
合

の
試
験

ラ
ド
ン
測
定

飲
用
分
析

鉱
泉
分
析

小
分
析

複
雑
な
試
験

や
や
複
雑
な
試

験

一
検
体

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

四
、
九
四
〇
円
。

三
、
〇
五
〇

一
三
、
七
〇
〇

一
〇
、
二
〇
〇

五
、
八
八
〇

二
、
三
一
〇

一
、
〇
五
〇

五
一
〇

五
、
六
七
〇

三
、
五
七
〇

四
、
九
四
〇

三
九
、
九
〇
〇

六
二
、
〇
〇
〇

一
七
、
九
〇
〇

十
二

食
品
、

添
加
物
、

器
具
、
容

器
包
装
等

に
係
る
衛

生
試
験

食
品
等

衛
生
試

験
手
数

料

１

理
化
学

的
試

験
に

係
る

も
の

イ

食
品
の

試
験

ニ

岐
阜
県
公
衆
浴
場
又
は
旅
館

業
に
供
す
る
施
設
に
お
け
る
浴

槽
水
等
の
使
用
水
に
関
す
る
基

準(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
告
示

第
百
二
十
四
号)

第
二
に
規
定

す
る
浴
槽
水
の
基
準
に
関
す
る

試
験(

大
腸
菌
群
数)

ハ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
第
八
条
の
三
に
規

定
す
る
し
尿
処
理
施
設
の
放
流

水
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る

試
験(

大
腸
菌
群
数)

般
細
菌
数
及
び
Ｍ
Ｐ
Ｎ
法
に
よ

る
大
腸
菌
群
数)

食
品
衛

生
法
に

基
づ
く

成
分
規

格
適
否

試
験
又

は
こ
れ

に
準
ず

る
試
験

極
め

て
特

殊
な

手
技

を
要

す
る

試
験

特
殊
な
手
技
を

要
す
る
試
験

複
雑
な
試
験

簡
易
な
試
験

液
体
ク
ロ

ガ
ス
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ

フ
の
機
器

を
使
用
す

る
試
験

Ｐ
Ｃ
Ｂ

一
試
験

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

に
つ
き

三
一
、
五
〇
〇

三
二
、
六
〇
〇

四
四
、
一
〇
〇

一
四
、
七
〇
〇

八
、
〇
九
〇

一
、
六
八
〇

二
、
六
三
〇

二
、
五
二
〇

た
だ
し
、
特
定

酵
素
基
質
培
地

法
に
よ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

一
〇
、
二
九
〇

円
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そ
の
他

の
試
験

食
品
衛

生
法
に

基
づ
く

添
加
物

の
使
用

基
準
適

否
試
験

又
は
こ

れ
に
準

ず
る
試

験

定
量

定
性

定
量

定
性

簡
易
な
試

複
雑
な
試

験 簡
易
な
試

験 特
殊
な
手

技
を
要
す

る
試
験

複
雑
な
試

験 簡
易
な
試

験 複
雑
な
試

験 簡
易
な
試

験 ガ
ス
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ

フ
質
量
分

析
計
を
使

用
す
る
確

認
試
験

そ
の
他
の

機
器
を
使

用
す
る
試

験 マ
ト
グ
ラ

フ
の
機
器

を
使
用
す

る
試
験

一
試
験

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

項
目
に

つ
き

五
、
五
七
〇

六
、
〇
九
〇

三
、
六
八
〇

一
五
、
八
〇
〇

一
〇
、
一
〇
〇

四
、
八
三
〇

八
、
三
〇
〇

三
、
六
八
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
二
、
一
〇
〇

２

細
菌
学

的
試

験
に

係
る

も
の

(

食
品
衛

生
法

に
基

づ
く

成
分

規
格

ホ

病
原
微
生
物

ニ

乳
酸
菌
数
又
は
酵
母
数

ハ

大
腸
菌
群
又
はE.coli

(

Ｍ
Ｐ

Ｎ
法
に
よ
る
。)

ロ

大
腸
菌
群
又
はE.coli

(

ハ
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

イ

一
般
細
菌
数(

生
菌
数)

ハ

器
具
、
容

器
包
装
、
お

も
ち
ゃ
等
の

試
験
、
食
品

衛
生
法
に
基

づ
く
規
格
適

否
試
験
又
は

こ
れ
に
準
ず

る
試
験

ロ

食
品
添
加
物
の
試
験

(

食
品

衛
生
法
に
基
づ
く
成
分
規
格
適

否
試
験)

材
質
試
験

溶
出

試
験

特
殊
な
手

技
を
要
す

る
試
験

複
雑
な
試

験 簡
易
な
試

験 特
殊
な
手

技
を
要
す

る
試
験

複
雑
な
試

験 験

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

項
目
に

つ
き

六
、
四
一
〇

三
、
八
九
〇

五
、
〇
四
〇

四
、
一
〇
〇

三
、
六
八
〇

九
、
三
五
〇

六
、
二
〇
〇

三
、
一
五
〇

一
、
五
八
〇

一
、
三
七
〇

三
三
、
六
〇
〇

七
、
五
六
〇
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十
三

医
薬

品
、
化
粧

品
、
医
療

器
具
等
の

衛
生
試
験

医
薬
品

等
衛
生

試
験
手

数
料

１

理
化
学

的
試

験
に

係
る

も
の

４

お
し
ぼ
り
の
試
験
に
係
る
も
の

３

食
品
の

栄
養

分
析

に
係

る
も

の 適
否

試
験

若
し

く
は

こ
れ

に
準

ず
る

試
験

又
は

そ
の

他
の

試
験

ロ

特
殊
な

手
技

を
要

す
る

イ

日
本
薬

局
方

に
よ

る
適

否
試

験
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
試

験
ハ

特
殊
成
分
分
析

ロ

項
目
を
指
定
す
る
場
合
の
分

析
イ

一
般
栄
養
分
析

ヘ

嫌
気
性
菌

定
量

定
性

定
量

定
性

一
試
験

項
目
に

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
試
験

項
目
に

つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
五
、
八
〇
〇

七
、
四
六
〇

四
、
五
二
〇

二
、
四
二
〇

八
、
七
二
〇

一
二
、
六
〇
〇

七
、
五
六
〇

一
四
、
七
〇
〇

七
、
四
六
〇

十
四

家
庭

用
品
衛
生

試
験

家
庭
用

品
衛
生

試
験
手

数
料

１

有
害
物

質
を

含
有

す
る

家
庭

用
品

の
規

制
に

関
す

る
法

律(昭
和

四
十

八
年

法
律

第
百

十
二

号)第
四

条
第

一
項

に
規

定
す

る
基

準
に

関
す

る
試

験
に

係
る

も
の

２

細
菌
学

的
試

験
に

係
る

も
の

ル

ビ
ス

(

二
・
三
―
ジ
ブ
ロ
ム

プ
ロ
ピ
ル)

ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
化

ヌ

ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
化
合
物

リ

ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
化
合
物

チ

ト
リ
ス

(

二
・
三
―
ジ
ブ
ロ

ム
プ
ロ
ピ
ル)

ホ
ス
フ
ェ
イ
ト

ト

ト
リ
ス

(

一
―
ア
ジ
リ
ジ
ニ

ル)

ホ
ス
フ
ィ
ン
オ
キ
シ
ド

ヘ

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ホ

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ニ

水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
又
は
水
酸

化
ナ
ト
リ
ウ
ム

ハ

四
・
六
―
ジ
ク
ロ
ル
―
七
―

(

二
・
四
・
五
―
ト
リ
ク
ロ
ル
フ
ェ

ノ
キ
シ)

―
二
―
ト
リ
フ
ル
オ

ル
メ
チ
ル
ベ
ン
ズ
イ
ミ
ダ
ゾ
ー

ル
ロ

塩
化
ビ
ニ
ル

イ

塩
化
水
素
又
は
硫
酸

ロ

日
本
薬
局
方
に
よ
る
無
菌
試

験
イ

内
用
液
剤
の
菌
数
限
度
試
験

試
験

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

つ
き

四
九
、
四
〇
〇

三
五
、
七
〇
〇

三
四
、
七
〇
〇

三
七
、
八
〇
〇

二
九
、
四
〇
〇

一
三
、
七
〇
〇

一
三
、
七
〇
〇

四
、
二
〇
〇

四
一
、
〇
〇
〇

九
、
五
六
〇

三
、
三
六
〇

五
、
八
八
〇

一
二
、
六
〇
〇
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二

証
明
書
の
交
付

一

診
断
書
の
交
付

事
務
の
内
容

十
六

成
績

書
の
交
付

十
五

委
託

調
査
研
究

衛
生
試

験
等
成

績
書
交

付
手
数

料 委
託
調

査
研
究

手
数
料

２

有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規

制
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
基
準
に
関
す
る
試
験

ヨ

有
機
水
銀
化
合
物

カ

メ
タ
ノ
ー
ル

ワ

ホ
ル
ム

ア
ル

デ
ヒ

ド
ヲ

デ
ィ
ル
ド
リ
ン

合
物

接
着
剤

繊
維
製
品

精
神
保
健
福
祉
セ

精
神
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
診
断
書
交

付
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
通
に

一
通
に

つ
き

単
位 一

通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

一
検
体

に
つ
き

七
八
〇

九
〇
〇

額(

円)

五
八
〇

当
該
調
査
研
究

に
要
す
る
経
費

に
相
当
す
る
額

四
、
九
四
〇

一
一
、
六
〇
〇

一
一
、
五
五
〇

七
、
五
六
〇

五
、
九
九
〇

三
四
、
七
〇
〇

二

介
護
保
険
法(

以
下
こ
の
項

に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
す
る
事
務

一

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す

る
事
務

事
務
の
種
類

四

再
発
行
診
察
券
の
交
付

三

証
明
書
の
交
付

二

普
通
診
断
書
の
交
付

一

生
命
保
険
診
断
書
、
身
体
障
害
者
診

断
書
、
死
亡
診
断
書
、
自
動
車
損
害
賠

償
保
険
診
断
書
、
訴
訟
関
係
診
断
書
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
交
付

事
務
の
内
容

２

介
護
支
援
専
門
員
再

研
修
手
数
料

１

介
護
支
援
専
門
員
実

務
研
修
手
数
料

保
育
士
試
験
手
数
料

手
数
料
の
名
称

希
望
が
丘
学
園
再

発
行
診
察
券
交
付

手
数
料

希
望
が
丘
学
園
証

明
書
交
付
手
数
料

希
望
が
丘
学
園
普

通
診
断
書
交
付
手

数
料

希
望
が
丘
学
園
生

命
保
険
診
断
書
等

交
付
手
数
料

手
数
料
の
名
称

ン
タ
ー
証
明
書
交

付
手
数
料

指
定
研
修
実
施
機
関

法
第
六
十
九
条
の
三
十
三
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
研
修

実
施
機
関(

以
下
こ
の
項
に

お
い
て｢

指
定
研
修
実
施
機

関｣

と
い
う
。)

社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成

協
議
会(

昭
和
四
十
四
年
八

月
二
十
日
に
社
団
法
人
全
国

保
母
養
成
協
議
会
と
い
う
名

称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い

う
。)

納
入
機
関
の
名
称

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

単
位

つ
き

五
〇

七
〇
〇

八
二
〇

一
、
三
七
〇

額(

円)

備
考

依
頼
人
の
請
求
に
応
じ
職
員
が
出
張
し
て
検
査
等
を
す
る
場
合
又
は
特
別
な
原
材
料
を
要
す

る
検
査
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
検
査
等
に
要
す
る
職
員
の
旅
費
及
び
検
査
器
具
の
運

搬
費
に
相
当
す
る
額
又
は
実
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

四
十
七

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
行
う
文
書
の
交
付
に
関
す
る
事
務

四
十
八

希
望
が
丘
学
園
に
お
い
て
行
う
文
書
の
交
付
に
関
す
る
事
務

別
表
第
二(

第
二
条
関
係)
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５

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報

公
表
手
数
料

４

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報

調
査
手
数
料

３

介
護
支
援
専
門
員
更

新
研
修
手
数
料

法
第
百
十
五
条
の
三
十
六
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
情
報

公
表
セ
ン
タ
ー

法
第
百
十
五
条
の
三
十
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
調
査
機

関 指
定
研
修
実
施
機
関

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
号

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例

目
次第

一
章

総
則(

第
一
条
―
第
六
条)

第
二
章

事
業
計
画
書(

第
七
条
―
第
十
条)

第
三
章

事
業
計
画
の
周
知(

第
十
一
条
―
第
十
八
条)

第
四
章

事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合
の
特
例(

第
十
九
条
―
第

二
十
二
条)

第
五
章

合
意
の
形
成(

第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条)

第
六
章

手
続
の
終
結(

第
二
十
六
条
―
第
二
十
九
条)

第
七
章

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
意
見
調
整
委
員
会(

第
三
十
条
―
第
三
十
五
条)

第
八
章

雑
則(

第
三
十
六
条
―
第
四
十
二
条)

附
則

第
一
章

総
則

(

目
的)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
係
る
事
業
計
画
の
周
知
の
手
続
、
こ

れ
に
対
す
る
関
係
住
民
等
の
意
見
を
求
め
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
係
る
手
続
の
適
正
化
と
透
明
性
の
確
保
を
図
り
、
も
っ

て
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
係
る
合
意
の
形
成
及
び
生
活
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

法

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

を
い

う
。

二

令

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号)

を

い
う
。

三

省
令

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三

十
五
号)

を
い
う
。

四

適
正
処
理
条
例

岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
条
例

第
十
号)

を
い
う
。

五

産
業
廃
棄
物

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。

六

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
い
う
。

七

小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

適
正
処
理
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
規
模
産

業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
っ
て
、
そ
の
設
置
又
は
使
用
に
関
し
同
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
要
す
る
も
の
を
い
う
。

八

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等

前
二
号
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。

九

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等

次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

イ

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
で
あ
っ
て
、
当
該
設
置
に
関
し
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
手
続
を
要
す
る
も
の

ロ

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
に
関
し
第
五
条
第
一
項
第
三
号

に
規
定
す
る
手
続
を
要
す
る
も
の

ハ

小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
で
あ
っ
て
、
当
該
設
置
に
関
し
第
五
条
第
一
項
第
四

号
に
規
定
す
る
手
続
を
要
す
る
も
の

ニ

小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
に
関
し
第
五
条
第
一
項

第
四
号
に
規
定
す
る
手
続
を
要
す
る
も
の

ホ

自
ら
排
出
す
る
産
業
廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め
に
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
て
い
る
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者
が
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
業
の
用
に
供
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、

当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
の
業
の
実
施
に
関
し
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
手
続
を
要

す
る
も
の

十

生
活
環
境
影
響
調
査

法
第
十
五
条
第
三
項(

法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査

を
い
う
。

十
一

事
業
者

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
を
行
お
う
と
す
る
者
を
い
う
。

十
二

環
境
影
響
評
価
実
施
事
業
者

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等(

令
第
七
条
第
三
号
、

第
五
号
、
第
八
号
又
は
第
十
一
号
の
二
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

で
あ
っ
て
、
環
境
影
響
評
価
法(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

第
二
条

第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
又
は
岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十

号)

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
事
業(
同
号
に
規
定
す
る
第
二
種
対
象
事
業
を
除
く
。)

に
該
当
す
る
も
の
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。

十
三

周
知
地
域

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
係
る
事
業
計
画
の
周
知
を
行
う
地
域
を

い
う
。

十
四

関
係
住
民

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
を
行
お
う
と
す
る
土
地
か
ら
十
メ
ー
ト
ル

以
内
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
又
は
賃
借
権
そ
の
他
の
当
該
土
地
を
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
者
、

周
知
地
域
内
に
居
住
す
る
者
そ
の
他
生
活
環
境
の
保
全
上
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
し
て
規
則
で

定
め
る
者
を
い
う
。

十
五

関
係
市
町
村

周
知
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村
を
い
う
。

十
六

関
係
市
町
村
長

関
係
市
町
村
の
長
を
い
う
。

十
七

合
意
の
形
成

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
伴
っ
て
生
ず
る
周
辺
地
域
の
生
活
環

境
の
保
全
に
関
す
る
紛
争
を
予
防
す
る
た
め
の
事
業
者
と
関
係
住
民
と
の
相
互
理
解
を
い
う
。

(

県
の
責
務)

第
三
条

県
は
、
関
係
市
町
村
と
協
力
し
、
生
活
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等

の
設
置
等
が
行
わ
れ
る
よ
う
事
業
者
の
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
合
意
の
形
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

(

事
業
者
及
び
関
係
住
民
の
責
務)

第
四
条

事
業
者
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
当
た
っ
て
は
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境

に
及
ぼ
す
影
響
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
関
係
住
民
に
対
し
、
事
業
計
画
に
つ
い
て
正
確
か
つ

誠
実
に
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
の
過
程
に
お
い
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
の

た
め
適
正
な
配
慮
を
行
う
旨
の
見
解
を
示
し
た
と
き
は
、
誠
実
に
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

事
業
者
及
び
関
係
住
民
は
、
相
互
の
立
場
を
尊
重
し
、
合
意
の
形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

条
例
手
続
の
時
期)

第
五
条

事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
条
例
に
規
定

す
る
手
続
を
実
施
し
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
六
項
若
し
く
は

第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請(

自
ら
排
出
す
る
産
業
廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め
に

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
て
い
る
事
業
者
が
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
使
用
し
て
産

業
廃
棄
物
の
処
分
の
業
を
行
お
う
と
す
る
も
の(

許
可
の
更
新
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
限
る
。)

二

法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請

三

法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請

四

適
正
処
理
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出(

規
則
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。)

２

事
業
者
が
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
前
項

各
号
に
掲
げ
る
手
続
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
事
業
者
が
当
該
通
知
を
受
け
て
い
な
い
も
の
と
み

な
し
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(

許
可
の
制
限
等)

第
六
条

知
事
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
つ
い
て
、
事
業
者
が
第
二
十
九
条
の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受
け
る
前
に
前
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
申

請
が
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号(

法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

の
規
定
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、
当
該
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
つ
い
て
、
事
業
者
が
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
通
知
を
受
け
る
前
に
前
条
第
一
項
第
一
号
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
は
、
法
第
十
四
条
第
十
一
項

(
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

又
は
第
十
四
条
の
四
第
十
一
項

(
法
第
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
許
可
に
係

る
行
為
を
行
う
前
に
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
べ
き
旨
の
条
件
を
当
該
許
可
に
付

す
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

事
業
計
画
書

(

事
業
計
画
書
の
提
出)
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第
七
条

事
業
者
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
の
目
的
又
は
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
を
必
要

と
す
る
理
由

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
の
場
所

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種
類

五

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

六

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処
理
能
力(

産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
及
び
埋
立
容
量)

七

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
位
置
、
構
造
等
の
計
画

八

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画

九

周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置

十

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

２

事
業
者
は
、
事
業
計
画
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
が
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条

の
二
の
五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請
に
関
し
生
活
環
境
影
響
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類(

以

下｢

生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書｣

と
い
う
。)

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
事
業
計
画
書
に
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
計
画
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
が
令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
又
は
第

十
一
号
の
二
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合

生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
に
つ
い
て
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類(

以
下｢
生

活
環
境
影
響
調
査
方
法
書｣

と
い
う
。)

二

事
業
計
画
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
が
令
第
七
条
各
号(

第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号

及
び
第
十
一
号
の
二
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
除
く
。)

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
で
あ
る
場
合

生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書

(

事
業
計
画
書
の
修
正
指
示
等)

第
八
条

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書(

事
業
者
が
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合(

第
二
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影

響
調
査
方
法
書
を
、
前
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
添
付
し
た

場
合
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
含
む
。
第
十
二
条
第
二
項(

第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第

二
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。)

の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
そ
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
令
の
規
定
の
適
用
の
有

無
及
び
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
特
に
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
期
限
を

定
め
て
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
産
業
廃
棄
物
処

理
施
設
等
の
設
置
等
の
場
所
及
び
そ
の
周
辺
の
現
況
が
事
業
計
画
書
の
内
容
と
相
違
な
い
こ
と
を
確

認
す
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
事
業
計
画
書
を
正
確
な
も
の
と
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
計

画
が
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
若
し

く
は
適
正
処
理
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
事
業
計
画
書
の
修
正
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
す
る
事
項
が
な
い
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
し

た
事
項
に
つ
い
て
事
業
者
が
必
要
な
修
正
を
行
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

(

事
業
計
画
の
変
更)

第
九
条

事
業
者
は
、
事
業
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
一
項
中｢

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書(

事
業
者
が
同
条
第
二
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合(

第
二
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
生

活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
、
前
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を

添
付
し
た
場
合
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
含
む
。
第
十
二
条
第
二
項(

第
十
三
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
九
条

第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。)

の
提
出｣

と

あ
る
の
は｢

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出｣

と
、｢

そ
の
写
し｣

と
あ
る
の
は｢

当
該
届
出
に
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係
る
書
類
の
写
し｣

と
、
同
条
第
二
項
中｢

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
の
提
出｣

と

あ
る
の
は｢

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
場
合(

規
則
で
定

め
る
場
合
を
除
く
。)

は
、
事
業
者
が
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
計
画
書
の
提
出
の
手

続
以
降
の
手
続
を
再
度
実
施
す
べ
き
こ
と
を
併
せ
て
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

４

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周

知
計
画
書
の
提
出
の
手
続
以
降
の
手
続
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
中｢

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
の
提
出
を
行
っ
た
と
き｣

と
あ
る
の
は
、｢

第

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
が
あ
っ
た
と
き｣

と
す
る
。

(

事
業
計
画
の
廃
止)

第
十
条

事
業
者
は
、
事
業
計
画
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
関
係
市
町
村
長
に
通
知
す

る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
住
民
に
対
し
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
廃
止
に
係
る
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
広
告
の
手
続
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
を
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

第
三
章

事
業
計
画
の
周
知

(

周
知
計
画
書
の
提
出)

第
十
一
条

事
業
者
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
の
提
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
周
知
計
画
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

周
知
地
域
及
び
関
係
住
民
に
関
す
る
事
項

二

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
に
関
す
る
事
項

三

第
十
五
条
第
一
項
の
縦
覧
に
関
す
る
事
項

四

第
十
六
条
第
一
項
の
説
明
会
に
関
す
る
事
項

五

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

２

周
知
地
域
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
よ
り
生
活
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
地
域
と
し
て
規
則
で
定
め
る
地
域
を
基
準
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

周
知
計
画
書
の
修
正
指
示
等)

第
十
二
条

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
期
限
を
定
め
て

意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
事
業
計
画(

事
業
者
が
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環

境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合(

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査

結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
を
、
第
七
条

第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
添
付
し
た
場
合
及
び
第
二
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調

査
の
結
果
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
周
知
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
周
知
計
画
書

の
修
正
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
す
る
事
項
が
な
い
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
し

た
事
項
に
つ
い
て
事
業
者
が
必
要
な
修
正
を
行
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

(

周
知
計
画
の
変
更)

第
十
三
条

事
業
者
は
、
周
知
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合(

規
則
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。)

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中｢

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知

計
画
書
の
提
出｣

と
あ
る
の
は｢

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出｣

と
、｢

そ
の
写
し｣

と
あ
る

の
は｢

当
該
届
出
に
係
る
書
類
の
写
し｣

と
、
同
条
第
二
項
中｢

事
業
計
画(

事
業
者
が
第
七
条
第

二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合(

第
二

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
を
除
く
。)

に
あ
っ

て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
を
、
第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響

調
査
結
果
書
を
添
付
し
た
場
合
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果

書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
の
結
果
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)｣

と
あ
る
の

は｢

事
業
計
画｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(
広
告)

第
十
四
条

事
業
者
は
、
第
八
条
第
四
項(

事
業
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
四
項)

の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
第
十
二
条

第
三
項(
周
知
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
三
項)

の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
関
係
住
民
に
対
し
次
条
第
一
項
の
縦
覧
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
説
明
会
に
関
す
る
事
項
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を
広
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
は
、
次
条
第
一
項
の
縦
覧
を
開
始
す
る
日
の
十
日
前
ま
で
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

縦
覧)

第
十
五
条

事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
計
画
書
の
写
し
を
三
十
日
以
上
の
期

間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
事
項
を
当
該
縦
覧
に
お
い
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し

た
事
業
者(

環
境
影
響
評
価
実
施
事
業
者
を
除
く
。)

生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
に
つ

い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
者
が
当
該
意
見
を
記
載
し
た

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二

第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し

た
事
業
者(

環
境
影
響
評
価
実
施
事
業
者
に
限
る
。)
意
見
書
の
提
出
が
で
き
な
い
こ
と
。

三

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
添
付
し

た
事
業
者

事
業
計
画
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る

者
が
当
該
意
見
を
記
載
し
た
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
事
業
者
以
外
の
事
業
者

事
業
計
画
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保

全
上
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
者
が
当
該
意
見
を
記
載
し
た
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

(

説
明
会
の
開
催)

第
十
六
条

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
縦
覧
の
期
間
内
に
関
係
住
民
に
対
し
事
業
計
画
に
関
す
る
説

明
会
を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
説
明
会
は
、
周
知
地
域
内
に
お
い
て
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
周
知
地
域

内
に
適
当
な
場
所
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
説
明
会
の
開
催
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。

(

説
明
会
へ
の
立
会
い)

第
十
七
条

知
事
及
び
関
係
市
町
村
長
は
、
前
条
第
一
項
の
説
明
会
の
開
催
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
説
明
会
に
そ
の
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

実
施
状
況
の
報
告)

第
十
八
条

事
業
者
は
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
、
第
十
五
条
第
一
項
の
縦
覧
及
び
第

十
六
条
第
一
項
の
説
明
会
が
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
知
事
に
こ
れ
ら
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合
の
特
例

(

生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出)

第
十
九
条

生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か

ら
意
見
を
有
す
る
者
は
、
事
業
者(

第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環

境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
事
業
者(

環
境
影
響
評
価
実
施
事
業
者
を
除
く
。)

に
限
る
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

が
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影

響
調
査
を
行
う
方
法
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
者
が

当
該
意
見
を
記
載
し
た
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
表
示
し
て
、
同
条
第
一
項
の
縦

覧
を
開
始
し
た
と
き
は
、
当
該
縦
覧
の
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
す

る
日
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
者
に
当
該
意
見
を
記
載
し
た
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
は
、
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
送
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
、
事
業

者
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
の
検
討)

第
二
十
条

事
業
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
送
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
、
当
該
意
見
書
の
内
容
に
配
慮
し
て
生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
に
検
討
を

加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
検
討
を
終
了
し
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、

当
該
検
討
の
結
果
を
関
係
住
民
に
対
し
周
知
す
る
と
と
も
に
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送
付
す

る
も
の
と
す
る
。

４

事
業
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
前
に
生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
。

(

生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
提
出
等)

第
二
十
一
条

事
業
者(

第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査

方
法
書
を
添
付
し
た
事
業
者
に
限
る
。)

は
、
生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

第
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環
境
影
響
調
査
結

果
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中｢

前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書(

事
業
者
が
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書

に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合(

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境

影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
、
前

条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
添
付
し
た
場
合
及
び
第
二
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響

調
査
結
果
書
を
含
む
。
第
十
二
条
第
二
項(

第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、

第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
並
び

に
第
二
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。)

の
提
出｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
提
出｣

と
、
同
条
第
三
項
中｢

事
業
計
画
書
を
正
確
な

も
の
と
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
計
画
が
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一

号
及
び
第
十
五
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
若
し
く
は
適
正
処
理
条
例
第
二
十
一
条
第

四
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き｣

と
あ
る
の
は｢

生
活
環
境
影
響

調
査
結
果
書
を
正
確
な
も
の
と
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き｣

と
、｢

事
業
計
画
書
の
修

正｣

と
あ
る
の
は｢

生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
修
正｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(

事
業
計
画
の
再
度
の
周
知)

第
二
十
二
条

前
章
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
提
出
が

あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中｢

第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
の
提
出｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
環

境
影
響
調
査
結
果
書
の
提
出｣

と
、
同
項
第
二
号
中｢

第
十
四
条
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
第
一
項｣

と
、
同
項
第
三
号
中｢

第
十
五
条
第
一
項｣
と
あ
る

の
は｢

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項｣

と
、
同
項
第
四
号
中｢

第
十
六
条
第

一
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第
一
項｣

と
、
第
十
二
条
第
一

項
中｢

前
条
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一
項｣

と
、
同
条

第
二
項
中｢

事
業
計
画(

事
業
者
が
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環

境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合(

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査

結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
を
、
第
七
条

第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
添
付
し
た
場
合
及
び
第
二
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調

査
の
結
果
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)｣

と
あ
る
の
は｢

事
業
計
画｣

と
、
第
十
三
条
第
二
項
中｢

前
条

の
規
定｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
の
規
定｣

と
、｢

、
同
条
第
二
項

中｢

事
業
計
画(

事
業
者
が
第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響

調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
場
合(

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書

を
提
出
し
た
場
合
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
を
行
う
方
法
を
、
第
七
条
第
二
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
添
付
し
た
場
合
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
生
活
環
境
影
響
調
査
の
結

果
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)｣

と
あ
る
の
は｢

事
業
計
画｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る｣

と
あ
る
の

は｢

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る｣

と
、
第
十
四
条
第
一
項
中｢

事
業
者
は
、
第
八
条
第
四
項｣

と
あ

る
の
は｢

事
業
者
は
、
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
四
項｣

と
、｢

第
十
二

条
第
三
項(

周
知
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
三
項)｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条

第
三
項(

周
知
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
三
項)｣

と
、
第
十
五
条
第
二
項
中｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項｣

と
あ
る

の
は｢

事
業
者
は
、
事
業
計
画
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
意
見
を
有

す
る
者
が
当
該
意
見
を
記
載
し
た
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と｣

と
、
第
十
六
条
第
一

項
及
び
第
十
七
条
中｢

前
条
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一

項｣

と
、
第
十
八
条
中｢

第
十
四
条
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
四
条
第
一
項｣

と
、｢

第
十
五
条
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
五
条
第
一
項｣

と
、｢

第
十
六
条
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
六
条
第
一
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

合
意
の
形
成

(

意
見
書
の
提
出)

第
二
十
三
条

事
業
計
画
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
者

は
、
事
業
者
が
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か

ら
意
見
を
有
す
る
者
が
当
該
意
見
を
記
載
し
た
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
表
示
し

て
、
第
十
五
条
第
一
項(

第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調

査
方
法
書
を
添
付
し
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項)

の
縦
覧
を
開
始
し
た
と
き
は
、
当
該
縦
覧
の
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経

過
す
る
日
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
者
に
当
該
意
見
を
記
載
し
た
意
見
書
を
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第
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
周
知
計
画
書

第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
事
業
計
画
書
の

提
出
の
手
続
が
指
定
さ

れ
た
場
合

第
十
一
条
第
一

項 第
七
条
第
一
項

第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
事
業
計
画
書
の

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

等
の
設
置
等
を
行
お
う

と
す
る
と
き

第
二
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

第
二
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
と
き

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
は
、
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
送
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
、
事
業

者
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

見
解
書
の
提
出
等)

第
二
十
四
条

事
業
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
送
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
意
見
書
に
記
載
さ
れ
た
意
見
及
び
こ
れ
に
対
す
る
見
解

を
記
載
し
た
見
解
書
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
見
解
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
写
し
を
関
係
市
町
村
長

に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
見
解
書
の
提
出
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
住
民
に
対
し
見
解
の
周
知
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

事
業
者
の
見
解
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
等)

第
二
十
五
条

前
二
条
の
規
定
は
、
事
業
者
が
前
条
第
三
項
の
周
知
を
開
始
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
一
項
中｢
事
業
計
画
に
つ
い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環

境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
者
は
、
事
業
者
が
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第

四
号
又
は
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
つ
い
て

周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
者
が
当
該
意
見
を
記
載
し
た
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
表
示
し
て
、
第
十
五
条
第
一
項(

第
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
事
業
計
画
書
に
生
活
環
境
影
響
調
査
方
法
書
を
添
付
し
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
一
項)

の
縦
覧｣

と
あ
る
の
は｢

次
条
第
一
項
の
見
解
に
つ

い
て
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
者
は
、
事
業
者
が
同
条
第
三
項

の
周
知｣

と
、｢

当
該
縦
覧
の
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
す
る
日
ま

で｣

と
あ
る
の
は｢

そ
の
日
か
ら
二
十
日
以
内｣

と
、
前
条
第
一
項
中｢

前
条
第
三
項｣

と
あ
る
の

は｢

次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
の
周
知
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

手
続
の
終
結

(

合
意
の
形
成
の
判
断
等)

第
二
十
六
条

知
事
は
、
第
二
十
三
条
第
二
項(

前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
送
付
が
な
か
っ
た
と
き
、
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ

た
と
き
は
、
第
十
八
条(

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
報
告
、

第
二
十
三
条
第
一
項(

前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
意
見
書
、

第
二
十
四
条
第
一
項(

前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
見
解
書
、

次
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
求
め
た
資
料
又
は
意
見
書
、
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の

写
し
そ
の
他
の
資
料
に
基
づ
き
、
合
意
の
形
成
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て

判
断
し
、
そ
の
結
果
を
事
業
者
及
び
関
係
市
町
村
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
関
係
住
民
に
対
し
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

合
意
の
形
成
が
図
ら
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
。

二

こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
に
関
す
る
事
業
者
の
取
組
が
不
十
分
で
あ
り
、
合
意
の
形
成
が
図

ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

三

こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
に
関
す
る
事
業
者
の
取
組
は
十
分
で
あ
る
が
、
合
意
の
形
成
が
図

ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
判
断
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
、
関
係
住

民
又
は
関
係
市
町
村
長
に
対
し
資
料
又
は
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
判
断
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
意
見
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
に
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
通
知
を
す
る
と

き
は
、
併
せ
て
、
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
の
う
ち
再
度
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
の
う
ち
最
も
早
い
段
階
の
手
続
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

５

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
手
続
以
降
の
手
続

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項(

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
第
二

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。
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前
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
二
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
見
解
の
周

知
の
手
続
が
指
定
さ
れ

た
場
合

第
二
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
見
解
書
の

作
成
及
び
提
出
の
手
続

が
指
定
さ
れ
た
場
合

第
二
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
周

知
計
画
書
の
提
出
の
手

続
が
指
定
さ
れ
た
場
合

第
二
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
生
活
環
境

影
響
調
査
結
果
書
の
作

成
及
び
提
出
の
手
続
が

指
定
さ
れ
た
場
合

第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
生
活
環
境
影

響
調
査
を
行
う
方
法
の

検
討
の
結
果
の
周
知
及

び
届
出
の
手
続
が
指
定

さ
れ
た
場
合

第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
生
活
環
境
影

響
調
査
を
行
う
方
法
の

検
討
の
手
続
が
指
定
さ

れ
た
場
合

の
提
出
の
手
続
が
指
定

さ
れ
た
場
合

前
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す

る
第
二
十
四
条

第
二
十
四
条
第

三
項

第
二
十
四
条
第

一
項

第
二
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す

る
第
十
一
条
第

一
項

第
二
十
一
条
第

一
項

第
二
十
条
第
二

項 第
二
十
条
第
一

項

次
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
前
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
意
見
書

第
一
項
の
規
定
に
よ
る

見
解
書
の
提
出
を
し
た

と
き

当
該
意
見
書

前
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
意
見
書
の
送
付
が

あ
っ
た
と
き

第
二
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
生
活
環
境

影
響
調
査
結
果
書
の
提

出
を
行
っ
た
と
き

生
活
環
境
影
響
調
査
を

行
っ
た
と
き

当
該
検
討

前
項
の
検
討
を
終
了
し

た
と
き

当
該
意
見
書

前
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
意
見
書
の
送
付
が

あ
っ
た
と
き

提
出
を
行
っ
た
と
き

第
二
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
と
き

第
二
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
と
き

前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
意
見
書

第
二
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
と
き

第
二
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
と
き

第
二
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
と
き

前
項
の
検
討

第
二
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
と
き

前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
意
見
書

第
二
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
と
き

た
と
き

前
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
二
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る

見
解
の
周
知
の
手
続
が

指
定
さ
れ
た
場
合

見
解
書
の
作
成
及
び
提

出
の
手
続
が
指
定
さ
れ

た
場
合

前
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す

る
第
二
十
四
条

第
三
項

第
一
項

第
一
項
の
規
定
に
よ
る

見
解
書
の
提
出
を
し
た

と
き

当
該
意
見
書

の
送
付
が
あ
っ
た
と
き

第
二
十
六
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ

た
と
き

次
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
意
見
書

(

異
議
の
申
立
て)

第
二
十
七
条

前
条
第
一
項(

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。)

の
規
定
に
よ
る
判
断
に

不
服
が
あ
る
事
業
者
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
あ
っ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
関
係
住
民
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中｢

事
業
者｣

と
あ
る
の
は｢

関
係
住
民｣

と
、｢

通
知
の
あ
っ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内｣

と
あ
る
の
は｢

周
知
が

開
始
さ
れ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

前
条
の
規
定
は
、
第
一
項(

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
申
立
て

が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中｢

第
二
十
三
条
第
二

項(

前
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
送
付
が
な
か
っ

た
と
き
、
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
と
き｣

と
あ
る
の
は

｢

次
条
第
一
項

(

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き｣

と
、

同
条
第
二
項
中｢

判
断
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き｣

と
あ
る
の
は｢

判
断
を
し
よ
う
と
す

る
と
き｣

と
、｢

又
は
関
係
市
町
村
長
に
対
し
資
料
又
は
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
あ
る
の
は

｢

及
び
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
、
同
条
第
三
項
中

｢

判
断
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き｣

と
あ
る
の
は｢

判
断
を

し
よ
う
と
す
る
と
き｣

と
、｢

意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る｣

と
あ
る
の
は｢

意
見
を
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い｣

と
、
同
条
第
五
項
中｢

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項(

同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い｣

と
あ
る
の
は｢

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
、
同
条
第
六
項
中｢

第
二
十
六
条

第
四
項｣
と
あ
る
の
は｢

第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
第
四
項｣

と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
旨
の
通
知
及
び
周
知
を
行
っ
た
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場
合
に
お
い
て
、
第
一
項(

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
申
立
て

が
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
事
業
者
及
び
関
係
市
町
村
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
住
民
に
対
し
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(

意
見
の
調
整)

第
二
十
八
条

事
業
者
及
び
関
係
住
民(

第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
を
行
っ
た
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

は
、
前

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
旨
の

通
知
及
び
周
知
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
周
知
が
あ
っ
た
と
き

は
、
知
事
が
定
め
る
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
意
見
の
調
整(

事

業
者
の
見
解
及
び
関
係
住
民
の
意
見
に
つ
い
て
の
論
点
の
整
理
、
事
業
者
及
び
関
係
住
民
に
よ
る
会

議
の
開
催
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
合
意
の
形
成
を
促
す
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
意
見
の
調
整
の
目
的
と
な
る
事
項
を
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
調
整
の
申
出
の
受
付
を
開
始
す
る
日
を
定
め
た
と
き
は
、

事
業
者
及
び
関
係
住
民(

第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
意
見
書
の
提
出
を
行
っ
た
者
に
限
る
。)

に
対
し
こ
れ
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
住
民
に
対
し
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
事
業
者
が
意
見
の
調
整
の

相
手
方
と
し
よ
う
と
す
る
関
係
住
民
及
び
関
係
市
町
村
長(

当
該
申
出
を
し
た
者
が
関
係
住
民
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
者
及
び
関
係
市
町
村
長)

に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
住
民
に
対
し
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
に
係
る
意
見
の
調
整
を
岐

阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
意
見
調
整
委
員
会
に
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６

事
業
者
と
事
業
者
が
意
見
の
調
整
の
相
手
方
と
し
よ
う
と
す
る
関
係
住
民
と
の
意
見
の
調
整
の
結

果
に
関
し
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
意
見
を
有
す
る
関
係
住
民
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

周
知
が
開
始
さ
れ
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
意
見
の
調
整
へ

の
参
加
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施

設
等
意
見
調
整
委
員
会
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

８

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
関
係
住
民
は
、
意
見
の
調
整
に
参
加
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

９

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
意
見
調
整
委
員
会
は
、
意
見
の
調
整
の
結
果
、
合
意
の
形
成
が

図
ら
れ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

10

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
事
業
者
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

を
し
た
関
係
住
民
、
事
業
者
が
意
見
の
調
整
の
相
手
方
と
し
た
関
係
住
民
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

申
出
を
し
た
関
係
住
民
及
び
関
係
市
町
村
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
関
係
住
民
に
対
し
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

11

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
意
見
調
整
委
員
会
は
、
事
業
者
又
は
関
係
住
民
が
意
見
の
調
整

に
応
じ
な
い
と
き
、
合
意
の
形
成
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
意
見
の
調
整
を
続
け
る

こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
の
調
整
を
打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
。

12

第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

九
項
中｢

意
見
の
調
整
の
結
果
、
合
意
の
形
成
が
図
ら
れ
た
と
認
め
る
と
き｣

と
あ
る
の
は
、｢

第

十
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
調
整
を
打
ち
切
っ
た
と
き｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(

終
了
の
通
知
等)

第
二
十
九
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
事
業
者
及
び
関
係

市
町
村
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
住
民
に
対
し
周
知
す
る

も
の
と
す
る
。

一

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
第
二
十
七
条
第
一
項(

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。)

の
規
定
に
よ
る
申
立
て
が
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
な
か
っ

た
と
き
。

三

第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
一
号
に

該
当
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
と
き
。

四

第
二
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
三
号
に

該
当
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
な
か
っ
た
と

き
。

五

前
条
第
九
項(

同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
報
告
が

あ
っ
た
と
き
。

第
七
章

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
意
見
調
整
委
員
会
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(
設
置)

第
三
十
条

次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
意
見
調
整
委
員

会(
以
下｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

を
置
く
。

一

こ
の
条
例
に
よ
り
委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議

す
る
こ
と
。

２

委
員
会
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
係
る
合
意
の
形
成
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

組
織
等)

第
三
十
一
条

委
員
会
は
、
委
員
七
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
環
境
保
全
、
行
政
手
続
又
は
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
法
令
に
関
し
必
要
な
知
識
又
は
経

験
を
有
す
る
者
そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

３

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

４

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
員
長
等)

第
三
十
二
条

委
員
会
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
置
く
。

２

委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
出
し
、
副
委
員
長
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
委
員
長
が
指
名
す

る
。

３

委
員
長
は
、
委
員
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。

４

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
副
委
員
長
が
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

(

会
議)

第
三
十
三
条

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

２

委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長

の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
、
関
係
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、

資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

秘
密
保
持
義
務)

第
三
十
四
条

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退

い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

(

委
任)

第
三
十
五
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が

委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

第
八
章

雑
則

(

環
境
保
全
協
定
の
締
結)

第
三
十
六
条

事
業
者
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
関
し
、
関
係
住
民
又
は
関
係
市
町

村
長
か
ら
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
事
項
を
定
め
た
協
定(

以
下｢

環
境
保
全
協
定｣

と
い
う
。)

の
締
結
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
環
境
保
全
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
協
定
に
係
る
書
面
の
写
し

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

進
捗
状
況
等
の
公
表)

第
三
十
七
条

知
事
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
の
進
捗
状
況

等
に
つ
い
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

(

勧
告
及
び
公
表)

第
三
十
八
条

知
事
は
、
事
業
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
行
わ
ず
、
又
は
不
正
若
し
く
は
不
誠
実
な
方
法
に
よ
り
こ
れ
を
行
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
者
が
正
当
な

理
由
が
な
く
当
該
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公

表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
勧
告
を
受
け
た

者
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

指
導
及
び
助
言)

第
三
十
九
条

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
手
続
に
関
し
、
事

業
者
又
は
関
係
住
民
に
対
し
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
協
力
依
頼)

第
四
十
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
市
町
村
長
そ

の
他
の
者
に
照
会
し
、
又
は
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

適
用
除
外)

第
四
十
一
条

こ
の
条
例
は
、
岐
阜
市
の
区
域
内
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
を
行
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う
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

第
六
条
及
び
第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
者(

前
項
に
規
定
す
る
事

業
者
を
除
く
。)

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中｢

こ
の

条
例｣

と
あ
る
の
は｢

こ
の
条
例(

第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
を
除
く
。)｣

と
、｢

第
二
十
九
条
の

規
定
に
よ
る
通
知｣
と
あ
る
の
は｢

第
八
条
第
四
項(

事
業
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
四
項)

の
規
定
に
よ
る
通
知｣

と
、
同
条
第
二
項
中｢
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知｣

と
あ
る
の
は｢

第
八
条
第
四
項(

事
業

計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
八
条
第
四
項)

の
規
定
に
よ
る
通
知｣

と
す
る
。

一

自
ら
排
出
す
る
産
業
廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め
に
そ
の
排
出
す
る
場
所
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物

処
理
施
設
等
の
設
置
等(

令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
の
二
か
ら
第
十

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
除
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
行
う
事
業
者

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
小

規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
を
行
う
事
業
者

イ

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設(

令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
の
二
か
ら

第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

ロ

小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設(

産
業
廃
棄
物
の
焼
却
を
行
う
も
の
を
除
く
。)

で
あ
っ
て

規
則
で
定
め
る
も
の

ハ

移
動
式
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
移
動
式
の
小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
っ
て

規
則
で
定
め
る
も
の

３

第
四
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
は
、
自
ら
排
出
す
る
産
業
廃
棄
物
を
処
理
す
る
た
め
に
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等(

令
第
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
の
二
か
ら
第

十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
除
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
行
う
事
業
者(

前
二
項
に
規
定
す
る
事
業
者
を
除
く
。)

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中｢

こ
の
条
例｣

と
あ
る
の
は｢

こ
の
条
例(

第
四
章
か
ら
第
六
章

ま
で
を
除
く
。)｣

と
、｢

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
て｣

と
あ
る
の
は｢

第
十
八
条

の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
っ
て｣

と
、
同
条
第
二
項
中｢

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け

た
日｣

と
あ
る
の
は｢

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
っ
た
日｣

と
、｢

当
該
通
知
を
受
け
て

い
な
い｣

と
あ
る
の
は｢

当
該
報
告
を
行
っ
て
い
な
い｣

と
、
第
六
条
第
一
項
中｢

第
二
十
九
条
の

規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る｣

と
あ
る
の
は｢

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
う｣

と
す
る
。

(

規
則
へ
の
委
任)

第
四
十
二
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則

で
定
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
に
つ
い
て
こ
の
条
例
に
規
定
す

る
手
続
に
相
当
す
る
手
続
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
が
開
始
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業

者
が
当
該
規
則
で
定
め
る
も
の
を
実
施
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

等
の
設
置
等
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。

(

検
討)

３

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

(

適
正
処
理
条
例
の
一
部
改
正)

４

適
正
処
理
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
者
等
の
義
務｣

を｢

小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設

置
等
の
届
出｣

に
改
め
る
。

｢

第
二
節

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
者
等
の
義
務｣

を｢

第
二
節

小
規
模
産
業
廃
棄
物
処

理
施
設
の
設
置
等
の
届
出｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
を
削
り
、
第
二
十
一
条
の
二
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条

削
除

第
二
十
八
条
の
二
中｢

第
二
十
一
条
の
二｣

を｢

第
二
十
二
条｣

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中｢

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
者
等｣

を｢

小
規
模
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設

置
者(

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

者
を
い
う
。)｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
二
号
中｢

第
二
十
一
条
の
二｣

を｢

第
二
十
二
条｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

５

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
第
一
六
十
五
の
項
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第

二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
一
号

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例

目
次前

文
第
一
章

総
則(

第
一
条
―
第
六
条)

第
二
章

県
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策(

第
七
条
―
第
九
条)

第
三
章

事
業
活
動
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策(

第
十
条
―
第
十
五
条)

第
四
章

日
常
生
活
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策(

第
十
六
条
・
第
十
七
条)

第
五
章

自
動
車
の
使
用
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策(

第
十
八
条
―
第
二
十
四
条)

第
六
章

建
築
物
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策(

第
二
十
五
条
―
第
二
十
九
条)

第
七
章

森
林
の
保
全
及
び
整
備
等
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策(

第
三
十
条)

第
八
章

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
等
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策(

第
三
十
一
条
・
第
三
十
二

条)

第
九
章

地
球
温
暖
化
の
防
止
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
等(

第
三
十
三
条
―
第
三
十
五
条)

第
十
章

雑
則(

第
三
十
六
条
―
第
四
十
条)

附
則

現
代
社
会
は
、
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
資
源
の
大
量
消
費
に
依
存
し
な
が
ら
著
し
い
発
展
を
遂
げ
て
き

た
。
こ
の
発
展
に
伴
い
、
日
常
生
活
や
事
業
活
動
か
ら
排
出
さ
れ
る
温
室
効
果
ガ
ス
も
、
増
加
の
一
途

を
た
ど
り
、
こ
れ
が
地
球
温
暖
化
を
引
き
起
こ
し
、
自
然
生
態
系
を
含
む
地
球
環
境
へ
の
影
響
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
。
今
や
地
球
温
暖
化
の
防
止
は
、
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
私
た
ち
は
、
大
気
中
の
温

室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
の
安
定
化
に
向
け
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
を
大
幅
に
削
減
し
、
持
続
可

能
な
社
会
を
実
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
私
た
ち
は
、
県
土
の
お
よ
そ
八
割
を
占
め
る
森
林
の
二
酸
化
炭
素
吸

収
機
能
を
生
か
す
と
と
も
に
、
環
境
に
負
荷
を
か
け
な
い
生
活
様
式
へ
の
転
換
を
進
め
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
な
ど
、
先
取
の
気
概
を
も
っ
て
低
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
て
先
導
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
県
民
、
事
業
者
、
行
政
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
主
体
が
参
画
し
、
相
互
に
連
携
し
て
地
球
温

暖
化
対
策
の
更
な
る
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
県
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保

に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
人
類
の
福
祉
に
貢
献
し
て
い
く
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

総
則

(

目
的)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
岐
阜
県
環
境
基
本
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
九
号)

第
三
条
に
定
め

る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
つ
い
て
県
、
事
業
者
、
県
民
及
び
観
光
旅
行
者

そ
の
他
の
滞
在
者(

以
下｢

観
光
旅
行
者
等｣

と
い
う
。)

の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
を
促
進
す
る
た
め
の
基
本
的
事

項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
県
民
の

健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

地
球
温
暖
化

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以

下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。

二

地
球
温
暖
化
対
策

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
並
び
に
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
た

め
の
施
策
そ
の
他
の
地
球
温
暖
化
の
防
止
を
図
る
た
め
の
施
策
を
い
う
。

三

温
室
効
果
ガ
ス

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
を
い
う
。

四

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
い
う
。

五

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

太
陽
光
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。

(

県
の
責
務)

第
三
条

県
は
、
中
長
期
的
観
点
を
含
む
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
地
球
温
暖
化
対
策
を
策
定
し
、
及
び

実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
の
策
定
及
び
実
施
は
、
国
、
市
町
村
、
事
業
者
、
県
民
及

び
事
業
者
又
は
県
民
の
組
織
す
る
民
間
の
団
体(

以
下｢

民
間
団
体｣

と
い
う
。)

と
連
携
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
自
ら
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
の
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。
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４

県
は
、
市
町
村
が
行
う
地
球
温
暖
化
対
策
を
促
進
す
る
た
め
の
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
必
要
な

支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５

県
は
、
事
業
者
、
県
民
及
び
民
間
団
体
が
行
う
地
球
温
暖
化
対
策
を
促
進
す
る
た
め
の
支
援
を
行

う
も
の
と
す
る
。

(

事
業
者
の
責
務)

第
四
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
の
た
め
の
措
置
を
自

主
的
か
つ
積
極
的
に
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
県
が
実
施
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の
地
球
温
暖

化
対
策
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

(

県
民
の
責
務)

第
五
条

県
民
は
、
そ
の
日
常
生
活
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
の
た
め
の
措
置
を
自
主

的
か
つ
積
極
的
に
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
民
は
、
県
が
実
施
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

(

観
光
旅
行
者
等
の
責
務)

第
六
条

観
光
旅
行
者
等
は
、
そ
の
滞
在
中
の
活
動
に
関
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
の
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

観
光
旅
行
者
等
は
、
県
が
実
施
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

県
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策

(

県
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策)

第
七
条

県
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

事
業
者
、
県
民
、
民
間
団
体
及
び
観
光
旅
行
者
等
が
行
う
地
球
温
暖
化
対
策
を
促
進
す
る
た
め

の
普
及
啓
発
、
情
報
提
供
並
び
に
人
材
の
確
保
及
び
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

二

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム(

環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
を
自
主
的
に
進
め
る
た
め
の
目

標
を
決
定
し
、
当
該
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
継
続
的
な
事
業
活
動
の
改
善
を
図
る
仕
組
み
を
い

う
。)

で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

三

環
境
物
品
等(

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法

律
第
百
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
物
品
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

へ
の
需
要
の
転

換
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

四

廃
棄
物
の
発
生
の
抑
制
、
再
使
用
及
び
再
生
利
用
そ
の
他
資
源
の
有
効
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

五

自
動
車(

道
路
運
送
車
両
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
使
用
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
を
図
る
た

め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六

建
築
物(

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建

築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
環
境
性
能
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

七

緑
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八

森
林
の
保
全
及
び
整
備
並
び
に
県
産
材(

県
内
に
所
在
す
る
森
林
か
ら
生
産
さ
れ
た
木
材
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

そ
の
他
の
森
林
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

九

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化(

以
下｢

省
エ
ネ
ル
ギ
ー｣

と
い
う
。)

の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

十

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

環
境
教
育
及
び
環
境
学
習
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

地
球
温
暖
化
の
防
止
に
貢
献
す
る
技
術
に
係
る
研
究
開
発
の
促
進
並
び
に
当
該
技
術
を
有
す

る
産
業
の
育
成
及
び
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

地
球
温
暖
化
対
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
調
査
研
究
に
関
す
る

こ
と
。

十
四

地
球
温
暖
化
の
防
止
に
貢
献
す
る
国
際
協
力
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

(

地
球
温
暖
化
防
止
計
画
の
策
定)

第
八
条

知
事
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
地
球
温
暖
化
対
策

に
関
す
る
計
画(

以
下｢

地
球
温
暖
化
防
止
計
画｣

と
い
う
。)

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

地
球
温
暖
化
防
止
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
及
び
吸
収
の
量
に
関
す
る
中
長
期
目
標

二

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
に
関
す
る
事
項

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項

３

知
事
は
、
地
球
温
暖
化
防
止
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
広
く
県
民
等
に
意

見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
地
球
温
暖
化
防
止
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
地
球
温
暖
化
防
止
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

地
球
温
暖
化
対
策
の
実
施
状
況
等
の
公
表)

第
九
条

知
事
は
、
毎
年
、
地
球
温
暖
化
防
止
計
画
に
基
づ
く
地
球
温
暖
化
対
策
の
実
施
状
況
等
を
明
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ら
か
に
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

事
業
活
動
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策

(

事
業
活
動
環
境
配
慮
指
針)

第
十
条

知
事
は
、
事
業
者
が
そ
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
効
果
的
に
抑
制
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
指
針(

以
下｢

事
業
活
動
環
境
配
慮
指
針｣

と
い
う
。)

を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
事
業
活
動
環
境
配
慮
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。

(

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
等
の
把
握)

第
十
一
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使

用
の
量
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
の
作
成
等)

第
十
二
条

事
業
活
動
に
伴
い
相
当
程
度
多
い
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
す
る
事
業
者
と
し
て
規
則
で

定
め
る
者(

以
下｢

特
定
事
業
者｣

と
い
う
。)

は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
書(

以
下｢

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書｣

と
い
う
。)

を
作
成
し
、

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
の

作
成
は
、
事
業
活
動
環
境
配
慮
指
針
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

特
定
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地)

二

次
号
に
規
定
す
る
目
標
の
基
準
と
な
る
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量

三

事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
実
施
す
る
措
置
及
び
当
該
措
置

に
よ
り
達
成
す
べ
き
目
標

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

２

特
定
事
業
者
以
外
の
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書

を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
を
提
出
し
た
事
業
者
は
、
温
室
効
果
ガ

ス
排
出
削
減
計
画
書
の
内
容
を
変
更
し
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
変
更
後
の
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
実
績
報
告
書
の
提
出)

第
十
三
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
を
提
出
し
た

事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
排

出
削
減
計
画
書(

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
後
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
を
提
出

し
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書)

に
記
載
し
た
措
置

の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
報
告
書(

以
下｢

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
実
績
報
告
書｣

と
い
う
。)

を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
等
の
公
表)

第
十
四
条

知
事
は
、
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減

計
画
書
の
提
出
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
の
提
出

又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
実
績
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

(

補
完
的
手
段)

第
十
五
条

特
定
事
業
者
及
び
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
を

提
出
し
た
事
業
者
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
に
定
め
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の

目
標
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
、
自
ら
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に

よ
る
ほ
か
、
森
林
の
保
全
及
び
整
備
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
地

球
温
暖
化
対
策
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章

日
常
生
活
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策

(

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
量
の
把
握)

第
十
六
条

県
民
は
、
そ
の
日
常
生
活
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
量
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

(

環
境
物
品
等
の
選
択
等)

第
十
七
条

県
民
は
、
日
常
生
活
に
関
し
、
物
品
を
購
入
し
、
若
し
く
は
借
り
受
け
、
又
は
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
環
境
物
品
等
を
選
択
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
民
は
、
日
常
生
活
に
関
し
、
廃
棄
物
の
発
生
の
抑
制
、
再
使
用
及
び
再
生
利
用
そ
の
他
資
源
の

有
効
利
用
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

自
動
車
の
使
用
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策

(
公
共
交
通
機
関
等
の
利
用
等
へ
の
転
換)

第
十
八
条

県
民
は
、
自
動
車
の
使
用
に
代
え
て
、
公
共
交
通
機
関
又
は
自
転
車(

以
下｢

公
共
交
通

機
関
等｣
と
い
う
。)

の
利
用
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
県
民
の
自
動
車
の
使
用
か
ら
公
共
交
通
機
関
等
の
利
用
等
へ
の
転
換
を
促
進
す
る
た
め
、

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

(

自
動
車
の
適
正
な
整
備
等)
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第
十
九
条

自
動
車
を
使
用
し
、
又
は
所
有
す
る
者
は
、
自
動
車
の
使
用
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
を
抑
制
す
る
た
め
、
自
動
車
を
適
正
に
整
備
し
、
及
び
適
切
に
運
転
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

(

自
動
車
の
原
動
機
の
停
止)

第
二
十
条

自
動
車
を
運
転
す
る
者
は
、
自
動
車
の
使
用
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す
る

た
め
、
自
動
車
を
駐
車
し
、
又
は
停
車
す
る
と
き
は
、
自
動
車
の
原
動
機
を
停
止
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
指
針)

第
二
十
一
条

知
事
は
、
事
業
者
が
そ
の
従
業
員
の
通
勤
に
自
家
用
自
動
車(

自
動
車
で
あ
っ
て
、
自

家
用
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
指
針(

以
下｢

自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
指
針｣

と
い
う
。)

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

(

自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書
の
作
成
等)

第
二
十
二
条

常
時
使
用
さ
れ
る
従
業
員
の
数
が
相
当
程
度
多
い
事
業
所
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

(

以
下｢

特
定
大
規
模
事
業
所｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
事
業
者(
以
下｢

特
定
大
規
模
事
業
者｣

と
い
う
。)

は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
書(

以
下

｢

自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書｣

と
い
う
。)

を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書
の
作
成
は
、
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
指
針
に

基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

特
定
大
規
模
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地)

二

特
定
大
規
模
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

特
定
大
規
模
事
業
所
に
お
い
て
従
業
員
の
通
勤
に
自
家
用
自
動
車
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
実
施
す
る
措
置

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

２

特
定
大
規
模
事
業
者
以
外
の
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計

画
書
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書
を
提
出
し
た
事
業
者
は
、
自
動
車
通
勤
環

境
配
慮
計
画
書
の
内
容
を
変
更
し
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
変
更
後
の
自
動
車

通
勤
環
境
配
慮
計
画
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
実
績
報
告
書
の
提
出)

第
二
十
三
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書
を
提
出
し
た

事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書(

同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
変
更
後
の
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書
を
提
出
し
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更

後
の
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書)

に
記
載
し
た
措
置
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
報
告
書(

以
下

｢

自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
実
績
報
告
書｣

と
い
う
。)

を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(

自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書
等
の
公
表)

第
二
十
四
条

知
事
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
通
勤
環
境
配

慮
計
画
書
の
提
出
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書
の
提
出

又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
実
績
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

建
築
物
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策

(

建
築
物
環
境
配
慮
指
針)

第
二
十
五
条

知
事
は
、
建
築
物
の
新
築
、
増
築
又
は
改
築(

以
下｢

新
築
等｣

と
い
う
。)

を
し
よ

う
と
す
る
者(

以
下｢

建
築
主｣

と
い
う
。)

が
建
築
物
に
係
る
環
境
配
慮
措
置
を
適
正
に
講
ず
る

た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
指
針(

以
下｢

建
築
物
環
境
配
慮
指
針｣

と
い
う
。)

を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
建
築
物
環
境
配
慮
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

(

建
築
物
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制)

第
二
十
六
条

建
築
主
は
、
建
築
物
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
、
建
築
物
環
境

配
慮
指
針
に
基
づ
き
、
建
築
物
に
係
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
そ
の
他
の

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
建
築
物
環
境
配
慮
計
画
書
の
作
成
等)

第
二
十
七
条

建
築
主
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
規
模
以
上
の
建
築
物(

以
下｢

特
定
建
築
物｣

と
い

う
。)
の
新
築
等
を
し
よ
う
と
す
る
者(

以
下｢

特
定
建
築
主｣

と
い
う
。)

は
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
書(

以
下｢

建
築
物
環
境
配
慮
計
画
書｣

と
い

う
。)

を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
建
築
物
環
境
配

慮
計
画
書
の
作
成
は
、
建
築
物
環
境
配
慮
指
針
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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一

特
定
建
築
主
の
氏
名
及
び
住
所(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地)

二

特
定
建
築
物
の
名
称
及
び
所
在
地

三

特
定
建
築
物
の
概
要

四

建
築
物
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
実
施
す
る
措
置

五

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

六

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
に
関
す
る
事
項

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

２

特
定
建
築
主
以
外
の
建
築
主
は
、
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
建
築
物
環
境
配
慮
計
画
書
を
作
成

し
、
知
事
に
提
出
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
環
境
配
慮
計
画
書
を
提
出
し
た
建
築
主
は
、
建
築
物
環
境
配
慮
計

画
書
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
変
更
後
の
建
築
物

環
境
配
慮
計
画
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

工
事
完
了
の
届
出)

第
二
十
八
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
環
境
配
慮
計
画
書(

同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
変
更
後
の
建
築
物
環
境
配
慮
計
画
書
を
提
出
し
た
建
築
主
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後

の
建
築
物
環
境
配
慮
計
画
書)

を
提
出
し
た
建
築
主
は
、
当
該
建
築
物
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
と

き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

建
築
物
環
境
配
慮
計
画
書
等
の
公
表)

第
二
十
九
条

知
事
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
環
境
配
慮
計

画
書
の
提
出
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
建
築
物
環
境
配
慮
計
画
書
の
提
出
又
は
前
条

の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

森
林
の
保
全
及
び
整
備
等
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策

第
三
十
条

事
業
者
、
県
民
及
び
民
間
団
体
は
、
連
携
し
、
及
び
協
働
し
て
、
森
林
の
適
切
な
保
全
及

び
整
備
並
び
に
県
産
材
そ
の
他
の
森
林
資
源
の
利
用
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
森
林
の
持
つ
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
作
用
に
関
す
る
事
業
者
及
び
県
民
の
理
解
を
深
め
る

た
め
、
情
報
提
供
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
等
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策

(

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
優
先
的
利
用
等)

第
三
十
一
条

事
業
者
及
び
県
民
は
、
事
業
活
動
及
び
日
常
生
活
に
関
し
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
優
先
的
な
利
用
並
び
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
が
少
な
い
設
備
及
び
機
械
器

具
の
優
先
的
な
使
用
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
等)

第
三
十
二
条

県
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
の
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
事
業
者
及
び
県
民
に
よ
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
促
進
を

図
る
た
め
、
情
報
提
供
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
九
章

地
球
温
暖
化
の
防
止
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
等

(

地
球
温
暖
化
の
防
止
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習)

第
三
十
三
条

県
は
、
県
民
が
、
学
校
、
地
域
、
家
庭
、
職
場
そ
の
他
の
様
々
な
場
に
お
い
て
、
地
球

温
暖
化
の
防
止
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
学
校
、
民
間
団
体
、
事
業
者
、

市
町
村
等
と
連
携
し
、
教
育
及
び
学
習
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(

啓
発
活
動
及
び
広
報
活
動)

第
三
十
四
条

県
は
、
地
球
温
暖
化
の
現
状
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
事
業
者
、

県
民
及
び
観
光
旅
行
者
等
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
啓
発
活
動
及
び
広
報
活
動
の
充
実
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

(

顕
彰)

第
三
十
五
条

知
事
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組
む
事
業
者
、
県
民
及
び
民
間
団
体
の

顕
彰
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
章

雑
則

(

指
導
及
び
助
言)

第
三
十
六
条

知
事
は
、
事
業
者
、
県
民
及
び
観
光
旅
行
者
等
が
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
地
球
温
暖
化

対
策
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

報
告
等
の
要
求)

第
三
十
七
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
計
画
書
の
提
出
を
し
た
事
業
者
、
第
二
十
二
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
通
勤
環
境
配
慮
計
画
書
の
提
出
を
し
た
事
業
者
又
は

第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
環
境
配
慮
計
画
書
の
提
出
を
し
た
建

築
主
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
計
画
書
に
記
載
し
た
措
置
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、

報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

勧
告)

第
三
十
八
条

知
事
は
、
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
三
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
若
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し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
る
提
出
又
は
届
出(

以
下｢

提
出
等｣

と
い
う
。)

を
す
べ
き
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
提
出

等
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
提
出
等
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を

定
め
て
、
提
出
等
を
行
い
、
又
は
提
出
等
の
内
容
を
是
正
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

公
表)

第
三
十
九
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
勧
告

に
従
わ
な
い
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
公
表
に
係
る
者
に
対
し
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
通
知
し
、
そ
の
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
出
席
を
求
め
、
意
見
を
述
べ
る
機

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

委
任)

第
四
十
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で

定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条

ま
で
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
七
条

か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
及
び
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
が
提
出

さ
れ
て
い
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
岐
阜
県
歴
史
資
料
館
の
項
及
び
岐
阜
県
県
政
資
料
館
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
岐
阜
県
歴
史
資
料
館(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

資
料
館｣

と
い
う
。)

の
項
及
び
岐
阜

県
県
政
資
料
館(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

資
料
館｣

と
い
う
。)

の
項
を
削
り
、
同
表
岐
阜
県
東
海

自
然
歩
道
関
ヶ
原
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

セ
ン
タ
ー｣

と
い
う
。)

の
項
管

理
の
基
準
の
欄
第
一
号
中｢

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律｣

の
下
に｢(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七

十
八
号)｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
三
号

岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法(

平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号)

第
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会(

以
下｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

組
織)

第
二
条

委
員
会
は
、
委
員
四
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

(

委
員
の
任
期
等)

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
委
員
長)

第
四
条

委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
う
ち
か
ら
互
選
す
る
。

２

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
指
名
す

る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年３月30日 ( )112



円

教
員
免
許
状
更
新
講
習
受
講
料

科
目
等
履
修
生

科
目
等
履
修
生

一
時
間
に
つ
き
一
、
〇
〇
〇

一
単
位
に
つ
き
一
四
、
八
○
○

一
単
位
に
つ
き
一
四
、
八
○
○

(
専
門
委
員)

第
五
条

委
員
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
専
門
委
員
四
人
以
内
を
置
く
。

２

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す

る
。

３

専
門
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
専
門
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。

４

専
門
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

会
議)

第
六
条

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
委
員
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２

委
員
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
専
門
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

委
員
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
専
門
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
も
の(

議
長

を
除
く
。)

の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

意
見
の
聴
取
等)

第
七
条

委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
事
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他

の
関
係
者
に
対
し
、
出
席
を
求
め
て
意
見
若
し
く
は
説
明
を
聴
き
、
又
は
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
任)

第
八
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
委

員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
四
号

岐
阜
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

心
臓
血
管
外
科｣

の
下
に｢

、
小
児
外

科
、
小
児
脳
神
経
外
科｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
看
護
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
五
号

岐
阜
県
立
看
護
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
立
看
護
大
学
条
例(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
三
項
中｢

授
業
料｣

の
下
に｢

、
教
員
免
許
状
更
新
講
習
受
講
料｣

を
加
え
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

大
学
の
教
育
職
員
免
許
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号)

第
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
員
免
許
状
更
新
講
習
受
講
料
を
納
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

教
員
免
許
状
更
新
講
習
受
講
料
は
、
納
入
通
知
書
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。｢

別
表
中｢を

｣
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円 円

研
修
料

入
学
金

研
修
員

科
目
等
履
修
生

研
究
生

学
生

科
目
等
履
修
生

知
事
が

二
八
、

八
四
、

一
六
九
、

九
、

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
六
号

岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
興
行
場
法
施
行
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中｢

喫
煙
所｣

の
下
に｢

を
設
け
る
場
合｣

を
加
え
、
同
号
イ
中｢

各
階
に
一
箇
所

以
上
、
入
場
者｣

を｢

入
場
者｣

に
改
め
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

た
ば
こ
の
煙
が
喫
煙
所
以
外
の
施
設
に
流
入
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
号
中｢

及
び
興
行
場
内｣

を
削
り
、
同
条
第
二
号
中｢

月
一
回
以
上
殺
虫
剤
の
散
布
及

び｣

を｢

常
に
清
潔
に
し
、
定
期
的
に｣

に
改
め
、
同
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を

第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中｢

以
上｣

を｢

を
超
え
て｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、

同
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中｢

殺
虫
剤
の
散
布｣

を｢

ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
防
除｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

興
行
場
内
に
お
け
る
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
生
息
調
査
を
定
期
的
に
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
防

除
を
行
う
こ
と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
七
号

岐
阜
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中｢

千
分
の
一｣

を｢

零｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
八
号

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

第
三
条
の
表
中

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年３月30日 ( )114



入
学
の
日

者
と
は
、

定
め
る
額

八
〇
〇
円

六
〇
〇
円

五
〇
〇
円

七
〇
〇
円

〇
〇
〇
円

四
〇
〇
円

八
〇
〇
円

定
め
る
額

二
〇
〇
円

六
〇
〇
円

二
〇
〇
円

八
〇
〇
円

備
考

県
内
の
者
と
は
、
本
人
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
一
親
等
の
親
族
が

の
一
年
前
か
ら
引
き
続
き
岐
阜
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
を
い
い
、
県
外
の

そ
れ
以
外
の
者
を
い
う
。

研
修
料

入
学
金

研
修
員

科
目
等
履
修
生

研
究
生

学
生

科
目
等
履
修
生

県
外
の
者

県
内
の
者

県
外
の
者

県
内
の
者

県
外
の
者

県
内
の
者

知
事
が

三
三
、

二
二
、

一
〇
一
、

六
七
、

二
〇
三
、

一
三
五
、

九
、

入
学
金

科
目
等
履
修
生

研
究
生

学
生

科
目
等
履
修
生

二
八
、
二
〇
〇

八
四
、
六
〇
〇

二
八
二
、
〇
〇
〇

九
、
八
〇
〇

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
六
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

研
究
生
の
授
業
料
は
、
前
期
及
び
後
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
期
に
つ
い
て
、
別
表
に
掲
げ
る
額
に
そ
の

者
の
そ
の
期
に
お
い
て
在
学
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
前
期
に
あ
っ
て
は
四
月
三
十
日
ま
で

に
、
後
期
に
あ
っ
て
は
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
中
第
五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
納
入
期
限
後
に
入
学
し
た
研
究
生
に
係
る
入
学
の
日
の
属
す
る
期
の
授
業
料
の

納
入
期
限
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
入
学
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
と
す
る
。

５

科
目
等
履
修
生
及
び
特
別
聴
講
学
生
の
授
業
料
は
、
全
額
を
入
学
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で

に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
中｢

第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で｣

を｢

第
四
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で｣

に
改
め

る
。

｢

別
表
中
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円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

入
学
金

科
目
等
履
修
生

研
究
生

学
生

科
目
等
履
修
生

県
外
の
者

県
内
の
者

県
外
の
者

県
内
の
者

県
外
の
者

県
内
の
者

三
三
、
八
〇
〇

二
二
、
六
〇
〇

一
〇
一
、
五
〇
〇

六
七
、
七
〇
〇

三
三
八
、
〇
〇
〇

二
二
六
、
〇
〇
〇

九
、
八
〇
〇

｢を

｣

に
改
め
、
同
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

｣備
考

県
内
の
者
と
は
、
本
人
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
一
親
等
の
親
族
が
入
学
の
日
の
一
年
前

か
ら
引
き
続
き
岐
阜
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
を
い
い
、
県
外
の
者
と
は
、
そ
れ
以
外
の
者
を
い

う
。附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
号

岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

手
数
料
の
徴
収)

第
一
条

県
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
別
に
条
例
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
関
係

の
手
数
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
名
称
、
額
等)

第
二
条

手
数
料
の
名
称
、
額
等
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

(

手
数
料
の
徴
収
方
法
等)

第
三
条

手
数
料
は
、
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
事
務
の
性
質
上
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

(

手
数
料
の
減
免
等)

第
四
条

知
事
は
、
公
益
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
手
数
料
を
減
免
し
、
又
は

手
数
料
の
納
入
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

過
料)

第
五
条

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴
収
を

免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額(

当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き

は
、
五
万
円
と
す
る
。)

以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

(

委
任)

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

岐
阜
県
み
つ
ば
ち
転
飼
条
例
の
一
部
改
正)

２

岐
阜
県
み
つ
ば
ち
転
飼
条
例(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
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三

家
畜
商
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年

政
令
第
二
百
五
十
二
号
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て

｢

施
行
令｣

と
い
う
。)

第

五
条
に
規
定
す
る
家
畜
商
免
許
証
の
書

換
え
交
付

二

法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
法
第

四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
家
畜
取

引
業
務
に
関
す
る
講
習
会

一

家
畜
商
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
百
八
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
家
畜
商
の
免
許

事
務
の
内
容

家
畜
商
免
許
証
書

換
え
交
付
手
数
料

家
畜
取
引
業
務
講

習
会
手
数
料

家
畜
商
免
許
手
数

料 手
数
料
の
名
称

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
、
〇
〇
〇

三
、
七
〇
〇

一
、
六
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
三

条
第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
従
事

者(

以
下
こ
の
項

に
お
い
て
単
に

｢

従
事
者｣

と
い

う
。)

の
数
が
一

人
以
上
四
人
以
下

の
も
の
に
あ
っ
て

は
一
、
九
〇
〇
円
、

従
事
者
の
数
が
五

人
以
上
の
も
の
に

あ
っ
て
は
二
、
五

〇
〇
円

額(

円)

八

政
令
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免

七

漁
業
登
録
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令

第
二
百
九
十
二
号
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て

｢
政
令｣

と
い
う
。)

第
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
免
許
漁
業
原
簿
の
謄

本
等
の
交
付

六

法
第
三
十
六
条
第
一
項(

同
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
休
業
中
の
漁
業
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査

五

法
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
定
置
漁
業
権
等
の
移
転
の
認

可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

四

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

定
置
漁
業
権
等
を
目
的
と
す
る
抵
当
権

の
設
定
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

三

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

漁
業
権
の
分
割
等
の
免
許
の
申
請
に
対

す
る
審
査

二

法
第
十
四
条
第
四
項(

同
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
漁
業
権
の
共
有
の
認
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査

一

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
六
十
七
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
条
に
規
定
す
る

漁
業
権
の
設
定
の
免
許
の
申
請
に
対
す

る
審
査

事
務
の
内
容

四

施
行
令
第
六
条
に
規
定
す
る
家
畜
商

免
許
証
の
再
交
付

免
許
漁
業
原
簿
等

免
許
漁
業
原
簿
謄

本
等
交
付
手
数
料

休
業
中
漁
業
許
可

申
請
手
数
料

定
置
漁
業
権
等
移

転
認
可
申
請
手
数

料 漁
業
権
抵
当
権
設

定
認
可
申
請
手
数

料 漁
業
権
分
割
等
免

許
申
請
手
数
料

漁
業
権
共
有
認
可

申
請
手
数
料

漁
業
権
設
定
免
許

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

家
畜
商
免
許
証
再

交
付
手
数
料

一
回
に

一
枚
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

二
八
〇

五
二
〇

二
、
五
〇
〇

一
、
二
〇
〇

一
、
二
〇
〇

二
、
五
〇
〇

三
、
七
〇
〇

三
、
七
〇
〇

額(

円) 一
、
一
〇
〇

改
正
す
る
。

第
三
条
中｢

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)｣

を｢

岐
阜
県
農

林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号)｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
種
雄
豚
検
査
条
例
の
一
部
改
正)

３

岐
阜
県
種
雄
豚
検
査
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
七
条
中｢

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)｣

を｢

岐
阜
県

農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号)｣

に
改
め
る
。

別
表(

第
二
条
関
係)

一

家
畜
商
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

二

漁
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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一

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
二

十
七
号
。
以
下

こ
の
表
に
お
い

て｢

法｣

と
い

う
。)

第
四
条

事
務
の
内
容

四

法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

た
地
鶏
肉
の
小
分
け
業
者
に
対
す
る
調

査
三

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

地
鶏
肉
の
小
分
け
業
者
の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

二

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

認
定
を
受
け
た
製
造
業
者
等
に
対
す
る

調
査

一

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て

｢

法｣
と
い
う
。)

第
十

四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
農
林
物
資
の
製
造
業
者
等
及
び
生
産

行
程
管
理
者(

以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

製
造
業
者
等｣

と
い
う
。)

の
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

許
漁
業
原
簿
等
の
閲
覧

普
通
肥
料

登
録
手
数

料 手
数
料
の

名
称

２

法
第
四
条
第
一
項
第
七

号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に

係
る
も
の

１

法
第
四
条
第
一
項
第
六

号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に

係
る
も
の

区
分

地
鶏
肉
の
小
分
け

業
者
調
査
手
数
料

地
鶏
肉
の
小
分
け

業
者
認
定
申
請
手

数
料

農
林
物
資
認
定
製

造
業
者
等
調
査
手

数
料

農
林
物
資
製
造
業

者
等
認
定
申
請
手

数
料

手
数
料
の
名
称

閲
覧
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

つ
き

三
五
、
〇
〇
〇

一
八
、
〇
〇
〇

額(

円)

一
三
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

三
〇
、
〇
〇
〇

八
〇
、
〇
〇
〇

額(

円)

四

法
第
十
七
条

第
一
項
に
規
定

三

法
第
十
三
条

に
規
定
す
る
登

録
し
た
漁
船
等

の
検
認

二

法
第
十
二
条

第
三
項
に
規
定

す
る
漁
船
の
登

録
票
の
再
交
付

一

漁
船
法(

昭

和
二
十
五
年
法

律
第
百
七
十
八

号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
漁

船
の
登
録
の
申

請
に
対
す
る
審

査
事
務
の
内
容

二

法
第
十
二
条

第
二
項
に
規
定

す
る
普
通
肥
料

登
録
の
更
新

第
一
項
又
は
第

二
項
に
規
定
す

る
普
通
肥
料
の

登
録

漁
船
登
録

変
更
申
請

登
録
漁
船

等
検
認
手

数
料

漁
船
登
録

票
再
交
付

手
数
料

漁
船
登
録

申
請
手
数

料 手
数
料
の

名
称

普
通
肥
料

登
録
更
新

手
数
料

１

２
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

２

動
力
漁
船
に
係
る
も
の

１

２
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

区
分

２

法
第
四
条
第
一
項
第
七

号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に

係
る
も
の

１

法
第
四
条
第
一
項
第
六

号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に

係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
、
三
〇
〇

三
、
六
〇
〇

二
、
四
〇
〇

六
、
九
〇
〇

四
、
六
〇
〇

額(

円) 七
、
一
〇
〇

三
、
六
〇
〇

三

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

備
考

現
地
調
査
の
た
め
職
員
が
出
張
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
現
地
調
査
に
要
す
る
職

員
の
旅
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

四

肥
料
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

五

漁
船
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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事
務
の
内
容

六

法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
家
畜
人

工
授
精
師
免
許
証
の
再
交
付

五

法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
家
畜
人

工
授
精
師
免
許
証
の
書
換
え
交
付

四

法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
家
畜
人

工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

三

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
家

畜
人
工
授
精
師
の
免
許
の
申
請
に
対
す

る
審
査

二

法
第
十
条
に
規
定
す
る
種
畜
証
明
書

の
再
交
付

一

家
畜
改
良
増
殖
法(

昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
九
号
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
条
に
規

定
す
る
種
畜
証
明
書
の
書
換
え
交
付

事
務
の
内
容

五

法
第
二
十
一

条
に
規
定
す
る

漁
船
の
登
録
の

謄
本
の
交
付

す
る
漁
船
の
登

録
の
変
更
の
申

請
に
対
す
る
審

査

手
数
料
の

名
称

漁
船
登
録

謄
本
交
付

手
数
料

手
数
料

区
分

２

動
力
漁
船
に
係
る
も
の

家
畜
人
工
授
精
師

免
許
証
再
交
付
手

数
料

家
畜
人
工
授
精
師

免
許
証
書
換
え
交

付
手
数
料

家
畜
人
工
授
精
所

開
設
許
可
申
請
手

数
料

家
畜
人
工
授
精
師

免
許
申
請
手
数
料

種
畜
証
明
書
再
交

付
手
数
料

種
畜
証
明
書
書
換

え
交
付
手
数
料

手
数
料
の
名
称

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

額(

円) 一
、
七
〇
〇

一
、
七
〇
〇

五
、
七
〇
〇

一
、
八
〇
〇

七
六
〇

七
六
〇

額(

円)

四
四
〇

三
、
四
〇
〇

三

法
第
六
条
第

一
項
又
は
法
第

三
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る

家
畜
に
対
す
る

注
射
又
は
薬
浴

二

法
第
六
条
第

一
項
又
は
法
第

三
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る

家
畜
に
対
す
る

投
薬

一

家
畜
伝
染
病

予
防
法(

昭
和

二
十
六
年
法
律

第
百
六
十
六
号
。

以
下
こ
の
表
に

お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第

四
条
の
二
第
五

項
、
法
第
五
条

第
一
項
又
は
法

第
三
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す

る
家
畜
の
検
査

(

法
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す

る
家
畜
の
検
査

に
あ
っ
て
は
、

監
視
伝
染
病
の

発
生
を
予
防
す

る
も
の
に
限
る
。)

家
畜
注
射

等
手
数
料

家
畜
投
薬

手
数
料

家
畜
検
査

手
数
料

４

ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
予

防
注
射

３

炭
そ
予
防
注
射

２

豚
コ
レ
ラ
予
防
注
射

１

牛
流
行
性
感
冒
予
防
注

射
９

１
か
ら
８
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
以
外
の
検
査

８

ヨ
ー
ネ
病
検
査

７

ひ
な
白
痢
検
査

６

腐
蛆そ

病
検
査

５

ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
検

査
４

マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
病
検

査
３

ブ
ル
セ
ラ
病
検
査

２

結
核
病
検
査

１

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
検
査

一
頭
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
〇

二
一
〇

二
九
〇

三
七
〇

六
七
〇

一
、
二
〇
〇

三
五
〇

三
〇

四
五

五
〇

五
〇

二
五
〇

二
五
〇

七
一
〇

六

家
畜
改
良
増
殖
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

七

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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事
務
の
内
容

養
ほ
う
振
興
法(

昭
和
三
十
年
法
律
第

百
八
十
号)

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

み
つ
ば
ち
の
転
飼
の
許
可
の
申
請
に
対
す

る
審
査

事
務
の
内
容

四

法
第
八
条

(

法
第
三
十
一

条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
家

畜
の
検
査
等
を

行
っ
た
旨
の
証

明
書
の
交
付

(

法
第
四
条
の

二
第
三
項
に
規

定
す
る
家
畜
の

検
査
及
び
法
第

五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
監
視

伝
染
病
の
発
生

を
予
察
す
る
た

め
の
家
畜
の
検

査
に
係
る
も
の

を
除
く
。)

家
畜
検
査

等
証
明
書

交
付
手
数

料

５

１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
以
外
の
注
射
又
は

薬
浴

手
数
料
の
名
称

み
つ
ば
ち
転
飼
許

可
申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

単
位

一
転
飼

場
所
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

額(

円)

一
五
〇
円
に
ほ
う

群
数
を
乗
じ
て
得

た
額
。
た
だ
し
、

一
転
飼
場
所
に
つ

き
二
、
三
〇
〇
円

を
限
度
と
す
る
。

額(

円)
三
五
〇

一
、
一
〇
〇

一

薬
事
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

四
十
五
号)

第
八
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

法
第
三
十
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
者
の
登
録
の
申
請
に
対
す

る
審
査

事
務
の
内
容

三

法
第
七
条
第
二
項
又
は
法
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
ふ
化
場
の
確
認
の
申

請
に
対
す
る
審
査

二

法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ふ
化

業
者
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

一

養
鶏
振
興
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律

第
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
標
準
鶏
の
認
定
の
申
請
に
対
す

る
審
査

事
務
の
内
容

三

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
畜

市
場
の
登
録
証
の
再
交
付

二

法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
家
畜

市
場
の
登
録
証
の
書
換
え
交
付

一

家
畜
取
引
法(

昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
二
十
三
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
に
規
定

す
る
家
畜
市
場
の
登
録
の
申
請
に
対
す

る
審
査

動
物
用
医
薬
品
販

売
従
事
登
録
申
請

手
数
料

手
数
料
の
名
称

ふ
化
場
確
認
申
請

手
数
料

ふ
化
業
者
登
録
申

請
手
数
料

標
準
鶏
認
定
申
請

手
数
料

手
数
料
の
名
称

家
畜
市
場
登
録
証

再
交
付
手
数
料

家
畜
市
場
登
録
証

書
換
え
交
付
手
数

料 家
畜
市
場
登
録
申

請
手
数
料

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
羽
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
〇
、
〇
〇
〇

額(

円) 七
、
九
〇
〇

七
、
九
〇
〇

四
〇

額(

円) 六
、
四
〇
〇

三
、
八
〇
〇

四
三
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
地
域
家

畜
市
場
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、

一
七
、
〇
〇
〇
円

八

養
ほ
う
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

九

家
畜
取
引
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十

養
鶏
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
一

薬
事
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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四

法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
種

苗
生
産
事
業
者
の
登
録
証
の
再
交
付

三

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
種

苗
生
産
事
業
者
の
登
録
証
の
書
換
え
交

付
二

法
第
十
条
第
三
項
第
三
号
イ
に
規
定

す
る
種
苗
の
生
産
等
に
関
す
る
講
習
会

一

林
業
種
苗
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律

第
八
十
九
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

事
務
の
内
容

登
録
免
許
税
法(

昭
和
四
十
二
年
法
律

第
三
十
五
号)

別
表
第
三
二
十
四
の
項
第

一
号
に
規
定
す
る
建
物
又
は
土
地
に
関
す

る
証
明
書
の
交
付

事
務
の
内
容

三

省
令
第
百
十
五
条
の
十
三
第
一
項
に

規
定
す
る
販
売
従
事
登
録
証
の
再
交
付

二

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則(

平
成

十
六
年
農
林
水
産
省
令
第
百
七
号
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て｢

省
令｣

と
い
う
。)

第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す

る
販
売
従
事
登
録
証
の
書
換
え
交
付

種
苗
生
産
事
業
者

登
録
証
再
交
付
手

数
料

種
苗
生
産
事
業
者

登
録
証
書
換
え
交

付
手
数
料

種
苗
講
習
会
手
数

料 種
苗
生
産
事
業
者

登
録
手
数
料

手
数
料
の
名
称

登
録
免
許
税
非
課

税
証
明
書
交
付
手

数
料

手
数
料
の
名
称

動
物
用
医
薬
品
販

売
従
事
登
録
証
再

交
付
手
数
料

動
物
用
医
薬
品
販

売
従
事
登
録
証
書

換
え
交
付
手
数
料

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

三
、
〇
〇
〇

三
、
五
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

六
、
四
〇
〇

額(
円)

五
〇
〇

額(

円) 二
、
九
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二

法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

卸
売
業
務
の
許
可

一

卸
売
市
場
法(

昭
和
四
十
六
年
法
律

第
三
十
五
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣
と
い
う
。)

第
五
十
五
条
に
規
定

す
る
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
の
許
可

事
務
の
内
容

六

法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苗

木
が
育
種
母
樹
等
か
ら
採
取
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明

五

法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
種

穂
が
育
種
母
樹
等
か
ら
採
取
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明

卸
売
業
務
許
可
手

数
料

地
方
卸
売
市
場
開

設
許
可
手
数
料

手
数
料
の
名
称

育
種
母
樹
等
採
取

苗
木
証
明
手
数
料

育
種
母
樹
等
採
取

種
穂
証
明
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

六
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

額(

円)

三
六
、
〇
〇
〇
円

に
一
万
本
又
は
一

万
本
に
満
た
な
い

端
数
を
増
す
ご
と

に
五
、
七
〇
〇
円

(

幼
苗
に
あ
っ
て

は
、
三
、
六
〇
〇

円)

と
し
て
計
算

し
た
額
に
証
明
に

係
る
事
実
の
確
認

の
回
数
を
乗
じ
て

得
た
額
を
加
え
た

額 三
六
、
〇
〇
〇
円

に
種
子
に
あ
っ
て

は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

又
は
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
満
た
な
い
端

数
を
増
す
ご
と
に

五
、
九
〇
〇
円
を
、

穂
木
に
あ
っ
て
は

一
万
本
又
は
一
万

本
に
満
た
な
い
端

数
を
増
す
ご
と
に

五
、
一
〇
〇
円
を

加
え
た
額

十
二

登
録
免
許
税
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

備
考

現
地
調
査
の
た
め
職
員
が
出
張
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
現
地
調
査
に
要
す
る
職

員
の
旅
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

十
三

林
業
種
苗
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
四

卸
売
市
場
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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三

条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る
種
雄
豚

二

条
例
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
雄

豚
の
臨
時
検
査

一

岐
阜
県
種
雄
豚
検
査
条
例(

昭
和
三

十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
四
号
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
雄
豚
の
定

期
検
査

事
務
の
内
容

岐
阜
県
み
つ
ば
ち
転
飼
条
例(

昭
和
三

十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
四
号)

第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
県
内
に
お
け
る
み
つ

ば
ち
の
転
飼
の
許
可

事
務
の
内
容

二

法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遊
漁

船
業
者
の
登
録
の
更
新
の
申
請
に
対
す

る
審
査

一

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
遊
漁
船
業

者
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

種
雄
豚
認
定
書
書

雄
豚
臨
時
検
査
手

数
料

雄
豚
定
期
検
査
手

数
料

手
数
料
の
名
称

み
つ
ば
ち
県
内
転

飼
許
可
手
数
料

手
数
料
の
名
称

遊
漁
船
業
者
登
録

更
新
申
請
手
数
料

遊
漁
船
業
者
登
録

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
通
に

一
頭
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

単
位

一
転
飼

場
所
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

三
五
〇

一
、
二
〇
〇

一
、
二
〇
〇

額(

円)

一
五
〇
円
に
ほ
う

群
数
を
乗
じ
て
得

た
額
。
た
だ
し
、

一
転
飼
場
所
に
つ

き
二
、
三
〇
〇
円

を
限
度
と
す
る
。

額(

円)

一
八
、
〇
〇
〇

二
六
、
〇
〇
〇

額(

円)

四

証
明
書
の
交
付

三

農
作
物
種
子
発
芽
率
検
定

二

肥
料
検
査(

定
量
分
析)

一

肥
料
検
査(

定
性
分
析)

事
務
の
内
容

五

成
績
証
明
書
の
交
付

四

木
質
構
造
等
強
度
試
験

三

木
質
構
造
等
強
度
測
定

二

木
材
含
水
率
測
定

一

木
材
強
度
測
定

事
務
の
内
容

認
定
書
の
書
換
え
交
付
又
は
再
交
付

肥
料
検
査
等
証
明

書
交
付
手
数
料

農
作
物
種
子
発
芽

率
検
定
手
数
料

肥
料
定
量
分
析
検

査
手
数
料

肥
料
定
性
分
析
検

査
手
数
料

手
数
料
の
名
称

木
材
強
度
測
定
等

成
績
証
明
書
交
付

手
数
料

木
質
構
造
等
強
度

試
験
手
数
料

木
質
構
造
等
強
度

測
定
手
数
料(

六

体
以
内)

木
材
含
水
率
測
定

手
数
料

木
材
強
度
測
定
手

数
料

手
数
料
の
名
称

換
え
等
手
数
料

一
通
に

つ
き

一
点
に

つ
き

一
成
分

に
つ
き

一
成
分

に
つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

つ
き

三
七
〇

二
、
一
〇
〇

三
、
一
五
〇

一
、
五
八
〇

額(

円)

三
七
〇

一
八
、
五
〇
〇

一
一
〇
、
九
〇
〇

二
、
二
四
〇

二
、
四
二
〇

額(

円)

十
五

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
六

岐
阜
県
み
つ
ば
ち
転
飼
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
七

岐
阜
県
種
雄
豚
検
査
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
八

森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
い
て
行
う
木
材
強
度
測
定
等
に
関
す
る
事
務

備
考

木
材
強
度
測
定
手
数
料
及
び
木
材
含
水
率
測
定
手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
測
定
に
木
材
加
工
を

必
要
と
す
る
場
合
は
、
当
該
木
材
加
工
に
必
要
な
実
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

十
九

肥
料
検
査
等
に
関
す
る
事
務
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六

家
畜
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会

五

家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会

四

ク
ロ
ー
デ
ィ
ン
16
欠
損
症
の
遺
伝
子

検
査

三

診
療

二

初
診

一

妊
娠
診
断

事
務
の
内
容

家
畜
受
精
卵
移
植

家
畜
人
工
授
精
講

習
会
手
数
料

ク
ロ
ー
デ
ィ
ン
16

欠
損
症
検
査
手
数

料 家
畜
診
療
手
数
料

家
畜
初
診
手
数
料

家
畜
妊
娠
診
断
手

数
料

手
数
料
の
名
称

一
人
に

一
人
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

単
位

四
〇
、
〇
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

三
、
九
五
〇

農
業
災
害
補
償
法

施
行
規
則
第
三
十

三
条
第
一
項
及
び

第
三
十
四
条
の
三

第
一
項
の
診
療
そ

の
他
の
行
為
に
よ

つ
て
組
合
員
が
負

担
す
べ
き
費
用
の

内
容
に
応
じ
て
農

林
水
産
大
臣
が
定

め
る
点
数
等(

昭

和
三
十
年
農
林
省

告
示
第
七
百
七
十

八
号)

一
の
家
畜

共
済
診
療
点
数
表

(
以
下
こ
の
表
に

お
い
て｢
点
数
表｣

と
い
う
。)
中
Ｂ

種
の
点
数
に
よ
り

一
点
の
単
価
を
一

〇
円
と
し
て
算
定

し
た
額 一

、
〇
五
〇

一
、
五
四
〇

額(

円)

農
道
整
備
事
業

二

家
畜
伝
染
性
疾
病
の
免
疫
学
的
検
査

証
明
書
の
交
付

一

家
畜
伝
染
性
疾
病
の
免
疫
学
的
検
査

(

家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。)

事
務
の
内
容

七

妊
娠
診
断
証
明
書
の
交
付

工
事
費

広
域
農
道

百
分
の
七
・
五

家
畜
伝
染
性
疾
病

検
査
証
明
書
交
付

手
数
料

家
畜
伝
染
性
疾
病

検
査
手
数
料

手
数
料
の
名
称

家
畜
妊
娠
診
断
証

明
書
交
付
手
数
料

講
習
会
手
数
料

一
通
に

つ
き

一
頭
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

つ
き

三
七
〇

七
一
〇
円
。
た
だ

し
、
ヨ
ー
ネ
病
検

査
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
三
五

〇
円

額(

円)

七
七
〇

二
十

家
畜
の
診
断
等
に
関
す
る
事
務

備
考

家
畜
診
療
手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
点
数
表
の
付
表
で
あ
る
薬
価
基
準
表
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
医
薬
品
を
使
用
し
て
診
療
す
る
場
合
は
、
実
費
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。

二
十
一

家
畜
伝
染
性
疾
病
の
免
疫
学
的
検
査
に
関
す
る
事
務

岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
一
号

岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
の
表
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業
の
項
を
削
り
、
同
表
農
道
整

備
事
業
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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た
だ
し
、
水
源
地
域
対
策
関
連
事
業
に
つ
い
て
は
、
百
分
の

五基
幹
農
道

六
分
の
一

一
般
農
道

百
分
の
二
十
五

た
だ
し
、
農
業
集
落
間
を
連
絡
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
百

分
の
十
七
・
五

事
務
費

広
域
農
道

百
分
の
七
・
五

基
幹
農
道

百
分
の
二
十
五

一
般
農
道

百
分
の
二
十
五

第
四
条
第
一
項
の
表
農
道
施
設
強
化
対
策
事
業
の
項
中

｢

豪
雪
地
帯
等
に
お
い
て
行
う
も
の｣

を

｢

豪
雪
地
帯
又
は
急
傾
斜
地
帯(

受
益
地
域(
水
田
地
帯
を
除
く
。)

内
の
平
均
傾
斜
度
が
十
五
度
以
上

の
地
域
に
限
る
。)

に
お
い
て
行
う
も
の(

以
下｢
豪
雪
地
帯
等
に
お
い
て
行
う
も
の｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
、
同
表
ふ
る
さ
と
農
道
緊
急
整
備
事
業
の
項
中｢

農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備

事
業｣

を｢

基
幹
農
道
整
備
事
業｣

に
、｢

広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業｣

を｢

広
域
農
道
整
備
事

業｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
森
林
整
備
担
い
手
対
策
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号

岐
阜
県
森
林
整
備
担
い
手
対
策
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
森
林
整
備
担
い
手
対
策
基
金
条
例(

平
成
五
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中｢

及
び
使
途｣

を
削
り
、
同
条
中｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
経
費

及
び
基
金
の
管
理
等
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る｣

を｢

基
金
に
編
入
す
る｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削

る
。第

七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

(

基
金
の
使
途)

第
五
条

基
金
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
経
費
及
び
基
金
の
管
理
等
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る

も
の
と
す
る
。

一

林
業
従
事
者
育
成
確
保
事
業

二

林
業
就
労
条
件
改
善
事
業

三

そ
の
他
森
林
整
備
の
担
い
手
対
策
に
関
す
る
事
業

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

手
数
料
の
徴
収)

第
一
条

県
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
別
に
条
例
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
土
木
関
係

の
手
数
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
名
称
、
額
等)

第
二
条

手
数
料
の
名
称
、
額
等
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
納

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
機
関
に
納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
当
該
機
関
の
収
入
と
す

る
。

(

手
数
料
の
徴
収
方
法
等)

第
三
条

手
数
料
は
、
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
事
務
の
性
質
上
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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一

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四

事
務
の
内
容

建
設
業
許

可
申
請
手

手
数
料
の

名
称

区
分

一
件
に

つ
き

単
位

九
〇
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
既
に
他

額(

円)

三

法
第
二
十
五

条
第
二
項
に
規

定
す
る
あ
っ
せ

ん
又
は
調
停

二

法
第
三
条
第

三
項
に
規
定
す

る
建
設
業
の
許

可
の
更
新
の
申

請
に
対
す
る
審

査 年
法
律
第
百
号
。

以
下
こ
の
表
に

お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第

三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
建
設

業
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査

建
設
工
事

紛
争
調
停

等
手
数
料

建
設
業
許

可
更
新
申

請
手
数
料

数
料

１

あ
っ
せ
ん
の
申
請
に
係

る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

あ
っ
せ
ん
を
求

め
る
事
項
の
価
額

(

当
該
価
額
を
算

定
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
は
、

五
百
万
円
と
み
な

す
。)

に
応
じ
て
、

次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し

て
得
た
額

一�
あ
っ
せ
ん
を

求
め
る
事
項
の

価
額
が
百
万
円

ま
で

一
〇
、

〇
〇
〇
円

二�
あ
っ
せ
ん
を

求
め
る
事
項
の

価
額
が
百
万
円

を
超
え
五
百
万

円
ま
で
の
部
分

そ
の
価
額
一

万
円
ま
で
ご
と

に

二
〇
円

五
〇
、
〇
〇
〇

の
建
設
業
に
つ
い

て
知
事
が
し
た
許

可
と
法
第
三
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ

る
区
分
を
同
じ
く

す
る
許
可
に
係
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、

五
〇
、
〇
〇
〇
円

２

納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

別
表
第
一
一
の
表
三
の
項
及
び
四
の
項
に
規
定
す
る
手
数
料

同
表
備
考
第
二
号
又
は
第
三
号

の
規
定

二

別
表
第
一
二
の
表
一
の
項
に
規
定
す
る
手
数
料

同
項
第
一
号
の
備
考
第
二
号
た
だ
し
書
の
規

定
三

別
表
第
一
十
八
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料

同
表
備
考
第
一
号
の
規
定

(

手
数
料
の
減
免
等)

第
四
条

知
事
は
、
公
益
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
手
数
料
を
減
免
し
、
又
は

手
数
料
の
納
入
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

過
料)

第
五
条

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴
収
を

免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額(

当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き

は
、
五
万
円
と
す
る
。)

以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

(

委
任)

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
改
正)

２

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
中｢

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)｣

を｢

岐
阜

県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一(

第
二
条
、
第
三
条
関
係)

一

建
設
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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２

調
停
の
申
請
に
係
る
も

の

一
件
に

つ
き

調
停
を
求
め
る

事
項
の
価
額(

当

該
価
額
を
算
定
す

る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
五
百

万
円
と
み
な
す
。)

に
応
じ
て
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
て
得

た
額

一�
調
停
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
百
万
円
ま
で

二
〇
、
〇
〇

〇
円

二�
調
停
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
百
万
円
を
超

え
五
百
万
円
ま

で
の
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

三�
あ
っ
せ
ん
を

求
め
る
事
項
の

価
額
が
五
百
万

円
を
超
え
二
千

五
百
万
円
ま
で

の
部
分

そ
の

価
額
一
万
円
ま

で
ご
と
に

一

五
円

四�
あ
っ
せ
ん
を

求
め
る
事
項
の

価
額
が
二
千
五

百
万
円
を
超
え

る
部
分

そ
の

価
額
一
万
円
ま

で
ご
と
に

一

〇
円

四

法
第
二
十
五

条
第
二
項
に
規

定
す
る
仲
裁

建
設
工
事

紛
争
仲
裁

手
数
料

備
考

あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
を
求
め
る
事
項
の
価
額
を
増
加

す
る
と
き
の
手
数
料
の
額
は
、
増
加
後
の
価
額
に
つ
い
て

算
定
し
た
手
数
料
の
額
と
増
加
前
の
価
額
に
つ
い
て
算
定

し
た
手
数
料
の
額
と
の
差
額
と
す
る
。

一
件
に

つ
き

仲
裁
を
求
め
る

事
項
の
価
額(

当

該
価
額
を
算
定
す

る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
五
百

万
円
と
み
な
す
。)

に
応
じ
て
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
て
得

た
額

一�
仲
裁
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
百
万
円
ま
で

五
〇
、
〇
〇

〇
円

二�
仲
裁
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
百
万
円
を
超

四
〇
円

三�
調
停
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
五
百
万
円
を

超
え
一
億
円
ま

で
の
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

二
五
円

四�
調
停
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
一
億
円
を
超

え
る
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

一
五
円
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七

法
第
二
十
七

条
の
三
十
五
第

六

法
第
二
十
七

条
の
二
十
九
第

一
項
に
規
定
す

る
総
合
評
定
値

の
通
知

五

法
第
二
十
七

条
の
二
十
六
第

一
項
に
規
定
す

る
経
営
規
模
等

評
価

建
設
業
者

経
営
状
況

建
設
業
者

総
合
評
定

値
通
知
手

数
料

建
設
業
者

経
営
規
模

等
評
価
手

数
料

備
考

仲
裁
を
求
め
る
事
項
の
価
額
を
増
加
す
る
と
き
の
手

数
料
の
額
は
、
増
加
後
の
価
額
に
つ
い
て
算
定
し
た
手
数

料
の
額
と
増
加
前
の
価
額
に
つ
い
て
算
定
し
た
手
数
料
の

額
と
の
差
額
と
す
る
。

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
五
、
九
〇
〇

四
〇
〇
円
に
通
知

を
受
け
よ
う
と
す

る
建
設
業
一
種
類

に
つ
き
二
〇
〇
円

を
加
え
た
額

八
、
一
〇
〇
円
に

評
価
を
受
け
よ
う

と
す
る
建
設
業
一

種
類
に
つ
き
二
、

三
〇
〇
円
を
加
え

た
額 え

五
百
万
円
ま

で
の
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

一
〇
〇
円

三�
仲
裁
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
五
百
万
円
を

超
え
一
億
円
ま

で
の
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

六
〇
円

四�
仲
裁
を
求
め

る
事
項
の
価
額

が
一
億
円
を
超

え
る
部
分

そ

の
価
額
一
万
円

ま
で
ご
と
に

二
〇
円

一

建
築
基
準
法

(

昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百

一
号
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て

｢
法｣
と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項

(

法
第
八
十
七

条
第
一
項
、
法

第
八
十
七
条
の

事
務
の
内
容

八

建
設
業
の
許

可
を
受
け
て
い

る
旨
の
証
明
書

又
は
確
認
書
の

交
付

一
項
の
規
定
に

よ
り
行
う
経
営

状
況
の
分
析

建
築
確
認

申
請
等
手

数
料

手
数
料
の

名
称

建
設
業
許

可
証
明
書

等
交
付
手

数
料

分
析
手
数

料

１

法
第
六

条
第

一
項

(

法
第
八

十
七

条
第

一
項

に
お

区
分

ハ

床
面
積
の
合
計

ロ

床
面
積
の
合
計

が
三
十
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
百
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の

イ

床
面
積
の
合
計

が
三
十
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
四
、
〇
〇
〇

九
、
〇
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

額(

円)

三
五
〇

備
考一

あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
申
請
人
が
法
第
二
十
五
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受

け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
目
的
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
仲
裁

の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
手
数
料
の
額
は
、
当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
申
請
に
つ
い
て

納
め
た
額
と
仲
裁
を
求
め
る
事
項
の
価
額
に
応
じ
て
算
定
し
た
額
と
の
差
額
と
す
る
。

二

あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
申
請
が
最
初
に
す
べ
き
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
期
日
の
終
了
前
に
取

り
下
げ
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
を
求
め
る
事
項
の
価
額
に
応
じ

て
算
定
し
た
手
数
料
の
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

三

仲
裁
の
申
請
に
お
い
て
口
頭
審
理
を
経
な
い
で
仲
裁
手
続
が
終
了
決
定
さ
れ
、
又
は
当
該
申

請
が
最
初
に
す
べ
き
口
頭
審
理
の
期
日
の
終
了
前
に
取
り
下
げ
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
仲
裁
を
求
め
る
事
項
の
価
額
に
応
じ
て
算
定
し
た
手
数
料
の
額(

第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
手
数
料
の
額)

に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

二

建
築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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二
又
は
法
第
八

十
八
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二

項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を

含
む
。)
に
規

定
す
る
建
築
物

の
建
築
の
確
認

の
申
請
又
は
法

第
十
八
条
第
二

項(

法
第
八
十

七
条
第
一
項
、

法
第
八
十
七
条

の
二
又
は
法
第

八
十
八
条
第
一

項
若
し
く
は
第

二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

に

規
定
す
る
建
築

物
の
建
築
の
計

画
の
通
知
に
対

す
る
審
査

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。)

に
規

定
す

る
建

築
物

の
建

築
の

確
認

の
申

請
又

は
法

第
十

八
条

第
二

項(法
第

八
十

七
条

第
一

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む
。

)に規
定
す

る
建

築
物

の
建

築
の

計
画

の
通
備
考一

申
請
に
係
る
計
画
に
法
第
八
十
七
条
の
二
に

規
定
す
る
昇
降
機
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、

リ

床
面
積
の
合
計

が
五
万
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も

の
チ

床
面
積
の
合
計

が
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
五
万

平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の

ト

床
面
積
の
合
計

が
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
一
万

平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の

ヘ

床
面
積
の
合
計

が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の

ホ

床
面
積
の
合
計

が
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の

ニ

床
面
積
の
合
計

が
二
百
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
五
百

平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の

が
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
百
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

四
六
〇
、
〇
〇
〇

二
四
〇
、
〇
〇
〇

一
四
〇
、
〇
〇
〇

四
八
、
〇
〇
〇

三
四
、
〇
〇
〇

一
九
、
〇
〇
〇

２

法
第
六

条
第

一
項

(

法
第
八

十
七

条
の

二
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
に

限
る
。

)に規
定
す

る
建

築
物

の
建

築
の

確
認

の
申

請
又

は
法

第
十

八
条

第
二

知
に

対
す

る
審

査
に

係
る

も
の

ロ

確
認
を
受
け
た

建
築
設
備
の
計
画

の
変
更
に
係
る
建

築
設
備
の
設
置
に

係
る
も
の

イ

建
築
設
備
の
設

置
に
係
る
も
の

(

ロ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。)

当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
き
建
築
設
備
加
算
額
を

加
算
す
る
。

二

申
請
に
係
る
計
画
に
法
第
六
条
第
五
項
又
は

法
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適

合
性
判
定
を
要
す
る
建
築
物
が
含
ま
れ
て
い
る

場
合
は
、
当
該
建
築
物
一
に
つ
き
二
の
項
区
分

の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
額
の
欄

に
掲
げ
る
額
を
構
造
計
算
適
合
性
判
定
加
算
額

と
し
て
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
建
築
主
事
が
構

造
計
算
適
合
性
判
定
を
求
め
な
か
っ
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。一

件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
小
荷
物

専
用
昇
降
機
に
つ

い
て
は
、
三
、
〇

〇
〇
円

九
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
小
荷
物

専
用
昇
降
機
に
つ

い
て
は
、
四
、
〇

〇
〇
円
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３

法
第
六

条
第

一
項

(

法
第
八

十
八

条
第

一
項

又
は

第
二

項
に

お
い

項(法
第

八
十

七
条

の
二

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

に
限

る
。)

に
規

定
す

る
建

築
物

の
建

築
の

計
画

の
通

知
に

対
す

る
審

査
に

係
る

も
の

ロ

確
認
を
受
け
た

工
作
物
の
計
画
の

変
更
に
係
る
工
作

物
の
築
造
に
係
る

も
の

イ

工
作
物
の
築
造

に
係
る
も
の(

ロ

に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。)

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

て
準

用
す

る
場

合
に

限
る
。

)に規
定
す

る
建

築
物

の
建

築
の

確
認

の
申

請
又

は
法

第
十

八
条

第
二

項(法
第

八
十

八
条

第
一

項
又

は
第

二
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

に
限

る
。)

に
規

定
す

る
建

築
物

の
建

築
の
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二

法
第
六
条
第

五
項
、
法
第
六

条
の
二
第
三
項

及
び
法
第
十
八

構
造
計
算

適
合
性
判

定
手
数
料

備
考一

こ
の
項
に
お
い
て｢

床
面
積
の
合
計｣

と
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
面
積
の

合
計
面
積
を
い
う
。

イ

建
築
物
を
建
築
す
る
場
合(

ロ
に
掲
げ
る
場
合
及
び
移
転
す
る

場
合
を
除
く
。)

当
該
建
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積

ロ

確
認
を
受
け
た
建
築
物
の
計
画
を
変
更
し
て
建
築
物
を
建
築
す

る
場
合(

移
転
す
る
場
合
を
除
く
。)

当
該
計
画
の
変
更
に
係

る
部
分
の
床
面
積
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
面
積(

床
面
積
が

増
加
す
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
加
す
る
部
分
の
床
面
積)

ハ

建
築
物
の
移
転
を
し
、
大
規
模
な
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
を

し
、
又
は
用
途
を
変
更
す
る
場
合(
ニ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。)

当
該
移
転
、
修
繕
、
模
様
替
え
又
は
用
途
の
変
更
に
係
る
部
分

の
床
面
積
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
面
積

ニ

確
認
を
受
け
た
建
築
物
の
計
画
を
変
更
し
て
建
築
物
の
移
転
を

し
、
大
規
模
な
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
を
し
、
又
は
用
途
を
変

更
す
る
場
合

当
該
計
画
の
変
更
に
係
る
部
分
の
床
面
積
に
二
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
面
積

二

こ
の
項
に
お
い
て｢

建
築
設
備
加
算
額｣

と
は
、
次
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
と
す
る
。

イ

法
第
八
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
昇
降
機
そ
の
他
の
建
築
設
備

を
設
置
す
る
場
合(

ロ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。)

九
、
〇
〇

〇
円(

小
荷
物
専
用
昇
降
機
に
つ
い
て
は
、
四
、
〇
〇
〇
円)

ロ

確
認
を
受
け
た
建
築
設
備
の
計
画
を
変
更
し
て
昇
降
機
そ
の
他

の
建
築
設
備
を
設
置
す
る
場
合

五
、
〇
〇
〇
円(

小
荷
物
専
用

昇
降
機
に
つ
い
て
は
、
三
、
〇
〇
〇
円)

１

法
第
六

条
第

五
項

計
画

の
通

知
に

対
す

る
審

査
に

係
る

も
の

イ

国
土
交

通
大

臣
の

床
面
積
が

千
平
方
メ

ー
ト
ル
以

下
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
〇
八
、
〇
〇
〇

条
第
四
項
に
規

定
す
る
構
造
計

算
適
合
性
判
定

法
第

六
条

の
二

第
三

項
及

び
法

第
十

八
条

第
四

項
に

規
定

す
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定
に

係
る

も
の

ロ

そ
の
他

の
も

の
に

よ
っ

て
安

全
性

を
確

か
め

た
も

の 認
定

を
受

け
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
る

も
の

に
よ

っ
て

安
全

性
を

確
か

め
た

も
の

床
面
積
が

千
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
二
千

平
方
メ
ー

ト
ル
以
下

床
面
積
が

千
平
方
メ

ー
ト
ル
以

下
の
も
の

床
面
積
が

五
万
平
方

メ
ー
ト
ル

を
超
え
る

も
の

床
面
積
が

一
万
平
方

メ
ー
ト
ル

を
超
え
五

万
平
方
メ

ー
ト
ル
以

下
の
も
の

床
面
積
が

二
千
平
方

メ
ー
ト
ル

を
超
え
一

万
平
方
メ

ー
ト
ル
以

下
の
も
の

床
面
積
が

千
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
二
千

平
方
メ
ー

ト
ル
以
下

の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
〇
九
、
〇
〇
〇

一
五
七
、
〇
〇
〇

三
一
九
、
〇
〇
〇

一
八
七
、
〇
〇
〇

一
四
八
、
〇
〇
〇

一
三
四
、
〇
〇
〇
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三

法
第
七
条
第

一
項(

法
第
八

十
七
条
の
二
又

は
法
第
八
十
八

条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
建

築
物
の
建
築
工

事
の
完
了
の
検

査
の
申
請
又
は

建
築
工
事

完
了
検
査

申
請
等
手

数
料

備
考

こ
の
項
に
お
い
て｢

床
面
積｣

と
は
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を

行
う
建
築
物
の
床
面
積
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
二
以
上
の

部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝

え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
建
築

物
の
当
該
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
建
築
物
と
み
な
す
。

１

法
第
七

条
第

一
項

に
規

定
す

る
建

築
物

の
建

築
工

事
の

完
了

イ

当
該
申

請
に

係
る

建
築

物
が

法
第

七
条

の
三

第
四

項
に

規
定

床
面
積
の

合
計
が
三

十
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
百
平

方
メ
ー
ト

床
面
積
の

合
計
が
三

十
平
方
メ

ー
ト
ル
以

下
の
も
の

床
面
積
が

五
万
平
方

メ
ー
ト
ル

を
超
え
る

も
の

床
面
積
が

一
万
平
方

メ
ー
ト
ル

を
超
え
五

万
平
方
メ

ー
ト
ル
以

下
の
も
の

床
面
積
が

二
千
平
方

メ
ー
ト
ル

を
超
え
一

万
平
方
メ

ー
ト
ル
以

下
の
も
の

の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
二
、
〇
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

五
八
七
、
〇
〇
〇

三
一
九
、
〇
〇
〇

二
四
〇
、
〇
〇
〇

法
第
十
八
条
第

十
四
項(

法
第

八
十
七
条
の
二

又
は
法
第
八
十

八
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項

に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含

む
。)

に
規
定

す
る
建
築
物
の

建
築
工
事
の
完

了
の
通
知
に
対

す
る
審
査

の
検

査
の

申
請

又
は

法
第

十
八

条
第

十
四

項
に

規
定

す
る

建
築

物
の

建
築

工
事

の
完

了
の

通
知

に
対

す
る

審
査

に
係

る
も

の

す
る

建
築

物
の

建
築

工
事

の
中

間
の

検
査

又
は

法
第

十
八

条
第

十
八

項
に

規
定

す
る

建
築

物
の

建
築

工
事

の
特

定
工

程
の

完
了

の
通

知
に

対
す

る
検

査
を

受
け

て
い

な
い

も
の

床
面
積
の

合
計
が
二

千
平
方
メ

床
面
積
の

合
計
が
千

平
方
メ
ー

ト
ル
を
超

え
二
千
平

方
メ
ー
ト

ル
以
下
の

も
の

床
面
積
の

合
計
が
五

百
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
千
平

方
メ
ー
ト

ル
以
下
の

も
の

床
面
積
の

合
計
が
二

百
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
五
百

平
方
メ
ー

ト
ル
以
下

の
も
の

床
面
積
の

合
計
が
百

平
方
メ
ー

ト
ル
を
超

え
二
百
平

方
メ
ー
ト

ル
以
下
の

も
の

ル
以
下
の

も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
二
〇
、
〇
〇
〇

五
〇
、
〇
〇
〇

三
六
、
〇
〇
〇

二
二
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇
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ロ

当
該
申

請
に

係
る

建
築

物
が

法
第

七
条

の
三

第
四

項
に

規
定

床
面
積
の

合
計
が
三

十
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
百
平

方
メ
ー
ト

ル
以
下
の

床
面
積
の

合
計
が
三

十
平
方
メ

ー
ト
ル
以

下
の
も
の

備
考

申
請
に
係
る
計
画
に
法
第
八
十
七

条
の
二
に
規
定
す
る
昇
降
機
が
含
ま
れ

て
い
る
場
合
は
、
当
該
昇
降
機
一
基
に

つ
き
一
三
、
〇
〇
〇
円(
小
荷
物
専
用

昇
降
機
に
つ
い
て
は
、
八
、
〇
〇
〇
円)

を
加
算
す
る
。

床
面
積
の

合
計
が
五

万
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
る
も

の 床
面
積
の

合
計
が
一

万
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
五
万

平
方
メ
ー

ト
ル
以
下

の
も
の

ー
ト
ル
を

超
え
一
万

平
方
メ
ー

ト
ル
以
下

の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
一
、
〇
〇
〇

九
、
〇
〇
〇

三
八
〇
、
〇
〇
〇

一
九
〇
、
〇
〇
〇

す
る

建
築

物
の

建
築

工
事

の
中

間
の

検
査

又
は

法
第

十
八

条
第

十
八

項
に

規
定

す
る

建
築

物
の

建
築

工
事

の
特

定
工

程
の

完
了

の
通

知
に

対
す

る
検

査
を

受
け

た
も

の

床
面
積
の

合
計
が
二

千
平
方
メ

ー
ト
ル
を

床
面
積
の

合
計
が
千

平
方
メ
ー

ト
ル
を
超

え
二
千
平

方
メ
ー
ト

ル
以
下
の

も
の

床
面
積
の

合
計
が
五

百
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
千
平

方
メ
ー
ト

ル
以
下
の

も
の

床
面
積
の

合
計
が
二

百
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
五
百

平
方
メ
ー

ト
ル
以
下

の
も
の

床
面
積
の

合
計
が
百

平
方
メ
ー

ト
ル
を
超

え
二
百
平

方
メ
ー
ト

ル
以
下
の

も
の

も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
一
〇
、
〇
〇
〇

四
七
、
〇
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇
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３

法
第
七
条
第
一
項

(

法

第
八
十
八
条
第
一
項
又
は

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
に
限
る
。)

に
規
定

す
る
建
築
物
の
建
築
工
事

の
完
了
の
検
査
の
申
請
又

は
法
第
十
八
条
第
十
四
項

２

法
第
七
条
第
一
項

(
法

第
八
十
七
条
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。)

に
規
定
す
る
建
築
物
の
建

築
工
事
の
完
了
の
検
査
の

申
請
又
は
法
第
十
八
条
第

十
四
項

(

法
第
八
十
七
条

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
に
限
る
。)

に
規
定
す

る
建
築
物
の
建
築
工
事
の

完
了
の
通
知
に
対
す
る
審

査
に
係
る
も
の

床
面
積
の

合
計
が
五

万
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
る
も

の 床
面
積
の

合
計
が
一

万
平
方
メ

ー
ト
ル
を

超
え
五
万

平
方
メ
ー

ト
ル
以
下

の
も
の

超
え
一
万

平
方
メ
ー

ト
ル
以
下

の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

九
、
〇
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
小
荷
物

専
用
昇
降
機
に
つ

い
て
は
、
八
、
〇

〇
〇
円

三
七
〇
、
〇
〇
〇

一
八
〇
、
〇
〇
〇

四

法
第
七
条
の

三
第
二
項
に
規

定
す
る
建
築
物

の
建
築
工
事
の

中
間
の
検
査
の

申
請
又
は
法
第

十
八
条
第
十
七

項
に
規
定
す
る

建
築
物
の
建
築

工
事
の
特
定
工

程
の
完
了
の
通

知
に
対
す
る
審

査

建
築
工
事

中
間
検
査

申
請
等
手

数
料

備
考

こ
の
項
に
お
い
て｢

床
面
積
の
合
計｣

と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
面
積

の
合
計
面
積
を
い
う
。

一

建
築
物
を
建
築
し
た
場
合(

移
転
し
た
場
合
を
除
く
。)

当
該

建
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積

二

建
築
物
の
移
転
を
し
、
又
は
大
規
模
な
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え

を
し
た
場
合

当
該
移
転
、
修
繕
又
は
模
様
替
え
に
係
る
部
分
の
床

面
積
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
面
積

６

床
面
積
の
合
計
が
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
５

床
面
積
の
合
計
が
五
百

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
４

床
面
積
の
合
計
が
二
百

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の

も
の

３

床
面
積
の
合
計
が
百
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
百

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
２

床
面
積
の
合
計
が
三
十

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
百

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
１

床
面
積
の
合
計
が
三
十

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の (

法
第
八
十
八
条
第
一
項

又
は
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
に
限
る
。)

に

規
定
す
る
建
築
物
の
建
築

工
事
の
完
了
の
通
知
に
対

す
る
審
査
に
係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
五
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

一
一
、
〇
〇
〇

九
、
〇
〇
〇
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五

法
第
七
条
の

六
第
一
項
第
一

号(

法
第
八
十

七
条
の
二
又
は

法
第
八
十
八
条

第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

又
は
法
第
十
八

条
第
二
十
二
項

第
一
号(

法
第

八
十
七
条
の
二

又
は
法
第
八
十

八
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項

に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含

む
。)

に
規
定

す
る
建
築
物
等

の
仮
使
用
の
承

建
築
物
等

仮
使
用
承

認
申
請
手

数
料

備
考

こ
の
項
に
お
い
て｢

床
面
積
の
合
計｣

と
は
、
建
築
物
の
う
ち
法

第
七
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
建
築
工
事
の
中
間
の
検
査

又
は
法
第
十
八
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
建
築
工
事
の
特
定

工
程
の
完
了
の
通
知
に
対
す
る
検
査
を
受
け
た
部
分
の
床
面
積
の
合
計

を
い
う
。

９

床
面
積
の
合
計
が
五
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

も
の

８

床
面
積
の
合
計
が
一
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五

万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の

も
の

７

床
面
積
の
合
計
が
二
千

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一

万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の

も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
二
〇
、
〇
〇
〇

三
三
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
〇
〇
、
〇
〇
〇

九

法
第
四
十
四

条
第
一
項
第
四

号
に
規
定
す
る

公
共
用
歩
廊
等

に
係
る
道
路
内

の
建
築
制
限
の

特
例
の
許
可
の

八

法
第
四
十
四

条
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る

特
定
高
架
道
路

等
の
上
空
に
設

け
る
建
築
物
等

に
係
る
道
路
内

の
建
築
制
限
の

特
例
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る

審
査

七

法
第
四
十
四

条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る

公
衆
便
所
等
に

係
る
道
路
内
の

建
築
制
限
の
特

例
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査
六

法
第
四
十
三

条
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す

る
建
築
物
の
敷

地
と
道
路
の
関

係
に
係
る
建
築

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

認
の
申
請
に
対

す
る
審
査

公
共
用
歩

廊
等
道
路

内
建
築
許

可
申
請
手

数
料

道
路
上
空

建
築
物
等

道
路
内
建

築
認
定
申

請
手
数
料

公
衆
便
所

等
道
路
内

建
築
許
可

申
請
手
数

料 建
築
物
敷

地
制
限
特

例
許
可
申

請
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
六
〇
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇
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十
一

法
第
四
十

八
条
第
一
項
た

だ
し
書
、
第
二

項
た
だ
し
書
、

第
三
項
た
だ
し

書
、
第
四
項
た

だ
し
書
、
第
五

項
た
だ
し
書
、

第
六
項
た
だ
し

書
、
第
七
項
た

だ
し
書
、
第
八

項
た
だ
し
書
、

第
九
項
た
だ
し

書
、
第
十
項
た

だ
し
書
、
第
十

一
項
た
だ
し
書
、

第
十
二
項
た
だ

し
書
又
は
第
十

三
項
た
だ
し
書

(

法
第
八
十
七

条
第
二
項
若
し

く
は
第
三
項
又

は
法
第
八
十
八

条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
用

途
地
域
等
に
お

け
る
建
築
物
の

十

法
第
四
十
七

条
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
壁
面

線
を
越
え
る
建

築
物
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る

審
査

申
請
に
対
す
る

審
査

用
途
地
域

内
建
築
等

許
可
申
請

手
数
料

壁
面
線
外

建
築
物
許

可
申
請
手

数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
八
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

十
五

法
第
五
十

十
四

法
第
五
十

三
条
第
四
項
に

規
定
す
る
壁
面

線
の
指
定
等
が

あ
る
場
合
に
お

け
る
建
築
物
の

建
ぺ
い
率
に
係

る
制
限
の
特
例

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

十
三

法
第
五
十

二
条
第
十
項
、

第
十
一
項
又
は

第
十
四
項
に
規

定
す
る
建
築
物

の
容
積
率
に
係

る
制
限
の
特
例

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

十
二

法
第
五
十

一
条
た
だ
し
書

(

法
第
八
十
七

条
第
二
項
若
し

く
は
第
三
項
又

は
法
第
八
十
八

条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
特

殊
建
築
物
等
の

敷
地
の
位
置
の

許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

建
築
等
の
許
可

の
申
請
に
対
す

る
審
査

公
園
内
等

壁
面
線
指

定
等
建
築

物
建
ぺ
い

率
制
限
特

例
許
可
申

請
手
数
料

建
築
物
容

積
率
制
限

特
例
許
可

申
請
手
数

料 特
殊
建
築

物
等
敷
地

位
置
許
可

申
請
手
数

料

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

三
三
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇
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十
七

法
第
五
十

五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
第
一

種
低
層
住
宅
専

用
地
域
等
に
お

け
る
建
築
物
の

高
さ
に
係
る
制

限
の
特
例
の
認

定
の
申
請
に
対

す
る
審
査

十
六

法
第
五
十

三
条
の
二
第
一

項
第
三
号
又
は

第
四
号(

法
第

五
十
七
条
の
五

第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
建

築
物
の
敷
地
面

積
の
最
低
限
度

が
定
め
ら
れ
た

地
域
に
お
け
る

建
築
物
の
敷
地

面
積
に
係
る
制

限
の
特
例
の
許

可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

三
条
第
五
項
第

三
号
に
規
定
す

る
公
園
等
の
内

に
あ
る
建
築
物

の
建
ぺ
い
率
に

係
る
制
限
の
特

例
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査

建
築
物
高

さ
制
限
特

例
認
定
申

請
手
数
料

建
築
物
敷

地
面
積
許

可
申
請
手

数
料

建
築
物
建

ぺ
い
率
制

限
特
例
許

可
申
請
手

数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

二
七
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

二
十
一

法
第
五

十
七
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す

る
特
例
容
積
率

適
用
地
区
内
に

お
け
る
建
築
物

の
特
例
容
積
率

の
限
度
の
指
定

の
申
請
に
対
す

る
審
査

二
十

法
第
五
十

七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
高
架

の
工
作
物
内
に

設
け
る
建
築
物

の
高
さ
に
係
る

制
限
の
特
例
の

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査

十
九

法
第
五
十

六
条
の
二
第
一

項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
日
影

に
よ
る
建
築
物

の
高
さ
に
係
る

制
限
の
特
例
の

許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

十
八

法
第
五
十

五
条
第
三
項
各

号
に
規
定
す
る

第
一
種
低
層
住

居
専
用
地
域
等

に
お
け
る
建
築

物
の
高
さ
に
係

る
制
限
の
特
例

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

特
例
容
積

率
適
用
地

区
内
建
築

物
特
例
容

積
率
指
定

申
請
手
数

料 高
架
工
作

物
内
高
さ

制
限
特
例

認
定
申
請

手
数
料

日
影
建
築

物
高
さ
制

限
特
例
許

可
申
請
手

数
料

建
築
物
高

さ
制
限
特

例
許
可
申

請
手
数
料

２

建
築
物
の
数
が
三
以
上

で
あ
る
も
の

１

建
築
物
の
数
が
二
で
あ

る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

七
八
、
〇
〇
〇
円

に
建
築
物
の
数
か

ら
二
を
控
除
し
た

数
に
二
八
、
〇
〇

〇
円
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
え
た
額

七
八
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇
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二
十
五

法
第
五

十
九
条
第
四
項

に
規
定
す
る
高

度
利
用
地
区
に

お
け
る
建
築
物

二
十
四

法
第
五

十
九
条
第
一
項

第
三
号
に
規
定

す
る
高
度
利
用

地
区
に
お
け
る

建
築
物
の
容
積

率
等
に
係
る
特

例
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査
二
十
三

法
第
五

十
七
条
の
四
第

一
項
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
特

例
容
積
率
適
用

地
区
内
に
お
け

る
建
築
物
の
高

さ
に
係
る
制
限

の
特
例
の
許
可

の
申
請
に
対
す

る
審
査

二
十
二

法
第
五

十
七
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す

る
特
例
容
積
率

適
用
地
区
内
に

お
け
る
建
築
物

の
特
例
容
積
率

の
限
度
の
指
定

の
取
消
し
の
申

請
に
対
す
る
審

査

高
度
利
用

地
区
内
建

築
物
高
さ

制
限
特
例

許
可
申
請

高
度
利
用

地
区
内
建

築
物
容
積

率
等
特
例

許
可
申
請

手
数
料

特
例
容
積

率
適
用
地

区
内
建
築

物
高
さ
制

限
特
例
許

可
申
請
手

数
料

特
例
容
積

率
適
用
地

区
内
建
築

物
特
例
容

積
率
指
定

取
消
申
請

手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

六
、
四
〇
〇
円
に

現
に
存
す
る
建
築

物
の
数
に
一
二
、

〇
〇
〇
円
を
乗
じ

て
得
た
額
を
加
え

た
額

二
十
八

法
第
六

十
七
条
の
二
第

三
項
第
二
号
に

規
定
す
る
特
定

防
災
街
区
整
備

地
区
内
に
お
け

る
建
築
物
の
敷

地
面
積
に
係
る

制
限
の
特
例
の

許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

二
十
七

法
第
六

十
条
の
二
第
一

項
第
三
号
に
規

定
す
る
都
市
再

生
特
別
地
区
内

に
お
け
る
建
築

物
の
容
積
率
等

に
係
る
制
限
の

特
例
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る

審
査

二
十
六

法
第
五

十
九
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す

る
敷
地
内
に
広

い
空
地
を
有
す

る
建
築
物
の
容

積
率
等
に
係
る

制
限
の
特
例
の

許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

の
各
部
分
の
高

さ
に
係
る
制
限

の
特
例
の
許
可

の
申
請
に
対
す

る
審
査

特
定
防
災

街
区
整
備

地
区
内
建

築
物
敷
地

面
積
制
限

特
例
許
可

申
請
手
数

料 都
市
再
生

特
別
地
区

内
建
築
物

容
積
率
等

制
限
特
例

許
可
申
請

手
数
料

空
地
有
建

築
物
容
積

率
等
制
限

特
例
許
可

申
請
手
数

料 手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇
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三
十
二

法
第
六

十
八
条
第
二
項

第
二
号
に
規
定

す
る
景
観
地
区

内
に
お
け
る
建

三
十
一

法
第
六

十
八
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定

す
る
景
観
地
区

内
に
お
け
る
建

築
物
の
高
さ
に

係
る
制
限
の
特

例
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査
三
十

法
第
六
十

七
条
の
二
第
九

項
第
二
号
に
規

定
す
る
特
定
防

災
街
区
整
備
地

区
内
に
お
け
る

建
築
物
の
間
口

率
及
び
高
さ
に

係
る
制
限
の
特

例
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査
二
十
九

法
第
六

十
七
条
の
二
第

五
項
第
二
号
に

規
定
す
る
特
定

防
災
街
区
整
備

地
区
内
に
お
け

る
建
築
物
の
壁

面
の
位
置
に
係

る
制
限
の
特
例

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

景
観
地
区

内
建
築
物

壁
面
位
置

制
限
特
例

許
可
申
請

景
観
地
区

内
建
築
物

高
さ
制
限

特
例
許
可

申
請
手
数

料 特
定
防
災

街
区
整
備

地
区
内
建

築
物
間
口

率
等
制
限

特
例
許
可

申
請
手
数

料 特
定
防
災

街
区
整
備

地
区
内
建

築
物
壁
面

位
置
制
限

特
例
許
可

申
請
手
数

料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇

三
十
六

法
第
六

三
十
五

法
第
六

十
八
条
の
三
第

一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
に
規
定

す
る
再
開
発
等

促
進
区
等
内
の

建
築
物
の
容
積

率
等
に
係
る
制

限
の
特
例
の
認

定
の
申
請
に
対

す
る
審
査

三
十
四

法
第
六

十
八
条
第
五
項

に
規
定
す
る
景

観
地
区
内
に
お

け
る
建
築
物
の

各
部
分
の
高
さ

に
係
る
制
限
の

特
例
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る

審
査

三
十
三

法
第
六

十
八
条
第
三
項

第
二
号
に
規
定

す
る
景
観
地
区

内
に
お
け
る
建

築
物
の
敷
地
面

積
に
係
る
制
限

の
特
例
の
許
可

の
申
請
に
対
す

る
審
査

築
物
の
壁
面
の

位
置
に
係
る
制

限
の
特
例
の
許

可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

再
開
発
等

再
開
発
等

促
進
区
等

内
建
築
物

制
限
特
例

認
定
申
請

手
数
料

景
観
地
区

内
建
築
物

高
さ
制
限

特
例
認
定

申
請
手
数

料 景
観
地
区

内
建
築
物

敷
地
面
積

特
例
許
可

申
請
手
数

料 手
数
料

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
六
〇
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇
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三
十
九

法
第
六

十
八
条
の
五
の

二
に
規
定
す
る

防
災
街
区
整
備

地
区
計
画
の
区

域
内
の
建
築
物

の
容
積
率
に
係

る
制
限
の
特
例

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

三
十
八

法
第
六

十
八
条
の
四
に

規
定
す
る
地
区

計
画
等
の
区
域

内
の
建
築
物
の

容
積
率
に
係
る

制
限
の
特
例
の

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査

三
十
七

法
第
六

十
八
条
の
三
第

七
項
に
規
定
す

る
開
発
整
備
促

進
区
内
の
建
築

物
の
用
途
に
係

る
制
限
の
特
例

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

十
八
条
の
三
第

四
項
に
規
定
す

る
再
開
発
等
促

進
区
等
内
の
建

築
物
の
各
部
分

の
高
さ
に
係
る

制
限
の
特
例
の

許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査

防
災
街
区

整
備
地
区

計
画
区
域

内
建
築
物

容
積
率
制

限
特
例
認

定
申
請
手

数
料

誘
導
容
積

型
地
区
計

画
等
区
域

内
建
築
物

容
積
率
制

限
特
例
認

定
申
請
手

数
料

開
発
整
備

促
進
区
内

建
築
物
用

途
制
限
特

例
認
定
申

請
手
数
料

促
進
区
等

内
建
築
物

高
さ
制
限

特
例
許
可

申
請
手
数

料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

二
七
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

四
十
三

法
第
六

十
八
条
の
七
第

五
項
に
規
定
す

る
予
定
道
路
に

係
る
建
築
物
の

延
べ
面
積
に
係

る
制
限
の
特
例

四
十
二

法
第
六

十
八
条
の
五
の

六
に
規
定
す
る

地
区
計
画
等
の

区
域
内
の
建
築

物
の
建
ぺ
い
率

に
係
る
制
限
の

特
例
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る

審
査

四
十
一

法
第
六

十
八
条
の
五
の

五
第
一
項
又
は

第
二
項
に
規
定

す
る
地
区
計
画

等
の
区
域
内
の

建
築
物
の
容
積

率
等
に
係
る
制

限
の
特
例
の
認

定
の
申
請
に
対

す
る
審
査

四
十

法
第
六
十

八
条
の
五
の
三

第
二
項
に
規
定

す
る
地
区
計
画

等
の
区
域
内
の

建
築
物
の
各
部

分
の
高
さ
に
係

る
制
限
の
特
例

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

予
定
道
路

内
建
築
物

延
べ
面
積

制
限
特
例

許
可
申
請

手
数
料

地
区
計
画

等
区
域
内

建
築
物
建

ぺ
い
率
制

限
特
例
認

定
申
請
手

数
料

街
並
み
誘

導
型
地
区

計
画
等
区

域
内
建
築

物
制
限
特

例
認
定
申

請
手
数
料

高
度
利
用

地
区
型
地

区
計
画
等

区
域
内
建

築
物
高
さ

制
限
特
例

許
可
申
請

手
数
料

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
六
〇
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

一
六
〇
、
〇
〇
〇
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四
十
七

法
第
八

十
六
条
第
三
項

に
規
定
す
る
総

合
的
設
計
に
よ

る
一
団
地
の
建

築
物
に
係
る
建

築
制
限
の
特
例

の
許
可
の
申
請

四
十
六

法
第
八

十
六
条
第
二
項

に
規
定
す
る
既

存
建
築
物
を
前

提
と
し
た
総
合

的
設
計
に
よ
る

建
築
物
に
係
る

建
築
制
限
の
特

例
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審

査
四
十
五

法
第
八

十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
総

合
的
設
計
に
よ

る
一
団
地
の
建

築
物
に
係
る
建

築
制
限
の
特
例

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

四
十
四

法
第
八

十
五
条
第
五
項

に
規
定
す
る
仮

設
建
築
物
の
建

築
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査 の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

総
合
的
設

計
一
団
地

内
建
築
物

制
限
特
例

許
可
申
請

手
数
料

総
合
的
設

計
建
築
物

制
限
特
例

認
定
申
請

手
数
料

総
合
的
設

計
一
団
地

内
建
築
物

制
限
特
例

認
定
申
請

手
数
料

仮
設
建
築

物
建
築
許

可
申
請
手

数
料

２

建
築
物
の
数
が
三
以
上

で
あ
る
も
の

１

建
築
物
の
数
が
二
で
あ

る
も
の

２

建
築
物
の
数
が
二
以
上

で
あ
る
も
の

１

建
築
物

(

既
存
建
築
物

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。)

の
数
が
一

で
あ
る
も
の

２

建
築
物
の
数
が
三
以
上

で
あ
る
も
の

１

建
築
物
の
数
が
二
で
あ

る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
三
八
、
〇
〇
〇

円
に
建
築
物
の
数

か
ら
二
を
控
除
し

た
数
に
二
八
、
〇

〇
〇
円
を
乗
じ
て

得
た
額
を
加
え
た

二
三
八
、
〇
〇
〇

七
八
、
〇
〇
〇
円

に
建
築
物
の
数
か

ら
一
を
控
除
し
た

数
に
二
八
、
〇
〇

〇
円
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
え
た
額

七
八
、
〇
〇
〇

七
八
、
〇
〇
〇
円

に
建
築
物
の
数
か

ら
二
を
控
除
し
た

数
に
二
八
、
〇
〇

〇
円
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
え
た
額

七
八
、
〇
〇
〇

一
二
〇
、
〇
〇
〇

五
十
一

法
第
八

十
六
条
の
二
第

三
項
に
規
定
す

五
十

法
第
八
十

六
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る

一
敷
地
内
認
定

建
築
物
以
外
の

建
築
物
に
係
る

建
築
制
限
の
特

例
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査
四
十
九

法
第
八

十
六
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す

る
一
敷
地
内
認

定
建
築
物
以
外

の
建
築
物
の
認

定
の
申
請
に
対

す
る
審
査

四
十
八

法
第
八

十
六
条
第
四
項

に
規
定
す
る
既

存
建
築
物
を
前

提
と
し
た
総
合

的
設
計
に
よ
る

建
築
物
に
係
る

建
築
制
限
の
特

例
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査 に
対
す
る
審
査

一
敷
地
内

許
可
建
築

物
以
外
建

一
敷
地
内

認
定
建
築

物
以
外
建

築
物
制
限

特
例
許
可

申
請
手
数

料 一
敷
地
内

認
定
建
築

物
以
外
建

築
物
認
定

申
請
手
数

料 総
合
的
設

計
建
築
物

制
限
特
例

許
可
申
請

手
数
料

１

建
築
物

(

一
敷
地
内
許

可
建
築
物
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

２

建
築
物
の
数
が
二
以
上

で
あ
る
も
の

１

建
築
物

(

一
敷
地
内
認

定
建
築
物
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
数
が
一
で
あ
る
も
の

２

建
築
物
の
数
が
二
以
上

で
あ
る
も
の

１

建
築
物

(

一
敷
地
内
認

定
建
築
物
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
数
が
一
で
あ
る
も
の

２

建
築
物
の
数
が
二
以
上

で
あ
る
も
の

１

建
築
物

(

既
存
建
築
物

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。)

の
数
が
一

で
あ
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
三
八
、
〇
〇
〇

二
三
八
、
〇
〇
〇

円
に
建
築
物
の
数

か
ら
一
を
控
除
し

た
数
に
二
八
、
〇

〇
〇
円
を
乗
じ
て

得
た
額
を
加
え
た

額 二
三
八
、
〇
〇
〇

七
八
、
〇
〇
〇
円

に
建
築
物
の
数
か

ら
一
を
控
除
し
た

数
に
二
八
、
〇
〇

〇
円
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
え
た
額

七
八
、
〇
〇
〇

二
三
八
、
〇
〇
〇

円
に
建
築
物
の
数

か
ら
一
を
控
除
し

た
数
に
二
八
、
〇

〇
〇
円
を
乗
じ
て

得
た
額
を
加
え
た

額 二
三
八
、
〇
〇
〇

額
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五
十
五

法
第
八

十
六
条
の
八
第

三
項
に
規
定
す

五
十
四

法
第
八

十
六
条
の
八
第

一
項
に
規
定
す

る
既
存
建
築
物

に
係
る
工
事
の

全
体
計
画
の
認

定
の
申
請
に
対

す
る
審
査

五
十
三

法
第
八

十
六
条
の
六
第

二
項
に
規
定
す

る
同
条
第
一
項

の
都
市
計
画
に

基
づ
き
建
築
す

る
建
築
物
の
建

築
制
限
の
特
例

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

五
十
二

法
第
八

十
六
条
の
五
第

一
項
に
規
定
す

る
複
数
建
築
物

の
認
定
又
は
許

可
の
取
消
し
の

申
請
に
対
す
る

審
査

る
一
敷
地
内
許

可
建
築
物
以
外

の
建
築
物
の
許

可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

既
存
建
築

物
工
事
全

体
計
画
変

既
存
建
築

物
工
事
全

体
計
画
認

定
申
請
手

数
料

都
市
計
画

建
築
物
建

築
制
限
特

例
認
定
申

請
手
数
料

複
数
建
築

物
認
定
等

取
消
申
請

手
数
料

築
物
許
可

申
請
手
数

料

２

建
築
物
の
数
が
二
以
上

で
あ
る
も
の

の
数
が
一
で
あ
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
七
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇

六
、
四
〇
〇
円
に

現
に
存
す
る
建
築

物
の
数
に
一
二
、

〇
〇
〇
円
を
乗
じ

て
得
た
額
を
加
え

た
額

二
三
八
、
〇
〇
〇

円
に
建
築
物
の
数

か
ら
一
を
控
除
し

た
数
に
二
八
、
〇

〇
〇
円
を
乗
じ
て

得
た
額
を
加
え
た

額

五

法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
一
級
建
築
士
事
務
所
登
録
簿
の
登
録

の
更
新

四

法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

二
級
建
築
士
事
務
所
登
録
簿
又
は
木
造

建
築
士
事
務
所
登
録
簿
へ
の
登
録

三

法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

一
級
建
築
士
事
務
所
登
録
簿
へ
の
登
録

二

法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
二
級
建
築

士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験

一

建
築
士
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士

の
免
許

事
務
の
内
容

五
十
六

一
の
項

か
ら
五
十
五
の

項
ま
で
に
掲
げ

る
確
認
、
許
可

等
を
受
け
、
又

は
法
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し

た
旨
の
証
明
書

の
交
付

る
既
存
建
築
物

に
係
る
工
事
の

全
体
計
画
の
変

更
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審

査

建
築
確
認

等
証
明
書

交
付
手
数

料 更
認
定
申

請
手
数
料

一
級
建
築
士
事
務

所
登
録
簿
更
新
手

数
料

二
級
建
築
士
木
造

建
築
士
事
務
所
登

録
簿
登
録
手
数
料

一
級
建
築
士
事
務

所
登
録
簿
登
録
手

数
料

二
級
建
築
士
木
造

建
築
士
試
験
手
数

料 二
級
建
築
士
木
造

建
築
士
免
許
手
数

料 手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
五
、
〇
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

一
六
、
九
〇
〇

一
八
、
〇
〇
〇

額(

円)

三
五
〇

三

建
築
士
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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一

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
二
百

十
九
号
。
以
下

こ
の
表
に
お
い

て｢

法｣

と
い

う
。)

第
十
五

条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
あ
っ

せ
ん
の
申
請
に

対
す
る
審
査

(

国

(

法
令
の

規
定
に
よ
り
国

の
行
政
機
関
と

み
な
さ
れ
る
も

の
を
含
む
。)

又
は
都
道
府
県

(

法
令
の
規
定

に
よ
り
都
道
府

県
と
み
な
さ
れ

る
も
の
を
含
む
。)

の
申
請
に
係
る

も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
表
に

お
い
て
同
じ
。)

事
務
の
内
容

七

一
の
項
に
掲
げ
る
免
許
に
係
る
免
許

証
の
交
付
又
は
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま

で
に
掲
げ
る
登
録
を
受
け
た
旨
の
証
明

書
の
交
付

六

法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
二
級
建
築
士
事
務
所
登
録
簿
又
は
木

造
建
築
士
事
務
所
登
録
簿
の
登
録
の
更

新

土
地
収
用

等
事
業
紛

争
あ
っ
せ

ん
申
請
手

数
料

手
数
料
の

名
称

区
分

二
級
建
築
士
木
造

建
築
士
登
録
等
証

明
書
交
付
手
数
料

二
級
建
築
士
木
造

建
築
士
事
務
所
登

録
簿
更
新
手
数
料

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

九
三
、
〇
〇
〇

額(

円)

三
五
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

四

法
第
三
十
九

条
第
一
項(

法

第
百
三
十
八
条

第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
裁

決
の
申
請
に
対

す
る
審
査

三

法
第
十
八
条

第
一
項(

法
第

百
三
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

に

規
定
す
る
事
業

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

二

法
第
十
五
条

の
七
第
一
項
に

規
定
す
る
仲
裁

の
申
請
に
対
す

る
審
査

土
地
収
用

等
裁
決
申

請
手
数
料

土
地
収
用

等
事
業
認

定
申
請
手

数
料

土
地
収
用

等
事
業
紛

争
仲
裁
申

請
手
数
料

４

見
積
額
が
五
百
万
円
を

超
え
二
千
万
円
以
下
の
場

合
３

見
積
額
が
百
万
円
を
超

え
五
百
万
円
以
下
の
場
合

２

見
積
額
が
十
万
円
を
超

え
百
万
円
以
下
の
場
合

１

損
失
補
償
の
見
積
額

(

以
下
こ
の
表
に
お
い
て

単
に｢

見
積
額｣

と
い
う
。)

が
十
万
円
以
下
の
場
合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
四
三
、
五
〇
〇

円
に
見
積
額
の
五

百
万
円
を
超
え
る

部
分
が
百
万
円
に

一
五
九
、
五
〇
〇

円
に
見
積
額
の
百

万
円
を
超
え
る
部

分
が
十
万
円
に
達

す
る
ご
と
に
七
、

一
〇
〇
円
を
加
え

た
額

五
六
、
四
〇
〇
円

に
見
積
額
の
十
万

円
を
超
え
る
部
分

が
五
万
円
に
達
す

る
ご
と
に
五
、
七

〇
〇
円
を
加
え
た

額
五
六
、
四
〇
〇

一
五
八
、
〇
〇
〇

一
二
六
、
〇
〇
〇

四

土
地
収
用
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年３月30日 ( )142



五

法
第
九
十
四

条
第
二
項(

法

第
百
二
十
四
条

第
二
項(

法
第

百
三
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

又

は
法
第
百
三
十

八
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
裁

決
の
申
請
に
対

す
る
審
査

土
地
収
用

等
損
失
補

償
裁
決
申

請
手
数
料

５

見
積
額
が
百
万
円
を
超

え
五
百
万
円
以
下
の
場
合

４

見
積
額
が
十
万
円
を
超

え
百
万
円
以
下
の
場
合

３

見
積
額
が
五
万
円
を
超

え
十
万
円
以
下
の
場
合

２

見
積
額
が
五
千
円
を
超

え
五
万
円
以
下
の
場
合

１

見
積
額
が
五
千
円
以
下

の
場
合

６

見
積
額
が
一
億
円
を
超

え
る
場
合

５

見
積
額
が
二
千
万
円
を

超
え
一
億
円
以
下
の
場
合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
五
九
、
五
〇
〇

円
に
見
積
額
の
百

五
六
、
四
〇
〇
円

に
見
積
額
の
十
万

円
を
超
え
る
部
分

が
五
万
円
に
達
す

る
ご
と
に
五
、
七

〇
〇
円
を
加
え
た

額 二
六
、
四
〇
〇
円

に
見
積
額
の
五
万

円
を
超
え
る
部
分

が
一
万
円
に
達
す

る
ご
と
に
六
、
〇

〇
〇
円
を
加
え
た

額 三
、
〇
〇
〇
円
に

見
積
額
の
五
千
円

を
超
え
る
部
分
が

五
千
円
に
達
す
る

ご
と
に
二
、
六
〇

〇
円
を
加
え
た
額

三
、
〇
〇
〇

七
五
〇
、
〇
〇
〇

五
五
〇
、
〇
〇
〇

円
に
見
積
額
の
二

千
万
円
を
超
え
る

部
分
が
四
百
万
円

に
達
す
る
ご
と
に

一
〇
、
〇
〇
〇
円

を
加
え
た
額

達
す
る
ご
と
に
七
、

一
〇
〇
円
を
加
え

た
額

七

法
以
外
の
法

律
の
規
定
に
よ

る
収
用
委
員
会

の
裁
決
の
申
請

に
対
す
る
審
査

六

法
第
百
十
六

条
第
一
項(

法

第
百
三
十
八
条

第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
協

議
の
確
認
の
申

請
に
対
す
る
審

査

収
用
委
員

会
裁
決
申

請
手
数
料

起
業
地
協

議
確
認
申

請
手
数
料

１

都
市
計
画
法(

昭
和
四

十
三
年
法
律
第
百
号)

第

五
十
二
条
の
四
第
二
項

(

同
法
第
五
十
七
条
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

及
び
第
六
十

８

見
積
額
が
一
億
円
を
超

え
る
場
合

７

見
積
額
が
二
千
万
円
を

超
え
一
億
円
以
下
の
場
合

６

見
積
額
が
五
百
万
円
を

超
え
二
千
万
円
以
下
の
場

合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
の
項
区
分
の
欄

に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る
額

に
二
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
額

二
六
、
〇
〇
〇

七
五
〇
、
〇
〇
〇

五
五
〇
、
〇
〇
〇

円
に
見
積
額
の
二

千
万
円
を
超
え
る

部
分
が
四
百
万
円

に
達
す
る
ご
と
に

一
〇
、
〇
〇
〇
円

を
加
え
た
額

四
四
三
、
五
〇
〇

円
に
見
積
額
の
五

百
万
円
を
超
え
る

部
分
が
百
万
円
に

達
す
る
ご
と
に
七
、

一
〇
〇
円
を
加
え

た
額

万
円
を
超
え
る
部

分
が
十
万
円
に
達

す
る
ご
と
に
七
、

一
〇
〇
円
を
加
え

た
額
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事
務
の
内
容

５

１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ

る
法
律
の
規
定
以
外
の
法

律
の
規
定
に
よ
る
場
合

４

生
産
緑
地
法(

昭
和
四

十
九
年
法
律
第
六
十
八
号)

第
十
二
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
六
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
場

合
３

新
都
市
基
盤
整
備
法

(
昭
和
四
十
七
年
法
律
第

八
十
六
号)

第
九
条
第
五

項(
同
法
第
二
十
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)
の
規
定
に

よ
る
場
合

２

都
市
再
開
発
法(

昭
和

四
十
四
年
法
律
第
三
十
八

号)

第
八
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
場
合

八
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
八
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
場

合

手
数
料
の
名
称

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

額(

円)

五
の
項
区
分
の
欄

に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る
額

五
の
項
区
分
の
欄

に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る
額

に
二
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
額

五
の
項
区
分
の
欄

に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る
額

に
二
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
額

五
の
項
区
分
の
欄

に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る
額

に
二
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
額

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八

十
号)
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
特
殊
車
両
の
通
行
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査(
道
路
管
理
者
を
異
に
す
る

二
以
上
の
道
路
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

事
務
の
内
容

七

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
に

合
格
し
た
こ
と
そ
の
他
の
宅
地
建
物
取

引
業
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付

六

法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証
の
有
効

期
間
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

五

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第

五
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
主
任

者
証
の
交
付
の
申
請
に
対
す
る
審
査

四

法
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
宅
地

建
物
取
引
主
任
者
資
格
の
登
録
の
移
転

の
申
請
に
対
す
る
審
査

三

法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
宅

地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
登
録
簿
へ
の

登
録

二

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
宅

地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験

一

宅
地
建
物
取
引
業
法(

昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
七
十
六
号
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業

の
免
許
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
の
更
新
の
申

請
に
対
す
る
審
査

特
殊
車
両
通
行
許

可
申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

宅
地
建
物
取
引
業

関
係
証
明
書
交
付

手
数
料

宅
地
建
物
取
引
主

任
者
証
有
効
期
間

更
新
申
請
手
数
料

宅
地
建
物
取
引
主

任
者
証
交
付
申
請

手
数
料

宅
地
建
物
取
引
主

任
者
資
格
登
録
移

転
申
請
手
数
料

宅
地
建
物
取
引
主

任
者
資
格
登
録
簿

登
録
手
数
料

宅
地
建
物
取
引
主

任
者
資
格
試
験
手

数
料

宅
地
建
物
取
引
業

免
許
等
申
請
手
数

料

一
通
行

経
路
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
〇
〇

額(

円)

三
五
〇

四
、
五
〇
〇

四
、
五
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

三
七
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇

備
考

同
一
の
起
業
者
が
行
う
同
一
の
事
業
に
関
し
、
法
第
二
条
又
は
法
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で

の
規
定
の
う
ち
い
ず
れ
か
二
以
上
の
規
定
に
よ
る
収
用
又
は
使
用
を
す
る
た
め
、
事
業
の
認
定
の

申
請
、
裁
決
の
申
請
若
し
く
は
協
議
の
確
認
の
申
請
を
一
の
申
請
に
よ
っ
て
行
う
場
合
又
は
法
第

九
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
裁
決
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
件
の
申
請
と
み
な
す
。

五

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六

道
路
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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一

租
税
特
別
措

置
法(

昭
和
三

十
二
年
法
律
第

二
十
六
号
。
以

下
こ
の
表
に
お

い
て｢

法｣

と

い
う
。)

第
二

十
八
条
の
四
第

三
項
第
五
号
イ

若
し
く
は
法
第

六
十
三
条
第
三

項
第
五
号
イ
又

は
法
第
三
十
一

条
の
二
第
二
項

第
十
五
号
ハ
若

し
く
は
法
第
六

十
二
条
の
三
第

四
項
第
十
五
号

ハ
に
規
定
す
る

宅
地
の
造
成
が

優
良
な
住
宅
の

供
給
に
寄
与
す

る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て

の
認
定
の
申
請

事
務
の
内
容

建
設
機
械
抵
当
法(

昭
和
二
十
九
年
法

律
第
九
十
七
号)
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
建
設
機
械
の
打
刻
又
は
検
認
の
申
請

に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

優
良
宅
地

造
成
認
定

申
請
手
数

料 手
数
料
の

名
称

７

造
成
宅
地
の
面
積
が
六

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
十
ヘ
ク

６

造
成
宅
地
の
面
積
が
三

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
未
満
の
も
の

５

造
成
宅
地
の
面
積
が
一

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
三
ヘ
ク

タ
ー
ル
未
満
の
も
の

４

造
成
宅
地
の
面
積
が
〇
・

六
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
一
ヘ

ク
タ
ー
ル
未
満
の
も
の

３

造
成
宅
地
の
面
積
が
〇
・

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
〇
・

六
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
も

の
２

造
成
宅
地
の
面
積
が
〇
・

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
〇
・

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
も

の
１

造
成
宅
地
の
面
積
が
〇
・

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
も

の
区
分

建
設
機
械
打
刻
等

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
個
に

つ
き

単
位

六
六
〇
、
〇
〇
〇

五
一
〇
、
〇
〇
〇

三
九
〇
、
〇
〇
〇

二
六
〇
、
〇
〇
〇

一
九
〇
、
〇
〇
〇

一
三
〇
、
〇
〇
〇

八
六
、
〇
〇
〇

額(

円)

三
六
、
〇
〇
〇

額(

円)

三

租
税
特
別
措

置
法
施
行
令

(

昭
和
三
十
二

年
政
令
第
四
十

三
号
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て

｢

施
行
令｣
と

い
う
。)
第
十

九
条
第
十
一
項

又
は
施
行
令
第

二

法
第
二
十
八

条
の
四
第
三
項

第
六
号
若
し
く

は
法
第
六
十
三

条
第
三
項
第
六

号
又
は
法
第
三

十
一
条
の
二
第

二
項
第
十
六
号

ニ
若
し
く
は
法

第
六
十
二
条
の

三
第
四
項
第
十

六
号
ニ
に
規
定

す
る
住
宅
の
新

築
が
優
良
な
住

宅
の
供
給
に
寄

与
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
に
つ

い
て
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る

審
査

に
対
す
る
審
査

特
定
住
宅

用
地
認
定

申
請
手
数

料 優
良
住
宅

新
築
認
定

申
請
手
数

料

６

新
築
住
宅
の
床
面
積
の

合
計
が
五
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の

５

新
築
住
宅
の
床
面
積
の

合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
五
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

４

新
築
住
宅
の
床
面
積
の

合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

３

新
築
住
宅
の
床
面
積
の

合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

２

新
築
住
宅
の
床
面
積
の

合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の

１

新
築
住
宅
の
床
面
積
の

合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の

８

造
成
宅
地
の
面
積
が
十

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の

タ
ー
ル
未
満
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
七
、
〇
〇
〇

五
八
、
〇
〇
〇

四
三
、
〇
〇
〇

三
五
、
〇
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇

八
、
六
〇
〇

六
、
二
〇
〇

八
七
〇
、
〇
〇
〇

七

建
設
機
械
抵
当
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

八

租
税
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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一

宅
地
造
成
等

規
制
法(

昭
和

三
十
六
年
法
律

第
百
九
十
一
号
。

以
下
こ
の
表
に

お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第

八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
宅
地

造
成
に
関
す
る

工
事
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る

審
査

事
務
の
内
容

四

施
行
令
第
十

九
条
第
十
二
項

第
四
号
又
は
施

行
令
第
三
十
八

条
の
五
第
十
項

第
四
号
に
規
定

す
る
譲
渡
予
定

価
額
に
関
す
る

申
出
に
対
す
る

審
査

三
十
八
条
の
五

第
九
項
に
規
定

す
る
住
宅
用
地

の
譲
渡
に
該
当

す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
い

て
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審

査

宅
地
造
成

許
可
申
請

手
数
料

手
数
料
の

名
称

譲
渡
予
定

価
額
審
査

手
数
料

４

面
積
が
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ

３

面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

２

面
積
が
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

１

切
土
又
は
盛
土
を
す
る

土
地
の
面
積(

以
下
こ
の

表
に
お
い
て
単
に｢

面
積｣

と
い
う
。)

が
五
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

区
分

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

四
七
、
〇
〇
〇

三
一
、
〇
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

額(

円)
四
三
、
〇
〇
〇

三

宅
地
造
成
等

規
制
法
施
行
規

則(
昭
和
三
十

七
年
建
設
省
令

第
三
号)
第
三

十
条
に
規
定
す

る
確
認
済
証
の

交
付
に
係
る
計

二

法
第
十
二
条

第
一
項
に
規
定

す
る
宅
地
造
成

に
関
す
る
工
事

の
変
更
の
許
可

の
申
請
に
対
す

る
審
査

宅
地
造
成

適
合
証
明

書
交
付
手

数
料

宅
地
造
成

変
更
許
可

申
請
手
数

料

２

１
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

１

切
土
又
は
盛
土
を
伴
う

設
計
の
変
更
に
係
る
も
の

10

面
積
が
十
万
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も
の

９

面
積
が
七
万
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
十
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の

８

面
積
が
四
万
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
七
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の

７

面
積
が
二
万
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
四
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の

６

面
積
が
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の

５

面
積
が
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の

ー
ト
ル
以
下
の
も
の

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

三
五
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

切
土
又
は
盛
土
を

す
る
土
地
の
面
積

に
従
い
、
一
の
項

区
分
の
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
額
の
欄
に

掲
げ
る
額

四
二
〇
、
〇
〇
〇

三
四
〇
、
〇
〇
〇

二
五
〇
、
〇
〇
〇

一
七
〇
、
〇
〇
〇

一
一
〇
、
〇
〇
〇

六
七
、
〇
〇
〇

九

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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二

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
砂

利
採
取
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査(

河
川
管
理
者
と
し
て
行

う
も
の
に
限
る
。)

一

砂
利
採
取
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
七
十
四
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
六
条
に
規
定
す

る
砂
利
採
取
計
画
の
認
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査(

河
川
管
理
者
と
し
て
行
う

も
の
に
限
る
。)

事
務
の
内
容

二

法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

不
動
産
鑑
定
業
者
登
録
の
更
新
の
申
請

に
対
す
る
審
査

一

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
動

産
鑑
定
業
者
登
録
簿
へ
の
登
録
の
申
請

に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

画
が
法
第
八
条

第
一
項
又
は
第

十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
適
合

し
て
い
る
旨
の

証
明
書
の
交
付

砂
利
採
取
計
画
変

更
認
可
申
請
手
数

料 砂
利
採
取
計
画
認

可
申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

不
動
産
鑑
定
業
者

登
録
更
新
申
請
手

数
料

不
動
産
鑑
定
業
者

登
録
申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
七
、
〇
〇
〇

三
七
、
七
〇
〇

額(
円)

一
二
、
四
〇
〇

一
五
、
六
〇
〇

額(

円)

一

都
市
計
画
法

(

以
下
こ
の
表

に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第

二
十
九
条
第
一

項
又
は
第
二
項

に
規
定
す
る
開

発
行
為
の
許
可

の
申
請
に
対
す

る
審
査

事
務
の
内
容

開
発
行
為

許
可
申
請

手
数
料

手
数
料
の

名
称

１

主
と
し

て
自

己
の

居
住

の
用

に
供

す
る

住
宅

の
建

築
の

用
に

供
す

る
目

的
で

行
う

開
発

行
為

に
係

る
も

の
区
分

チ

開
発
区
域
の
面

積
が
十
ヘ
ク
タ
ー

ト

開
発
区
域
の
面

積
が
六
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
十
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
の
も
の

ヘ

開
発
区
域
の
面

積
が
三
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
六
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
の
も
の

ホ

開
発
区
域
の
面

積
が
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
三
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
の
も
の

ニ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
一
ヘ

ク
タ
ー
ル
未
満
の

も
の

ハ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
三
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
〇
・

六
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

満
の
も
の

ロ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
〇
・

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

満
の
も
の

イ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
未
満
の
も

の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

三
〇
〇
、
〇
〇
〇

二
二
〇
、
〇
〇
〇

一
七
〇
、
〇
〇
〇

一
三
〇
、
〇
〇
〇

八
六
、
〇
〇
〇

四
三
、
〇
〇
〇

二
二
、
〇
〇
〇

八
、
六
〇
〇

額(

円)
十

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
一

砂
利
採
取
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
二

都
市
計
画
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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２

主
と
し

て
住

宅
以

外
の

建
築

物
で

自
己

の
業

務
の

用
に

供
す

る
も

の
の

建
築

又
は

自
己

の
業

務
の

用
に

供
す

る
特

定
工

作
物

の
建

設
の

用
に

供
す

る
目

的
で

行
う

開
発

行
為

に
係

る
も

の

チ

開
発
区
域
の
面

積
が
十
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
の
も
の

ト

開
発
区
域
の
面

積
が
六
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
十
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
の
も
の

ヘ

開
発
区
域
の
面

積
が
三
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
六
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
の
も
の

ホ

開
発
区
域
の
面

積
が
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
三
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
の
も
の

ニ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
一
ヘ

ク
タ
ー
ル
未
満
の

も
の

ハ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
三
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
〇
・

六
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

満
の
も
の

ロ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
〇
・

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

満
の
も
の

イ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
未
満
の
も

の ル
以
上
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
八
〇
、
〇
〇
〇

三
四
〇
、
〇
〇
〇

二
七
〇
、
〇
〇
〇

二
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
二
〇
、
〇
〇
〇

六
五
、
〇
〇
〇

三
〇
、
〇
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇

３

１
又
は

２
に

掲
げ

る
も

の
以

外
の

も
の

チ

開
発
区
域
の
面

積
が
十
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
の
も
の

ト

開
発
区
域
の
面

積
が
六
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
十
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
の
も
の

ヘ

開
発
区
域
の
面

積
が
三
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
六
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
の
も
の

ホ

開
発
区
域
の
面

積
が
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
三
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
の
も
の

ニ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
一
ヘ

ク
タ
ー
ル
未
満
の

も
の

ハ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
三
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
〇
・

六
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

満
の
も
の

ロ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
〇
・

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

満
の
も
の

イ

開
発
区
域
の
面

積
が
〇
・
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
未
満
の
も

の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

八
七
〇
、
〇
〇
〇

六
六
〇
、
〇
〇
〇

五
一
〇
、
〇
〇
〇

三
九
〇
、
〇
〇
〇

二
六
〇
、
〇
〇
〇

一
九
〇
、
〇
〇
〇

一
三
〇
、
〇
〇
〇

八
六
、
〇
〇
〇
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二

法
第
三
十
五

条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
開

発
行
為
の
変
更

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

開
発
行
為

変
更
許
可

申
請
手
数

料

一
件
に

つ
き

次
に
掲
げ
る
額

を
合
計
し
た
額
。

た
だ
し
、
当
該
額

が
八
七
〇
、
〇
〇

〇
円
を
超
え
る
と

き
は
、
八
七
〇
、

〇
〇
〇
円

一�
開
発
行
為
に

関
す
る
設
計
の

変
更(

二�
の
み

に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。)

開
発
区
域
の

面
積(

二�
に
規

定
す
る
変
更
を

伴
う
場
合
に
あ
っ

は
変
更
前
の
開

発
区
域
の
面
積

と
し
、
開
発
区

域
の
縮
小
を
伴

う
場
合
に
あ
っ

て
は
縮
小
後
の

開
発
区
域
の
面

積
と
す
る
。)

に
従
い
、
一
の

項
区
分
の
欄
に

掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ

額
の
欄
に
掲
げ

る
額
に
十
分
の

一
を
乗
じ
て
得

た
額

二�
新
た
な
土
地

の
開
発
区
域
へ

の
編
入
に
係
る

法
第
三
十
条
第

一
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項

五

法
第
四
十
三

条
第
一
項
に
規

四

法
第
四
十
二

条
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す

る
予
定
建
築
物

等
以
外
の
建
築

等
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審

査
三

法
第
四
十
一

条
第
二
項
た
だ

し
書(

法
第
三

十
五
条
の
二
第

四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

に

規
定
す
る
市
街

化
調
整
区
域
内

等
に
お
け
る
建

築
物
の
敷
地
等

の
制
限
に
係
る

特
例
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る

審
査

市
街
化
調

整
区
域
内

予
定
建
築

物
外
建
築

等
許
可
申

請
手
数
料

市
街
化
調

整
区
域
内

敷
地
等
制

限
特
例
許

可
申
請
手

数
料

１

敷
地
の
面
積
が
〇
・
一

ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

六
、
九
〇
〇

二
六
、
〇
〇
〇

四
六
、
〇
〇
〇

の
変
更

新
た

に
編
入
さ
れ
る

開
発
区
域
の
面

積
に
従
い
、
一

の
項
区
分
の
欄

に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
額
の
欄
に
掲

げ
る
額

三�
一�
又
は
二�
に

掲
げ
る
変
更
以

外
の
変
更

一

〇
、
〇
〇
〇
円
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六

法
第
四
十
五

条
に
規
定
す
る

開
発
許
可
を
受

け
た
地
位
の
承

継
の
承
認
の
申

請
に
対
す
る
審

査 定
す
る
開
発
許

可
を
受
け
な
い

市
街
化
調
整
区

域
内
の
土
地
に

お
け
る
建
築
等

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

開
発
許
可

地
位
承
継

承
認
申
請

手
数
料

建
築
等
許

可
申
請
手

数
料

２

申
請
を
す
る
者
が
行
お

う
と
す
る
開
発
行
為
が
、

主
と
し
て
住
宅
以
外
の
建

築
物
で
自
己
の
業
務
の
用

に
供
す
る
も
の
又
は
自
己

の
業
務
の
用
に
供
す
る
特

定
工
作
物
の
建
設
の
用
に

供
す
る
目
的
で
行
う
も
の

で
あ
っ
て
、
開
発
区
域
の

面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

１

申
請
を
す
る
者
が
行
お

う
と
す
る
開
発
行
為
が
、

主
と
し
て
自
己
の
居
住
の

用
に
供
す
る
住
宅
の
建
築

の
用
に
供
す
る
目
的
で
行

う
も
の
又
は
主
と
し
て
住

宅
以
外
の
建
築
物
で
自
己

の
業
務
の
用
に
供
す
る
も

の
の
建
築
若
し
く
は
自
己

の
業
務
の
用
に
供
す
る
特

定
工
作
物
の
建
設
の
用
に

供
す
る
目
的
で
行
う
も
の

で
あ
っ
て
、
開
発
区
域
の

面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未

満
で
あ
る
も
の

５

敷
地
の
面
積
が
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
の
も
の

４

敷
地
の
面
積
が
〇
・
六

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
未
満
の
も
の

３

敷
地
の
面
積
が
〇
・
三

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
〇
・
六

ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
も
の

２

敷
地
の
面
積
が
〇
・
一

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
〇
・
三

ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
、
七
〇
〇

一
、
七
〇
〇

九
七
、
〇
〇
〇

六
九
、
〇
〇
〇

三
九
、
〇
〇
〇

一
八
、
〇
〇
〇

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法(

昭
和
四

十
六
年
法
律
第
百
十
一
号)

第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

九

都
市
計
画
法

施
行
規
則(

昭

和
四
十
四
年
建

設
省
令
第
四
十

九
号)

第
六
十

条
に
規
定
す
る

確
認
済
証
の
交

付
に
係
る
計
画

が
法
の
規
定
に

適
合
し
て
い
る

旨
の
証
明
書
の

交
付

八

一
の
項
か
ら

六
の
項
ま
で
に

規
定
す
る
許
可

又
は
承
認
を
受

け
た
旨
の
証
明

書
の
交
付

七

法
第
四
十
七

条
第
五
項
に
規

定
す
る
開
発
登

録
簿
の
写
し
の

交
付

開
発
行
為

等
適
合
証

明
交
付
手

数
料

開
発
許
可

等
証
明
書

交
付
手
数

料 開
発
登
録

簿
写
し
交

付
手
数
料

３

申
請
を
す
る
者
が
行
お

う
と
す
る
行
為
が
１
又
は

２
に
掲
げ
る
も
の
以
外
で

あ
る
も
の

上
で
あ
る
も
の

積
立
式
宅
地
建
物

販
売
業
許
可
申
請

手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

八
〇
、
〇
〇
〇

額(

円)

三
五
〇

三
五
〇

四
七
〇

一
七
、
〇
〇
〇

十
三

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整

備
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
九
年
法

律
第
四
十
九
号)

第
百
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
予
定
道
路
に
係
る
建
築
物
の
敷

事
務
の
内
容

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法(

平
成
六
年

法
律
第
七
十
七
号)

第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

四

法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る

浄
化
槽
工
事
業
者
登
録
簿
の
閲
覧

三

法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る

浄
化
槽
工
事
業
者
登
録
簿
の
謄
本
の
交

付
二

法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る

浄
化
槽
工
事
業
の
更
新
の
登
録
の
申
請

に
対
す
る
審
査

一

浄
化
槽
法(
昭
和
五
十
八
年
法
律
第

四
十
三
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)
第
二
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
浄
化
槽
工
事
業
の
登
録
の

申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

予
定
道
路
関
係
特

例
許
可
申
請
手
数

料 手
数
料
の
名
称

不
動
産
特
定
共
同

事
業
許
可
申
請
手

数
料

手
数
料
の
名
称

浄
化
槽
工
事
業
者

登
録
簿
閲
覧
手
数

料 浄
化
槽
工
事
業
者

登
録
簿
謄
本
交
付

手
数
料

浄
化
槽
工
事
業
更

新
登
録
申
請
手
数

料 浄
化
槽
工
事
業
登

録
申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

単
位

一
回
に

つ
き

一
枚
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
六
〇
、
〇
〇
〇

額(

円)

八
〇
、
〇
〇
〇

額(
円)

四
三
〇

六
八
〇

二
六
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇

額(

円)

高
齢
者
、
障
害

者
等
の
移
動
等
の

円
滑
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律(

平

成
十
八
年
法
律
第

九
十
一
号)

第
十

七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
建
築

物(

同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
適

合
通
知
の
申
出
を

す
る
特
定
建
築
物

で
、
当
該
建
築
物

に
つ
い
て
建
築
基

準
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り

建
築
の
確
認
の
申

事
務
の
内
容

二

法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る

解
体
工
事
業
の
登
録
の
更
新
の
申
請
に

対
す
る
審
査

一

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化

等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
百
四
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
解
体
工
事
業
の
登
録
の
申

請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

地
と
道
路
と
の
関
係
の
特
例
に
関
す
る
許

可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

特
定
建
築

物
計
画
認

定
手
数
料

手
数
料
の

名
称

１

国
土
交

通
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
る

も
の

に
よ

っ
て

安
全

性
を

確
か

区
分

ニ

床
面
積
が
一
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も

ハ

床
面
積
が
二
千

平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も

の
ロ

床
面
積
が
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

イ

床
面
積
が
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の

解
体
工
事
業
登
録

更
新
申
請
手
数
料

解
体
工
事
業
登
録

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
八
七
、
〇
〇
〇

一
四
八
、
〇
〇
〇

一
三
四
、
〇
〇
〇

一
〇
八
、
〇
〇
〇

額(

円)

二
六
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇

額(

円)

十
四

浄
化
槽
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
五

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
六

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
七

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
八

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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請
を
す
る
場
合
に

お
い
て
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る

構
造
計
算
適
合
性

判
定
を
要
す
る
も

の
に
限
る
。)
の

建
築
等
の
計
画
の

認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査

２

そ
の
他

の
も

の
に

よ
っ

て
安

全
性

を
確

か
め

た
も

の め
た

も
の

ホ

床
面
積
が
五
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の

ニ

床
面
積
が
一
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も

の
ハ

床
面
積
が
二
千

平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も

の
ロ

床
面
積
が
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

イ

床
面
積
が
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の

ホ

床
面
積
が
五
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の

の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
八
七
、
〇
〇
〇

三
一
九
、
〇
〇
〇

二
四
〇
、
〇
〇
〇

二
〇
九
、
〇
〇
〇

一
五
七
、
〇
〇
〇

三
一
九
、
〇
〇
〇

岐
阜
県
宅
地
開
発
基
準
条
例
を
廃
止
す

る
条
例(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
十

三
号)
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
廃
止
前

の
岐
阜
県
宅
地
開
発
基
準
条
例(

昭
和
四

十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号)

第
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
開
発
事
業
に
係

る
工
事
の
設
計
の
変
更
の
確
認(

当
該
宅

事
務
の
内
容

六

条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
屋
外
広
告
物
の
施
工
に
関
す

る
課
程
の
講
習
会

五

条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
屋
外
広
告
物
の
表
示
の
方
法

に
関
す
る
課
程
の
講
習
会

四

条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
屋
外
広
告
物
関
係
法
令
に
関

す
る
課
程
の
講
習
会

三

一
の
項
又
は
二
の
項
の
登
録
を
受
け

た
旨
の
証
明
書
の
交
付

二

条
例
第
二
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す

る
屋
外
広
告
業
の
更
新
の
登
録
の
申
請

に
対
す
る
審
査

一

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例(

昭
和
三

十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
屋
外

広
告
業
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

宅
地
開
発
事
業
設

計
変
更
確
認
手
数

料 手
数
料
の
名
称

屋
外
広
告
物
施
工

講
習
会
手
数
料

屋
外
広
告
物
表
示

方
法
講
習
会
手
数

料 屋
外
広
告
物
関
係

法
令
講
習
会
手
数

料 屋
外
広
告
業
登
録

等
証
明
書
交
付
手

数
料

屋
外
広
告
業
更
新

登
録
手
数
料

屋
外
広
告
業
登
録

手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

単
位

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

次
に
掲
げ
る
額

を
合
計
し
た
額
。

た
だ
し
、
当
該
額

が
八
七
〇
、
〇
〇

〇
円
を
超
え
る
と

き
は
、
八
七
〇
、

〇
〇
〇
円

一�
宅
地
開
発
事

額(

円) 一
、
二
〇
〇

七
五
〇

一
、
〇
五
〇

三
五
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

額(

円)
備
考一

知
事
が
事
務
の
内
容
の
欄
に
規
定
す
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
に
準
ず
る
審
査
を
求
め
な
か
っ

た
場
合
は
、
徴
収
し
な
い
。

二

こ
の
表
に
お
い
て｢

床
面
積｣

と
は
、
申
請
に
お
け
る
建
築
物
の
床
面
積
を
い
う
。
た
だ
し
、

当
該
建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を

伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
当
該
部
分
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
の
建
築
物
と
み
な
す
。

十
九

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務

二
十

岐
阜
県
宅
地
開
発
基
準
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
廃
止
前
の
岐
阜
県
宅
地
開
発
基
準
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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区
分

地
開
発
事
業
に
関
し
八
の
表
に
規
定
す
る

優
良
宅
地
造
成
認
定
申
請
手
数
料
を
納
入

す
る
場
合
を
除
く
。)

額(

円)

業
に
関
す
る
設

計
の
変
更(

二�のみに該当する場合を除く。)開発区域の面積(二�に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積とし、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積とする。)に従い、附表区分の欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表額の欄に掲げる額に十分の一を乗じて得た額二�
新
た
な
土
地

の
開
発
区
域
へ

の
編
入

新
た

に
編
入
さ
れ
る

開
発
区
域
の
面

積
に
従
い
、
附

表
区
分
の
欄
に

掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ

額
の
欄
に
掲
げ

る
額

二

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
施
行

に
関
す
る
事
務

一

建
築
士
法
の
施
行
に
関
す
る

事
務

事
務
の
種
類

七

開
発
区
域
の
面
積
が
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の

六

開
発
区
域
の
面
積
が
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

の
も
の

五

開
発
区
域
の
面
積
が
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

の
も
の

四

開
発
区
域
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

の
も
の

三

開
発
区
域
の
面
積
が
〇
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

未
満
の
も
の

二

開
発
区
域
の
面
積
が
〇
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
〇
・
六
ヘ
ク
タ
ー

ル
未
満
の
も
の

一

開
発
区
域
の
面
積
が
〇
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
〇
・
三
ヘ
ク
タ
ー

ル
未
満
の
も
の

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資

格
試
験
手
数
料

二
級
建
築
士
木
造
建
築
士

試
験
手
数
料

手
数
料
の
名
称

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引

推
進
機
構(

昭
和
五
十
九
年

四
月
十
二
日
に
財
団
法
人
不

動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
と

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法

人
を
い
う
。)

財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普

及
セ
ン
タ
ー(

昭
和
五
十
七

年
九
月
十
日
に
財
団
法
人
建

築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た

法
人
を
い
う
。)

納
入
機
関
の
名
称

八
七
〇
、
〇
〇
〇

六
六
〇
、
〇
〇
〇

五
一
〇
、
〇
〇
〇

三
九
〇
、
〇
〇
〇

二
六
〇
、
〇
〇
〇

一
九
〇
、
〇
〇
〇

一
三
〇
、
〇
〇
〇

附
表

別
表
第
二(

第
二
条
関
係)

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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一

教
育
職
員
免
許
法(

昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
四
十
七
号
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て

｢
法｣
と
い
う
。)

第
五
条
第

一
項
又
は
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
普
通
免
許
状
の
授
与(

法
第

事
務
の
内
容

教
育
職
員
普
通
免

許
状
授
与
等
手
数

料 手
数
料
の
名
称

一
通
に

つ
き

単
位

三
、
三
〇
〇

額(

円)

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
四
号

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
の
表
中｢

及
び
各
務
原
市｣

を｢

、
各
務
原
市
及
び
下
呂
市｣

に
改
め
る
。

第
二
条

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
の
表
中｢

高
山
市｣

の
下
に｢

、
多
治
見
市｣

を
加
え
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

一

第
一
条
の
規
定
及
び
次
項
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
規
則
で
定
め
る
日

二

第
二
条
の
規
定
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

(

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

２

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
十
三
の
項
中｢

及
び
各
務
原
市｣

を｢

、
各
務
原
市
及
び
下
呂
市｣

に
改
め
る
。

３

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
十
三
の
項
中｢

高
山
市｣

の
下
に｢

、
多
治
見
市｣

を
加
え
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
五
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

手
数
料
の
徴
収)

第
一
条

県
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
別
に
条
例
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
育
委
員

会
関
係
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
名
称
、
額
等)

第
二
条

手
数
料
の
名
称
、
額
等
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

(

手
数
料
の
徴
収
方
法
等)

第
三
条

手
数
料
は
、
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
事
務
の
性
質
上
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

(

手
数
料
の
減
免
等)

第
四
条

知
事
は
、
公
益
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
手
数
料
を
減
免
し
、
又
は

手
数
料
の
納
入
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

過
料)

第
五
条

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴
収
を

免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額(

当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き

は
、
五
万
円
と
す
る
。)

以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

(

委
任)

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表(

第
二
条
関
係)

一

教
育
職
員
免
許
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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十
一

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務

員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
八
号
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て｢

改
正
法｣

と
い

う
。)

附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
の
修
了
の

確
認
及
び
同
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定

す
る
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
の
修
了

後
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に

十

法
別
表
第
三
備
考
第
六
号
に
規
定
す

る
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
す
る
講
習

九

法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
免
許
状
の

再
交
付

八

法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
免
許
状
の

書
換
え

七

法
第
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効

期
間
の
延
長

六

法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効

期
間
の
更
新

五

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育

職
員
検
定

四

一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る

免
許
状
を
授
与
し
た
旨
の
証
明
書
の
交

付
三

法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
臨
時

免
許
状
の
授
与

二

法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別

免
許
状
の
授
与

五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
新
教
育

領
域
の
追
加
の
定
め
を
含
む
。
三
の
項

に
お
い
て
同
じ
。)

教
育
職
員
免
許
状

更
新
講
習
修
了
確

認
等
手
数
料

教
育
職
員
免
許
法

認
定
講
習
手
数
料

教
育
職
員
免
許
状

再
交
付
手
数
料

教
育
職
員
免
許
状

書
換
え
手
数
料

教
育
職
員
免
許
状

有
効
期
間
延
長
手

数
料

教
育
職
員
免
許
状

有
効
期
間
更
新
手

数
料

教
育
職
員
検
定
手

数
料

教
育
職
員
免
許
状

授
与
証
明
書
交
付

手
数
料

教
育
職
員
臨
時
免

許
状
授
与
等
手
数

料 教
育
職
員
特
別
免

許
状
授
与
手
数
料

一
人
に

つ
き

一
科
目

に
つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

三
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
一
〇
〇

八
七
〇

三
、
〇
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

一
、
七
〇
〇

三
五
〇

一
、
七
〇
〇

三
、
三
〇
〇

三

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
美
術
品
と
し
て
価
値
の
あ
る
刀
剣
類

の
製
作
の
承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査

二

法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
美

術
品
と
し
て
価
値
の
あ
る
古
式
銃
砲
等

に
係
る
登
録
証
の
再
交
付

一

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法(

昭
和

三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
美
術
品
と
し
て

価
値
の
あ
る
古
式
銃
砲
等
の
登
録
の
申

請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

十
五

六
の
項
、
七
の
項
及
び
十
一
の
項

か
ら
十
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に

係
る
証
明
書
の
書
換
え

十
四

六
の
項
、
七
の
項
及
び
十
一
の
項

か
ら
十
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に

係
る
証
明
書
を
発
行
し
た
旨
の
証
明
書

の
交
付

十
三

改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
免
除

の
認
定

十
二

改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
修
了
確
認
期
限
の
延
期

あ
る
こ
と
の
確
認

刀
剣
類
製
作
承
認

申
請
手
数
料

古
式
銃
砲
等
登
録

証
再
交
付
手
数
料

古
式
銃
砲
等
登
録

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

教
育
職
員
免
許
状

有
効
期
間
更
新
証

明
書
等
書
換
え
手

数
料

教
育
職
員
免
許
状

有
効
期
間
更
新
証

明
書
等
発
行
証
明

書
交
付
手
数
料

教
育
職
員
免
許
状

更
新
講
習
受
講
免

除
認
定
手
数
料

教
育
職
員
免
許
状

更
新
講
習
修
了
確

認
期
限
延
期
手
数

料

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

八
〇
〇

三
、
五
〇
〇

六
、
三
〇
〇

額(

円)

八
七
〇

三
五
〇

三
、
〇
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

二

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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阜
県
立
加
茂
農
林
高
等
学
校

阜
県
立
加
茂
高
等
学
校

岐
阜
県
立
加
茂
農
林
高
等
学
校

岐
阜
県
立
加
茂
高
等
学
校

美
濃
加
茂
市

美
濃
加
茂
市

美
濃
加
茂
市
及
び
加
茂
郡
白
川
町

岐 岐

〇
岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー

一
八
、
九
〇
〇

五
八
、
八
〇
〇 一

部
使
用

七
、
四
〇
〇

そ
の
他
の
日

土
曜
日
、
日
曜
日
及

び
休
日

岐
阜
市

一
二
、
六
〇
〇

一
八
、
九
〇
〇

一
部

使
用

フ
ロ
ア

の
二
分

の
一
を

フ
ロ
ア

の
全
部

を
使
用

す
る
場

合

一
四
、
七
〇

二
一
、
〇
〇

土
曜
日

日
曜
日

び
休
日

そ
の
他

日 土
曜
日

日
曜
日

び
休
日

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
六
号

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

別
表
第
一
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
八
号

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

｢

別
表
第
四
四
１
一�
の
表
中

｢
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の 、及 の 、及 の 、及 〇

四
、
二
〇
〇

六
、
三
〇
〇

六
、
三
〇
〇

九
、
四
五
〇

一
二
、
六
〇
〇

一
八
、
九
〇
〇

一
二
、
六
〇
〇

四
、
九
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

七
、
三
五
〇

一
〇
、
五
〇
〇

一
四
、
七
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

三
九
、
九
〇
〇

四
、
二
〇
〇

六
、
三
〇
〇

六
、
三
〇
〇

九
、
四
五
〇

一
二
、
六
〇
〇

一
八
、
九
〇
〇

四
、
二
〇
〇

一
三
、
三
〇
〇

一
九
、
六
〇
〇

一
九
、
九
五
〇

二
九
、
四
〇
〇

三
九
、
九
〇
〇

五
八
、
八
〇
〇

一
、
四
〇
〇

二
、
四
七
〇

二
、
一
〇
〇

三
、
七
〇
〇

四
、
二
〇
〇

七
、
四
〇
〇

フ
ロ
ア

の
三
分

の
一
を

使
用
す

る
場
合

使
用
す

る
場
合

そ
の
他

日 土
曜
日

日
曜
日

び
休
日

そ
の
他

日

｣

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
九
号

岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
す
る
事
項

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
号

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

手
数
料
の
徴
収)

第
一
条

県
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
二
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
別
に
条
例
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
警
察
関
係

の
手
数
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
名
称
、
額
等)

第
二
条

手
数
料
の
名
称
、
額
等
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２

別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
納

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
、
五
〇
〇

二
、
〇
五
〇

一
件
に

つ
き

五
、
八
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
九

十
七
条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ
又
は

第
百
一
条
の
四
第

二
項
の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い

て
行
う
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
五
、
三
五
〇

円

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
、
三
五
〇

五
、
八
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
九

十
七
条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ
又
は

第
百
一
条
の
四
第

二
項
の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い

て
行
う
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
五
、
三
五
〇

円

一
件
に

つ
き

二
、
三
五
〇

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
機
関
に
納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
当
該
機
関
の
収
入
と
す

る
。

(

手
数
料
の
徴
収
方
法
等)

第
三
条

手
数
料
は
、
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
事
務
の
性
質
上
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

納
入
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

(

手
数
料
の
減
免
等)

第
四
条

知
事
は
、
公
益
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
手
数
料
を
減
免
し
、
又
は

手
数
料
の
納
入
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

過
料)

第
五
条

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴
収
を

免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額(

当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き

は
、
五
万
円
と
す
る
。)

以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

(

委
任)

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
七
の
表
十
七
の

項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
別
表
第
一
七

の
表
十
五
の
項
、
十
六
の
項
及
び
二
十
四
の
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
十
五
の
項
中｢

二
、
一

〇
〇
円｣

と
あ
る
の
は｢

一
、
六
五
〇
円｣

と
、
同
表
十
六
の
項
中｢

三
、
六
五
〇
円｣

と
あ
る
の

は｢

三
、
二
〇
〇
円｣

と
、
同
表
二
十
四
の
項
中｢

二
、
五
五
〇｣

と
あ
る
の
は｢

二
、
一
〇
〇｣

と
す
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
別
表
第
一
七
の

表
十
八
の
項
、
二
十
八
の
項
第
十
二
号
及
び
二
十
九
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
十
八

の
項
中｢

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ｣

と
あ
る
の
は｢

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
号)

に
よ
る
改
正
後
の
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ｣

｢

｢

と
、
同
表
二
十
八
の
項
第
十
二
号
中

と
あ
る
の
は

｣

と
、
同
表
二
十
九
の
項
第
一
号
中｢

二
、
六
五
〇｣

と
あ
る
の
は｢

二
、

｣

七
五
〇｣

と
、
同
項
第
二
号
中｢

一
、
五
〇
〇｣

と
あ
る
の
は｢

一
、
四
〇
〇｣

と
、
同
項
第
三
号

｢

｢

中

と
あ
る
の
は

と
す
る
。

｣

｣
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一

風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
二

十
二
号
。
以
下

こ
の
表
に
お
い

て｢

法｣

と
い

う
。)

第
三
条

第
一
項
に
規
定

す
る
風
俗
営
業

の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

風
俗
営
業

許
可
申
請

手
数
料

手
数
料
の

名
称

２

ぱ
ち
ん
こ
屋
又
は
施
行

令
第
七
条
に
規
定
す
る
営

業
で
あ
っ
て
、
営
業
所
に

設
置
す
る
遊
技
機
に
法
第

二
十
条
第
二
項
に
規
定
す

る
認
定
を
受
け
た
遊
技
機

以
外
の
遊
技
機
が
あ
る
も

の
１

ぱ
ち
ん
こ
屋
又
は
風
俗

営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
施
行
令(

昭
和
五
十
九

年
政
令
第
三
百
十
九
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢
施
行
令｣

と
い
う
。)

第

七
条
に
規
定
す
る
営
業
で

あ
っ
て
、
営
業
所
に
設
置

す
る
遊
技
機
に
法
第
二
十

条
第
二
項
に
規
定
す
る
認

定
を
受
け
た
遊
技
機
以
外

の
遊
技
機
が
な
い
も
の

区
分

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

二
七
、
〇
〇
〇
円

(

三
月
以
内
の
期

間
を
限
っ
て
営
む

も
の
に
あ
っ
て
は
、

一
六
、
〇
〇
〇
円)

に
法
第
二
十
条
第

二
項
に
規
定
す
る

認
定
を
受
け
た
遊

技
機
以
外
の
遊
技

機
一
台
に
つ
き
二

〇
円(

同
条
第
四

項
に
規
定
す
る
遊

技
機
の
型
式
の
検

定(

以
下
こ
の
表

に
お
い
て
単
に

｢

検
定｣

と
い
う
。)

を
受
け
た
型
式
に

属
す
る
遊
技
機
以

外
の
遊
技
機
に
あ
っ

て
は
、
附
表
第
一

二
七
、
〇
〇
〇
円

(

三
月
以
内
の
期

間
を
限
っ
て
営
む

も
の
に
あ
っ
て
は
、

一
六
、
〇
〇
〇
円)

額(

円)

四

法
第
七
条
の

二
第
一
項
に
規

定
す
る
合
併
に

よ
る
風
俗
営
業

者
の
承
継
の
承

三

法
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す

る
相
続
に
よ
る

風
俗
営
業
の
承

継
の
承
認
の
申

請
に
対
す
る
審

査
二

法
第
五
条
第

四
項
に
規
定
す

る
風
俗
営
業
の

許
可
証
の
再
交

付

風
俗
営
業

者
合
併
承

認
申
請
手

数
料

風
俗
営
業

相
続
承
認

申
請
手
数

料 風
俗
営
業

許
可
証
再

交
付
手
数

料

備
考

同
時
に
一
を
超
え
る
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
一
を
超
え
る
許
可
に
係
る
手
数
料
の
額
は
額
の
欄

に
掲
げ
る
額
か
ら
九
、
三
〇
〇
円
を
控
除
し
た
額
と
し
、

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
営
業
所
に
係
る

許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
手
数
料
の
額
は
額
の
欄

に
掲
げ
る
額
に
七
、
四
〇
〇
円
を
加
え
た
額
と
す
る
。

３

ぱ
ち
ん
こ
屋
及
び
施
行

令
第
七
条
に
規
定
す
る
営

業
以
外
の
風
俗
営
業

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
二
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
同
時
に

一
を
超
え
る
承
認

を
申
請
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
一

九
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
同
時
に

一
を
超
え
る
承
認

を
申
請
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
一

を
超
え
る
承
認
に

係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
三
、
八
〇

〇
円

一
、
二
〇
〇

二
七
、
〇
〇
〇
円

(

三
月
以
内
の
期

間
を
限
っ
て
営
む

も
の
に
あ
っ
て
は
、

一
五
、
〇
〇
〇
円)

区
分
の
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
同
表
額
の

欄
に
掲
げ
る
額
か

ら
二
、
七
〇
〇
円

を
控
除
し
た
額)

を
加
え
た
額

別
表
第
一(

第
二
条
関
係)

一

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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九

法
第
十
条
の

二
第
五
項
に
規

定
す
る
特
例
風

八

法
第
十
条
の

二
第
一
項
に
規

定
す
る
特
例
風

俗
営
業
者
の
認

定
の
申
請
に
対

す
る
審
査

七

法
第
九
条
第

四
項
に
規
定
す

る
風
俗
営
業
の

許
可
証
の
書
換

え
六

法
第
九
条
第

一
項
に
規
定
す

る
風
俗
営
業
所

の
構
造
等
の
変

更
の
承
認
の
申

請
に
対
す
る
審

査
五

法
第
七
条
の

三
第
一
項
に
規

定
す
る
分
割
に

よ
る
風
俗
営
業

者
の
承
継
の
承

認
の
申
請
に
対

す
る
審
査

認
の
申
請
に
対

す
る
審
査

特
例
風
俗

営
業
者
認

定
証
再
交

特
例
風
俗

営
業
者
認

定
申
請
手

数
料

風
俗
営
業

許
可
証
書

換
え
手
数

料 風
俗
営
業

所
構
造
等

変
更
承
認

申
請
手
数

料 風
俗
営
業

者
分
割
承

認
申
請
手

数
料

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
、
二
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
同
時
に

一
を
超
え
る
認
定

を
申
請
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
一

を
超
え
る
認
定
に

係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
一
、
七

〇
〇
円 一

、
五
〇
〇

一
一
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
同
時
に

一
を
超
え
る
承
認

を
申
請
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
一

を
超
え
る
承
認
に

係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
三
、
八
〇

〇
円

を
超
え
る
承
認
に

係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
三
、
八
〇

〇
円

十
一

法
第
二
十

条
第
四
項
に
規

定
す
る
遊
技
機

の
型
式
の
検
定

の
申
請
に
対
す

る
審
査

十

法
第
二
十
条

第
二
項
に
規
定

す
る
遊
技
機
の

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査

俗
営
業
者
の
認

定
証
の
再
交
付

遊
技
機
型

式
検
定
申

請
手
数
料

遊
技
機
認

定
申
請
手

数
料

付
手
数
料

３

１
又
は
２
に
掲
げ
る
型

式
以
外
の
型
式

２

岐
阜
県
公
安
委
員
会
以

外
の
都
道
府
県
公
安
委
員

会
の
検
定
を
受
け
た
型
式

(

１
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

１

法
第
二
十
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機

関
が
行
う
遊
技
機
の
型
式

に
関
す
る
検
定
に
係
る
試

験(

以
下
こ
の
表
に
お
い

て｢

型
式
試
験｣

と
い
う
。)

を
受
け
た
型
式

備
考

同
時
に
一
を
超
え
る
台
数
の
遊
技
機
に
つ
き
認
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
を
超
え
る
台
数

の
遊
技
機
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、
額
の
欄
に
掲
げ
る
額

か
ら
二
、
七
〇
〇
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

３

１
又
は
２
に
掲
げ
る
遊

技
機
以
外
の
遊
技
機

２

検
定
を
受
け
た
型
式
に

属
す
る
遊
技
機(

１
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

１

法
第
二
十
条
第
五
項
に

規
定
す
る
指
定
試
験
機
関

(

以
下
こ
の
表
に
お
い
て

単
に｢

指
定
試
験
機
関｣

と
い
う
。)

が
行
う
遊
技

機
に
つ
い
て
の
認
定
に
係

る
試
験
を
受
け
た
遊
技
機

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

附
表
第
二
区
分
の

欄
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

一
八
、
〇
〇
〇

六
、
三
〇
〇

附
表
第
一
区
分
の

欄
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

同
表
額
の
欄
に
掲

げ
る
額 二

、
七
二
〇

二
、
七
〇
〇
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十
二

法
第
二
十

条
第
五
項
に
規

定
す
る
遊
技
機

の
認
定
に
係
る

試
験
の
申
請
に

対
す
る
審
査

遊
技
機
試

験
申
請
手

数
料

１

ぱ
ち
ん

こ
遊

技
機

イ

入
賞
を

容
易

に
す

る
た

め
の

装
置

で
あ

っ
て

施
行

令
第

十
条

の
二

の
表

一
の

項
三�１�の国家公安委員会規則で定めるもの(以下この表において｢特定装置｣という。)が設けら
マ
イ
ク
ロ

プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
を
内

蔵
し
な
い

も
の

マ
イ
ク
ロ

プ
ロ
セ
ッ

サ
ー(

電

子
計
算
機

の
中
央
演

算
処
理
装

置
を
構
成

す
る
集
積

回
路
を
い

う
。
以
下

こ
の
表
に

お
い
て
同

じ
。)

を

内
蔵
す
る

も
の

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

八
、
一
〇
〇

三
二
、
三
〇
〇

同
表
額
の
欄
に
掲

げ
る
額

ロ

特
定
装

置
が

設
け

ら
れ

て
い

る
も

の(当
該

特
定

装
置

を
連

続
し

て
作

動
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

を
除

く
。)

れ
て

い
る

も
の

(

当
該
特

定
装

置
を

連
続

し
て

作
動

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
に

限
る
。

マ
イ
ク
ロ

プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
を
内

蔵
し
な
い

も
の

マ
イ
ク
ロ

プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
を
内

蔵
す
る
も

の

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

八
、
一
〇
〇

二
五
、
三
〇
〇
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備
考

同
時
に
一
を
超
え
る
台
数
の
遊
技
機
に
つ
き
遊
技
機

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
を
超
え

る
台
数
の
遊
技
機
の
手
数
料
の
額
は
、
額
の
欄
に
掲
げ
る

額
か
ら
二
、
三
〇
〇
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

５

１
か
ら

４
ま

で
に

掲
げ

る
遊

技
機

以
外

の
遊

技
機

４

じ
ゃ
ん

球
遊

技
機

３

ア
レ
ン

ジ
ボ

ー
ル

遊
技

機
２

回
胴
式

遊
技

機

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

し
な
い
も
の

イ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

す
る
も
の

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

し
な
い
も
の

イ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

す
る
も
の

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

し
な
い
も
の

イ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

す
る
も
の

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

し
な
い
も
の

イ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

す
る
も
の

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の

も
の

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

三
、
三
〇
〇

二
五
、
三
〇
〇

一
〇
、
八
〇
〇

三
一
、
三
〇
〇

一
〇
、
八
〇
〇

三
一
、
三
〇
〇

一
五
、
三
〇
〇

六
二
、
三
〇
〇

五
、
七
〇
〇

十
三

法
第
二
十

条
第
五
項
に
規

定
す
る
遊
技
機

の
型
式
の
検
定

に
係
る
試
験
の

申
請
に
対
す
る

審
査

遊
技
機
型

式
試
験
申

請
手
数
料

１

ぱ
ち
ん

こ
遊

技
機

ロ

特
定
装

置
が

設
け

ら
れ

て
い

る
も

の(当
該

特
定

装
置

を
連

続
し

て
作

動
さ

せ
る

イ

特
定
装

置
が

設
け

ら
れ

て
い

る
も

の(当
該

特
定

装
置

を
連

続
し

て
作

動
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

に
限

る
。)

マ
イ
ク
ロ

プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
を
内

蔵
し
な
い

も
の

マ
イ
ク
ロ

プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
を
内

蔵
す
る
も

の マ
イ
ク
ロ

プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
を
内

蔵
し
な
い

も
の

マ
イ
ク
ロ

プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
を
内

蔵
す
る
も

の

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

二
九
〇
、
二
〇
〇

一
、一
三
五
、二
〇
〇

二
九
〇
、
二
〇
〇

一
、五
二
四
、二
〇
〇
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十
四

法
第
二
十

条
第
十
項
に
お

い
て
準
用
す
る

法
第
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る

遊
技
機
の
変
更

の
承
認
の
申
請

に
対
す
る
審
査

遊
技
機
変

更
承
認
申

請
手
数
料

４

じ
ゃ
ん

球
遊

技
機

３

ア
レ
ン

ジ
ボ

ー
ル

遊
技

機
２

回
胴
式

遊
技

機

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

し
な
い
も
の

イ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

す
る
も
の

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

し
な
い
も
の

イ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

す
る
も
の

ロ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

し
な
い
も
の

イ

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵

す
る
も
の

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の

も
の

こ
と

が
で

き
る

も
の

を
除

く
。)

一
件
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

一
台
に

つ
き

三
、
四
〇
〇
円

(

法
第
二
十
条
第

二
項
に
規
定
す
る

認
定
を
受
け
た
遊

技
機
以
外
の
遊
技

機
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
三
、

四
〇
〇
円
に
当
該

三
四
二
、
二
〇
〇

一
、一
八
六
、二
〇
〇

三
四
三
、
二
〇
〇

一
、一
八
七
、二
〇
〇

三
九
三
、
二
〇
〇

一
、八
一
〇
、二
〇
〇

一
六
八
、
二
〇
〇

十
六

法
第
二
十

七
条
第
四
項

(

法
第
三
十
一

条
の
十
二
第
二

項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を

含
む
。)

又
は

第
三
十
一
条
の

二
第
四
項(

法

第
三
十
一
条
の

七
第
二
項
及
び

第
三
十
一
条
の

十
七
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
基
づ

く
店
舗
型
性
風

俗
特
殊
営
業
、

無
店
舗
型
性
風

俗
特
殊
営
業
、

十
五

法
第
二
十

四
条
第
六
項
に

規
定
す
る
風
俗

営
業
所
の
管
理

者
の
講
習

性
風
俗
関

連
特
殊
営

業
届
出
確

認
書
交
付

手
数
料

風
俗
営
業

所
管
理
者

講
習
手
数

料

３

法
第
二
条
第
七
項
、
第

八
項
若
し
く
は
第
十
項
の

営
業
を
営
も
う
と
す
る
者

(

受
付
所
営
業
者
を
除
く
。)

又
は
風
俗
営
業
等
の
規
制

及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律(

平
成
十
七

年
法
律
第
百
十
九
号)

附

２

法
第
二
条
第
七
項
第
一

号
の
営
業
を
営
も
う
と
す

る
者
で
当
該
営
業
に
つ
き

受
付
所
を
設
け
よ
う
と
す

る
も
の(

以
下
こ
の
項
に

お
い
て｢

受
付
所
営
業
者｣

と
い
う
。)

１

法
第
二
条
第
六
項
又
は

第
九
項
の
営
業
を
営
も
う

と
す
る
者

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

講
習
一

時
間
に

つ
き

三
、
四
〇
〇

三
、
四
〇
〇
円
と

八
、
五
〇
〇
円
に

受
付
所
の
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
の

合
計
額

一
一
、
九
〇
〇

六
五
〇

遊
技
機
一
台
に
つ

き
二
〇
円(

検
定

を
受
け
た
型
式
に

属
す
る
遊
技
機
以

外
の
遊
技
機
に
あ

っ
て
は
、
附
表
第

一
区
分
の
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
同
表
額

の
欄
に
掲
げ
る
額

か
ら
二
、
七
〇
〇

円
を
控
除
し
た
額)

を
加
え
た
額)
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十
七

法
第
二
十

七
条
第
四
項

(

法
第
三
十
一

条
の
十
二
第
二

項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を

含
む
。)

又
は

第
三
十
一
条
の

二
第
四
項(

法

第
三
十
一
条
の

映
像
送
信
型
性

風
俗
特
殊
営
業
、

店
舗
型
電
話
異

性
紹
介
営
業
及

び
無
店
舗
型
電

話
異
性
紹
介
営

業(

以
下
こ
の

表
に
お
い
て

｢

性
風
俗
関
連

特
殊
営
業｣

と

総
称
す
る
。)

に
係
る
法
第
二

十
七
条
第
一
項
、

第
三
十
一
条
の

二
第
一
項
、
第

三
十
一
条
の
七

第
一
項
、
第
三

十
一
条
の
十
二

第
一
項
又
は
第

三
十
一
条
の
十

七
第
一
項
の
届

出
書
の
提
出
が

あ
っ
た
旨
を
記

載
し
た
書
面

(

以
下
こ
の
表

に
お
い
て｢

届

出
確
認
書｣

と

い
う
。)

の
交

付

性
風
俗
関

連
特
殊
営

業
変
更
届

出
確
認
書

交
付
手
数

料

２

１
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

１

変
更
に
係
る
事
項
が
受

付
所
の
新
設
に
係
る
も
の

則
第
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
性
風
俗
関
連
特
殊

営
業
に
係
る
法
第
二
十
七

条
第
一
項
、
第
三
十
一
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
一

条
の
七
第
一
項
、
第
三
十

一
条
の
十
二
第
一
項
若
し

く
は
第
三
十
一
条
の
十
七

第
一
項
の
届
出
書
を
提
出

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

者

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
、
五
〇
〇

一
、
九
〇
〇
円
と

八
、
五
〇
〇
円
に

当
該
新
設
に
係
る

受
付
所
の
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
の

合
計
額

十
八

性
風
俗
関

連
特
殊
営
業
に

係
る
届
出
確
認

書
又
は
変
更
届

出
確
認
書
の
再

交
付

七
第
二
項
及
び

第
三
十
一
条
の

十
七
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
基
づ

く
性
風
俗
関
連

特
殊
営
業
に
係

る
法
第
二
十
七

条
第
二
項(

法

第
三
十
一
条
の

十
二
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

又
は
第
三
十
一

条
の
二
第
二
項

(

法
第
三
十
一

条
の
七
第
二
項

及
び
第
三
十
一

条
の
十
七
第
二

項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を

含
む
。)

の
届

出
書
の
提
出
が

あ
っ
た
旨
を
記

載
し
た
書
面

(

以
下
こ
の
表

に
お
い
て｢

変

更
届
出
確
認
書｣

と
い
う
。)

の

交
付

性
風
俗
関

連
特
殊
営

業
届
出
確

認
書
等
再

交
付
手
数

料

一
通
に

つ
き

一
、
二
〇
〇
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一

ぱ
ち
ん
こ

遊
技
機

区
分

五

一
の
項
か

ら
四
の
項
ま

で
に
掲
げ
る

遊
技
機
以
外

の
遊
技
機

四

じ
ゃ
ん
球

遊
技
機

三

ア
レ
ン
ジ

ボ
ー
ル
遊
技

機
二

回
胴
式
遊

技
機

一

ぱ
ち
ん
こ

遊
技
機

区
分

１

特
定
装
置
が
設
け
ら

れ
て
い
る
も
の(

当
該

２

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
し
な
い
も
の

１

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
す
る
も
の

２

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
し
な
い
も
の

１

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
す
る
も
の

２

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
し
な
い
も
の

１

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
す
る
も
の

２

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
し
な
い
も
の

１

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
す
る
も
の

３

１
又
は
２
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

２

特
定
装
置
が
設
け
ら

れ
て
い
る
も
の(

当
該

特
定
装
置
を
連
続
し
て

作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
を
除
く
。)

１

特
定
装
置
が
設
け
ら

れ
て
い
る
も
の(

当
該

特
定
装
置
を
連
続
し
て

作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
に
限
る
。)

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

を
内
蔵
す
る
も
の

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

を
内
蔵
し
な
い
も
の

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

を
内
蔵
す
る
も
の

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

を
内
蔵
し
な
い
も
の

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

を
内
蔵
す
る
も
の

一
、五
三
〇
、〇
〇
〇

額(

円) 三
、
六
八
〇

二
四
、
七
〇
〇

一
〇
、
八
〇
〇

三
〇
、
七
〇
〇

一
〇
、
八
〇
〇

三
〇
、
七
〇
〇

一
四
、
七
〇
〇

五
九
、
七
〇
〇

五
、
九
〇
〇

八
、
二
〇
〇

二
四
、
七
〇
〇

八
、
二
〇
〇

三
一
、
七
〇
〇

額(

円)

四

法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
又
は
第

二
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
古

物
競
り
あ
つ
せ
ん
業
に
係
る
業
務
の
実

施
の
方
法
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審

三

法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
古
物

営
業
の
許
可
証
の
書
換
え

二

法
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
古
物

営
業
の
許
可
証
の
再
交
付

一

古
物
営
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
又
は

第
二
項
に
規
定
す
る
古
物
営
業
の
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

四

じ
ゃ
ん
球

遊
技
機

三

ア
レ
ン
ジ

ボ
ー
ル
遊
技

機
二

回
胴
式
遊

技
機

２

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
し
な
い
も
の

１

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
す
る
も
の

２

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
し
な
い
も
の

１

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
す
る
も
の

２

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
し
な
い
も
の

１

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
を
内
蔵
す
る
も
の

３

１
又
は
２
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

２

特
定
装
置
が
設
け
ら

れ
て
い
る
も
の(

当
該

特
定
装
置
を
連
続
し
て

作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
を
除
く
。)

特
定
装
置
を
連
続
し
て

作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
に
限
る
。)

古
物
競
り
あ
つ
せ

ん
業
業
務
実
施
方

法
認
定
申
請
手
数

料 古
物
営
業
許
可
証

書
換
え
手
数
料

古
物
営
業
許
可
証

再
交
付
手
数
料

古
物
営
業
許
可
申

請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

を
内
蔵
し
な
い
も
の

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

を
内
蔵
す
る
も
の

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

を
内
蔵
し
な
い
も
の一

件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
七
、
〇
〇
〇

一
、
五
〇
〇

一
、
三
〇
〇

一
九
、
〇
〇
〇

額(

円)

三
四
八
、
〇
〇
〇

一
、一
九
二
、〇
〇
〇

三
四
九
、
〇
〇
〇

一
、一
九
三
、〇
〇
〇

三
九
九
、
〇
〇
〇

一
、八
一
六
、〇
〇
〇

一
七
四
、
〇
〇
〇

二
九
六
、
〇
〇
〇

一
、一
四
一
、〇
〇
〇

二
九
六
、
〇
〇
〇

附
表
第
一

附
表
第
二

二

古
物
営
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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五

法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

火
薬
類
の
輸
入
の
許
可(

法
第
五
十
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
る
場
合
に
限
る
。)

の
申
請
に
対

す
る
審
査

四

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
火

薬
類
の
運
搬
証
明
書
の
交
付

三

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
火

薬
類
の
譲
受
け
の
許
可(

法
第
五
十
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
火
工
品
の
み

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
申
請
に
対

す
る
審
査

二

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
火

薬
類
の
譲
受
け
の
許
可(

法
第
五
十
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
火
工
品
の
み

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
申
請
に
対

す
る
審
査

一

火
薬
類
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て

｢

法｣

と
い
う
。)
第
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
の
譲
渡
し
の

許
可(

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
に
限

る
。)

の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

査

火
薬
類
輸
入
許
可

申
請
手
数
料

火
薬
類
運
搬
証
明

書
交
付
手
数
料

火
薬
類
譲
受
許
可

申
請
手
数
料

火
工
品
譲
受
許
可

申
請
手
数
料

火
薬
類
譲
渡
許
可

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

二
五
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
申
請
に

係
る
火
薬
類(

火

工
品
を
除
く
。)

の
数
量
が
二
十
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

の
も
の
に
あ
っ
て

二
、
四
〇
〇

六
、
九
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
申
請
に

係
る
火
薬
類(

火

工
品
を
除
く
。)

の
数
量
が
二
十
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

の
も
の
に
あ
っ
て

は
、
三
、
五
〇
〇

円

二
、
四
〇
〇

一
、
二
〇
〇

額(

円)

二

法
第
五
十
九
条
第
九
項
に
規
定
す
る

核
汚
染
物
に
係
る
運
搬
証
明
書
の
書
換

一

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第

五
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
核
汚
染

物
に
係
る
運
搬
証
明
書
の
交
付

事
務
の
内
容

五

法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
質
屋

営
業
の
許
可
証
の
再
交
付

四

法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
質
屋

営
業
の
許
可
証
の
書
換
え(

法
第
四
条

第
一
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

三

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
質
屋

の
管
理
者
の
新
設
又
は
変
更
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査

二

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
質
屋

の
営
業
所
の
移
転
の
許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

一

質
屋
営
業
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
五
十
八
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
質
屋
営
業
の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

核
汚
染
物
運
搬
証

明
書
書
換
え
手
数

核
汚
染
物
運
搬
証

明
書
交
付
手
数
料

手
数
料
の
名
称

質
屋
営
業
許
可
証

再
交
付
手
数
料

質
屋
営
業
許
可
証

書
換
え
手
数
料

質
屋
営
業
管
理
者

新
設
変
更
許
可
申

請
手
数
料

質
屋
営
業
所
移
転

許
可
申
請
手
数
料

質
屋
営
業
許
可
申

請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

四
、
六
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

額(

円) 一
、
三
〇
〇

一
、
五
〇
〇

五
、
七
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

二
五
、
〇
〇
〇

額(

円)

は
、
一
二
、
〇
〇

〇
円

三

火
薬
類
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

四

質
屋
営
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

五

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年３月30日 ( )166



四

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際

競
技
に
参
加
す
る
外
国
人
に
係
る
銃
砲

等
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査
三

法
第
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

猟
銃
の
操
作
等
に
関
す
る
技
能
検
定

二

法
第
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

猟
銃
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会

一

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法(

昭
和

三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
銃
砲
等
の
所
持
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

三

法
第
五
十
九
条
第
十
項
に
規
定
す
る

核
汚
染
物
に
係
る
運
搬
証
明
書
の
再
交

付 え

外
国
人
銃
砲
等
所

持
許
可
申
請
手
数

料 猟
銃
操
作
等
技
能

検
定
手
数
料

猟
銃
等
取
扱
講
習

会
手
数
料

銃
砲
等
所
持
許
可

申
請
手
数
料

手
数
料
の
名
称

核
汚
染
物
運
搬
証

明
書
再
交
付
手
数

料 料

一
件
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

三
、
九
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
同
時
に

一
を
超
え
る
許
可

を
申
請
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
一

二
一
、
〇
〇
〇

六
、
八
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
現
に
法

第
四
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
て

い
る
猟
銃
等
を
所

持
し
て
い
る
者
及

び
法
第
五
条
の
二

第
三
項
第
二
号
に

掲
げ
る
者
に
あ
っ

て
は
、
三
、
〇
〇

〇
円

九
、
〇
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
同
時
に

一
を
超
え
る
許
可

を
申
請
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
一

を
超
え
る
許
可
に

係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
五
、
三
〇

〇
円

額(

円) 二
、
二
〇
〇

八

法
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

猟
銃
等
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請

に
対
す
る
審
査

七

法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
猟
銃

等
の
所
持
に
係
る
許
可
証
の
再
交
付

六

法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
猟
銃

等
の
所
持
に
係
る
許
可
証
の
書
換
え

五

法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
猟
銃
等
の
所
持
に
係
る
許
可
証

へ
の
許
可
事
項
の
記
載
の
申
請
に
対
す

る
審
査

猟
銃
等
所
持
許
可

更
新
申
請
手
数
料

猟
銃
等
所
持
許
可

証
再
交
付
手
数
料

猟
銃
等
所
持
許
可

証
書
換
え
手
数
料

猟
銃
等
所
持
許
可

証
記
載
申
請
手
数

料

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
、
八
〇
〇
円

(

新
た
な
許
可
証

の
交
付
を
伴
わ
な

い
も
の
に
あ
っ
て

は
、
五
、
四
〇
〇

円)

。
た
だ
し
、

同
時
に
一
を
超
え

る
許
可
の
更
新
を

申
請
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
一
を

超
え
る
許
可
の
更

新
に
係
る
も
の
及

び
同
時
に
五
の
項

に
規
定
す
る
許
可

事
項
の
記
載
の
申

請
を
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
三
、

五
〇
〇
円(

新
た

な
許
可
証
の
交
付

を
伴
わ
な
い
も
の

二
、
二
〇
〇

一
、
八
〇
〇

五
、
四
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
同
時
に

一
を
超
え
る
許
可

を
申
請
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
一

を
超
え
る
許
可
に

係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
三
、
一
〇

〇
円

を
超
え
る
許
可
に

係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
、
六
〇

〇
円

六

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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三

法
第
五
十
一

条
の
八
第
一
項

に
規
定
す
る
登

二

法
第
四
十
九

条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
設
置

さ
れ
た
パ
ー
キ

ン
グ
・
チ
ケ
ッ

ト
発
給
設
備
か

ら
の
パ
ー
キ
ン

グ
・
チ
ケ
ッ
ト

の
発
給

一

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
五

号
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に

よ
り
設
置
さ
れ

た
パ
ー
キ
ン
グ
・

メ
ー
タ
ー
の
作

動
事
務
の
内
容

十

法
第
九
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る

射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

九

法
第
九
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る

射
撃
教
習
を
受
け
る
資
格
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査

放
置
車
両

確
認
等
法

人
登
録
審

パ
ー
キ
ン

グ
・
チ
ケ

ッ
ト
発
給

手
数
料

パ
ー
キ
ン

グ
・
メ
ー

タ
ー
作
動

手
数
料

手
数
料
の

名
称

２

三
十
分
の
時
間
制
限
駐

車
区
間
に
係
る
も
の

１

六
十
分
の
時
間
制
限
駐

車
区
間
に
係
る
も
の

区
分

射
撃
練
習
資
格
認

定
申
請
手
数
料

射
撃
教
習
資
格
認

定
申
請
手
数
料

一
件
に

つ
き

一
枚
に

つ
き

一
回
に

つ
き

一
回
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
三
、
〇
〇
〇

二
〇
〇

一
〇
〇

二
〇
〇

額(

円) 七
、
九
〇
〇

七
、
九
〇
〇

に
あ
っ
て
は
、
三
、

一
〇
〇
円)

九

法
第
五
十
一

八

法
第
五
十
一

条
の
十
三
第
一

項
に
規
定
す
る

駐
車
監
視
員
資

格
者
証
の
書
換

え
交
付

七

法
第
五
十
一

条
の
十
三
第
一

項
第
一
号
ロ
に

規
定
す
る
認
定

の
申
請
に
対
す

る
審
査

六

法
第
五
十
一

条
の
十
三
第
一

項
第
一
号
イ
に

規
定
す
る
放
置

車
両
の
確
認
等

に
関
す
る
技
能

及
び
知
識
に
関

し
て
行
う
講
習

五

法
第
五
十
一

条
の
十
三
第
一

項
に
規
定
す
る

駐
車
監
視
員
資

格
者
証
の
交
付

の
申
請
に
対
す

る
審
査

四

法
第
五
十
一

条
の
八
第
六
項

に
規
定
す
る
登

録
の
更
新
の
申

請
に
対
す
る
審

査 録
の
申
請
に
対

す
る
審
査

駐
車
監
視

駐
車
監
視

員
資
格
者

証
書
換
え

交
付
手
数

料 駐
車
監
視

員
資
格
同

等
認
定
手

数
料

駐
車
監
視

員
資
格
者

講
習
手
数

料 駐
車
監
視

員
資
格
者

証
交
付
審

査
手
数
料

放
置
車
両

確
認
等
登

録
法
人
更

新
審
査
手

数
料

査
手
数
料

一
通
に

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
、
〇
〇
〇

二
、
一
〇
〇

四
、
五
〇
〇

一
九
、
〇
〇
〇

九
、
九
〇
〇

二
三
、
〇
〇
〇

七

道
路
交
通
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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十
二

法
第
八
十

九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
運
転

免
許
試
験

十
一

法
第
七
十

八
条
第
五
項
に

規
定
す
る
道
路

の
使
用
に
係
る

許
可
証
の
再
交

付
十

法
第
七
十
七

条
第
一
項
に
規

定
す
る
道
路
の

使
用
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る

審
査

条
の
十
三
第
一

項
に
規
定
す
る

駐
車
監
視
員
資

格
者
証
の
再
交

付

運
転
免
許

試
験
手
数

料 道
路
使
用

許
可
証
再

交
付
手
数

料 道
路
使
用

許
可
申
請

手
数
料

員
資
格
者

証
再
交
付

手
数
料

１

大
型
自

動
車

免
許

又
は

中
型

自
動

車
免

許
に

係
る

も
の

ハ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

な
い
場
合

ロ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第
三

号
に
該
当
し
て
同

項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

イ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
号
に

該
当
し
て
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受

け
る
場
合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

四
、
九
五
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
九

十
七
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
行
う

試
験
又
は
法
第
九

十
七
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
確

認
を
そ
の
試
験
又

二
、
〇
〇
〇

一
、
八
五
〇

五
〇
〇

二
、
三
〇
〇

３

特
定
第

一
種

運
転

２

普
通
自

動
車

免
許

に
係

る
も

の

イ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

ハ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

な
い
場
合

ロ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第
三

号
に
該
当
し
て
同

項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

イ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
号
に

該
当
し
て
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受

け
る
場
合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
、
〇
〇
〇

二
、
四
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
九

十
七
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
行
う

試
験
又
は
法
第
九

十
七
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
確

認
を
そ
の
試
験
又

は
確
認
を
行
う
者

が
提
供
す
る
自
動

車
を
使
用
し
て
受

け
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
三
、
四
〇

〇
円

二
、
〇
五
〇

二
、
一
〇
〇

は
確
認
を
行
う
者

が
提
供
す
る
自
動

車
を
使
用
し
て
受

け
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
、
六
五

〇
円
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免
許

(

大
型
特

殊
自

動
車

免
許
、

大
型

自
動

二
輪

車
免

許
、

普
通

自
動

二
輪

車
免

許
又

は
牽け
ん

引
免

許
を

い
う
。

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
同

じ
。)

又
は

大
型

特
殊

自
動

車
第

二
種

免
許

若
し

く
は

牽け
ん

引
第
二

種
免

許
に

ロ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

な
い
場
合

一
件
に

つ
き

二
、
九
五
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
九

十
七
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
行
う

試
験
又
は
法
第
九

十
七
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
確

認
を
そ
の
試
験
又

は
確
認
を
行
う
者

が
提
供
す
る
自
動

車
を
使
用
し
て
受

け
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
、
六
〇

〇
円

５

大
型
自

動
車

第
二

種
免

許
、

中
型

自
動

車
第

二
種

免
許

又
は

普
通

自
動

車
第

二
種

免
許

(

以
下
こ

の
表

に
お

い
て

｢

大
４

小
型
特

殊
自

動
車

免
許

又
は

原
動

機
付

自
転

車
免

許
に

係
る

も
の

係
る

も
の

ロ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

な
い
場
合

イ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

ロ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

な
い
場
合

イ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

る
場
合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
、
五
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
九

十
七
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
行
う

試
験
を
そ
の
試
験

を
行
う
者
が
提
供

す
る
自
動
車
を
使

用
し
て
受
け
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、

七
、
七
〇
〇
円

二
、
〇
〇
〇

一
、
六
五
〇

二
、
〇
五
〇
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十
三

法
第
八
十

九
条
第
二
項
に

規
定
す
る
運
転

に
つ
い
て
必
要

な
技
能
に
係
る

検
査

運
転
免
許

技
能
検
査

手
数
料

１

大
型
自
動
車
仮
運
転
免

許
又
は
中
型
自
動
車
仮
運

転
免
許
を
受
け
て
い
る
者

に
対
す
る
法
第
八
十
九
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検

査

(

以
下
こ
の
項
に
お
い

６

仮
運
転

免
許

に
係

る
も

の 型
自

動
車

第
二

種
免

許
等｣

と
い

う
。)

に
係

る
も

の

ハ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け

な
い
場
合

ロ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第
四

号
に
該
当
し
て
同

項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

イ

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第
二

号
に
該
当
し
て
同

項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

三
、
九
五
〇
円
。

た
だ
し
、
検
査
を

そ
の
検
査
を
行
う

者
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て

受
け
る
場
合
に
あ
っ

三
、
一
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
九

十
七
条
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
行
う

試
験
を
そ
の
試
験

を
行
う
者
が
提
供

す
る
自
動
車
を
使

用
し
て
受
け
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、

四
、
七
五
〇
円

一
、
六
五
〇

二
、
〇
〇
〇

十
五

法
第
九
十

二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
運

転
免
許
証
の
交

付
十
四

法
第
九
十

一
条
に
規
定
す

る
運
転
免
許
に

付
さ
れ
た
条
件

の
全
部
又
は
一

部
の
解
除
の
申

請
に
対
す
る
審

査

運
転
免
許

証
交
付
手

数
料

運
転
免
許

限
定
解
除

申
請
手
数

料

２

普
通
自
動
車
仮
運
転
免

許
を
受
け
て
い
る
者
に
対

す
る
検
査
に
係
る
も
の

て｢

検
査｣

と
い
う
。)

に

係
る
も
の

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
、
一
〇
〇
円

(

法
第
九
十
二
条

第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
一
の
種

類
の
免
許
証
に
他

の
種
類
の
免
許
に

係
る
事
項
を
記
載

し
て
当
該
他
の
種

類
の
免
許
証
の
交

付
に
代
え
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
二
、

一
〇
〇
円
に
当
該

他
の
種
類
の
免
許

の
数
に
二
〇
〇
円

を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
え
た
額)

。

た
だ
し
、
仮
運
転

免
許
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
一
、

一
、
七
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
限
定
解

除
審
査
を
そ
の
限

定
解
除
審
査
を
行

う
者
が
提
供
す
る

自
動
車
に
よ
り
受

け
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
三
、
三
五

〇
円

四
、
三
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
検
査
を

そ
の
検
査
を
行
う

者
が
提
供
す
る
自

動
車
を
使
用
し
て

受
け
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
五
、
三
〇

〇
円

て
は
、
七
、
六
五

〇
円
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二
十

法
第
九
十

九
条
の
二
第
四

項
第
一
号
イ
に

規
定
す
る
技
能

検
定
員
に
係
る

審
査

十
九

法
第
九
十

九
条
の
二
第
四

項
に
規
定
す
る

技
能
検
定
員
資

格
者
証
の
交
付

十
八

法
第
九
十

七
条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ
に

規
定
す
る
認
知

機
能
検
査
を
実

施
す
る
検
査
員

に
対
す
る
講
習

十
七

法
第
九
十

七
条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ
に

規
定
す
る
認
知

機
能
検
査

十
六

法
第
九
十

四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
運

転
免
許
証
の
再

交
付

自
動
車
教

習
所
技
能

検
定
員
審

査
手
数
料

自
動
車
教

習
所
技
能

検
定
員
資

格
者
証
交

付
手
数
料

認
知
機
能

検
査
員
講

習
手
数
料

認
知
機
能

検
査
手
数

料 運
転
免
許

証
再
交
付

手
数
料

１

大
型
自
動
車
免
許
又
は

中
型
自
動
車
免
許
に
係
る

も
の

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

三
十
分

に
つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

二
四
、
七
〇
〇
円

(

審
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
附

表
第
一
審
査
細
目

の
欄
に
掲
げ
る
審

査
細
目
に
つ
い
て

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

二
四
、
七
〇
〇
円

か
ら
同
表
大
型
自

動
車
免
許
又
は
中

型
自
動
車
免
許
の

欄
に
掲
げ
る
額
を

一
、
二
〇
〇

三
五
〇

六
五
〇

三
、
六
五
〇
円
。

た
だ
し
、
仮
運
転

免
許
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
一
、

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

４

大
型
自
動
車
第
二
種
免

許
等
に
係
る
も
の

３

特
定
第
一
種
運
転
免
許

に
係
る
も
の

２

普
通
自
動
車
免
許
に
係

る
も
の

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

二
二
、
四
五
〇
円

(

審
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
附

表
第
一
審
査
細
目

の
欄
に
掲
げ
る
審

査
細
目
に
つ
い
て

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
四
、
一
〇
〇
円

(

審
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
附

表
第
一
審
査
細
目

の
欄
に
掲
げ
る
審

査
細
目
に
つ
い
て

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
四
、
一
〇
〇
円

か
ら
同
表
特
定
第

一
種
運
転
免
許
の

欄
に
掲
げ
る
額
を

控
除
し
た
額)

二
〇
、
五
〇
〇
円

(

審
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
附

表
第
一
審
査
細
目

の
欄
に
掲
げ
る
審

査
細
目
に
つ
い
て

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

二
〇
、
五
〇
〇
円

か
ら
同
表
普
通
自

動
車
免
許
の
欄
に

掲
げ
る
額
を
控
除

し
た
額)

控
除
し
た
額)
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二
十
二

法
第
九

十
九
条
の
三
第

四
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
教

習
指
導
員
に
係

る
審
査

二
十
一

法
第
九

十
九
条
の
三
第

四
項
に
規
定
す

る
教
習
指
導
員

資
格
者
証
の
交

付

自
動
車
教

習
所
教
習

指
導
員
審

査
手
数
料

自
動
車
教

習
所
教
習

指
導
員
資

格
者
証
交

付
手
数
料

２

普
通
自
動
車
免
許
に
係

る
も
の

１

大
型
自
動
車
免
許
又
は

中
型
自
動
車
免
許
に
係
る

も
の

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
二
、
一
五
〇
円

(

審
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
附

表
第
二
審
査
細
目

の
欄
に
掲
げ
る
審

査
細
目
に
つ
い
て

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
二
、
一
五
〇
円

か
ら
同
表
普
通
自

動
車
免
許
の
欄
に

一
五
、
六
五
〇
円

(

審
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
附

表
第
二
審
査
細
目

の
欄
に
掲
げ
る
審

査
細
目
に
つ
い
て

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
五
、
六
五
〇
円

か
ら
同
表
大
型
自

動
車
免
許
又
は
中

型
自
動
車
免
許
の

欄
に
掲
げ
る
額
を

控
除
し
た
額)

一
、
二
〇
〇

二
二
、
四
五
〇
円

か
ら
同
表
大
型
自

動
車
第
二
種
免
許

等
の
欄
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
た
額)

二
十
三

法
第
百

条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
基

準
該
当
初
心
運

転
者
に
係
る
再

試
験

基
準
該
当

初
心
運
転

者
再
試
験

手
数
料

１

普
通
自
動
車
免
許
に
係

る
も
の

４

大
型
自
動
車
第
二
種
免

許
等
に
係
る
も
の

３

特
定
第
一
種
運
転
免
許

に
係
る
も
の

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

二
、
〇
五
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
百

条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
普
通
自

動
車
の
運
転
に
つ

い
て
必
要
な
技
能

に
つ
い
て
行
う
試

験
を
そ
の
試
験
を

一
三
、
三
〇
〇
円

(

審
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
附

表
第
二
審
査
細
目

の
欄
に
掲
げ
る
審

査
細
目
に
つ
い
て

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
三
、
三
〇
〇
円

か
ら
同
表
大
型
自

動
車
第
二
種
免
許

等
の
欄
に
掲
げ
る

額
を
控
除
し
た
額)

九
、
五
〇
〇
円

(

審
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
附

表
第
二
審
査
細
目

の
欄
に
掲
げ
る
審

査
細
目
に
つ
い
て

の
審
査
を
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

九
、
五
〇
〇
円
か

ら
同
表
特
定
第
一

種
運
転
免
許
の
欄

に
掲
げ
る
額
を
控

除
し
た
額)

掲
げ
る
額
を
控
除

し
た
額)
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二
十
六

法
第
百

四
条
の
四
第
六

項
に
規
定
す
る

二
十
五

法
第
百

一
条
の
二
の
二

第
一
項
に
規
定

す
る
運
転
免
許

証
の
更
新
申
請

書
の
経
由

二
十
四

法
第
百

一
条
第
一
項
又

は
法
第
百
一
条

の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
運
転

免
許
証
の
更
新

運
転
経
歴

証
明
書
交

付
手
数
料

運
転
免
許

証
更
新
申

請
書
経
由

手
数
料

運
転
免
許

証
更
新
手

数
料

３

原
動
機
付
自
転
車
免
許

に
係
る
も
の

２

大
型
自
動
二
輪
車
免
許

又
は
普
通
自
動
二
輪
車
免

許
に
係
る
も
の

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
、
〇
〇
〇

六
〇
〇

二
、
五
五
〇

一
、
一
五
〇

一
、
九
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
百

条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
大
型
自

動
二
輪
車
又
は
普

通
自
動
二
輪
車
の

運
転
に
つ
い
て
必

要
な
技
能
に
つ
い

て
行
う
試
験
を
そ

の
試
験
を
行
う
者

が
提
供
す
る
自
動

車
を
使
用
し
て
受

け
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
三
、
五
五

〇
円

行
う
者
が
提
供
す

る
自
動
車
を
使
用

し
て
受
け
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
三
、

〇
五
〇
円

二
十
八

法
第
百

八
条
の
二
第
一

項
各
号
に
規
定

す
る
自
動
車
の

運
転
等
に
係
る

講
習

二
十
七

法
第
百

七
条
の
七
第
一

項
に
規
定
す
る

国
外
運
転
免
許

証
の
交
付

運
転
経
歴
証
明

書
の
交
付

自
動
車
運

転
等
講
習

手
数
料

国
外
運
転

免
許
証
交

付
手
数
料

５

法
第
百

八
条

の
二

第
一

項
第

五
号

に
規

定
す

る
講

４

法
第
百

八
条

の
二

第
一

項
第

四
号

に
規

定
す

る
講

習
３

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す
る
講

習
２

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
講

習
１

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
講

習

ロ

普
通
自
動
二
輪

車
免
許
に
係
る
も

の
イ

大
型
自
動
二
輪

車
免
許
に
係
る
も

の
ロ

普
通
自
動
車
免

許
に
係
る
も
の

イ

大
型
自
動
車
免

許
又
は
中
型
自
動

車
免
許
に
係
る
も

の

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
通
に

つ
き

四
、
一
〇
〇

四
、
二
〇
〇

二
、
四
五
〇

四
、
七
〇
〇

二
、
三
〇
〇

二
、
六
〇
〇

七
〇
〇

二
、
六
五
〇
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11

法
第
百

八
条

の
二

第
一

項
第

十
一

号
に

規
定

す
る

講
習

10

法
第
百

八
条

の
二

第
一

項
第

十
号

に
規

定
す

る
講

習
９

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
第
九
号
に
規
定
す
る
講

習
８

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
第
八
号
に
規
定
す
る
講

習
７

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
第
七
号
に
規
定
す
る
講

習
６

法
第
百
八
条
の
二
第
一

項
第
六
号
に
規
定
す
る
講

習 習

ロ

法
第
九
十
二
条

の
二
第
一
項
の
表

備
考
一
の
３
に
規

定
す
る
一
般
運
転

者
に
対
す
る
講
習

イ

法
第
九
十
二
条

の
二
第
一
項
の
表

備
考
一
の
２
に
規

定
す
る
優
良
運
転

者
に
対
す
る
講
習

ニ

原
動
機
付
自
転

車
免
許
に
係
る
も

の
ハ

普
通
自
動
二
輪

車
免
許
に
係
る
も

の
ロ

大
型
自
動
二
輪

車
免
許
に
係
る
も

の
イ

普
通
自
動
車
免

許
に
係
る
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
、
〇
五
〇

七
〇
〇

二
、
五
五
〇

二
、
七
〇
〇

二
、
八
〇
〇

二
、
一
五
〇

七
五
〇

一
、
二
〇
〇

三
、
一
五
〇

一
、
三
五
〇

12

法
第
百

八
条

の
二

第
一

項
第

十
二

号
に

規
定

す
る

講
習

ロ

小
型
特
殊
自
動

イ

小
型
特
殊
自
動

車
免
許
以
外
の
第

一
種
運
転
免
許
又

は
第
二
種
運
転
免

許
に
係
る
も
の

ハ

法
第
九

十
二

条
の

二
第

一
項

の
表

備
考

一
の

４
に

規
定

す
る

違
反

運
転

者
等

に
対

す
る

講
習

府
令
第
三

十
八
条
第

十
一
項
第

一
号
た
だ

し
書
の
規

定
に
よ
り

行
わ
れ
る

も
の

道
路
交
通

法
施
行
規

則(

昭
和

三
十
五
年

総
理
府
令

第
六
十
号
。

以
下
こ
の

項
に
お
い

て｢

府
令｣

と
い
う
。)

第
三
十
八

条
第
十
一

項
本
文
の

規
定
に
よ

り
行
わ
れ

る
も
の

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

二
、
三
五
〇

五
、
八
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
九

十
七
条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ
又
は

第
百
一
条
の
四
第

二
項
の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い

て
行
う
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
五
、
三
五
〇

円

一
、
〇
五
〇

一
、
七
〇
〇
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三
十

法
第
百
八

条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
る

初
心
運
転
者
講

習
の
通
知
又
は

法
第
百
八
条
の

二
十
九

法
第
百

八
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る

車
両
の
運
転
に

関
す
る
技
能
及

び
知
識
の
向
上

を
図
る
た
め
の

講
習

初
心
運
転

者
講
習
等

通
知
手
数

料 特
定
任
意

高
齢
者
講

習
手
数
料

３

特
定
任
意
高
齢
者
講
習

(

シ
ニ
ア
運
転
者)

に
係

る
も
の

２

特
定
任
意
高
齢
者
講
習

(

簡
易)

に
係
る
も
の

１

チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
に
係

る
も
の

13

法
第
百

八
条

の
二

第
一

項
第

十
三

号
に

規
定

す
る

講
習

ロ

府
令
第
三
十
八

条
第
十
三
項
第
二

号
の
表
二
の
項
の

上
欄
に
掲
げ
る
場

合
に
行
わ
れ
る
も

の
イ

府
令
第
三
十
八

条
第
十
三
項
第
二

号
の
表
一
の
項
の

上
欄
に
掲
げ
る
場

合
に
行
わ
れ
る
も

の 車
免
許
に
係
る
も

の

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

八
五
〇

五
、
八
〇
〇
円
。

た
だ
し
、
法
第
九

十
七
条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ
又
は

第
百
一
条
の
四
第

二
項
の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い

て
行
う
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
五
、
三
五
〇

円

一
、
五
〇
〇

二
、
六
五
〇

一
三
、
四
〇
〇

九
、
四
〇
〇

七

道
路
運
送
法

(

昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
八
十
三

号)

第
二
条
第
三

六

自
動
車
の
運
転

技
能
の
評
価
方
法

に
関
す
る
知
識

五

技
能
検
定
の
実

施
に
関
す
る
知
識

四

自
動
車
教
習
所

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識

三

法
第
百
八
条
の

二
十
八
第
四
項
に

規
定
す
る
教
則
の

内
容
と
な
っ
て
い

る
事
項

二

自
動
車
の
運
転

技
能
に
関
す
る
観

察
及
び
採
点
の
技

能
一

技
能
検
定
員
と

し
て
必
要
な
自
動

車
の
運
転
技
能

審
査
細
目

三
の
二
の
規
定

に
よ
る
軽
微
違

反
行
為
を
し
た

者
に
対
す
る
講

習
の
通
知

二
、
二
〇
〇
円

二
、
二
〇
〇
円

二
、
一
五
〇
円

二
、
一
五
〇
円

七
、
〇
五
〇
円

四
、
一
五
〇
円

大
型
自
動
車
免

許
又
は
中
型
自

動
車
免
許

二
、
〇
〇
〇
円

一
、
九
五
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

六
、
七
五
〇
円

三
、
九
五
〇
円

普
通
自
動
車
免

許

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
〇
五
〇
円

二
、
一
五
〇
円

二
、
一
五
〇
円

二
、
二
五
〇
円

一
、
三
五
〇
円

特
定
第
一
種
運

転
免
許

二
、
七
五
〇
円

三
、
二
〇
〇
円

七
、
九
五
〇
円

四
、
六
〇
〇
円

大
型
自
動
車
第

二
種
免
許
等

附
表
第
一
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一

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
自
動

審
査
細
目

項
に
規
定
す
る
旅

客
自
動
車
運
送
事

業
及
び
自
動
車
運

転
代
行
業
の
業
務

の
適
正
化
に
関
す

る
法
律(
平
成
十

三
年
法
律
第
五
十

七
号)

第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る

自
動
車
運
転
代
行

業
に
関
す
る
法
令

に
つ
い
て
の
知
識

四
、
四
五
〇
円

大
型
自
動
車
免

許
又
は
中
型
自

動
車
免
許

四
、
一
〇
〇
円

普
通
自
動
車
免

許

一
、
三
五
〇
円

特
定
第
一
種
運

転
免
許

四
、
八
〇
〇
円

大
型
自
動
車
第

二
種
免
許
等

七

道
路
運
送
法
第

二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
及
び

自
動
車
運
転
代
行

業
の
業
務
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
自
動
車

運
転
代
行
業
に
関

す
る
法
令
に
つ
い

て
の
知
識

六

教
習
指
導
員
と

し
て
必
要
な
教
育

に
つ
い
て
の
知
識

五

自
動
車
教
習
所

に
関
す
る
法
令
に

つ
い
て
の
知
識

四

法
第
百
八
条
の

二
十
八
第
四
項
に

規
定
す
る
教
則
の

内
容
と
な
っ
て
い

る
事
項
そ
の
他
自

動
車
の
運
転
に
関

す
る
知
識

三

学
科
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

二

技
能
教
習
に
必

要
な
教
習
の
技
能

車
の
運
転
技
能

一
、
四
〇
〇
円

一
、
四
五
〇
円

一
、
四
五
〇
円

一
、
二
五
〇
円

一
、
三
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

一
、
二
五
〇
円

一
、
二
五
〇
円

一
、
二
五
〇
円

一
、
三
五
〇
円

一
、
一
五
〇
円

一
、
二
五
〇
円

一
、
二
五
〇
円

一
、
二
五
〇
円

一
、
三
〇
〇
円

二
、
七
五
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

備
考一

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
の
項
及
び
二
の
項
の
審
査
細
目
の
欄
に
掲
げ

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一

の
項
及
び
二
の
項
の
大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
の
欄
、
普
通
自
動
車
免
許
の
欄
、

特
定
第
一
種
運
転
免
許
の
欄
及
び
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
の
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

ほ
か
、
更
に
、
大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
三
、
七
五

〇
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
九
五
〇
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
一
、
〇
五
〇
円
を
、
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
三
、
二
五
〇
円
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

二

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
三
の
項
及
び
四
の
項
の
審
査
細
目
の
欄
に
掲
げ

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三

の
項
及
び
四
の
項
の
大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
の
欄
、
普
通
自
動
車
免
許
の
欄

及
び
特
定
第
一
種
運
転
免
許
の
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
更
に
、
三
〇
〇
円
を
控
除

す
る
も
の
と
す
る
。

附
表
第
二

備
考一

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
の
項
及
び
二
の
項
の
審
査
細
目
の
欄
に
掲
げ

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一

の
項
及
び
二
の
項
の
大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
の
欄
、
普
通
自
動
車
免
許
の
欄
、
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三

法
第
六
条
第
三
項(

法
第
七
条
第
二

項(

法
第
十
三
条
第
四
項
及
び
法
附
則

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

、
法
第
十
三
条
第
四
項
及
び
法
附

二

法
第
六
条
第
一
項(

法
第
七
条
第
二

項(

法
第
十
三
条
第
四
項
及
び
法
附
則

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

、
法
第
十
三
条
第
四
項
及
び
法
附

則
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)

に
規
定
す
る
保
管
場
所
標
章

の
交
付

一

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百

四
十
五
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
を

証
す
る
書
面
の
交
付
の
申
請
に
対
す
る

審
査

事
務
の
内
容

自
動
車
保
管
場
所

標
章
再
交
付
手
数

料 自
動
車
保
管
場
所

標
章
交
付
手
数
料

自
動
車
保
管
場
所

証
明
書
交
付
申
請

手
数
料

手
数
料
の
名
称

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

五
〇
〇

五
〇
〇

二
、
二
〇
〇

額(

円)

五

法
第
二
十
二

条
第
二
項
に
規

定
す
る
警
備
員

四

法
第
十
一
条

第
三
項
に
規
定

す
る
警
備
業
の

認
定
証
の
書
換

え
三

法
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す

る
警
備
業
の
認

定
証
の
有
効
期

間
の
更
新
の
申

請
に
対
す
る
審

査
二

法
第
五
条
第

五
項
に
規
定
す

る
警
備
業
の
認

定
証
の
再
交
付

一

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七

年
法
律
第
百
十

七
号
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
に
規
定

す
る
警
備
業
の

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

則
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)

に
規
定
す
る
保
管
場
所
標
章

の
再
交
付

警
備
員
指

導
教
育
責

任
者
資
格

警
備
業
認

定
証
書
換

え
手
数
料

警
備
業
認

定
証
更
新

申
請
手
数

料 警
備
業
認

定
証
再
交

付
手
数
料

警
備
業
認

定
申
請
手

数
料

手
数
料
の

名
称

区
分

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
件
に

つ
き

単
位

九
、
八
〇
〇

二
、
二
〇
〇

二
三
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二
三
、
〇
〇
〇

額(

円)

特
定
第
一
種
運
転
免
許
の
欄
及
び
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
の
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

ほ
か
、
更
に
、
大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
三
、
四
五

〇
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
九
〇
〇
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
一
、
一
〇
〇
円
を
、
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
二
、
九
五
〇
円
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

二

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
四
の
項
及
び
五
の
項
の
審
査
細
目
の
欄
に
掲
げ

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四

の
項
及
び
五
の
項
の
大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
の
欄
、
普
通
自
動
車
免
許
の
欄

及
び
特
定
第
一
種
運
転
免
許
の
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
更
に
、
大
型
自
動
車
免
許

又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
一
五
〇
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
一
〇
〇
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
五
〇
円
を
控

除
す
る
も
の
と
す
る
。

八

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

九

警
備
業
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
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十

法
第
二
十
三

条
第
一
項
に
規

定
す
る
警
備
員

等
の
検
定

九

法
第
二
十
二

条
第
八
項
に
規

定
す
る
警
備
員

の
指
導
及
び
教

育
に
関
す
る
講

習
八

法
第
二
十
二

条
第
六
項
に
規

定
す
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任

者
資
格
者
証
の

再
交
付

七

法
第
二
十
二

条
第
五
項
に
規

定
す
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任

者
資
格
者
証
の

書
換
え

六

法
第
二
十
二

条
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る

警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習

指
導
教
育
責
任

者
資
格
者
証
の

交
付
の
申
請
に

対
す
る
審
査

警
備
員
等

検
定
手
数

料 現
任
警
備

員
指
導
教

育
責
任
者

講
習
手
数

料 警
備
員
指

導
教
育
責

任
者
資
格

者
証
再
交

付
手
数
料

警
備
員
指

導
教
育
責

任
者
資
格

者
証
書
換

え
手
数
料

警
備
員
指

導
教
育
責

任
者
講
習

手
数
料

者
証
交
付

申
請
手
数

料

４

交
通
誘
導
警
備
業
務
に

係
る
も
の

３

雑
踏
警
備
業
務
に
係
る

も
の

２

施
設
警
備
業
務
に
係
る

も
の

１

空
港
保
安
警
備
業
務
に

係
る
も
の

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
時
間

に
つ
き

一
四
、
〇
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

一
、
八
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

一
、
二
〇
〇

十
五

法
第
四
十

二
条
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す

る
機
械
警
備
業

十
四

法
第
四
十

二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
機
械

警
備
業
務
管
理

者
資
格
者
証
の

交
付
の
申
請
に

対
す
る
審
査

十
三

法
第
二
十

三
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
二

条
第
六
項
に
規

定
す
る
合
格
証

明
書
の
再
交
付

十
二

法
第
二
十

三
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
二

条
第
五
項
に
規

定
す
る
合
格
証

明
書
の
書
換
え

十
一

法
第
二
十

三
条
第
四
項
に

規
定
す
る
合
格

証
明
書
の
交
付

の
申
請
に
対
す

る
審
査

機
械
警
備

業
務
管
理

者
講
習
手

数
料

機
械
警
備

業
務
管
理

者
資
格
者

証
交
付
申

請
手
数
料

合
格
証
明

書
再
交
付

手
数
料

合
格
証
明

書
書
換
え

手
数
料

合
格
証
明

書
交
付
申

請
手
数
料

６

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務

に
係
る
も
の

５

核
燃
料
物
質
等
危
険
物

運
搬
警
備
業
務
に
係
る
も

の

一
人
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
人
に

つ
き

一
人
に

つ
き

三
八
、
〇
〇
〇

九
、
八
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二
、
二
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇
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二

法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自
動

一

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律(

以
下
こ
の
表
に
お

い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
に
規

定
す
る
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審
査

事
務
の
内
容

十
八

警
備
業
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律(

平

成
十
六
年
法
律

第
五
十
号)

附

則
第
五
条
に
規

定
す
る
審
査

十
七

法
第
四
十

二
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
二

条
第
六
項
に
規

定
す
る
機
械
警

備
業
務
管
理
者

資
格
者
証
の
再

交
付

十
六

法
第
四
十

二
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
二

条
第
五
項
に
規

定
す
る
機
械
警

備
業
務
管
理
者

資
格
者
証
の
書

換
え

務
管
理
者
講
習

検
定
審
査

手
数
料

機
械
警
備

業
務
管
理

者
資
格
者

証
再
交
付

手
数
料

機
械
警
備

業
務
管
理

者
資
格
者

証
書
換
え

手
数
料

自
動
車
運
転
代
行

自
動
車
運
転
代
行

業
認
定
申
請
手
数

料 手
数
料
の
名
称

一
通
に

一
件
に

つ
き

単
位

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
、
九
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇

額(

円) 四
、
七
〇
〇

一
、
八
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

二

道
路
交
通
法
の
施
行
に
関
す

る
事
務

一

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
関
す
る
事
務

事
務
の
種
類

三

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の

再
交
付

二

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付

一

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律(

平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た

こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付

事
務
の
内
容

三

法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
自
動

車
運
転
代
行
業
の
認
定
証
の
書
換
え

車
運
転
代
行
業
の
認
定
証
の
再
交
付自

動
車
運
転
等
講
習
手
数

料(

道
路
交
通
法
第
百
八

条
の
二
第
一
項
第
二
号
の

講
習
の
う
ち
同
法
第
百
八

遊
技
機
試
験
申
請
手
数
料

遊
技
機
型
式
試
験
申
請
手

数
料

手
数
料
の
名
称

探
偵
業
届
出
証
明

書
再
交
付
手
数
料

探
偵
業
変
更
届
出

証
明
書
交
付
手
数

料 探
偵
業
届
出
証
明

書
交
付
手
数
料

手
数
料
の
名
称

自
動
車
運
転
代
行

業
認
定
証
書
換
え

手
数
料

業
認
定
証
再
交
付

手
数
料

指
定
講
習
機
関

財
団
法
人
保
安
電
子
通
信
技

術
協
会(

昭
和
五
十
七
年
五

月
一
日
に
財
団
法
人
保
安
電

子
通
信
技
術
協
会
と
い
う
名

称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い

う
。)

納
入
機
関
の
名
称

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

単
位

一
通
に

つ
き

つ
き

一
、
〇
〇
〇

一
、
五
〇
〇

三
、
六
〇
〇

額(

円) 二
、
一
〇
〇

十

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

十
一

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

別
表
第
二(

第
二
条
関
係)
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条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
講
習
機
関(

以
下

こ
の
項
に
お
い
て｢

指
定

講
習
機
関｣

と
い
う
。)

に
行
わ
せ
る
も
の
及
び
同

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項

第
十
号
の
講
習
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

知
事
の
給
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号

知
事
の
給
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
の
特
例)

第
一
条

知
事
及
び
副
知
事
の
給
料
の
月
額
は
、
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二

十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
十
八
号)

第
一
条
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
に
あ
っ
て
は
同
条
第

一
項
に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
額
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
、
副
知
事
に
あ
っ
て

は
同
条
第
二
項
に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
た

だ
し
、
退
職
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
月
額
は
、
同
条
各
項
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。

(

教
育
長
の
給
与
の
特
例)

第
二
条

教
育
長
の
給
料
の
月
額
は
、
岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
条
例(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
八
号)

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規

定
す
る
額
か
ら
当
該
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
退
職
手
当

の
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
月
額
は
、
同
条
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。

(

常
勤
の
監
査
委
員
の
給
与
の
特
例)

第
三
条

常
勤
の
監
査
委
員
の
給
料
の
月
額
は
、
岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例(

昭
和
二
十
三
年
岐

阜
県
条
例
第
四
十
八
号)

第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
額
か
ら
当
該
額
に
百

分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
退
職
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る

給
料
の
月
額
は
、
同
条
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。

(

執
行
機
関
で
あ
る
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
の
報
酬
の
月
額
の
特
例)

第
四
条

執
行
機
関
で
あ
る
委
員
会
の
委
員(

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
委
員
を
除
く
。)

及
び
監
査

委
員
の
報
酬
の
月
額
は
、
岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
例

別
表
に
規
定
す
る
額
か
ら
当
該
額
に
百
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
二
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

(

以
下｢

特
例
期
間｣

と
い
う
。)

に
お
い
て
、
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号
。
以
下｢

給
与
条
例｣

と
い
う
。)

、

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
。
以
下｢

育
児
休
業

条
例｣

と
い
う
。)

、
岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐

阜
県
条
例
第
四
十
八
号
。
以
下｢

任
期
付
研
究
員
条
例｣

と
い
う
。)

、
岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
八
号
。
以
下｢

任
期
付
職
員
条
例｣

と
い
う
。)

そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
い
て
支
給
す
る
給
与
の
額
を
減
ず
る
た
め
、
給

与
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
職
員
の
給
与
の
額
の
特
例)

第
二
条

特
例
期
間
に
お
け
る
給
与
条
例
、
任
期
付
研
究
員
条
例
及
び
任
期
付
職
員
条
例
の
適
用
を
受

け
る
職
員(
給
与
条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下｢

給
料
表
適
用
職
員｣

と
い
う
。)
の
給
料
月
額
及
び
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号
。
以
下｢

平
成
十
八
年
改
正
条

例｣

と
い
う
。)

附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額(

以
下｢

差
額
支
給
額｣
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と
い
う
。)

と
の
合
計
額
は
、
給
与
条
例
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
六
条
の
二
の
規
定
、
育
児
休
業

条
例
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
、
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条(

第
四
項
を
除
く
。)

の
規
定
、
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条(

第
四
項
を
除
く
。)

並
び
に
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第

七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額

(

以
下

｢

給
料
基
礎
額｣
と
い
う
。)

か
ら
給
料
基
礎
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
割
合(

以
下｢
特
定
割
合｣

と
い
う
。)

を
乗
じ
て
得
た
額(

当
該
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を

生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額)

を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
職
員

百
分
の
七

秘
書
広
報
統
括
監

危
機
管
理
統
括
監

総
務
部
長

総
合
企
画
部
長

環
境
生
活
部
長

健
康
福
祉
部
長

商
工
労
働
部
長

農
政
部
長

林
政
部
長

県
土
整
備
部
長

都
市
建
築
部
長

ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
局
長

振
興
局
長

会
計
管
理
者

議
会
事
務
局
長

人
事
委
員
会
事
務
局
長

監
査
委
員
事
務
局
長

労
働
委
員
会
事
務
局
長

二

次
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
六

イ

給
与
条
例
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
職
員

ロ

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
給
与
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管

理
職
手
当
が
支
給
さ
れ
る
職
に
あ
る
も
の

ハ

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
益
的
法
人
等
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
、

当
該
公
益
的
法
人
等
に
お
い
て
管
理
職
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い

る
も
の

ニ

任
期
付
研
究
員
条
例
別
表
第
一
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の

号
給
が
三
号
給
以
上
で
あ
る
も
の

ホ

任
期
付
職
員
条
例
別
表
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
号
給
が

三
号
給
以
上
で
あ
る
も
の

三

次
に
掲
げ
る
職
員

百
分
の
四

イ

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
給
与
条
例
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
期
末
手
当
基
礎
額
の
加
算
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

割
合
が
百
分
の
十
以
上
の
割
合
で
あ
る
も
の

ロ

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
任
期
付
研
究
員
条
例
別
表
第
一
に
規
定
す

る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
も
の
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
別
表
第
二
に
規
定
す
る
給
料
表
の

適
用
を
受
け
る
も
の

ハ

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
任
期
付
職
員
条
例
別
表
に
規
定
す
る
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

百
分
の
三
・
五

２

特
例
期
間
に
お
け
る
給
与
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額(

以
下｢

調
整
基
礎
額｣

と
い
う
。)

か
ら
調
整
基

礎
額
に
特
定
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
時
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
た
額)

を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
料
表
適
用
職
員
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
算
出
の
基
礎
と
な

る
給
料
月
額
及
び
差
額
支
給
額
と
の
合
計
額
並
び
に
給
料
の
調
整
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
給
料
基
礎
額
及

び
調
整
基
礎
額
と
す
る
。

一

手
当(

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
除
く
。)

の
額

二

給
与
条
例
第
十
七
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額(

給
与
条
例
第
十
三
条
又
は

第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

三

岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜

県
条
例
第
三
十
七
号)

第
三
条
に
規
定
す
る
教
職
調
整
額

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
料
表
適
用
職
員
に
係
る
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当

条
例(

昭
和
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年３月30日 ( )182



381,200
382,700
384,200
385,700

387,200
388,600
390,000
391,400

392,900
394,200
395,500
396,800

398,200
399,300
400,400
401,500

402,600
403,700
404,800
405,900

406,800
407,800
408,800

334,700
336,900
339,100
341,300

343,500
345,700
347,900
350,100

352,100
354,200
356,300
358,400

360,400
362,400
364,400
366,400

368,400
370,100
371,800
373,500

375,200
376,700
378,200
379,700

278,900
281,500
284,100

286,600
289,200
291,700
294,200

296,500
299,200
301,900
304,600

307,100
309,600
312,100
314,600

317,000
319,200
321,400
323,600

325,900
328,100
330,300
332,500

218,000
220,000

221,900
224,600
227,300
230,000

232,800
235,700
238,600
241,500

244,300
247,100
249,900
252,700

255,500
258,100
260,700
263,300

265,900
268,500
271,100
273,700

276,300

２ 級

給料月額

円
192,800
194,500
196,200
197,900

199,700
201,400
203,100
204,800

206,600
208,500
210,400
212,300

214,000
216,000

と
な
る
給
料
月
額
及
び
給
料
の
調
整
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
給
料
基
礎
額(

差
額
支
給
額
を
除
く
。)

及

び
調
整
基
礎
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
三
号

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
一
号
中｢

百
分
の
七
十｣

を｢

百
分
の
六
十
三｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

百

分
の
五
十｣

を｢

百
分
の
四
十
五｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
教
育
職
員
の
給

与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
四
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
教
育
職
員

の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐

阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中｢

二
十
六
万
八
千
五
百
円｣

を｢

三
十
六
万
五
千
五
百
円｣

に
改

め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中｢

教
頭｣

の
下
に｢

、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭｣

を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
三
中｢

定
時
制
の
課
程
又
は｣

を｢

定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
関
す

る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
副
校
長
、
定
時
制
の
課
程
又
は｣

に
、｢

従
事
す
る
教
諭｣

を｢

従
事
す
る

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
六
第
四
項
中｢

教
頭｣

を｢

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭｣

に
改
め

る
。

｢

別
表
第
三
ロ
の
表
中
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286,600
289,200
291,700
294,200

296,500
299,200
301,900
304,600

307,100
309,600
312,100
314,600

317,000
319,200
321,400
323,600

325,900
328,100
330,300
332,500

334,700
336,900
339,100

355,300
357,400
359,500
361,600

363,700
365,800
367,900
370,000

372,100
374,100
376,100
378,100

380,100
381,900
383,700
385,500

387,300
389,000
390,700
392,400

394,100
395,600
397,100

221,900
224,600
227,300
230,000

232,800
235,700
238,600
241,500

244,300
247,100
249,900
252,700

255,500
258,100
260,700
263,300

265,900
268,500
271,100
273,700

276,300
278,900
281,500
284,100

297,700
300,400
303,100
305,800

308,500
311,200
313,900
316,600

319,300
321,700
324,100
326,500

328,900
331,100
333,300
335,500

337,700
339,900
342,100
344,300

346,500
348,700
350,900
353,100

425,300
425,800

426,200
426,700
427,200
427,700

428,100
428,600
429,100
429,600

430,000

409,800

410,700
411,600
412,500
413,400

414,100
414,900
415,700
416,500

417,300
418,100
418,900
419,700

420,500
421,000
421,500
422,000

422,400
422,900
423,400
423,900

424,300
424,800

279,400

２ 級 特２級

給料月額 給料月額

円
192,800
194,500
196,200
197,900

199,700
201,400
203,100
204,800

206,600
208,500
210,400
212,300

214,000
216,000
218,000
220,000

円
254,100
256,900
259,700
262,500

265,300
268,000
270,700
273,400

276,100
278,800
281,500
284,200

286,900
289,600
292,300
295,000

426,200
426,700
427,200
427,700

428,100
428,600
429,100
429,600

430,000

411,600
412,500
413,400

414,100
414,900
415,700
416,500

417,300
418,100
418,900
419,700

420,500
421,000
421,500
422,000

422,400
422,900
423,400
423,900

424,300
424,800
425,300
425,800

384,200
385,700

387,200
388,600
390,000
391,400

392,900
394,200
395,500
396,800

398,200
399,300
400,400
401,500

402,600
403,700
404,800
405,900

406,800
407,800
408,800
409,800

410,700

430,500
431,700

432,900
434,000
435,100
436,200

437,300
438,400
439,500
440,600

441,700
442,500
443,300
444,100

444,900
445,500
446,100
446,700

447,300
447,900
448,500
449,100

449,700

341,300

343,500
345,700
347,900
350,100

352,100
354,200
356,300
358,400

360,400
362,400
364,400
366,400

368,400
370,100
371,800
373,500

375,200
376,700
378,200
379,700

381,200
382,700

398,600

400,100
401,600
403,100
404,600

406,100
407,500
408,900
410,300

411,700
413,100
414,500
415,900

417,300
418,700
420,100
421,500

422,900
424,200
425,500
426,800

428,100
429,300

279,400 308,800

｢を

｣

に

｣

改
め
、
同
表
備
考
一�
中｢教

頭
｣

を｢副
校
長
､
教
頭
､
主
幹
教
諭
､
指
導
教
諭
｣

に
改
め
、
別
表
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405,100
405,800
406,500
407,200

407,700
408,300
408,900
409,500

409,900
410,500
411,100
411,700

412,100
412,700
413,300

414,300
414,900
415,500
416,100

416,500

386,500
387,500

388,400
389,400
390,400
391,400

392,200
393,100
394,000
394,900

395,900
396,700
397,500
398,300

399,100
399,900
400,700
401,500

402,200
402,900
403,600
404,300

357,900
359,600
361,300
363,000

364,700
366,100
367,500
368,900

370,400
371,700
373,000
374,300

375,700
376,800
377,900
379,000

380,200
381,300
382,400
383,500

384,500
385,500

309,600
312,100
314,600

317,000
319,200
321,400
323,600

325,900
328,100
330,300
332,500

334,700
336,900
339,100
341,300

343,500
345,200
347,100
349,000

350,800
352,600
354,400
356,200

252,700

255,500
258,100
260,700
263,300

265,900
268,500
271,100
273,700

276,300
278,900
281,500
284,100

286,600
289,200
291,700
294,200

296,500
299,200
301,900
304,600

307,100

199,700
201,400
203,100
204,800

206,600
208,500
210,400
212,300

214,000
216,000
218,000
220,000

221,900
224,600
227,300
230,000

232,800
235,700
238,600
241,500

244,300
247,100
249,900

２ 級

給料月額

円
164,400
166,500
168,600
170,800

172,800
175,000
177,200
179,400

181,700
184,500
187,200
189,900

192,800
194,500
196,200
197,900

276,000

317,000
319,200
321,400
323,600

325,900
328,100
330,300
332,500

334,700
336,900
339,100
341,300

343,300
345,200
347,100
349,000

350,800
352,600
354,400
356,200

357,900
359,600

391,700
392,900
394,100
395,300

396,500
397,700
398,900
400,100

401,300
402,400
403,500
404,600

405,700
406,700
407,700
408,700

409,700
410,500
411,300
412,100

412,900
413,700

258,100
260,700
263,300

265,900
268,500
271,100
273,700

276,300
278,900
281,500
284,100

286,600
289,200
291,700
294,200

296,500
299,200
301,900
304,600

307,100
309,600
312,100
314,600

355,900
357,700
359,500

361,300
363,000
364,700
366,400

368,100
369,800
371,500
373,200

374,900
376,400
377,900
379,400

380,900
382,300
383,700
385,100

386,500
387,800
389,100
390,400

204,800

206,600
208,500
210,400
212,300

214,000
216,000
218,000
220,000

221,900
224,600
227,300
230,000

232,800
235,700
238,600
241,500

244,300
247,100
249,900
252,700

255,500

305,800

308,500
311,200
313,900
316,600

319,300
321,700
324,100
326,500

328,900
331,100
333,300
335,500

337,700
339,800
341,900
344,000

346,100
348,100
350,100
352,100

354,100

２級 特２級

給料月額 給料月額

円
164,400
166,500
168,600
170,800

172,800
175,000
177,200
179,400

181,700
184,500
187,200
189,900

192,800
194,500
196,200
197,900

199,700
201,400
203,100

円
254,100
256,900
259,700
262,500

265,300
268,000
270,700
273,400

276,100
278,800
281,500
284,200

286,900
289,600
292,300
295,000

297,700
300,400
303,100

｢
第
三
ハ
の
表
中

を

｣

｢
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407,200

407,700
408,300
408,900
409,500

409,900
410,500
411,100
411,700

412,100
412,700
413,300
413,900

414,300
414,900
415,500
416,100

416,500

388,400
389,400
390,400
391,400

392,200
393,100
394,000
394,900

395,900
396,700
397,500
398,300

399,100
399,900
400,700
401,500

402,200
402,900
403,600
404,300

405,100
405,800
406,500

428,300 361,300
363,000

364,700
366,100
367,500
368,900

370,400
371,700
373,000
374,300

375,700
376,800
377,900
379,000

380,200
381,300
382,400
383,500

384,500
385,500
386,500
387,500

414,500
415,300

416,100
416,800
417,500
418,200

418,900
419,600
420,300
421,000

421,700
422,300
422,900
423,400

423,900
424,500
425,100
425,600

426,100
426,700
427,300
427,800

276,000 303,700

に
改
め
、

｣

同
表
備
考
一�
中｢教

頭
｣

を｢副
校
長
､
教
頭
､
主
幹
教
諭
､
指
導
教
諭
｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
教
育
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
六
年
岐

阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

教
頭｣

を｢

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

又
は
二
級｣

を｢

、
二
級
又
は
特
二
級｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
号
中｢

第
二
十
一
条｣

を｢

第
二
十
条
の
七｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
六
号
中｢

採
用
さ
れ
た
職
員｣

の
下
に｢(

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に

限
る
。)｣

を
加
え
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

出
張
し
、
又
は
赴
任
し
た｣

を｢

出
張
を
し
、
又
は
赴
任
を
し
た｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
六
項
中｢

旅
行
の
回
数
又
は
旅
行
中
の
日
数
に
応
じ
一
回
当
た
り
又
は
一
日｣

を｢

旅
行

中
の
夜
数
に
応
じ
一
夜｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

、
支
度
料｣

を
削
り
、
同
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第

七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中｢

第
二
条
第
三
項｣

を｢

第
二
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
中｢

、
職
務
の
級
の
変
更｣

を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中｢

二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者｣

を｢

知
事
等
以
外
の
者｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中｢

二
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者｣

を｢

知
事
等
以
外
の
者｣

に
改
め
、

同
号
ハ
を
削
り
、
同
項
第
二
号
ロ
中｢

九
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者｣

を｢

知
事
等
以
外
の
者｣

に
改

め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中｢

近
距
離
旅
行(

路
程
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
旅
行
を
い
う
。)

以
外
の｣

を｢

宿
泊
を
伴
う｣

に
、｢

旅
行
の
区
分
に
応
じ
た
別
表
第
一
の
定
額
に
よ
る｣

を｢

一
夜
に
つ
き
五

百
五
十
円
と
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
三
条
中｢

宿
泊
し
た｣

を｢

宿
泊
を
伴
う｣

に
、｢

第
十
九
条
第
二
項｣

を｢

第
十
九
条｣

に
、｢

五
日
分｣

を｢

五
夜
分｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中｢

、
旅
行
諸
費(

第
十
九
条
第
二
項
の
旅
行
諸
費
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。)｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

、
旅
行
諸
費｣

を
削
り
、｢

支
給
し
な
い｣

を｢

、
支
給
し

な
い｣

に
改
め
る
。
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路
程
一
万
五
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
一
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
五
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
五
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

区
分

路
程
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

路
程
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

路
程
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

区
分

五
五
六
、
〇
〇
〇
円

五
一
四
、
〇
〇
〇
円

四
七
一
、
〇
〇
〇
円

四
二
八
、
〇
〇
〇
円

三
四
八
、
〇
〇
〇
円

二
七
六
、
〇
〇
〇
円

二
二
〇
、
〇
〇
〇
円

一
五
四
、
〇
〇
〇
円

一
一
六
、
〇
〇
〇
円

金
額

三
二
四
、
〇
〇
〇
円

二
七
九
、
〇
〇
〇
円

二
六
一
、
〇
〇
〇
円

二
四
八
、
〇
〇
〇
円

一
八
七
、
〇
〇
〇
円

一
五
二
、
〇
〇
〇
円

一
二
三
、
〇
〇
〇
円

一
〇
七
、
〇
〇
〇
円

金
額

第
三
十
一
条
第
一
号
イ
中｢

及
び
七
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者｣

を
削
り
、
同
号
ロ
中｢

六
級
以
下

の
職
務
に
あ
る
者｣

を｢

知
事
等
以
外
の
者｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中｢

又
は
六
級
以
上
の
職
務
に

あ
る
者｣
を
削
る
。

第
三
十
二
条
第
一
号
イ
中｢

七
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
最
上
級
の
直
近
下
位
の
級
の

運
賃
、
六
級
以
下
二
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
七
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て

定
め
る
運
賃
の
級
の
直
近
下
位
の
級
の
運
賃
、
一
級
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
最
下
級
の
運
賃｣

を｢

知
事
等
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
最
上
級
の
二
級
下
位
の
級
の
運
賃｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

七
級

以
上
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
中
級
の
運
賃
、
六
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
下
級
の

運
賃｣

を｢

知
事
等
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
最
下
級
の
運
賃｣

に
改
め
、
同
号
ハ
中｢

そ
の
他
の
者｣

を｢

知
事
等
以
外
の
者｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

又
は
七
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者｣

を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中｢

及
び
長
時
間
に
わ
た
る
航
空
路
に
よ
る
旅
行
と
し
て
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
も
の(

以
下｢

特
定
航
空
旅
行｣
と
い
う
。)

を
す
る
七
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者｣

を
削
り
、
同
号
ハ
中｢

九
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者(
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。)｣

を｢

知
事
等
以

外
の
者｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中｢

及
び
特
定
航
空
旅
行
を
す
る
七
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者｣

を
削
り
、
同
号
ロ
中｢

九
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者(

イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。)｣

を｢

知
事
等
以

外
の
者｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中｢

、
着
後
手
当
及
び
支
度
料｣

を｢
及
び
着
後
手
当｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条

削
除

第
三
十
九
条
中｢

並
び
に
入
出
国
税｣

を｢

、
入
出
国
税
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の｣

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中｢

第
七
条
第
八
項｣

を｢

第
七
条
第
七
項｣

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
中｢

第
十
九
条
第
二
項｣

を｢

第
十
九
条｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号

ハ
一�
中｢

第
十
九
条
第
二
項｣

を｢

第
十
九
条｣

に
、｢

及
び
旅
行
諸
費
に
つ
い
て
は
十
五
日
分
、｣
を

｢

に
つ
い
て
は
十
五
日
分
、
旅
行
諸
費
及
び｣

に
改
め
、
同
号
ハ
二�
中｢(

支
度
料
を
除
く
。)｣

を
削
る
。

付
則
第
二
項
中｢

、
宿
泊
料
及
び
支
度
料｣

を｢

及
び
宿
泊
料｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢(

第
十
九
条
―
第
二
十
三
条
関
係)｣

を｢(

第
二
十
条
―
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六

条
関
係)｣

に
改
め
、
一
の
表
を
削
り
、
別
表
第
一
二
の
表
七
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者
の
項
を
削
り
、

同
表
六
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者
の
項
中｢

六
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者｣

を｢

知
事
等
以
外
の
者｣

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
一
の
表
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

二

移
転
料

別
表
第
一
三
の
表
を
削
る
。

別
表
第
二
中｢(

第
三
十
四
条
―
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
関
係)｣

を｢(

第
三
十

四
条
―
第
三
十
六
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
関
係)｣

に
改
め
、
同
表
一
の
表
七
級
以
上
の
職
務

に
あ
る
者
の
項
を
削
り
、
同
表
六
級
以
下
三
級
以
上
の
職
務
に
あ
る
者
の
項
中｢

六
級
以
下
三
級
以
上

の
職
務
に
あ
る
者｣

を｢

知
事
等
以
外
の
者｣

に
改
め
、
同
表
二
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
者
の
項
を
削

り
、
別
表
第
二
二
の
表
及
び
三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

移
転
料
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知
事
等
以
外
の
者

副
知
事

知
事
区
分

路
程
二
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

四
九
〇
、
〇
〇
〇
円

五
八
〇
、
〇
〇
〇
円

六
四
〇
、
〇
〇
〇
円

金
額

六
〇
一
、
〇
〇
〇
円

三

死
亡
手
当

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
等
旅
費
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行

か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日
印
刷

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


